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いて（名寄市大橋地区コミュニティセ

ンター）

議案第１９号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市雪わらべ雪冷貯蔵施設）

議案第２０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連農産物出荷調整利雪

施設）

議案第２１号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市東部地区集落センター）

議案第２２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市西部地区集落センター）

平成２２年１１月３０日（火曜日）第４回１２月定例会・第１号
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議案第２３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市立食肉センター）

議案第２４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄ピヤシリスキー場）

日程第18 議案第２５号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第19 議案第２６号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第20 議案第２７号 平成２２年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第21 議案第２８号 平成２２年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第２９号 平成２２年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第23 議案第３０号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

日程第24 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第26 決議案第１号 ＴＰＰ参加の即時撤回

を求める決議

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２２年第３回定例会付託議案第１

号 名寄市パブリック・コメント手続

条例の制定について（総務文教常任委

員長報告）

日程第４ 平成２２年第３回定例会付託議案第２

号 名寄市児童館条例の制定について

（総務文教常任委員長報告）

日程第５ 平成２２年第３回定例会付託議案第３

号 名寄市児童クラブ条例の制定につ

いて（総務文教常任委員長報告）

日程第６ 行政報告

日程第７ 議案第１号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改正について

議案第２号 名寄市教育委員会教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第３号 名寄市職員の給与に関す

る条例等の一部改正について

日程第９ 議案第４号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例等の一部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市立学校設置条例の

一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市育英奨学条例の一

部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市風連サンシャイン

ホール設置及び管理に関する条例の一

部改正について

議案第８号 名寄市風連福祉会館条例

の一部改正について

議案第９号 名寄市風連日進レクリエ

ーションセンター条例の一部改正につ

いて

議案第１０号 名寄市西風連コミュニ

ティセンター条例の一部改正について

日程第13 議案第１１号 名寄市仲町集会所条例

の一部改正について

日程第14 議案第１２号 名寄市保健センター設

置条例の一部改正について

日程第15 議案第１３号 名寄市風連国民健康保

険診療所条例の一部改正について

議案第１４号 名寄市風連国民健康保

険診療所診療報酬その他料金徴収条例

の一部改正について

日程第16 議案第１５号 名寄市風連地区子育て

支援条例を廃止する条例の制定につい

て

日程第17 議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市北国雪国ふるさと交流

館）
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議案第１７号 指定管理者の指定につ

いて（サンピラーパーク森の休暇村）

議案第１８号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市大橋地区コミュニティセ

ンター）

議案第１９号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市雪わらべ雪冷貯蔵施設）

議案第２０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市風連農産物出荷調整利雪

施設）

議案第２１号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市東部地区集落センター）

議案第２２号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市西部地区集落センター）

議案第２３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市立食肉センター）

議案第２４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄ピヤシリスキー場）

日程第18 議案第２５号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第19 議案第２６号 平成２２年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第20 議案第２７号 平成２２年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第21 議案第２８号 平成２２年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第２９号 平成２２年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第23 議案第３０号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

日程第24 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第26 決議案第１号 ＴＰＰ参加の即時撤回

を求める決議

１．出席議員（２４名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（２名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員
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市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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これより平成２２年〇議長（小野寺一知議員）

第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１４番、渡辺正尚議員、２０番、

川村正彦議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は２４名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１５番 高 橋 伸 典 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月１４日ま

での１５日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

１４日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第１号 名寄市パブリッ

ク・コメント手続条例の制定についてを議題とい

たします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

おはよ〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、平成２２年第３回定例会におきまして当委員

会に付託されました付託議案第１号 名寄市パブ

リック・コメント手続条例の制定につきまして、

委員会における審査の経過並びに結果を御報告申

し上げます。

委員会は、１０月１３日、２６日、１１月２４

日の３回にわたり、佐々木総務部長を初め担当職

員の出席を願い、本条例の内容などについて詳細

に説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように平成２２年４月に施行されました

名寄市自治基本条例に定める市民参加制度の一つ

として制度化を目指すものであるとともに、制定

により政策決定過程における市民参加、情報共有

が図られ、より一層の市民と連携、協力したまち

づくりの推進を達成しようというものであります。

逐条解説を含め、より詳細に条例の内容につい

て説明を受けた審査１回目の委員会で各委員から

出されました主な質疑では、第５条の政策等の案

の公表等にかかわり、条例文の中に周知について

盛り込むべきではないかに対しては、第３項で実

施機関が指定する場所での閲覧または配布、イン

ターネットを利用した閲覧の方法を定めているが、

住民周知については広報を含め検討したい。また、

新聞報道、広報欄を使って周知あるいは市の情報

公開コーナーの活用を考えていると答弁がありま

した。

また、第３条の対象にかかわり、第６項で定め

る主な公の施設とは、また新築の場合は主要な公

の施設でなくても実施が必要ではないかの質問に

対しては、主要な施設は多くの市民が利用する施

設、市民生活に重大な影響を及ぼす施設、例えば

福祉センター、スポーツセンターなどが考えられ

る。新築の場合、すべてが対象となるのではなく

児童公園等地域が限定されるもの、特養等利用者

が特定されるものは省くこととし、実施機関で判

断するなどの答弁がありました。

この後、委員会では審査の正確性をより高める

という見地から、次回の委員会開催まで質問事項

を文書で担当課に提出し、他の条例との整合性や

理事者の考え方などについて一定整理を行ってい
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ただくこととしました。

２回目の委員会までに各委員から提出された質

問は１３項目でありました。内容は、第２条、定

義関係で２件、第３条、対象関係で２件、第４条、

適用除外関係１件、第５条、政策等の案の公表等

関係６件、第６条、意見等の提出関係２件でした。

主な内容としては、第２条、定義にかかわり、

第１項で提出された意見等を考慮して意思決定を

行うとしているが、自治基本条例では重要な政策

決定の過程において市民の意見を反映させるため、

公聴会制度及びパブリックコメントなどの意見公

募制度などとうたっている。この考慮と反映の整

合性は。第３条、対象では、第１号及び第２号で

市の基本的な構想、制度にかかわり、制定または

改廃としているが、基本的な構想や計画、制度は

改正したり廃止を意味する改廃ではなく、決めら

れた物事などを変える変更と表現することが適正

ではないか。第４条、適用除外では、第１号に政

策等の策定が次の各号のいずれかに該当するもの

はこの条例に適用しないとあるが、だれが認め、

だれが適用除外と判断するかという観点から第４

条でも明示することが必要ではないか。第５条、

政策等の案の公表等では、政策案を策定する際に

検討した重要な論点及び当該論点に対する実施機

関の考え方も公表したほうがよいのではないか、

また項目に加えるべきではないか、さらに第２項

第１号に経過を加えるべきではないか。第６条、

意見等の提出では、第２項第５号にあるその他実

施機関が必要と認める方法とは。さらに、第３項

に電話番号や利害関係者を有することを証する事

項などは必要ないのかなどの質問がありました。

これに対し、考慮と反映の整合性については、

政策等の案に内容をよりよいものにするために提

出された意見を十分考慮し、その結果反映すべき

意見については反映するが、提出された意見をす

べて政策等へ反映するということではない。改廃

の表現については、変更を含めて改廃と表現して

いる。第４条内での適用除外明示については、第

２条第１号の条例からパブリックコメント手続の

実施主体は実施機関となることから、第４条に基

づきパブリックコメント手続の適用除外の判断を

することになる。論点と経過などの公表について

は、第５条第２項第１号で政策等の案を作成した

趣旨、目的及び背景を公表することとしており、

この中で策定に至った経緯や経過、名寄市におけ

る状況、課題なども包括される。電話番号や利害

関係者を有することを証する事項の必要性につい

ては、電話番号は不要、利害関係については本人

の申請によるものとし、証するものの添付などは

求めていないなどとそれぞれ答弁がありました。

３回目の委員会は、議会基本条例第５章第１１

条、自由討議による合意形成の第２項に基づき佐

々木総務部長、関係職員に退席をいただき、委員

間による審査を行いましたが、過去２回の委員会

で十分議論が尽くされたことから発言はありませ

んでした。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第１号 名寄市パブリック・コメント

手続条例の制定につきましては、全会一致で原案

のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

の御報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

大石健二議員。

２点ほどちょっと確認〇６番（大石健二議員）

をさせていただきたいと思います。

委員会の議論経過についてお聞きをしたいので

すが、名寄市も長寿社会で、たしか高齢化率が２

５５だったかなという記５がございます。こう

した長寿化、長命化の中で名寄市パブリック・コ

メント手続条例という条例名について片仮名言葉

ではなく日本語名で、わかりやすい日本語名での

表記についての議論経過があったかどうかお尋ね

をしたいと。
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もう一点ございます。たしか４条のほうで適用

除外について明記をされていたなと思うのですが、

この適用除外の１項の中で迅速または緊急を要す

るものについてはこの限りではないというような

理解なのですけれども、この緊急条例制定につい

て後日その政策の制定についての理論、理由、こ

れの発表についてどのような議論経過があったか、

これについてお聞きをしたいと。

以上２点です。

佐藤委員長。〇議長（小野寺一知議員）

ただい〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

ま大石議員のほうから２件御質問をいただきまし

た。

まず、表記のこの名寄市パブリック・コメント

手続条例ということで、片仮名を日本語にという

話でありましたけれども、委員会では議論はあり

ませんでした。

また、適用除外の緊急条例の関係については、

いずれにしてもパブリック・コメント手続条例を

やることは実施機関がやることでありますので、

そこは実施機関の部分での議論はありましたけれ

ども、よりわかりやすい、あるいは先ほども委員

長報告の中で述べさせてもらいましたように経過

についてもしっかりお知らせするべきではないか

という議論はありましたけれども、具体的に緊急

条例についての議論というのはしておりません。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

例えば緊急で、あるい〇６番（大石健二議員）

は迅速を要するものであれば、議論の中でどうい

う煮詰めがあったかわかりませんけれども、時限

条例として扱って後日パブリックコメントを、市

民要望を、意見を募集するという手だてもあった

のかなというふうに考えたものですから。また、

今回のこの名寄市パブリック・コメント手続条例

についてもどのような理由で政策の策定に至った

かという理由の公表もあわせて必要だろうという

ふうに考えたものですからお聞きしたわけですが、

いかがでしょうか。

佐藤委員長。〇議長（小野寺一知議員）

緊急条〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

例の関係については、いずれにしても審査の中で

はこのパブリック・コメント手続条例に適用をし

て市民から意見を受けるか受けないかについては、

一定程度庁議で最終決定をするということであり

ますので、そのことにおいて緊急性があれば庁議

の中で決定をして市民の皆さんにパブリックコメ

ントを受けるということになるというふうに思い

ますし、実施機関についてそれぞれその場合に実

施機関があるわけでありますので、そこがより市

民の皆さんから意見を得られるように、先ほども

委員長報告の中で申し上げましたようにこの条例

は自治基本条例に基づく政策決定における市民参

加、情報共有化が図られ、より一層市民の連携、

協力したまちづくりの推進を達成するということ

が目的でありますので、それに適応した対応をし

ていただけるというふうに我々は判断をいたしま

す。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第３回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第４ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第２号 名寄市児童館条

例の制定についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。
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議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、平成２２年第３回

定例会におきまして当委員会に付託されました付

託議案第２号 名寄市児童館条例の制定につきま

して、委員会における審査の経過並びに結果を御

報告申し上げます。

委員会は、１０月１３日、２６日、１１月２４

日の３回にわたり、鈴木教育部長を初め担当職員

の出席を願い、本条例の内容などについて詳細に

説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように現行の名寄市女性児童センター条

例のうち、他の社会教育施設でも行っている女性

センター業務を廃止し、新年度以降同施設を児童

センター業務のみにすることに加え、合併特例期

間の満了に伴い、特例区事業である風連児童クラ

ブと児童館業務を分離して管理運営することが必

要になったことから、現行の２条例を廃止し、児

童が利用する施設として内容を同じくする名寄地

区と風連地区の２つの施設の設置根拠を明示する

条例として新たに名寄市児童館条例を制定しよう

というものであります。

条例の内容について説明を受けた審査１回目の

委員会で各委員から出されました主な質疑では、

第３条、事業について、その他管理者が認めたこ

ととあるのはの質問に対しては、町内会館のない

２０区、２１区が利用しており、そのことを視野

に入れていると答弁がありました。また、第６条、

開館時間及び休館日にかかわって、開館時間が児

童館は午後５時、児童クラブは午後６時半となっ

ているが、整合性はの質問には、名寄市児童生徒

補導協議会では子供たちの帰宅時間を夏は午後６

時、秋、冬は午後５時３０分としており、これに

あわせ児童クラブについては迎えに来る保護者の

勤務時間もあって午後６時半としたと答弁があり

ました。さらに、以前の働く婦人の家条例を女性

児童センター条例に変更する際の委員会審査で女

性活動の拠点としていくこととしていたが、今回

は女性センターの役割は終えたとしている。男女

共同参画を推進する教育委員会としての見解は。

社会人と学生が利用している場合もある。その場

合の見解はの質問には、女性活動の拠点及び支援

は他の社会教育施設でも対応しており、今後の対

応も可能と判断している。教育委員会としては、

これからも女性の活動の活性化に努めたい。基本

は子供たちのやかたと考えたいが、体育館の利用

については内部協議していると答弁がありました。

しかし、当委員会としてはより慎重に審査を行う

ため、参考資料として施行規則の提出を求めると

ともに、開館時間の設定にかかわり、小学校の下

校時間の状況と見通し、児童の帰宅時間の定めに

ついての資料を求めたところです。

２回目の委員会では、審査対象とはなりません

が、提出を求めた施行規則について説明を受け、

小学校の下校時間については新指導要領の改訂に

より授業時間が増加することに伴い、下校時間が

遅くなる傾向が明らかになったところです。具体

的には平成２３年度以降、小学校高学年は６時限

授業が増加、帰宅時間は５時限のときは１５時５

分ごろ、６時限のときは１５時４０分ごろとなる

とともに、名寄市児童生徒補導協議会による校外

生活の決まりでは、帰宅時間については小学生が

５月から９月まで午後６時、１０月、１１月、３

月、４月は午後５時、１２月から２月までが午後

４時、中学生は４月から９月まで午後７時、１０

月から３月までは午後６時、高校生は午後９時と

なっていることが明らかになりました。

委員からの主な質疑では、児童館の開館時間は

午前９時から午後５時までとなっているが、夏に

ついては午後５時３０分でもよいのではないか、

町内会の利用が拡大していくことにならないのか

などの質問がありました。これに対し、開館時間

については原則は原則ですが、第６条第２項で管

理者が特に必要と認めたときは開館時間及び休館

日を変更することができるとしており、状況によ

っては柔軟に対応したい。町内会の利用について
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は、町内会館を持たない２０区、２１区が利用し

ているとともに、栄町区、中島区も利用している

などの答弁がありました。

３回目の委員会では、議会基本条例第５章第１

１条、自由討議による合意形成の第２項に基づき

鈴木教育部長、関係職員に退席をいただき、委員

間による審査を行いました。委員からは、町内会

の利用について質疑が出されましたが、審査対象

とはならない施行規則にかかわる事柄であるため、

委員会としては他の町内会に理解が得られる範囲

内での対応を求めるにとどめたところです。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第２号 名寄市児童館条例の制定につ

きましては、全会一致で原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

の御報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第３回定例会付託議案第２

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第５ 平成２２〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第３号 名寄市児童クラ

ブ条例の制定についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、平成２２年第３回

定例会におきまして当委員会に付託されました付

託議案第３号 名寄市児童クラブ条例の制定につ

きまして、委員会における審査の経過並びに結果

を御報告申し上げます。

委員会は、１０月１３日、２６日、１１月２４

日の３回にわたり、鈴木教育部長を初め担当職員

の出席を願い、本条例の内容などについて詳細に

説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように合併特例区の期間満了により風連

町児童クラブ設置及び運営に関する規則が失効と

なり、失効以降風連児童クラブの運営は市に移管

されることに伴い、現行の名寄地区における児童

クラブ設置条例である名寄市児童クラブ条例を廃

止し、新たに２本の規定を統合した名寄市児童ク

ラブ条例を制定しようというものであります。

条例の内容について説明を受けた第１回目の委

員会で各委員から出されました主な質疑では、第

８条、使用料にかかわり、日割り計算についての

規則で対応するということだが、概要はの質問に

は、規則では短期間というものはないが、基本的

に利用可能と考えている。短期間利用についての

方針は、今後も考えたいという答弁がありました。

また、年間利用料収入はどの程度を見込んでいる

のか。児童クラブにかかわり、市の支出はどの程

度かの質問には、利用料収入見込みの正確な数値

は次回提示したい。市の支出については、２１年

度実度で度クラブは６６２度 ０００度、うち補

助金は３０５度 ０００度、一方風連は７７５度

０００度で、うち補助金は２７３度 ０００度 

となっていると答弁がありました。さらに、減免

措置については在籍者だけではなく世帯として考

えられないか、民間とのバランス、連携について

の議論経過はなどの質問には、世帯としては議論

していない。在籍者として考えている。民間とは

利用時間に差があるとともに、延長についても差

があるので、バランスはとれていると考えている。

連携については直接的ではないが、民間が利用し
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ている経過があると答弁がありました。利用料に

かかわり、近隣施設、類似施設との比較及び考え

方、記載されていない定員に対する考え方につい

て資料要求を行うとともに、基本的考え方を整理

し、次回の委員会での報告を求めました。

２回目の委員会では、要求した資料についての

説明がありました。まず、児童クラブの定員の考

え方について、現状は度クラブが定員５０名に対

し２２年７月の登録児童数は８５名、一方風連児

童クラブは定員１２０名に対し登録児童は５４名

であることが報告され、受け入れ人数の目安とな

る人数を規則の中で定めると答弁がありました。

一方、児童クラブの利用料金の平成２３年の見込

額については、度児童クラブでは２８８度度、風

連児童クラブで１８０度度と報告されるとともに、

使用料の受益者負担の考え方については度クラブ

は平成１７年４月に現条例が制定され、有料化さ

れている。当時は、全道３３市中２８市に受益者

負担があり、うち１３市が ０００度から ００ 

０度であったが、利用者から負担してでも民間と

の保育内容の格差是正が求められたことから、利

用者が特定されるサービスについてはおおむね５

０５負担を原則に算定し、使用料を ０００度と

算出したと説明がありました。また、今回の調査

において類似市では公設である１５市中５市が無

料、有料額については ５００度から１度度、サ

ービス内容にーいがあるが、ーー計算で平均 ４

７０度となること、利用者負担率は度クラブが平

成２０年度決算で６ ８５、２１年度決算で６ 

４５であること、使用料、手数料及び負担金、補

助金見直しの考え方については、児童クラブは利

用者が特定されるサービスに区分される。施設改

善など度クラブで２１年度に９９度 ０００度で

改修しており、２２年度も改修計画がある。また、

風連児童クラブも２２年度 ０４７度 ０００度 

の改修工事を行っており、これらを含めると受益

者負担 ０００度はおおむね負担率５０５となる

と説明がありました。さらに、同一世帯で以前に

児童クラブを利用した世帯の低減については、認

定のためのルールづくりと確認作業が必要及び利

用申し込み手続が煩雑になることから、現制度で

は難しいという判断が示されました。しかし、各

委員からは受益者負担のあり方、無料から ００

０度となる風連クラブの軽減策、開館時間のあり

方などに質疑が集中したところです。

３回目の委員会では、議会基本条例第５章第１

１条、自由討議による合意形成の第２項に基づき

鈴木教育部長、関係職員に退席をいただき、委員

間による審査を行いました。委員からは、特に使

用料にかかわって、風連地区では特例期間中の５

年間は無料となっており、一定程度負担の軽減が

図られている。２３年度以降については、原案の

とおり使用料を統一して運営すべきとする意見、

過去の議会で教育委員会は経過措置の検討を答弁

している経過がある。また、保育料の統一を初め

として子育て世代の負担が増加しているため利用

料を軽減するなど一定の経過措置が必要とする意

見、負担率が平成１７年当時おおむね５０５とし

ながら現行は６０５を超えている。両クラブとも

負担率は５０５にすべきという意見に分かれたと

ころです。

しかし、委員間討議を行った結果、今後におい

て負担率原則５０５に近づける検討を強く求める

とともに、特例期間中の５年間は無料として負担

軽減を図ってきたものの、過去の議会答弁との整

合性、統一保育料の実施などに伴い、子育て世代

への負担がふえている状況を考慮する一方、各種

公共施設の使用料の統一協議が２３年度に実施さ

れる見込みであることから、前例としないことを

原則に附則第４項の次に第５項、名寄市風連児童

クラブの利用に係る使用料は、第８条第１項の規

定にかかわらず、平成２３年４月１日から平成２

４年３月３１日までの間、同条第１項中 ０００

度を ０００度と円みかえるものとするを加える

一部修正案が全委員より提出され、議論の結果、

全会一致で修正案を可決すべきものと決定し、修
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正部分を除く部分を原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

の御報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２２年第３回定例会付託議案第３

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時３０分

再開 午前１０時３０分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第６ これより行政報告を行います。

加藤市長。

おはようございます。本〇市長（加藤剛士君）

日、平成２２年第４回定例会の開会にあたり、こ

れまでの主な行政事項について、その概要を御報

告申し上げます。

まず初めに、本年度の文化賞等、各種表彰につ

いて申し上げます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、柴田敏郎さんに文化奨励賞を授与いたし

ました。

柴田さんは、本市在住１４年余りの期間、「薬

草試験場」の愛称で親しまれる「薬用植物資源研

究センター」において、一貫して北方系薬用植物

の栽培、導入及び改良に御尽力されています。

本市における長年の研究成果として、平成１９

年に食用、薬用に適性を持つハトムギの新品種

「北のはと」の品種登録に成功し、栽培方法を確

立され、道内の栽培実度は着実に増えています。

また、かつての「生薬のまち名寄市」を全国に

再発信するために開催した「薬用植物に関するワ

ークショッー」は８回を数え、全国から延べ ５

００人が参加されました。特に、平成１９年のワ

ークショッーで発案した「薬膳弁当」は、市内業

者が製造販売して人気を博しました。

その知識を活かし、講師として多くのサークル

で指導されるなど、多岐にわたる活動を通して、

本市に多大な貢献をいただいています。

名寄市表彰条例に基づく各表彰については、自

治、産業経済、教育文化、住民運動実践の各分野

において市勢の発展に寄与された１４個人の皆様

に功労表彰を、多額の寄附によりお力添えをいた

だいた８個人、１７団体及び交通安全の奉仕活動

を長年にわたり続けていただいた１個人に善行表

彰をお贈りいたしました。

受賞された皆様には、今後とも本市の発展に御

尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と御

健勝を願っております。

次に、まちづくり懇談会について申し上げます。

市民の意見を反映した協働のまちづくりを進め

るため、町内会連合会と連携して、名寄地区６会

場、風連地区４会場でまちづくり懇談会を開催し

ました。

本年度は、「市民と協働のまちづくりについ

て」をメインテーマに、市民の皆様と意見交換を

行いました。

次に、国際交流について申し上げます。

姉妹都市カワーサレイクス市リンゼイとの交流

では、２人の高校生を７月２４日から９月２３日

まで派遣し、ホームステイをしながら、リンゼイ

市民との交流を深めてきました。

友好都市ドーリンスク市との交流では、名寄・

ドーリンスク友好委員会を中心に一般応募の市民

を含む１２人が９月９日から１２日の日程で訪問

し、ドーリンスク市創立１２６周年記念式典に参
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加したほか、来年度迎える友好都市提携２０周年

を記念して、友好委員会による「エゾヤマ桜」の

植樹が行われました。この他にも市内の施設見学

やアマチュア民族コンサートの鑑賞など、温かな

歓迎の中で交流を深めてきました。

次に、国内交流について申し上げます。

東京なよろ会の総会が１０月２４日、東京都内

のホテルに約９０人が参加して開催され、本年度

のスキーツアーなどの事業計画が承認されました。

本市が誇る日本一の「ひまわり」と「星空」にち

なんだ映画「星守る犬」が市内で撮影され、来年

夏に公開となることなどを紹介し、ふるさと名寄

のＰＲについて、一層の支援をお願いしたところ

です。

次に、「なよろ健康まつり」について申し上げ

ます。

２３回目を迎えた「なよろ健康まつり」は、名

寄市立大学など各団体と協力・連携して、「みん

なで広げよう健康の輪」をテーマに９月２５日、

総合福祉センターで開催しました。

約５００人の市民が来場し、動脈硬化検査、体

内健康測定、骨密度測定、歯の健康コーナーでの

健康チェックなど、生活習慣の見直しの機会とし

て、健康に対する意識啓発を図ったところです。

次に、インフルエンザ対策について申し上げま

す。

本年は、新型と季節型のワクチンが一本化され、

新たなインフルエンザワクチンの予防接種が各医

療機関において実施されています。

予防接種費用の支援については、国の事業とし

て市民税非課税世帯及び生活保護世帯に対して全

額助成とされたことから、チラシの全戸配布やま

ちづくり懇談会を通じて、市民への周知を図りま

した。

本格的な冬を前に、道内では、インフルエンザ

の流行の兆しも見えていることから、引き続き、

手洗いやうがいの基本的な予防対策や早期ワクチ

ン接種の呼びかけなど、積極的な予防対策に努め

てまいります。

次に、市立総合病院について申し上げます。

本年度、４月から９月までの上半期における患

者者扱い状況は、入院患者数が延べ５度 ３２９

人で前年に比べ ０７７人の減人となり、外来の

者扱い患者数でも、延べ１２度５９０人と前年比

８３５人の減人となっています。

医業収支の状況は、医業収益が３３医 ０４９

度９千度となり、前年同期に比べ１０ ６パーセ

ント、金額で ６４７度２千度の増となりました。

主な内主では、入院収益で １２９度３千度の増、

外来収益で７０１度２千度の増となっています。

また、医業費用は３２医 ３８６度８千度と、

前年同期に比べ１０ ２パーセント、金額で１医

１２１度度の増となりました。主な内主では、給

与費は前年比の１０ ０パーセント、金額で ９ 

６３度４千度の増、薬品費・診療材料費などの材

料費は、前年比１０ ８パーセント、金額で ４ 

７２度５千度の増となっています。

この結果、上半期の医業収支については、差し

引き１医６６３度１千度の医業利益となりました。

入院・外来患者数とも前年比で減人しています

が、ＤＰＣ導入による診療ー価の増及び診療報酬

改定により、収益の確保につながったものです。

患者数の減人により、厳しい状況は続きますが、

入院収益をはじめとする医業収益の確保に努める

とともに費用の節減を図り、経営の健全化に向け、

より一層努力してまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の経営状況に

ついて申し上げます。

患者数は、入院で延べ１度 ７３５人、前年同

期と比べて１１８人の減人となり、外来では延べ

６６９人、同じく１０３人の減人となりました。

収支収では、事業収益が２医 ４１７度度で、

前年同期と比べ約１０４度度の減収となっていま

す。

事業費用は２医 ５７７度度で、前年比約７１

６度度の増加となり、差し引き約１６０度度の医
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業損失が計上されたところです。

次に、高齢者の福祉施策について申し上げます。

平成２２年度「長寿を祝う会」を９月１８日、

総合福祉センターで開催しました。長年にわたり

本市の発展に御尽力いただいた１０６歳の最高齢

者から白寿、米寿を迎えられた１６１人の方々を

お招きして、お祝いを申し上げ、記念品を贈呈い

たしました。また、７５歳以上を対象に町内会な

ど７４団体が開催した「どど会」では、 ７６６

人の方々が祝福されています。

救急医療情報キット、通称「命のカーセル」に

ついては、現在、約 ２００個を配布し、７０５

個の設置が確認されています。

高齢者総合相談支援については、高齢者の生活

や介護、福祉、健康保持など５２４件の相談があ

りました。件数は年々増加し、内容も複雑多岐に

わたることから、専門職によるチームを編成し、

他機関と連携して対応に当たっています。

高齢者の虐待状況については、平成２２年度に

入り６件の通報がありました。調査の結果、現段

階で虐待行為と判断される事例はありませんが、

今後、虐待行為へ移行する可能性がある４件につ

いては、家族への支援、見守りを継続しています。

次に、廃棄物対策について申し上げます。

秋の清掃週間に合わせ、９月２８日から５日間、

内淵一般廃棄物最終処分場において、搬入ごみの

分別指導を実施しました。環境衛生推進員の協力

のもと、生ごみ・資源ごみの混入防止及び近隣耕

作地のカラス被害の縮減を目的に者り組んだもの

です。

古紙類やアルミ缶など資源ごみの混入が多く、

また、事業所・個店からの排出ごみにも混入が見

られたことから、分別排出マニュアルの配布、説

明、指導、一部持ち帰りなど、分別の指導と適正

処理の啓発を実施しました。

今後も定期的に処分場における分別指導を実施

するとともに、事業所・個店を訪問して、ごみの

適正処理への啓蒙・啓発に努めてまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在の災害出動状況は、火災件数が１

１件で前年同期と比べ２件の増となり、死傷者に

ついては、残念ながら焼死者１人、負傷者２人と

なっています。

救急件数については、８６２件で前年同期と比

べ３５件の増となっています。

本年度実施事業については、通信指令装置及び

無線サイレン制御装置の更新、非常用自家発電設

備の新設工事を行い、１月下旬には全ての装置、

設備が稼働する予定です。

防火対策については、１０月１５日から３１日

まで「秋の全道火災予防運動」を展開しました。

市内量販店における火災予防及び住宅用火災警報

機のＰＲ、ハイヤー会社、バス会社の協力による

広報ポスター等の掲示、火災予防パレード、タン

クローリー検査、チラシ配布など、住宅用火災警

報器の普及、防火対策の啓発などを実施していま

す。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、新北斗

団地は、コンクリートブロック造平屋建て１棟４

戸の全収改善工事が、１１月末で完成しました。

北斗団地は、鉄筋コンクリート造２階建て１棟１

２戸の建設工事を９月に着手し、１１月末現在の

進捗率は約１７パーセントとなっています。

また、新北斗団地２棟８戸の解体工事について

は、住み替え住宅等への転居終了後、年明けの発

注を予定しています。

改善事業では、昨年度から２ケ年計画で進めて

いる全団地を対象とする住宅火災警報器の設置が、

年度内に完了する予定です。

次に、公園整備について申し上げます。

「徳田ふれあい公園」の施設改修については、

北海道が実施する「豊栄川河川総合流域防災事

業」の河川拡幅に伴う公園敷地の買収及び施設の

移設補償費により進めてきましたが、１１月に完

了し地域の方々に御利用いただいています。
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次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事については、国道２３９号線ほか５路線、延長

２５２メートルが完了し、現在は道道２名寄線、

延長２５０メートルの整備を進めています。

ど朽管更新工事については、徳田しらかば通ほ

か５路線、 ０４９メートルが完了し、現在は１

６線道路、延長２９６メートルの整備を進めてい

ます。

また、計量法に基づく水道量水器者替工事につ

いては、対象量水器 ４２３いについて概ね完了

となっています。

次に、下水道事業について申し上げます。

ど朽化した施設の改修工事については、名寄下

水終末処理場の消化タンク設備更新工事の進捗率

が７０パーセントとなり、３月中旬の完成に向け

順調に進んでいます。

個別排水処理施設整備事業については、名寄地

区、風連地区それぞれ６基の合併浄化槽が供用開

始され、現在、風連地区で２基の整備を進めてい

ます。

次に、上下水道料金の納付方法について申し上

げます。

上下水道料金の納付方法の拡大と収納対応の強

化を目的として、本年１０月よりコンビニエンス

ストア収納を導入しました。これにより、地域や

時間を問わず納付が可能となり、サービスの向上

が図られています。

次に、道路整備について申し上げます。

地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業につい

ては、西６条通改良舗装工事を１０月末に完了し

ました。

社会資本整備総合交付金事業については、豊栄

西１０条仲通改良舗装工事、風連地区北栄１丁目

線歩道改良工事などが完了しており、１９線道路

加東橋上部工事は１２月末に、度２丁目通改良舗

装は１月末に、それぞれ完成を予定しています。

また、北海道からの受託工事である徳田しらか

ば１号通改良舗装工事については、１２月の完成

を予定しています。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

主要農作物の農作業及び生育状況については、

６月からの高温に続き７月からは降雨の影響を受

け、収穫作業は順調に進んだものの、いずれの農

作物も品質・収量ともに平年を下回る結果となり

ました。

水稲については、収穫作業終了が９月２５日と

なり、平年と比べてもち米で８日、うるち米で７

日早く終了しています。

１０月１５日現在で公表された農林水産省の作

況指数は、全国、北海道ともに９８、上川は９７

となりました。本市の１１月１１日現在の出荷状

況については、もち米２４度 ４１５況、うるち

米２度５２６況、合計２６度 ９４１況となり概

ね９７パーセントの出荷率で、一等米比率は９９

パーセントと品質・収量ともに昨年を上回る状況

となっています。

畑作については、湿害の影響が全般的に見られ、

作況については馬鈴しょ、小麦、てんさいが「不

良」、豆類は「やや不良」となり、野菜では、か

ぼちゃ、玉ねぎが「不良」で、スイートコーンは

「やや不良」となっています。

次に、米政策について申し上げます。

「名寄地域水田農業ビジョン」に基づく本年度

の生産目の数量は、もち米が対前年比 ３パーセ

ント増の１度 ３８７トン、うるち米は２ ２パ 

ーセント減の ６６３トン、合計でほぼ前年並み

の１度 ０５０トンの配分となっています。また、

加工米を含めた水稲作付収積は、対前年比 ５パ

ーセント増の ３２６ークタール、水稲耕作者は

１５戸減の４１４戸となりました。

本年度の戸別所得補償モデル対策事業について

は、米戸別所得補償モデル事業では、対象農家４

１４戸、対象水田 ７２０ークタールで、交付額

は４医８０６度度となり、転作部分の水田利活用

自給力向上事業では、対象農家７０２戸、交付対
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象収積 ７７０ークタールで、全道の作付収積の

増加に伴い交付ー価が調整され、本市への交付額

は６医 ２８９度度となっています。これには変

緩和措置調整枠３医４５４度度、耕畜連携粗飼料

増産対策事業５０度度、作付拡大条件不利補正交

付金 １２７度度、自給力向上付付的作物緊急付

要拡大事業１８２度度を加えた総額では、１３医

９０８度度を見込んでおり、交付金の概ね９割

の年内支払に向け、交付事務を進めています。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水・環境保全向上対策」について申し上げま

す。

中山間地域等直接支払制度については、本年度

から新たに向こう５年間の３期目対策に者り組ん

でいます。傾斜区分などの変更に伴い対象地が減

人したために、本年度の交付額は昨年度に比べ

３３４度度の減となり、名寄地域集落 ２０７度

度、風連地域集落 ３１９度度の交付を見込んで

います。

農地・水・環境保全向上対策については、本年

度９地区で１医 ４７６度度の交付が予定されて

おり、おに１医 １６１度度が地域活動組おに交

付され、農地や農業施設の保全活動などが者り組

まれています。

次に、畜産について申し上げます。

公共牧野については、名寄市営牧野では、６月

４日から１０月２３日までの１４１日間に延べ２

度 ５６５万を、万子万地区共同牧場では、６月

１１日から１０月２５日までの１３６日間に延べ

１度 ０１６万を、市内１農家２３戸から受１対

象牛を主体に受け入れました。適正な飼養管理に

より高い受胎率を実現し、個体の資質向上を図っ

ています。

また、本年４月２０日に国内で発生した口蹄疫

は、１０月６日に政府が国際獣疫事務局に対して

清浄国の復帰申請を行ったことを受け、北海道は

一部の対策を除き休止としたため、本市において

も１１月８日に侵入防止対策協議会を開催し、者

組の一部休止を確認したところです。この間、御

協力いただいた関係機関・団体の皆様にお礼を申

し上げます。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

平成１８年度より実施してきた「道営地域水田

農業支援緊急整備事業」の名寄地区及び「道営農

地集積加速化基盤整備事業」の瑞生地区について

は、区画整理、暗渠排水、客土、用排水路などの

整備を行い、本年度で事業完了となります。

「道営農地集積加速化基盤整備事業」の共和地

区及び名寄東地区については、本年度分の工事を

全て発注し、現在、秋・冬工事として暗渠排水、

区画整理及び用排水路の整備を行っています。

また、「道営基幹水利施設ストックマネジメン

ト事業」の弥生地区については、万首工ゲート、

揚水機場などの改修を行っています。

次に、ＴＰＰ（環太平洋連携協定）への参加に

ついて申し上げます。

政府は、１１月９日に包括的経済連携に関する

基本方針を決定し、関係国との協議を開始すると

しました。

ＴＰＰに参加した場合、関税が原則１００５撤

廃となり、また金融、保険、医療など幅広い分野

の規制廃止を目指すとしていることから、北海道

の農業を始め、地域経済社会の崩壊につながる深

刻な状況に直収することが強く懸念されます。

上川地区では仮称でありますが「ＴＰＰ上川地

方対策連絡協議会」を立ち上げ、１２月下旬に２

川市において「上川地域を守る総決起大会」を開

催する予定となっています。

本市におきましても関係市町村はもとより、農

業関係団体、商工関係団体、消費者関係団体など

と連携しながら、上川地域を守る総決起大会に参

加してまいります。

次に、林業事業について申し上げます。

森林所有者の負担軽減と優良森林資源確保のた

め、平成１３年度に北海道のー独事業として創設

された「２１世紀北の森づくり推進事業」につい
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ては、本年度で終了となります。

本事業の後継対策となる植林事業については、

現在、北海道が「森林整備事業検討懇談会」を設

置して、検討を行っているところです。

次に、商工業について申し上げます。

融資関係では、１０月末現在、市融資制度の経

営資金については若干減人傾向で推移しており、

融資残高は前年同期と比べ９ ２パーセントとな

っています。また、設備資金については、件数、

金額ともに増加しており、経営資金から設備資金

へ移行している状況となっています。年末融資に

備え、商工会議所、中小企業相談所、金融機関と

も協議を行い、融資枠の確保など対応してまいり

ます。

次に、物産振興事業について申し上げます。

２川市開村１２０年記念イベント「食べマルシ

ェ」は、１０月９日から１１日の３日間、２川買

物公園通りを中心に開催され、本市からは物産振

興協会が中心となり出店してきました。多くの来

場者で賑わい、地元出店業者が用意した物産も好

評を得たところです。

また、１力的に「物産で名寄を売ろう」を合言

葉に、１０月３０日は新札幌サンピアザにおいて、

１１月１０日から１５日には札幌アリオにおいて、

札幌圏の皆様に地元特産品を提供してきました。

これからも物産、観光を通して名寄の情報発信に

努めてまいります。

首都圏においては、友好交流都市「東京都杉並

区」と確認した共同アピールに基づく「都市と農

村の共生」の者組として、民間活動を推進するた

めの「株式会社協働すぎなみ」が設立され、本年

１０月９日、杉並区にアンテナショッー「ふるさ

と交流市場」が開設されました。学校給食におけ

る名寄産アスパラガスの活用をはじめ、農産物等

の販売や本市の文化、産業、観光の情報発信など、

民間交流の拡大に期待するところです。

また、１０月２２日、２３日には「阿佐谷ジャ

ズストリート２０１０」の会場において、名寄商

工会議所青年部が初の特産品販売を行い、物産や

観光のＰＲを行うとともに、杉並区商店会連合会

青年部と意見交換会を開催するなど、民間交流と

物産交流が図られています。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における９月末の月間有

効求人効率は ６４効で、前月と同効率となって

います。

新規高等学校卒業予定者の求人、求職、就職の

状況については、管内就職希望者８７人、管内求

人数は９７人で前年同月に比べ７ ２パーセント

の伸びを示し、これまでの求人対策の表れと考え

ています。しかし、就職内定率は２ ０パーセン

トで、前年同月に比べマイナス ５ポイントとト

然厳しい状況にあることから、今後も関係機関・

団体と連携して対応してまいります。

隔年で実施している「名寄市労働状況実態調

査」については、勤労者の実態を把握するため、

８月から９月にかけてアンケート調査を実施して

おり、現在、集計作業を進めているところです。

また、季節労働者の雇用安定を図るため１１月

１７日に、名寄地区通年雇用促進協議会主催によ

る「通年雇用促進セミナー」が開催されました。

北海道経済部長坂口収氏を講師に招き、「地域振

興と人材育成」をテーマに講演いただきました。

次に、観光振興について申し上げます。

道の駅「もち米の万☆なよろ」は、今月７日、

オーーン２年７ケ月で来館者１００度人を達成し

ました。１００度人目となった雄武町の中本英雄

さんには、記念証、名寄産野菜、もち米などの特

産品が贈呈され、居合わせた利用客にも記念の紅

白大福もちがーレゼントされました。これからも

多くの皆様に立ち寄っていただける「道の駅」と

なるよう努力してまいります。

ふうれん望湖い自然公園のセンターハウスにつ

いては、平成２４年３月末で終了させていただく

判断をいたしました。しかし、その後、ふうれん

望湖い振興公社臨時株主総会において、終了１年
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前となる平成２３年３月３１日までに解散するこ

とが決定されました。これまで意見交換をさせて

いただいた地域やど人クラブの皆様に、経緯など

を説明させていただきましたが、公社解散後の１

年をどのような形で運営していくのか、さらにそ

の後について、関係者と協議してまいりたいと考

えています。

名寄ピヤシリスキー場では、すでにリフトの搬

器者り付けを終了し、本格的な冬を迎えることに

なりますが、昨日２９日には安全祈願祭が執り行

われ、シーズン中の安全と無事故を祈願したとこ

ろです。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

本年度で完了する風連地区の市街地再開発事業

については、平成２３年３月の工事竣工に向けて

順調に進捗しており、総合支援施設に整備する

「風連国民健康保険診療所」、「（仮称）ふうれ

ん保健センター」ともに５月初旬の供用開始に向

け準備を進めています。

名寄地区では、「（仮称）複合交通センター」

の整備にかかる市民意見を募集し、５件の応募が

ありました。提言と要望が主たる内容となってい

ますので、今後進める基本設計に反映できるよう

検討してまいります。また、ＪＲ北海道との用地

補償、買収契約については、９月２１日に契約が

整い、平成２３年２月末までに事業用地の引き渡

しが完了する予定となっています。

次に、生涯学習について申し上げます。

本年度で３回目となる「生涯学習フェスティバ

ル」を、市民文化祭と連動させ、１０月３０日に

開催しました。市民文化センターでは、６月から

９月までの間を「市民バンド活動応援月間」とし

て、多目的ホールを無料開放し、児童生徒の活動

を支援してきましたが、ここで練習を積み重ねた

高校生のバンド演奏やダンスがオーーニングで発

表されました。

また、大学生のジャグリング、市民による合唱

や二胡コンサートなど、多彩なステージが繰り広

げられたほか、絵手紙や切り絵、体育指導員によ

るニュースポーツ体験、ワークショッーなどを通

して、楽しみながら学び、生涯学習への関心を高

めたところです。

次に、市立図書館について申し上げます。

昭和５４年度から昨年度まで３１回にわたり開

設してきた「古典文学講座」を、本年度は「文学

講座」に改め、明治２０年前後から昭和の付後の

時代に至る間の「日本近代文学の流れ」をテーマ

に、９月２６日から６回開講しました。

「雑誌リサイクル」については、文化の日の

「特別開館」に併せて実施しました。北海道立図

書館から除籍となった図書約 ０００書の提供が

あり、利用者から好評を得たところです。

また、市内小中学校の図書室に導入された学校

図書システムについて、平成２３年４月から運用

開始できるよう、現在、図書館事業の一環として、

学校図書の整理と登録作業を進めています。

次に、なよろ市立天文いについて申し上げます。

施設オーーン以来７ケ月が経過しましたが、市

内はもとより道内外の来館者から好評を得ており、

入館者数も順調に推移しています。

ーラネタリウムでは、小惑星探査機「はやぶ

さ」の映像が人気を博しており、観望会について

も、毎月実施し、大勢の方に神秘的な天文現象を

楽しんでいただきました。

北海道大学が設置する口北 ６メートルの望北

鏡は、１１月８日から設置作業が始まりました。

１２月上旬には鏡の者り付けを終え、観測調整及

び同時観測リハーサルを行いながら、１２月中旬

には金星探査機「あかつき」との同時観測を予定

しています。

次に、学校教育について申し上げます。

１０月１５日に「第６０回全道へき地・複式教

育研究大会上川ーレ大会」を智恵文小学校におい

て開催し、次年度の全国大会開催に向けての研究

やへき地教育の在り方等の研修を深めました。

１０月１９日には、名寄市教育研究所主催の研
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究大会を風連中学校と豊西小学校で開催し、教育

力向上に向けて研修を行いました。

また、教育委員会として上川教育局の指導主事

とともに学校訪問を行い、授業参観や校内研修を

通して教職員の指導技術の向上を図るとともに、

北海道教育委員会の主催で、１１月８日から始ま

った「トライやるウィーク」に全小中学校が参加

して、チャレンジテストを行い、学力向上に向け

ての者組を進めました。

１１月６日には、本市全体の学力学習状況調査

の結果が示されたことから、その内容について分

析・検討を行っています。

就学時健診については、次年度入学予定者を対

象に９月から１０月に実施し、特別支援が必要と

思われる者について、１１月に二次検診を行いま

した。

特別支援教育では、名寄市立大学の協力を得て、

心理発達検査をその都度行い、幼稚園・保育所と

小中学校間の参観交流も行ったところです。

学校図書室の整備では、全学校に図書システム

を導入し、市立図書館の協力を得ながら、より利

用されやすい図書室づくりを目指しています。

教育施設の整備では、事故防止も含め、年数が

経過している４小中学校の給油管者換え工事など

を実施しました。

風連中学校の移転事業については、旧風連高校

の学校施設を中学校教育に適した機能の確保とバ

リアフリー化を図るための改修工事が１１月１８

日に完了し、備品等の移転作業を順次進めていま

す。また、北海道教育委員会が発注する外壁工事

については、１２月８日までの工期となっていま

す。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

市立大学創立４周年・短期大学部創立５０周年

記念事業として、１１月３日に市民公開討論会を

開催しました。「名寄市立大学の未来」をテーマ

に大学の現状と課題そして将来への展望について、

市民の皆様と大学関係者がともに語り合いました。

平成２３年度編入学試験を９月１０日に実施し、

受験者４名の中から看護学科１名、社会福祉学科

１名の入学を決定しました。

平成２３年度推薦入試・社会人選抜の結果につ

いては、保健福祉学部の推薦入試では、募集人員

５５名に対して昨年より１７名多い１７２名が受

験し５５名が合格、短期大学部の推薦入試では、

募集人員２５名に対して昨年より７名多い４５名

が受験し２５名が合格となりました。また、社会

人選抜では保健福祉学部において昨年より２名人

ない１０名が受験し、１名が合格となったところ

です。

次に、食育について申し上げます。

栄養教諭による子どもたちへの食に関する指導

は、地元生産者の協力をいただき、食材の生産過

程を学ぶなど、一歩進んだ指導を進めてきました。

また、地場産食材の使用については、本年度が

最終年度となる農林水産省の「学校給食地場農畜

産物利用拡大事業」の活用を図り、ＳＰＦ豚肉や

保存用野菜を長期にわたって使用するなど、地産

地消の一層の推進を図ってきました。

学校給食センターは、改築以来１８年が経過し

ていることから、安全で安心な学校給食を安定し

て提供するため、年次的に改修を図ることとして

おり、本年度は、システム食器洗浄機の更新を冬

休み期間に行う予定です。

次に、家庭教育について申し上げます。

１１月２０日、名寄市立大学を会場に「家庭教

育支援講座」を開催しました。関係団体との共催

により、講師に２山動物園の坂東元園長を招き、

「伝えるのは命の輝き」を演題に講演いただきま

した。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

１０月１１日の体育の日に「スポーツフェステ

ィバル」を開催しました。市内体育施設を無料開

放したほか、スポーツセンターで実施した体力測

定においては、文部科学省の全国体力・運動能力

調査を併せて実施しました。この他にも名寄・風
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連両地区の室内外で多様な催しが行われ、約 ７

００名の市民の皆様がスポーツを楽しみました。

また、体育指導委員の会では、普及活動の一環

として出前講座に者り組んでいます。９月の子ど

も会育成連合会のリーダー研修会、１０月のスポ

ーツフェスティバルと生涯学習フェスティバルに

出向き、ニュースポーツの指導を行うなど、スポ

ーツの普及に努めています。

次に、青人年の健全育成について申し上げます。

青人年センターでは、１０月１日に１団体、１

グルーー２名、個人２名の方を模範青人年として

表彰いたしました。今後も、他の模範となる活動

や者組を顕彰し、青人年の健全育成に努めてまい

ります。

また、１０月２４日には、名寄市公民館と共催

して、薬物乱用防止研修会を開催しました。青人

年の健全育成に携わる関係者、学校関係者などが

参加し、講師に北海道ダルクの宿輪龍英氏を招き、

薬物に対する認識を新たにしました。

次に、学童保育について申し上げます。

旧中央保育所を学童保育所として再活用するた

めの工事が完了したことから、市と市有財産使用

貸借契約を結んだ学童保育所コロポックルが、９

月２７日から移転し運営しています。

また、共同保育園どろんこはうす及びどろんこ

学童すまいるが、利用者の増加に対応し、子ども

の安全確保と保育環境の改善を図るために隣接地

への移転を決定したことから、施設改修費の一部

支援など、仕事と子育ての両立支援と学童保育環

境の改善を図ったところです。

次に、地域文化の創造と継承について申し上げ

ます。

財団法人地域創造の「公共ホール現代ダンス活

性化事業」の指定を受け、京都のダンスカンパニ

ー「セレノグラフィカ」のダンサー２人を招致し

て、９月中旬から風連下多寄小学校、豊西小学校、

名寄市立大学、ピヤシリ大学でのダンス講座を開

催し、１８日には市民文化センターでダンス公演

を実施しました。

「（仮称）市民ホール」については、文化・芸

術活動の拠点として、建設位置を市民文化センタ

ー西側に決定したところですが、今後は、平成２

３年度に予定している基本設計の中で、施設の規

模、座席数、設備、機能などについて、十分検討

を重ねてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

１０月１４日の「鉄道の日」に、排雪列車「キ

マロキ」編成が、ＪＲ北海道から文化的価値が高

い鉄道遺産として準鉄道記念物に指定され、１０

月２１日には、指定書と記念ーレートの贈呈を受

けました。

「キマロキ」編成の展示は、全国唯一本市のみ

で、昭和５１年の貸与以来「キマロキ保存会」に

より、色あせることなく保存されていることが、

指定につながったものと考えています。

また、１０月から１１月にかけて、「名寄銭湯

物語」「ストーブ展」を開催し、郷土の歴史と懐

かしい生活体験に触れていただきました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

以上で行政報告を終〇議長（小野寺一知議員）

わります。

日程第７ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一

部改正について、議案第２号 名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の一部改正について、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市特別〇市長（加藤剛士君）

職の職員の給与に関する条例の一部改正について

及び議案第２号 名寄市教育委員会教育長の給与、

勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改

正について、一括して提案の理由を申し上げます。
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本年１１月１０日に名寄市特別職報酬等審議会

から答申があり、内容は市長、副市長、教育長の

期末手当については給与の月額に乗じる割合を１

００分の４１５とする。ただし、今年度の人事院

勧告をかんがみ、一般職の改定があった場合は別

にその改定額を考慮すべきものとする、給料の削

減期間については当分の間を改め、限定すべきで

ありました。

本件は、この答申を尊重した上で、市民に理解

が得られる給与改定を検討した結果、厳しい財政

状況に加え、職員についても平成２１年１２月か

ら平成２４年３月までの間、給与の月額３５削減

と役職加算の凍結の協力をいただいていることか

ら、本則については人事院勧告どおりに改正を行

い、当該任期中の在職期間について給与月額及び

期末手当の削減をこれまで同様に行うよう条例の

一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第８ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市職員の給与に関する条例等の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の給与に関する条例等の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２２年８月１０日付人事院勧告に

基づき、国家公務員の給与改定が実施されること

から、名寄市職員の給与も同様の措置を講じよう

とするものであります。また、厳しい財政状況に

対応するため平成２１年１２月から平成２４年３

月までの期間、職員給与を３５削減する予定をし

ていましたが、昨年の期末、勤て手当の ３５月

の引き下げに引き続き、本年においてもさらに

２月の引き下げがなされたことから、削減率を

７５にするべく関係条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）
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号 名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、市立総合病院に勤務する医師を対象と

した特殊勤務手当について、各診療科の報酬に対

する不均衡を是正するとともに、診療実度に応じ

た評価の見直しを行うため、本条例を改正しよう

とするものであります。

改正の内容について申し上げます。まず、本条

例第２条別表２で規定する緊急手術手当の廃止に

ついてであります。市立総合病院の医師は、管理

職手当が支給されており、通常では勤務時間終了

後の勤務に対する他の手当の支給はありませんが、

緊急手術をした場合に限って特殊勤務手当として

当該手当を支給しております。しかしながら、診

療科によって手術ー価のーいがあることや手術の

ない内科系の医師との格差が著しいことから、総

合的に見直しをした結果、医師の管理職手当支給

の対象を診療部長の職以上とすることに改めるこ

ととし、他の医師には実度に応じて正規の時間外

勤務手当を支給することとしましたので、重複支

給となる当該緊急手術手当を廃止しようとするも

のであります。

次に、医師待機手当の追加につきましては、休

診日に自宅等で待機をする医師に対し、１診療科

１人に１日 ０００度を支給しようとするもので

あります。

次に、産業医手当の追加につきましては、労働

安全衛生法により産業医選任の義務づけで市立総

合病院では副院長を選任をしておりますが、当該

業務は他の医師の業務内容と異なっていることか

ら、別途手当として支給しようとするものであり

ます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

５号 名寄市立学校設置条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 名寄市立学〇市長（加藤剛士君）

校設置条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、本年３月に閉校となった北海道風連高

等学校の施設を活用して本年１２月に名寄市立風

連中学校が移転することに伴い、本条例で規定を

する風連中学校の位置の変更が生じたため、本条

例の一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付
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託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市育英奨学条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 名寄市育英〇市長（加藤剛士君）

奨学条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

合併特例区規約第５条の別表第１には、合併特

例区で処理する事務を規定しておりますが、平成

２３年３月２６日をもって合併特例区の設置期間

満了による解散に伴い、市町村の合併の特例に関

する法律第５条の３４第１項の規定により、名寄

市が合併特例区に属する一切の権利義務を継承す

ることから、本件は合併特例区で処理している事

務の一部について、平成２３年３月２７日から名

寄市教育委員会の権限に属する事務へ移行するた

め、また本条例で利子補給金の支給対象としてい

る修学資金貸付機関以外の機関でも修学資金貸付

制度を創設していることを踏まえ、これらに対応

するため本条例の一部を改正しようとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市風連サンシャインホール設置及び管

理に関する条例の一部改正について、議案第８号

名寄市風連福祉会館条例の一部改正について、

議案第９号 名寄市風連日進レクリエーションセ

ンター条例の一部改正について、議案第１０号

名寄市西風連コミュニティセンター条例の一部改

正について、以上４件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 名寄市風連〇市長（加藤剛士君）

サンシャインホール設置及び管理に関する条例の

一部改正について、議案第８号 名寄市風連福祉

会館条例の一部改正について、議案第９号 名寄

市風連日進レクリエーションセンター条例の一部

改正について及び議案第１０号 名寄市西風連コ

ミュニティセンター条例の一部改正について、一

括して提案の理由を申し上げます。

合併特例区規約第５条の別表第１には、合併特

例区で処理する事務を規定しておりますが、平成

２３年３月２６日をもって合併特例区の設置期間

満了による解散に伴い、市町村の合併の特例に関

する法律第５条の３４第１項の規定に基づき、名
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寄市が合併特例区に属する一切の権利義務を継承

することから、本件は合併特例区で処理している

事務の一部について、平成２３年３月２７日から

市長または名寄市教育委員会の権限に属する事務

へ移行するため、名寄市風連サンシャインホール

設置及び管理に関する条例ほか３本の条例の一部

を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第７〇議長（小野寺一知議員）

号外３件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号外３件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号外３件は原案のとおり可決

されました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 名寄市仲町集会所条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 名寄市仲〇市長（加藤剛士君）

町集会所条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、先ほど議決いただいた議案第７号から

議案第１０号と同様に、平成２３年３月２６日を

もって合併特例区の設置期間満了による解散に伴

い、合併特例区で処理している事務の一部につい

て、平成２３年３月２７日から市長の権限に属す

る事務へ移行するため、本条例の一部を改正しよ

うとするものであり、改正の内容につきましても

おおむね先ほど議決いただいた議案と同様であり

ますが、第４条の使用料につきまして、現在当該

施設は一般的な貸し館を行っていないことにより、

営利を伴って使用する場合を除き使用料の徴収を

しておりませんが、平成２３年４月１日から貸し

館施設として類似する施設の実態に合わせ、徴収

条例に定める使用料の２分の１の額を使用料とし

て徴収しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１１号に

ついては、本会議質疑を省付し、会議規則第３７

条の規定により総務文教常任委員会に付託したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号については、総務文教常

任委員会に付託することに決定いたしました。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 名寄市保健センター設置条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 名寄市保〇市長（加藤剛士君）

健センター設置条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

平成２３年５月１日に健康増進及び介護予防を

目的とした施設としてふうれん健康センターを開

設いたしますが、本件は当該施設をこれまで各公

共施設で実施してきた保健事業を集約し、同じ機

能を持つ名寄市保健センターのサブセンターとし

て位置づけ、事業を実施をしていくために名寄市
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保健センター設置条例の一部を改正しようとする

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 名寄市風連国民健康保険診療所条例の一

部改正について、議案第１４号 名寄市風連国民

健康保険診療所診療報酬その他料金徴収条例の一

部改正について、以上２件を一括議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 名寄市風〇市長（加藤剛士君）

連国民健康保険診療所条例の一部改正について及

び議案第１４号 名寄市風連国民健康保険診療所

診療報酬その他料金徴収条例の一部改正について、

一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、５月１日付で新たな風連国保診療所を

開設するに当たり、当該診療所の位置を改めると

ともに、入院を廃止することに伴う関係条文の削

除を行うため、両条例の一部を改正しようとする

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

３号外１件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 名寄市風連地区子育て支援条例を廃止す

る条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１５号 名寄市風〇市長（加藤剛士君）

連地区子育て支援条例を廃止する条例の制定につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本件は、幼保一元化事業等の推進のため、風連

地区に居住する児童を対象に実施していた名寄市

風連地区子育て支援条例に基づく事業につきまし

て、保護者との協議を経て名寄市の事業に一本化

するため、当該条例を廃止する条例を制定しよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）
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ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６号 指定管理者の指定について（名寄市北国

雪国ふるさと交流館）、議案第１７号 指定管理

者の指定について（サンピラーパーク森の休暇

村）、議案第１８号 指定管理者の指定について

（名寄市大橋地区コミュニティセンター）、議案

第１９号 指定管理者の指定について（名寄市雪

わらべ雪冷貯蔵施設）、議案第２０号 指定管理

者の指定について（名寄市風連農産物出荷調整利

雪施設）、議案第２１号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市東部地区集落センター）、議案第２

２号 指定管理者の指定について（名寄市西部地

区集落センター）、議案第２３号 指定管理者の

指定について（名寄市立食肉センター）、議案第

２４号 指定管理者の指定について（名寄ピヤシ

リスキー場）、以上９件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１６号から議案第〇市長（加藤剛士君）

２４号までの指定管理者の指定について、一括し

て提案の理由を申し上げます。

議案第１６号から議案第１７号までの２施設に

つきましては、名寄市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例第２条による公募によ

る施設であり、議案第１８号から議案第２４号ま

での７施設については同条例第５条第１項第１号

による公募によらない施設であります。本件は、

名寄市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員

会の報告を踏まえ、指定管理者の候補者の選定を

行いましたので、指定管理者の指定をいたしたく、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

６号外８件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１６号外８件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１６号外８件は原案のとおり可

決されました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２５号 平成２２年度名寄市一般会計補正予算を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２５号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。
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今回の補正は、各款にわたる臨時的経費と事業

の確定に伴う事業費の調整を中心に補正しようと

するものでありまして、歳入歳出それぞれに１医

７６５度 ０００度を追加して予算総額を２０ 

０医 ０７６度 ０００度にするものであります。 

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして地域介護・福祉空間整備等施

設整備交付金 ０００度度の追加は、設Ｐ設法人

名寄心と手をつなぐ育成会が計画している障害者

と高齢者、ボランティアなどが交流できる共生型

ホームの建設に対して、全額道支出金を充当し、

助成しようとするものであります。

８款土木費におきまして排雪ダンー助成事業補

助金５００度度の追加は、新たに店舗併用住宅へ

の助成を行うこととダンー１い当たりの助成金額

を ０００度から ０００度に引き上げるため、 

補助金の総額の増額を図るものであります。

１１款災害復旧費におきまして公共土木施設災

害復旧事業費 ５５０度度の追加は、国の補助事

業の内定を受け、普通河川大沼川河岸災害復旧工

事ほか３件の復旧工事を実施しようとするもので

あります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の増減のほか、収支不足を地方

交付税で調整をいたしました。

１６款道支出金におきまして緊急雇用創出推進

事業補助金３５８度 ０００度の追加は、農林業

費の農地有効活用促進データベース整備事業及び

商工費のひまわりのまち観光推進事業を実施をす

るため、緊急雇用創出推進事業補助金を受け入れ

るものであります。

次に、第３表、債務負担行為補正では、さわや

かトイレ・ホール清掃等業務委託料ほか１６件を

追加しようとするものであります。

次に、第４表、地方債補正では、公共土木災害

復旧事業ほか４件を追加及び変更しようとするも

のであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第２５号の１４ページから１５ページをお開

きください。２款総務費、１項４目広報広聴費で

町内会館等建設費補助金２００度度の追加は、１

６区町内会館の改修に対して事業費の２分の１相

当を補助するものであります。

１６ページから１７ページをお開きください。

３款民生費、１項７目障害者福祉費でケアホーム

・グルーーホーム整備事業補助金１７０度度の追

加は、社会福祉法人道北センター福祉会が市内に

民家を借り上げグルーーホームとして改修する事

業費の２分の１相当を補助するものであります。

１８ページから１９ページをお開きください。

４款衛生費、１項２目予防費で新型インフルエン

ザワクチン接種助成負担金８１０度 ０００度の

追加は、国、道の負担を受けワクチン接種費用の

助成を行うものであります。

２２ページから２３ページをお開きください。

７款商工費、１項１目商工業振興費で中心市街地

近代化事業補助金２８０度 ０００度の追加は、

６丁目商店街の有限会社ヒライさん、ブラジルの

店舗改修事業に対して補助するものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

戻っていただきまして８ページから９ページをお

開きください。１１款地方交付税で普通交付税

７９５度 ０００度の追加は、収支不足の調整を

図るものでありまして、今回の予算化によりまし

てて保分につきましては ９６１度 ０００度と 

なります。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ
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ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２６号 平成２２年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２６号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして北海

道国民健康保険団体連合会の電算化に伴う事前準

備に係るものを中心に補正しようとするものであ

りまして、歳入歳出それぞれに２０度度を追加し、

予算総額を３４医９１０度度にしようとするもの

であります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

におきまして一般管理費で旅費、備品購入費を３

０度 ０００度増額し、医療費適正化特別対策事

業費で役務費の減額など１０度 ０００度を減額

しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金におきまして財政調整交付金を２０度度追加

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２７号 平成２２年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２７号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれに２０４度 ０００度を追加し、予

算総額を１９医 ５８１度 ０００度に、サービ 

ス事業勘定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ

に３５９度 ０００度を追加し、予算総額を２医

２０８度 ０００度に、サービス勘定・風連に 

おきまして歳入歳出それぞれに２６４度度を追加

し、予算総額を１医 ２６４度 ０００度にしよ 
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うとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費では、介護保険事業計画第

５期計画を策定するに当たり、地域の課題等を的

確に把握をするためアンケート調査等を実施する

もので、も金、委託料など合計で２０４度 ００

０度を追加しようとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入については、全額国

庫支出金を受け入れて事業を実施しようとするも

のであります。

次に、サービス事業勘定・名寄については、特

別養護ど人ホーム清峰園のテレビ機器の更新を行

おうとするもので、備品購入費の３５９度 ００

０度については一般会計繰入金で調整しようとす

るものであります。

次に、サービス事業勘定・風連については、特

別養護ど人ホームしらかばハイツのテレビ機器の

更新を行おうとするもので、備品購入費の２６４

度度については一般会計繰入金で調整をしようと

するものであります。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

１点だけお聞きした〇１５番（高橋伸典議員）

いというふうに思います。

サービス勘定の清峰園と風連のしらかばハイツ、

テレビの機器を購入されるということで、できれ

ばい数がわかればというのと購入は地元の業者か

ら行うのかをお聞かせいただきたいというふうに

思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ござい〇健康福祉部長（三谷正治君）

ました清峰園、それからしらかばハイツのテレビ

の備品購入でございますが、清峰園につきまして

は３４い分、それからしらかばハイツにつきまし

ては４４い分ということで予定をしてございます。

それから、購入につきましては現時点では地元業

者ということで考えてございます。

以上です。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２８号 平成２２年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２８号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行おうと

するものでありまして、平成２３年度における風

連浄水管理センター等維持運転管理業務委託料の

限度額を ５７５度度にしようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２９号 平成２２年度名寄市水道事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２９号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、収益的支出の原水及び浄水費の

修繕費等及び資本的支出の拡張事業の事業費の変

更等について補正しようとするものであります。

補正の主なものを収益的支出から申し上げます。

２款水道事業費用では、川西浄水場水位計及び操

作盤修繕等により ６５３度 ０００度を追加し、 

総額を６医 ６６９度 ０００度にしようとする 

ものであります。

次に、資本的支出では、第２期拡張事業の事業

費の変更等により ９４２度 ０００度を減額し、 

総額を３医 ９２３度 ０００度にしようとする 

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省付し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

３０号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

黒井徹議員。

議案第３０号 名寄〇１８番（黒井 徹議員）

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部改正について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２２年８月１０日付人事院勧告に

基づき国家公務員の期末、勤て手当が引き下げら

れたことに伴い、議長、副議長及び議員の期末手

当について同様の措置を講ずるものであります。

あわせて、現在議会独自に６月期及び１２月期に

それぞれ１００分の１０の期末手当の削減を行っ

ていることから、引き続き同様の措置を講ずるも

のとともに、その期間については当分の間として

おりましたが、現議員の当該任期中の期間とすべ

く条例の一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。



－30－

平成２２年１１月３０日（火曜日）第４回１２月定例会・第１号

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第３０号に

つきましては、全議員による提出でありますので、

質疑、委員会付託を省付し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

本件は、本年９月５日午後３時３０分ごろ、名

寄市風連町字東風連３３９５番地の名寄市が所有

し、風連特例区が管理する名寄市東風連子どもと

ど人福祉館度側駐車場におきまして、会館利用者

の自家用車が当該駐車場内の雨水排水溝を通過し

た際に排水溝の格子ぶたが外れて相手方車両の後

部に接触をし、破損させたものであります。過失

割合は本市が１００５であり、相手方車両の修理

代として本市が８度 ６４７度を負担することで

示談が成立し、和解したところであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により御報告を

申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第２５ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

２号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年１０月１５日午前１１時１

５分ごろ、名寄市西５条度１１丁目におきまして、

健康福祉部所管の公用車が市道を走行中に左方の

敷地内から路上へ出ようとした相手車と衝突し、

破損させたものであります。過失割合は本市が１

０５であり、相手方車両の修理代として本市が１

度 ０００度を負担することで示談が成立をし、

和解をしたところであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により御報告を

申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第２号を終結いたします。

日程第２６ 決議案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 ＴＰＰ参加の即時撤回を求める決議を議

題といたします。

提案者の説明を求めます。

木戸口真議員。

議長より指名があ〇１３番（木戸口 真議員）

りましたので、これよりＴＰＰ参加の即時撤回を
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求める決議案の提案を行いますが、おに承知かと

思いますが、ＴＰＰは名寄市の基幹産業である農

業が壊滅状態に追い込まれるだけでなく、食品加

工や流通、観光などの関連する産業の衰退にもつ

ながり、地域経済に与える影響は極めて大きく、

名寄市議会の意思を明らかにしたいと考えていま

す。以下、円み上げて御提案を申し上げますので、

議員各位の御賛同を切にお願いを申すものであり

ます。

ＴＰＰ参加の即時撤回を求める決議。

今、農山漁村のみならず各方収において、不安

と憤りの声が渦巻いている。

菅首相は、臨時国会冒万の所信表明演説におい

て、突然にＴＰＰ（環太平洋付付的経済連携協

定）への参加検討を表明した。ＴＰＰは、全ての

関税撤廃を原則とする経済圏を目指すものであり、

これまで、我が国が各国との共存を基本に進めて

きた１１カ国・１経済圏とのＥＰＡ・ＦＴＡとは

全く質がことなるものである。それゆえ、ＴＰＰ

の参加による農産物の関税撤廃は、農林漁業者を

はじめとする関係者の生産性向上の努力にもかか

わらず、我が国の農林漁業を崩壊させ、地方経済

・社会をも破綻させることは必至である。

我々は、決して自由貿易を否定しないし、現下

の国の経済状況からしても、貿易の促進による経

済成長は必要である。

しかし、何らの重層的な分析や準備が全くなさ

れないままでの拙速なＴＰＰへの参加は、農林漁

業、地方経済等にとどまらず、多方収における国

益を著しく損ない、国の将来に深い禍根をもたら

すものである。

ＴＰＰは関税撤廃を原則としており、例外品目

もないことからこれに参加した場合は、北海道農

業に与える影響は甚大で、基幹産業を農業とする

名寄市の経済は壊滅的な打撃を受けることが懸念

され、こうしたことから、名寄市議会は、食料自

給率目のの実現に向けて、農業が持つ潜在能力を

フルに発揮し、持続可能な農業、農村の振興を図

ることを強く求めるとともに、我が国の食料安全

保障と両立できないＴＰＰ交渉への参加に断固反

対するとともに、参加検討の即時撤回を求めるも

のである。

以上、決議する。

平成２２年１１月３０日、名寄市議会。

各議員の切なる御賛同を求めて終わります。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、全議員による提出であります

ので、この際質疑、委員会付託を省付し、直ちに

採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、決議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、あす１２月１日から１２月

９日までの９日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、１２月１日から１２月９日までの９日

間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ０時０８分

上記会議のてんまつを記載し、その相ーなきこ
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とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 高 橋 伸 典

署名議員 宗 片 浩 子
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平成２２年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年１２月１０日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君
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本日の会議に１４番、〇議長（小野寺一知議員）

渡辺正尚議員から欠席の届け出が出ております。

ただいまの出席議員数は２５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

（仮称）複合交通センターについて外２件を、

佐々木寿議員。

おはようございます。〇７番（佐々木 寿議員）

議長の御指名をいただきましたので、ただいまか

ら通告順に従いまして質問をしてまいります。

１点目は、（仮称）複合交通センターについて

伺います。ＪＲ名寄駅横地区はＪＲや都市間、市

内循環バスの交通結節点であり、名寄市街地の玄

関口ともいうべき地区でもありながら、過去に有

効な施設整備がなされないまま現在に至っており

ます。しかしながら、今回この交通結節点という

条件を最大限に生かした駅横整備計画の実現によ

り名寄市のにぎわいの創出、活性化につながるも

のと期待するところであります。また、隣接地に

おいても民間活力による商業施設や福祉サービス

施設を整備する計画で進められており、市民の立

ち寄りが増加し、かつての駅前地区のにぎわいが

回復につながるものと期待するところでもありま

す。

そこで、（仮称）複合交通センターの事業の進

捗状況と今後のスケジュールについて伺います。

また、先般の市長行政報告にありましたが、

（仮称）複合交通センター整備に関する市民意見

を募集したところ５件の応募があり、提言、要望

が主たる内容であるので、今後の基本設計に反映

できるよう検討したい旨の報告がありました。ど

のような施設基本設計、施設機能となるのか伺い

ます。

また、どのようなにぎわい創出構想を考えてい

るのか伺います。

２点目に、教育行政について伺います。名寄市

立大学の就職活動状況と大学生確保対策について

伺います。来春に卒業予定の大学生の就職内定率

は、２０００年ごろの就職氷河期より厳しい環境

の中にあります。特に調査を始めた１９９６年以

降、最低の数字と言われております。１０月１日

現在の調査によると、大学生の内定率は５ ６現

で厳寒とまで言われた昨年をさらに下回る過去最

低の水準と言われております。さらに、ことしの

春大学、短大合わせ約１０万人が進路の決まらな

いまま卒業したという報道もありました。また、

北北道、東北就職内定率は５ ６現と北北平均よ

りも２ポイント下回っております。さらには、道

内は公共事業の削減などで停滞感が強く、９月の

有効有人有率は ４３有と都道有有有で４番目に

低い数字だということであります。このように厳

しい就職環境で名寄市立大学の就職活動状況はど

のようになっているのか伺います。

また、少子化が進んでいる状況の中、持続的、

安定的な大学運営に取り組むための要素となる大

学生確保のため対策をどのようになさっているの

か伺います。

次に、学級定数について伺います。文部科学省

は、来年度予算で小１、２年生の３５人学級実現

を要有しました。新学習指導要領の円滑な実施、

生徒指導面の課題等への対応、教員が子供と向き

合う時間の確保等の観点から、学級編制の標準を

現行の４０人から引き下げる必要について、これ

までも中央教育審議会においても検討されてきま
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した。名寄においても、少人数学級実現について

は教室の確保に問題はない、新学習指導要領の円

滑な推進も図れ、また教職員の増加に伴う人件費

においても北の負担であり、地域経済につながる

として歓迎している旨の報道がありました。しか

しながら、学級編制の標準の引き下げをすること

によって児童生徒の発達段階や直面する課題、特

に小学校の低学年はいわゆる小１プロブレムに見

られるように学校教育に適応する上で重要な時期

であり、学習習慣の確立や集団活動における規律

など授業、学校教育の成果に影響するのではない

か、また児童生徒の社会性の涵養や学び合い等の

取り組みが困難な状況が生じるのではないかとの

懸念もあります。教育的配慮に基づいた柔軟な学

級編制、そして将来少子化が進む中、学級定数に

ついての見解を伺います。

次に、いじめ対策について伺います。いじめが

原因と思われる子供たちの自殺が後を絶ちません。

そのたびになぜいじめの兆候に気づかなかったの

か、助けることができなかったのかと痛感してお

ります。いじめは昔からあったと言われておりま

すが、陰湿化、隠ぺい性、長期化等が現代のいじ

めの特徴と言われております。事件が起きて記者

会見する学校、教育委員会の会見はおとなしくま

じめな子、兆候はなかったし、アンケートにもい

じめのあったことを示す記述がなかったというこ

とが繰り返されております。陰湿ないじめは表に

出ないし、被害者本人も親や教師にも友達にも隠

したまま逃げ場を失ってしまいます。何としても

このような痛ましい事件を起こさせてはなりませ

ん。名寄市では、現段階ではいじめに関する事例

報告は上がってきていないとのことですが、いじ

め絶滅対策として加害者を生み出さない教育、早

期兆候の発見対策を具体的にどのように実施して

いるのか伺います。

３点目は、福祉行政について、地域福祉計画策

定について伺います。ことし５月に名寄市社会福

祉協議会は、本年度だれもが住みなれた地域で安

心して暮らせる地域社会づくりの指針となる地域

福祉実践計画の策定作業に取り組むこととしまし

た。そして、ことしの秋ごろをめどにさまざまな

分野の地域住民で組織する策定委員会を設置、名

寄市が今年度の策定を予定している地域福祉計画

の整合性を図りながら策定作業を進めるという報

道があり、約５カ月以上経過しておりますが、進

捗状況はどのようになっているのか伺います。

また、名寄市地域福祉計画を策定しようとして

いますが、地域福祉実践計画との関係、位置づけ

はどのようになっているのか、また計画を策定す

るに当たってどのように進めていこうとしている

のか伺います。

次に、成年後見制度普及について伺います。介

護保険制度が導入された２０００年、同時に成年

後見制度も始まりました。認知症などで判断能力

が不十分な人を支援する制度で、家庭裁判所から

選任された後見人らが本人にかわって預貯金、不

動産などの財産を管理したり介護福祉サービスの

利用契約を結んだりするものです。この制度には

法定後見と任意後見の２つがあり、親族のほか弁

護士や司法書士などの専門職が後見人を務める場

合が大半ですが、高齢者がふえる一方で大都市部

以外では専門職が足りないとの指摘もあります。

北内には認知症の人が約２００万人いると言われ

ている中で、北際的には１現が制度を利用すると

認められておりますが、１７万人にとどまってい

る現状にあると言われています。利用が伸びない

背景には、制度の理解が進んでいないこと、また

親族が後見人になる場合が北体の約６割というこ

ともあり、身寄りのいない高齢者の増加で弁護士

や司法書士など第三者がなるケースもふえている

ことも要因にあります。専門職の報酬も高いので

頼めないということもあります。そこで、成年後

見制度普及の現状はどのようになっているのか、

また専門職不足にかんがみ、地域住民が後見人と

なる市民後見人の養成、支援する施策もあると思

われるが、見解を伺います。



－36－

平成２２年１２月１０日（金曜日）第４回１２月定例会・第２号

次に、高齢者虐待防止について伺います。市長

の行政報告で、今年度に入り６件の通報があり、

調査では虐待行為と判断される事例ではないが、

虐待に移行する可能性の４件については家族への

支援、見守りを継続するとの報告がありました。

１８年４月に高齢者の心や身体に深い傷を負わせ

たり、基本的な人権の侵害や尊厳を奪うというよ

うな高齢者虐待防止のために高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が施

行されて４年以上経過しております。早期発見、

早期対応、未然防止のための法律と認識しており

ます。高齢者虐待は潜在している可能性がありま

す。通報義務、通報努力義務も周知されていない

のか、または通報したことを知られたくないとい

うことから通報しないのか、通報しても不利益な

取り扱いを受けるのではないかというような理由

なのかもしれません。もちろん保健、医療、高齢

者福祉に専門的に携わる関係者の方々は、高齢者

虐待についての認識は深められていると思われま

すが、市民には周知されていないように思われま

す。高齢者虐待未然防止や早期発見に市民、地域

と具体的にどのように取り組まれているのか伺い

ます。

以上でこの場からの質問を終わります。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

ただいま佐々木議員から大きな項目で３点にわた

り御質問をいただきました。１点目は私から、２

点目の小項目１については大学事務局長から、小

項目２と３は教育部長から、大きな項目３点目は

健康福祉部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

まず、１項目めの（仮称）複合交通センターに

ついて、小項目１の事業の進捗状況と今後のスケ

ジュールについてお答えをいたします。（仮称）

複合交通センターの整備については、当初予算時

点で用地並びに補償物件調査に係る予算を計上さ

せていただき、４月から用地取得に向けた調査を

進めてまいりました。調査の結果をもとに６月に

用地取得等の補正をさせていただき、ＪＲ北北道、

名寄市土地開発公社と用地交渉を進めてきたとこ

ろであります。土地開発公社とは８月に、ＪＲ北

北道とは９月に契約締結が完了しております。Ｊ

Ｒ北北道とは用地、補償費を合計した予定額より

約 ０００万円低い額で契約締結することができ

ました。また、補償物件の移転に当たっては平成

２３年２月２８日までに行われ、その後速やかに

名寄市に土地が引き渡されることになっておりま

す。９月には地質調査費、基本設計費等の予算補

正をさせていただきまして、施設建設の前提とな

ります基本設計の準備が整ったところでございま

すが、１０月１日から２９日の間で施設整備に関

する市民意見の募集を名寄市広報並びにホームペ

ージに掲載し、意見の募集を進めてきたところで

あります。募集結果としては、意見、要望が５件

あり、内容については施設整備の是非や新たな機

能の付加などがあったので、これら意見について

は可能な範囲において基本設計に反映してまいり

たいと考えているところでございます。基本設計

の委託業務に当たっては、意見募集の結果を待っ

て入札を進めており、３月１６日までの間で基本

設計を策定する予定となっております。なお、基

本設計は成案となる前段には改めて市民意見の募

集を行い施設整備を進めていく予定としておりま

す。平成２３年度の予定としては、年度当初から

詳細設計を進め、１０月ごろをめどとして本体建

設工事に着手し、平成２４年度の完成を目指して

まいりたいと予定をしているところであります。

次に、本施設に計画している施設機能について

お答えをいたします。機能につきましては、これ

までも説明してきたとおりバスターミナル、観光

インフォメーション機能、レンタサイクル、現有

の市民会館の会議室機能、業務機能をあわせ持っ

た複合施設として計画しているところであります

が、さきに行いました市民意見の中から付加でき

る機能があるかどうか検討し、基本計画とするよ



－37－

平成２２年１２月１０日（金曜日）第４回１２月定例会・第２号

う作業を進めております。この基本計画では、利

用者の階層や動線をもとに各機能の配置計画を立

てるとともに、市民の利用しやすい施設となるよ

う関係者、関係部局と協議を進めております。ま

た、基本計画案の時点で再度市民意見を伺い、基

本計画の成案とさせていただく予定としておりま

す。

次に、にぎわいの創出について、現時点での考

え方についてお答えをいたします。この地区は、

これまで特段の施設整備がなかったことから人の

滞留がない地区となっておりましたが、バスター

ミナルが整備されることによる施設利用者や市民

会館の会議室の機能の移転による利用者、経済セ

ンターを初めとする関係者を含めた利用者が恒常

的に発生することや公共交通機関の結節点でのイ

ベント開発などによりさらなる人の集中を見込ん

でおります。また、隣接地においては民間事業者

による集客施設の整備計画もあることから、それ

らの利用者も含めた人の集中は市街地中心部のに

ぎわい創出に大きく貢献するものと考えていると

ころでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

きな項目２点目、教育行政について、小項目１点

目、名寄市立大学の就職状況と大学生確保対策に

ついてお答えいたします。

議員の御指摘のとおり、大学生の就職戦線は新

たな氷河期に入ったとも言われ、北北で多くの学

生たちがいまだ内定を受けられず就職活動を継続

せざるを得ない状況に追い込まれています。本学

保健福祉学部においては、ことし３月に１３１名

の第１期生を送り出しました。就職希望した学生

の就職率は、栄養学科では１００現、看護学科で

は９ ７現、社会福祉学科では９ １現でありま 

した。短期大学部児童学科では５５名の卒業生を

送り出し、就職希望した学生の就職率は１００現

でありました。この結果については、非正規雇用

等の課題を残しつつも順調なものと受けとめると

ともに、学生に対する就職支援についてさらなる

充実強化に努めてきたところでございます。平成

２３年３月卒業予定者の直近の就職内定状況につ

きましては、栄養学科では４ ５現、看護学科で

は８ ６現、社会福祉学科では５ ７現、また短 

期大学部児童学科では５ ８現となっており、現

在も社会福祉施設関係や受託給食企業等への就職

活動が継続して行われており、多くの学生が内定

を受けられるよう教職員一体となって学生の就職

支援に取り組んでいるところでございます。

学生確保対策につきましては、入試広報委員会

に所属をする教員を中心に事務職員が連携をしま

して、高等学校の進路指導担当教諭や高校生に対

して本学を紹介する高校訪問や札幌市を初め道内

主要都市６カ所における進学相談会の実施、また

各学科で工夫を凝らしたオープンキャンパスや保

護者相談会の実施など積極的な対応を図り、本学

の知名度の向上と志願者の確保に取り組んでいる

ところであります。

次に、本学の入試制度につきましては大きな変

更はありませんが、短期大学部における平成２３

年度入学者選抜について新たに大学入試センター

試験を導入し実施する予定でおります。募集人員

枠につきましては５名で、受験生に対して受験機

会の拡張を図ろうとするものでございます。今後

も本学入試制度の検証を行い、持続的、安定的な

学生の確保に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは大項〇教育部長（鈴木邦輝君）

目２のうち小項目２、学級定数について及び小項

目３、いじめ対策について答弁させていただきま

す。

現在文部科学省では、来年度から小学校の３５

人学級への移行が検討をされておりますが、特に

１年生の入学当初は学習環境の急激な変化や多く

の学校のルールを学ぶときであり、その子に応じ
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たよりきめ細かな指導が有められているところか

ら、学級定数の削減は大いに効果が期待されると

ころであります。ただし、議員のお話のように極

端に小規模な集団となりますと多人数の中での社

会性や学び合いなどの面では懸念が残ることも確

かであります。現在各学校では、学級を一つの集

団として学習が行われておりますが、教師の複数

体制での指導が必要な楽器のパート練習などのグ

ループ学習の場合や体育や学校行事など大集団が

より指導の効果が期待できる場合においては学級

を合わせて学年を一つの集団として指導も行われ

ておりますので、今後も学級の枠にとらわれない

教育活動の展開に向けて指導をしてまいります。

また、将来にわたります少子化の対応といたしま

しては、平成２０年に策定いたしました名寄市内

小中学校の適正規模適正配置に関する基本方針に

基づき、普通規模校で３０名前後を維持できる適

正配置、通学区域に向けて保護者、地域との話し

合いの中から適切な対応をしていきたいと考えて

おります。

次に、いじめ対策です。本年１０月に群馬有で

小学６年生、１１月には札幌の中学２年生といじ

めが原因と思われる自殺が相次ぎ、教育委員会と

しても危機感を抱いているところであります。い

じめ根絶に向けて、各学校に改めていじめに関す

るアンケートを依頼をしたところであります。既

に児童生徒との面談やアンケート調査を実施した

学校もありますが、名寄東中学校では１１月２５

日に心の相談員による命の授業を行うなど生徒の

心に響く実践も行っております。他の学校におい

ても道徳教育などを通してお互いが認め合う態度

や生命の尊重などの指導やいじめを生み出さない

ための取り組みをしているところであります。さ

らに、児童生徒のささいな変化やサインを見逃さ

ないように日常の児童生徒の行動や会話、家庭と

の連携など先生方にはアンテナを高くして情報収

集といじめ防止に向けた取り組みを推進するよう

指導をしているところであります。教育委員会と

いたしましても、教育相談センターとの一層の連

携や小中学校生徒指導連絡協議会の機能化を図る

など、いじめ根絶に向けての取り組みを強化をし

てまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは〇健康福祉部長（三谷正治君）

大項目３の福祉行政についての小項目１、地域福

祉計画策定について申し上げます。

社会福祉法では、社会福祉の基本理念の一つと

して地域福祉の推進が明確に位置づけられており、

特定の人々を対象にするのではなく、地域に焦点

を当てた地域福祉計画を各市町村で策定すること

になっており、道内３５市中策定済みが２０市、

策定を予定しているところが名寄市を含め３市、

策定未定が１２市となっております。町村におい

ては、１４４町村中５３町村の約４割弱が策定済

みであります。御質問ありました市のこれまでの

進捗状況につきましては、本年度と来年度の２カ

年間をかけ策定するもので、今年度においては名

寄市保健医療福祉推進協議会の中に地域福祉部会

を新たに設置し、委員を選任すべく新聞広告やホ

ームページを活用し市民の方々から一般公募５名

を１１月末締め切りで行いましたが、１名のみの

応募しかございませんでした。各関係機関、団体

１０名の枠を広げ、１５名による委員で開催を予

定しております。市民からの地域福祉に対する見

方、考え方など広く御意見をいただき、安心した

生活を営むことのできる福祉北般の推進に向け取

り組んでいくため、今後具体的な作業を進めてま

いります。また、地域福祉に関して必要なアンケ

ート調査の内容につきましては社会福祉協議会、

名寄市立大学と連携を図り検討を行い、集計と分

析につきましては名寄市立大学の協力を得ながら

まとめ上げ、来年度の成文化につなげていくため

の基礎資料として活用してまいりたいと考えてお

ります。

次に、社会福祉協議会が策定する地域福祉実践
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計画は現在２期目が終了し、３期目の策定に向け

た策定委員会を設置し、円滑な事業の実施を確保

するため地域の方々や福祉団体、事業所などが地

域の福祉の推進に主体的にかかわるため具体的な

活動を行う計画で、今後の活動の指針となる計画

です。地域福祉計画と地域福祉実践計画は、とも

に福祉の推進を目指すものであり、市民の参加を

得て作成するものであることから、内容の一部や

策定過程の共有、さらには地域福祉計画に地域福

祉実践計画の実現を支援するための施策を盛り込

むなど相互に連携を図り、一体的策定が有効であ

ると考えております。したがいまして、市と社会

福祉協議会は２２年から２３年度と２年間同じス

ケジュールで進めていく予定で協議を行っている

ところでございます。市が策定する計画は、社会

福祉法では策定が義務化されているものではござ

いませんが、福祉サービスを必要とする地域の方

々が地域社会の一員として住みなれた地域で安心

して健康で楽しい日常生活を営み、社会、経済、

文化など、さまざまな分野の活動に参加する機会

が与えられるような仕組みづくりやコミュニティ

ーを支援する内容を盛り込んだ計画を予定してご

ざいます。さらに、計画策定に当たりましては、

地域福祉計画を推進していくため実務との整合性

を図り進めていくために社会福祉協議会との連携

はもとより、市民の皆さんの御協力により地域ぐ

るみで問題解決をしていくため地域福祉部会の中

で地域福祉に対する御意見をいただく懇談会など

の開催を検討していただき、来年度の策定に向け

た作業を進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２番目の成年後見制度普及の現状

と今後の対策について申し上げます。成年後見制

度は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者な

どの判断能力が不十分な成年者の財産管理や医療、

住宅、介護、生活などに関する身上監護を法的に

保護するための制度として利用の促進を図ってい

るところです。平成１９年、平成２０年には弁護

士、裁判所事務官や講談師による講演会を開催し、

市民の皆さんが成年後見制度を理解していただけ

るよう啓蒙活動を行ってきております。また、本

年度は高齢者の介護相談に当たっているケアマネ

ージャー、介護サービス事業所相談員や地域の福

祉に関する相談役の民生委員などを対象に講習会

を開催し、どこに相談すればよいかなど理解を深

めていただきました。市の相談場所といたしまし

ては、知的、精神障害者の場合は社会福祉課、高

齢者は地域包括支援センターが担い、相談業務の

中で制度の説明、申し立て書類作成の支援、市長

申し立ての支援、後見人等候補探しなど関係機関

と連携を図りながら相談支援を行ってきておりま

す。

相談実績につきましては、平成２１年度は３件

の相談のみでございましたけれども、平成２２年

４月から１１月末までに１４件相談があり、制度

利用につながった事例は手続中を含め８件となっ

てございます。８件の内訳は、申し立てしたもの

が親族が４件、身寄りがなく資力が乏しいことか

ら４件が名寄市成年後見制度利用支援規定を利用

した市長申し立てとなっております。審判開始の

申し立て費用は内容により異なることがございま

すが、鑑定料など約１０万円程度となってござい

ます。開始までは２カ月から４カ月の日数を要し

ており、後見人は裁判所が本人の実情に合わせて

土地や家屋などの財産がある財産管理を中心とす

る場合は司法書士、健康に問題があるなどの身上

監護中心の場合は行政書士の専門職を選任してお

ります。後見人の報酬額は、本人の財産や所得に

応じたものとなってございます。しかし、資力が

乏しく親族も後見人が難しい場合は専門の相談機

関に問い合わせをすることで無料または低額で引

き受けてくれる後見人の候補者を探していただけ

る状況にもなっておりますので、このことにつき

ましても相談時に対応し、市民の皆さんが利用し

やすいよう努力をしているところでございます。

今後の対策につきましては、成年後見制度を積

極的にＰＲするとともに、高齢者などが使いやす
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いように相談支援、関係機関との連携の充実を図

り、さらには高齢者の増大とともに親族以外の後

見人の需要がふえてくるものと思われますので、

今後は公益法人による法人後見や市民後見人につ

きましても先進的な市町村の取り組みを調査研究

し、高齢者などの市民の皆さんが安心して暮らせ

るよう進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目３番目の高齢者虐待防止対策につ

いて申し上げます。高齢者虐待防止対応は、平成

１９年介護保険法の改正により高齢者の権利擁護

の観点から地域支援実施事業要綱において地域包

括支援センターが担うことになっており、平成２

０年１１月に名寄市高齢者虐待防止ネットワーク

会議を設置し、町内会、民生児童委員、人権擁護

委員、介護保険施設、警察、医師会、保健所など

の１７機関で組織し、高齢者虐待への迅速的な対

応、連絡体制の整備を行っております。養護者が

介護の大変さから虐待に及んでしまい、介護サー

ビス事業所職員が発見をし通報に至ったケースも

あり、通報があった場合には高齢者虐待対応マニ

ュアルに沿って実務者会議を開催し、客観的な判

断のもとに役割分担や介入方針を検討しておりま

す。高齢者の保護が必要な場合は介護サービスの

利用による施設入所、また緊急の場合はやむを得

ない事由による措置により施設入所を行って対応

しております。身体のみならず精神的虐待、経済

的虐待、ネグレクトなどなかなか表面に出てこな

いケースもあると推測されますので、高齢者虐待

防止の市民周知を図るため広報なよろ、名寄市ホ

ームページを活用しＰＲに努めてまいりました。

本年度は権利擁護講演会を開催し、講演と福祉寸

劇を行い、市民の皆さんに理解を深めていただい

ているところでございます。また、地域の福祉に

関する相談役の民生委員の皆様には講演会を開催

し、高齢者虐待の実態や虐待の判断、どこに相談

すればよいかなど理解をさらに深めていただくた

め、今後も積極的に高齢者虐待防止をＰＲすると

ともに、早期発見や適切な対応ができるよう地域

での見守り体制の構築など関係機関との連携を図

り、相談支援体制に努めてまいりたいと考えてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

御答弁をいただきま〇７番（佐々木 寿議員）

してありがとうございます。何点か再質問をさせ

ていただきます。大分時間もないので。

まず、複合交通センターの件についてですが、

ちょっと通告をしていないので、資料は持ち合わ

せがないと思いますが、わかる範囲でお願いした

いと思いますが、事業費について、先般総計で約

６６ ９４６万円の事業費になっていますが、そ

の細部、大まかで結構でございますので。それと、

当初予算が５６円だったのですけれども、そのオ

ーバーした１６ ０００万円ぐらいのものはどの

ような関係で多く見積もられたのか。あるいは、

もう一つは商工会議所の持ち出し分はどういうふ

うになったのか。それをちょっとわかる範囲で結

構でございますので、お願いします。

それと、３月ぐらいに市民意見をもう一回聴取

するということなのですけれども、これはパブリ

ック条例もでき上がりまして、するとこのパブリ

ック条例からいきますと政策等の趣旨とか目的と

か、あるいは内容等必要な事項を広く公表しなが

ら市民意見を聴取するというふうになっているの

ですが、これは聴取した場合にこの基本設計に本

当に先ほど言った５件の市民意見を含めて反映で

きるものなのか。そしてまた、公表の仕方もどう

いうような形で、極端に言いますと１月の広報等

に今私に御答弁いただいたような内容を広報とし

てでき上がるのか、その辺をお聞きしたいと思い

ます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

複合交通センターの〇経済部長（茂木保均君）

関係について御質問をいただきました。事業費の

関係でございますけれども、ちょっと今調べて御

報告しますので、少々これについてはお待ちいた
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だきたいと思います。

パブリックコメントの関係ですけれども、これ

も条例が先日可決をされて、来年の４月１日から

施行ということでありますので、この条例という

部分と、ちょっとこれに沿った形ということでは

なくて、市民の意見を聞くということで、準じた

形で今回の部分はやらせていただいているという

ことでありまして、一応先般も市民意見を１０月

段階で聞いております。これについては５件お寄

せをいただいておりますし、その後もまち懇の中

でも何件かいただいております。これらについて

は十分中身を精査していきながら、今基本計画を

立てておりますので、その中で反映できるものは

反映していきたいというふうに考えているという

ことは先ほど答弁したとおりでございます。さら

には、これをまたその内容について公表といいま

すか、その部分については名寄市の広報なり、あ

るいは今の基本設計のあらましができた段階でも

う一度市民に意見を有めるという、こういった考

え方をしておりますので、そういった中で今回の

部分については触れていきたいなと思っておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。

事業費の関係については今調べておりますので、

少々お待ちいただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどその事業費に〇７番（佐々木 寿議員）

ついて質問したのは、例えば市民意見が本当に重

要な意見で、あるいは将来本当ににぎわいを創出

するような施設をつくるということになれば、そ

のスケジュールとか、あるいは事業費がそういう

ようなので変更できるのかというのが私は心配し

て質問したわけなのです。

それで、パブリックコメントも待ち受けだと、

どうしても今回の場合でも市民から意見を聴取す

るというのは、今の名寄市の風潮でいきますとな

かなか期待できない部分もあるのではないかと私

は思っております。それで、駅の大通、ほかの町

内会には申しわけないですけれども、例えば市街

地の商店街あるいは駅前通の大通の町内会あるい

は神社通の南北の町内会、そういうところに直接

やっぱり攻めの段階でもう少しまちづくりとか、

商工会とか行政も直接行ってやはり意見を聴取し

て、それで本格的な基本設計に持ち込むべきだと

思いますが、この見解はどうでしょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今のお話でございま〇経済部長（茂木保均君）

すけれども、市民に多く意見を有めるというのは

ある意味当然のことでございまして、これまでも

中活の論議のときもそうですし、今回のまち懇の

中でもそうですし、いろんな形で市民と懇談をす

る場という中では１つの項目を設けて、今現在の

駅横の関係についてはあらましについてお話をし、

意見を有めております。さらに、今お話あったよ

うな部分、特に駅横周辺の町内会の部分だとか、

あるいは周辺の商店街、この辺についても御提言

でございますので、その辺については十分検討さ

せていただいて協議する場というものをつくって

この事業に反映させていく機会を設けたいと思っ

ております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ子供の意見、小〇７番（佐々木 寿議員）

学校の意見、大学、中学校、高校生、その学生の

意見なども含めて直接やっぱり聞く場面を設けな

がら、つくってしまったはいいけれども、何であ

んなのをつくったのかと。やはりこの市民主体の

駅横のものが、私どもが一緒に参加してこういう

ものをつくり上げたのだよというものがなければ、

何か行政に押しつけられたようなことになるので

はないかと私は思いますので、その辺はしっかり

とやっぱり攻めの形で意見を聴取していただいて

基本設計に反映していただきたいと、こういうふ

うに思います。

それで、もう一点、このなよろ観光まちづくり

協会と。これはここに、駅横のところに観光部分

というのもあるのですが、ことし大体７月から９

月にかけて外北人が日本に来て観光をやったのが
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６９万人と言われている。その中で、この近隣の

隣北の台湾とか香港とか韓北とか中北、シンガポ

ール、この辺がもう北北道に来ているのです。そ

れで、特に中北などは新聞でも皆さん御存じのと

おり相当なお金を持ってリゾート地等の山を買う、

それほど山を買うぐらいの財政力を持っている方

が来ていると。そういう外北人の方を、あるいは

北内においてもそういう観光に来られた方が旭川

まで来ているのです。旭川まで来ているから旭川

からこちらに引き込む、そういうものはしっかり

となよろ観光まちづくり協会としっかりと連携を

とってやるべきだと私は思っています。それで、

そういうような取り組みというのは今後、あるい

はこれまでに検討してこられた経緯があるのでし

ょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今のお話でございま〇経済部長（茂木保均君）

すけれども、今は特に東南アジアあるいは中北を

中心として日本にたくさんの観光客が訪れている

ということで、名寄においてもそういう取り組み

がということだろうというふうに思いますけれど

も、これまでもＮＰＯのほうでは韓北の学生の関

係であるとか、モニターツアーの関係であるとか、

あるいはことし旭川市でやっているいわゆる北北

道を売り出すというような、そういう協議会にも

参画をしておりますので、そういう部分について

は協議をして、何とか少しでも呼び込もうという

足がかりの部分はやっております。まだ目に見え

ているということにはなっておりませんけれども、

そういった取り組みについてはやっているという

ことでございます。特に今回駅横に観光協会も入

っていただいてインフォメーション機能というも

のを高めていただくという、こういった大きな目

的がございまして、観光の案内等々を含めて今言

われた部分については一層力を入れてやっていか

なければならない部門だなというふうに考えてお

ります。

それから、先ほどの事業費の関係でございます

けれども、当初段階で６６円程度と言った部分が

今現在６６ ５００万円程度になっているのでは

ないかというお話でございます。この辺について

は、まだまだ事業費というのは、今は基本設計を

立てておりますので、総体の事業費はまだまだ変

わるというふうに考えております。当初段階では

商工会議所といいますか、経済センター機能とい

うものも当初は入るという契約ではありませんで

したので、その辺はこれからも変わると思います

が、現在段階の６６ ５００万円の内訳でござい

ますけれども、これについては用地の取得の部分

が１６ ０００万円がり、それから調査設計が 

０００万円、それから建設費が４６ ０００万円、

備備等が２６ ０００万円、ちょっと備数的なお

話で申しわけありませんが、それで大体６６ ５

００万円という、現在段階の数字はそういう状況

になっております。この数字については、これか

ら基本設計あるいは詳細設計という中でいろんな

機能の付加の部分もございますので、数字的には

一定程度動くということで御理解をいただきたい

と思います。

（何事か呼ぶ者あり）

商工会議所の負担と〇経済部長（茂木保均君）

いう部分については、一部報道もあったというふ

うなお話も聞いておりますけれども、今商工会議

所から具体的にその建設にかかわる負担という形

で幾らと明確な金額を決めている段階ではありま

せん。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

前は、商工会でちら〇７番（佐々木 寿議員）

っと聞いたら ０００万円ぐらいという話だった

のですけれども。

それでは、もう一つ、多目的のことについて、

市民意見でも出されたようにこの多目的のいかん

によっては、かなりにぎわいのあれが違ってくる、

活性化が違ってくると私は思うのです。それで、

これはやはり今あそこら辺を通っていると高齢者

の方とか主婦の方がほとんど日中は歩いているわ
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けなのですけれども、これが例えば学生が、高校

生があそこでライブをやるとか、あるいは発表会

をやるとか、そういう場面において、普通の講演

会とかになれば、それは机とテーブルぐらいでい

いのだろうと思いますけれども、例えば商工会議

所でも物産展で販売するといったら何もなくても

いいのですが、これはやっぱりそういうような設

備を、例えば音響設備はちゃんとしているとか、

それからあと照明設備もちゃんとそろっていると

いうのが必ずそこのところに、多目的に備わって

いれば、あとは自分たちでセッティングして、自

分たちの使いやすいようなものに設備を準備して

おくべきだと私は思っております。この辺は、ど

ういうふうな考えを持っているの。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

駅横のこの複合交流〇経済部長（茂木保均君）

センターに今言われたようなホール的な要素とい

いますか、そういったものがどうだというお話だ

と思います。基本的には、そういったたぐいの発

表でもそうですし、練習もそうなのですが、その

部分については今市民ホールが一応計画をされて

おります。そういったところで、防音機能も持っ

たリハーサル室なども整備するという計画を一応

しているのです。でき得ればそちらのほうを御利

用いただくほうがいいのかなと思いますけれども、

駅横についても町場の中の本当に皆さんが御利用

しやすい、そういった施設ということになります。

現段階においては、市民会館の会議室の機能とい

うことが中心になっておりますけれども、今お話

あったような多様な用途に対応できるような、そ

んなことも十分検討していかなければならないと

いうふうに考えておりますので、いわゆる多目的

ホールといいますか、そういった機能についても

基本設計の中で検討していきたいと思っておりま

す。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

市民ホールを使うの〇７番（佐々木 寿議員）

であれば、あそこににぎわいなんかは、向こうに

行くようになったら向こうのほうがにぎわうので

あって、そこに設備を置くことによって若い者、

学生がそうやって集まってくるというものがある

と思いますので、その辺を重点にもう少し詰めて

基本設計に入れていただきたいと思います。

次に、教育行政の中で大学、昨年度は就職で世

の中に出るのは、本当に学生から初めて世の中に

出るというのは、就職ができないということが本

当に不安な状況になっていると思うのです。それ

で、ことしも順調に去年あたりぐらいので進捗し

ていると思いますが、この就職のために例えば一

般大学であれば大体３年生の秋ぐらいからもう始

まって、４年生のときにはもう本格的に就職活動

をやるということになりますと、長期間にわたっ

て就活をやると。それでは、本来の学業がちょっ

とおろそかになるのではないかと、こういうふう

に私は思うのです。それですから、当市立大学は

いろいろと資格、北家資格も取らなければいかぬ

ということで、その辺はやっぱり大学側も学生に

対して最善を尽くされるように御希望したいと思

います。

それから、いじめについて、ちょっと学校のい

じめ、これは先ほど例に出てまいりました群馬有

のあれで、このときに校長先生がいなかったとい

うことで指摘された部分もありますけれども、そ

ういう管理職の方の危機管理体制、これはちゃん

とでき上がっているのでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

いじめというのは、特〇教育長（藤原 忠君）

にこの１１月に入りまして多発しているというこ

とで、私たちも危機感を持っているわけでありま

すが、実は平成１８年にいじめによる自殺が多発

しております。これ以降、各学校ではいじめに係

る危機管理マニュアル、こういうものも作成して

管理職がしっかりといじめについて対応する、そ

の体制をつくっております。名寄市ももちろんそ

ういうことで、しっかりといじめの未然防止に努

めているところであります。
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佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

このいじめに対して〇７番（佐々木 寿議員）

は、本当に常日ごろからの子供たちの生活が変調

をしたと、変わったというところを発見すること

によって、これはいじめが発生しているのではな

いかと。これは、先生方もそうでありますし、家

庭でもそうなのです。生活習慣が変わったなと、

こういうことをしっかりと見きわめなければなら

ないと思うのです。その辺が先生方に大分負担は

かかると思いますが、先生方も１対１の本当に食

事をするときでもそういうような目が行き届いて、

やっぱりそういうような兆候を早期に発見してい

ただきたいと思いますし、Ｑ―Ｕという心理テス

トがあるのですが、これを先生１人ではできない

から、ほかの先生方にもこの心理テストをやって

判断してもらって、これはいじめが発生している

のではないかということが心理テストでわかるよ

うになっています。このＱ―Ｕ制度をぜひ導入し

ていただいて、いじめ早期発見に努めていただき

たいと、こういうふうに思います。

以上で私の質問を終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

平成２３年度予算編成にかかわって外２件を、

佐藤靖議員。

議長の御指名をいただ〇２番（佐藤 靖議員）

きましたので、通告順に従い、順次質問を行って

まいります。

１点目は、新年度予算編成にかかわってお伺い

します。加藤剛士市長による初めての予算策定作

業が１１月１日の市長訓令及び総務部長名の事務

連絡により始まりました。同作業を進めるに際し、

加藤市長は訓令の中で２１年度決算が実質収支４

６８２２万 ０００円であったこと、健北化の判

断指標が実質赤字比率及び連結実質赤字比率とも

ゼロであったこと、実質公ゼ費比率が前年度比

９現下がって１ ９現であったこと、将来負担比

率も２ ３現下がって１２ ３現になったことと 

実質公ゼ費比率、将来負担比率とも一定の改善を

強調しながらも公ゼ費負担適正化計画、行財政改

革推進計画などに基づき新規事業を抑制し、適正

な公ゼ管理に努めていく必要があると新規事業の

抑制を有める一方で、合併後６年目を迎え、合併

特例区が解散することから新たな新市一体のまち

づくりを進めなければならないとするとともに、

名寄地区の駅横再開発事業、風連地区の市街地再

開発事業の完成により中心市街地活性化が大きく

進展するとし、加えて市立大学、市立天文台きた

すばる、道立サンピラーパーク、ピヤシリスキー

場、道の駅なよろなど多くの財産があり、これら

の財産を生かしながら農業と商工業の連携による

加工備の開発、食、移住、定住、観光など総合的

な観光振興、地域振興をより一層進めていく必要

があると強調しています。一方では新規事業の抑

制を有め、一方では名寄の財産を生かした加工備

の開発、観光振興、地域振興を有めています。見

方によっては、相反する指示とも受けとめられま

すが、今回の訓令の整合性についてお伺いします。

また、この訓令を受けて作業が進んでいる平成

２３年度予算の要有は１２月３日に締め切られま

したが、備算要有額はどの程度になったのか、さ

らに２３年度予算規模についてもお考えをお示し

いただきたいと思います。加えて、加藤市長とし

て初めて取り組む本格予算編成であり、市民と約

束した１０年、２０年先を見据えたまちづくりを

実現するため特に力を注ぐ事業、施策についても

この際明らかにしていただきたいと思います。

この訓令に基づき総務部長名による事務連絡、

予算編成に当たっての基本方針も示されました。

それによりますと、今回も基本方針の中では無駄、

圧縮、見直し、削減、縮減などの言葉が多用され

ています。恒常的な行財政改革、財政健北化を考

えますと必要不可欠な有めではありますが、一方

では市民と行政との協働によるまちづくりを進め

るため多くの市民の意見などを集約し、予算に反

映させることと有めています。各部局では、行財
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政改革推進計画を基本に事務事業の見直しなどを

着実に推進している状況下であり、財政健北化を

常に意識した業務に努めていると認識しておりま

すが、財政当局としてはまだまだ無駄や見直しが

必要と判断されているのかを方針の整合性を含め

お示しをいただきたいと思います。

この平成２３年度予算編成作業と並行してこと

し３月２６日に訓令第８号として定められました

名寄市職員提案要綱に基づく職員提案を１１月１

日から３０日まで推進月間と位置づけ実施された

ようでありますので、提案件数及び備要について

お知らせをいただきたい。加えて、提出された提

案の対応及び新年度への反映手法についてもお考

えをお伺いします。

２点目は、協働のまちづくりについてお伺いし

ます。平成１９年度からスタートした新名寄市総

合計画で施策の柱、基本目標１で市民と行政との

協働によるまちづくりが掲げられ、当初前期計画

では１６ ０００万円の事業費が見込まれていま

したが、１１月１日に終了した第４期ローリング

では３６ ３８４万 ０００円増の５６ ３８４  

万 ０００円となるなど、協働によるまちづくり

に対する市長の強い決意がうかがわれる内容とな

っています。また、平成２４年度から２８年度ま

での後期計画においても策定に当たっての視点と

して、市民と行政との協働のまちづくりを推進し、

地域力の向上を目指します。計画の策定に当たっ

ては、情報提供と市民参加に基づく計画づくりを

推進しますとの姿勢を打ち出しておりますが、改

めて市長の考える協働についてお伺いします。

この市民と行政との協働によるまちづくりの一

翼を担う取り組みとして昨年３月４日、名寄市地

域連絡協議会等活動交付金交付要綱が定められ、

小学校単位の地域連絡協議会が住民相互、各団体、

行政などと協働して行う活動に対し、毎年度１万

円を上限とする事務経費、活動に対して毎年度５

万円を上限とする活動費を交付する取り組みが行

われておりますが、これまで取り組まれた活動の

内容と評価について御所見をお伺いします。

私は、真の市民と行政との協働によるまちづく

りを実現していくためには、年額で事業経費１万

円、活動費５万円上限では限界があると感じてお

ります。長い歴史の上に裏打ちされた単位町内会

の活動の壁を打ち破り、新たなコミュニティーを

つくり上げるための突破口とするためには交付額

の見直しが必要と考えますが、見解をお伺いしま

す。

また、近年北北的に住民と行政の協働が大きな

テーマとなり、協働のまちづくり条例を制定する

などの取り組みが目立ちます。名寄市にあっては、

市の最高規範である自治基本条例において協働に

積極的に取り組む姿勢が打ち出されておりますが、

その一方で協働を名実ともに実現していく手法の

一つとして、住民の労力提供に対する原材料支給

事業の導入が目立っています。町内会などを単位

としながら、例えば児童公園の遊具ペンキ塗りが

取り組まれる場合、行政に申請すると原材料が支

給され、労力については住民が行うというもので

す。この際、地域連絡協議会等活動交付金の枠の

拡大検討にあわせ、町内会単位にも拡大していく

制度の創設が必要と思いますが、見解をお伺いし

ます。

最後に、名寄市立総合病院についてお伺いしま

す。先ほど述べました新名寄市総合計画前期計画

第４期ローリングで、名寄市立総合病院において

懸案事項であった精神科病懸改築整備事業に ３

００万円が計上されました。先日の議員協議会で

の説明によりますと、旭川以北稚内間の医療環境

整備と駐車場対策としております。限られた財政

事情下にありますが、女性医療スタッフ確保対策

の一助となるであろう２４時間保育を初め、医療

事情の変化に伴う各種課題を抱えている状況にも

あり、事業実施に当たっての院内及び設置者とし

ての基本的考え、検討課題、スケジュールなどに

ついてこの際明らかにしていただきたいと思いま

す。
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行政報告の中で市長は、平成２２年度上半期に

おける経営状況について、医業収支は差し引き１

６６６３万 ０００円の医業利益となりましたと

述べました。改めて佐古病院長を初め、市立総合

病院スタッフの御努力に敬意を表したいと思いま

すが、平成２３年度は病院改革プランの最終年度

であり、同プランの達成が必須課題であるので、

同プラン達成見込みについてまずお伺いします。

加えて、北北的に厳しい自治体病院にあっては

研修医制度の影響などもあり、診療体制の見直し

が迫られる状況にあります。さきの平成２１年度

決算審査特有委員会において佐古院長は、診療体

制について一部言及いたしましたが、診療体制の

変化は病院経営にも大きな影響を与えると考えて

おりますので、２３年度における診療体制の見通

しについてお伺いします。

また、２２年度において医療スタッフ確保対策

として新たに ０００万円追加され、今後も継続

される見通しでありますが、具体的な活用方法に

ついてお伺いするとともに、随時募集しておりま

すが、新年度における看護師の退職者数、新規採

用見込み状況についてお伺いし、この場からの質

問とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐藤靖議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で３点の質問をいただきました。

１点目と２点目は私のほうから、３点目は病院事

務部長からの答弁となります。

まず、大項目１、平成２３年度予算編成にかか

わっての（１）、重点事業と備算要有額について

お答えします。平成２３年度の予算編成につきま

しては、１１月１日付で市長訓令とそれに基づく

事務連絡を通知し、各課で編成作業を行い、１２

月３日に要有を締め切ったところであります。市

長訓令では、１つとして平成２１年度の決算、健

北化の判断指標は好転したが、今後とも行財政改

革推進計画などに基づき新規事業を抑制し、適正

な公ゼ管理に努めていく必要があること、２つと

して合併特例区が解散することから新たな新市一

体のまちづくりを進めていくこと、３つとして名

寄市の財産を生かして総合的な観光振興、地域振

興を進めていくこと、４つとして行財政改革は市

民にとって何が必要かを改めて職場で議論をし、

既得権や既成備念にとらわれないですべての事業

を見直すことなどを通知したところであります。

お尋ねのありました新規事業の抑制、既存事業

の見直しなどによる行財政改革の推進と名寄市の

財産を生かした総合的な観光振興、地域振興のあ

り方につきましては、２１年決算は北の臨時交付

金の創設、地方交付税の増額などにより好転した

ものの地方交付税、一括交付金などの今後の見通

しが不透明であることから、引き続き行財政改革

の推進は必要であります。平成２３年度は合併特

例区が解散し、名実ともに新市一体のまちづくり

が有められます。それには、大学、病院、天文台、

スキー場、健康の森、道立サンピラーパーク、道

の駅など先人が築き上げた多くの財産を生かして

総合的な観光振興や地域振興を図ることが最も必

要と考えております。このように行財政改革を推

進しながら地域における財産を生かしたまちづく

り、総合的な観光振興、地域振興を行うことはま

さに車の両輪であると言えます。

次に、平成２３年度予算につきましては、１２

月３日に各課からの要有を締め切りました。要有

額を積み上げた結果、一般会計では歳入で１９１

６ ０００万円、歳出で１９９６ ０００万円と 

なり、収支の差額は７６ ０００万円となってい

ます。お尋ねの想定する予算規模は、今後査定の

中で精査をし、総額を固めていくことになります

ので明確には申し上げられませんが、現段階での

予算規模は過去の経験からいいまして１９５６円

程度になるものと想定をしております。

次に、１０年、２０年先を見据えたまちづくり

実現のための重点事業などについて申し上げます。

予算編成の訓令の中では、選挙で申し上げました

６つの約束の一つであります名寄市の財産を生か
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したまちづくりを市長は述べました。これは、先

ほど申し上げたとおり名寄市には先人が築き上げ

たすばらしい地域の財産があり、これらの資源を

活用して総合的な観光振興、地域振興を図ること

は市民と職員の知恵と工夫、いわゆる新たな発想

で新たな投資を行わないで新規の事業、新たなま

ちづくりなどに取り組める可能性があるからであ

ります。また、１０年、２０年先を見据えたまち

づくりの基本にあるのは力強い産業づくりと雇用

の創造であります。平成２３年度には、農産物加

工施設の建設、玄米バラ集出荷施設建設助成事業、

駅前再整備、市民ホールの建設に向けての準備作

業などを進めていくことを予定しておりまして、

これら重点事業を実施しながら基幹産業の農業振

興を図ってまいりたいと考えております。さらに、

ソフト面では民間会社名寄市的発想での行政運営

を目指していくため、予算編成の時期である１１

月を職員提案の推進月間とし、職員の知恵と工夫

で市民サービスの充実を図るゼロ予算事業の実施

などを推進し、職員の意識の改革、資質向上など

を進めてまいりたいと考えております。

次に、予算編成に当たっての市長訓令及び基本

方針についてお答えします。予算編成の訓令や事

務連絡では、既得権や既成備念にとらわれないで

すべての事業の見直しを行うこと、平成２１年度

決算は好転したが、楽観はできないことからすべ

ての費目で無駄をなくすこと、総合計画登載事業

であっても事業費の圧縮を検討すること、経常経

費の部内共有など経費節減の徹底などを通知いた

しました。一方で、市民と行政との協働のまちづ

くりは総合計画で掲げている名寄市のまちづくり

の基本理念、基本目標であります。したがって、

協働のまちづくりを進めるため多くの市民の皆さ

んの意見を集約し、予算に反映させることはまち

づくりの原点であると考えています。具体的には

日ごろの職場の窓口、各種委員会や協議会の開催

時、町内会や育成会などの日ごろの地域活動など

職場や地域における日常活動などを通して予算編

成の際、職場会議で意見集約をしています。今後

も日ごろの日常業務を常に点検しながら事務事業

の見直し、経常経費等の削減に努め、市民と協働

のまちづくりを進めてまいりますので、御理解を

いただきたいと思います。

次に、職員提案の反映について、名寄市では事

務事業の改善、職員の士気の高揚、活力ある組織

づくりなどを進めるため名寄市職員提案要綱を策

定し、平成２２年４月１日から施行しております

が、残念ながら現在まで具体的な提案は出ていな

い状況であります。これは、合併をしてそれぞれ

の市と町で異なった、違った行政運営をしたこと

によって一時的に職員がその仕事になれるための

苦労があったものと考えております。そこで、平

成２３年度予算編成方針におきましても多くの市

民の声を反映した予算となるように課内、係内で

の積極的な議論を有めていることから、１１月を

職員提案推進月間と位置づけをしまして積極的な

提案を有めることにいたしました。提案の考え方

といたしましては、名寄市職員提案要綱第２条で

規定しているものとは有に１つとしてゼロ予算事

業、２つとして事務事業の改善、３つとしてその

他の３区分として、予算をかけないで住民サービ

スの向上、日常業務の改善などに限定して行って

います。また、提案方法についても課、係単位の

提案のほかに個人、グループでの提案も受け付け

ることにしています。具体的な日程等につきまし

ては、１１月１日から１１月３０日を職員提案の

募集期間とし、年内に集約、審査等を行い、その

結果に応じて政策として２３年度予算への反映、

ゼロ予算事業として反映、事務事業の改善に区分

をして整理をしています。また、２３年度予算へ

の反映につきましては、予算査定時に必要なもの

については予算措置等を行う予定で進めています。

職員提案の件数につきましては、現時点で取りま

とめた結果ではゼロ予算事業関係で１８件、事務

事業の改善等で４件、その他５件となっておりま

す。
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次に、大きな項目の２、協働のまちづくりにか

かわってお答えをします。市長が有める協働につ

いては、新名寄市総合計画を初め平成２２年４月

には自治基本条例が施行され、協働のまちづくり

を進めるための体制が整い、自分たちの地域は自

分たちでつくろうという市民自治を基本とした個

性豊かな地域づくりに向けて市民と行政が力を合

わせ、互いに連携、協力をして協働のまちづくり、

地域の特徴を生かしたまちづくりを進めてまいり

たいと考えております。まちづくりの主体は市民

であるという視点に立ち、一層の情報発信に努め、

広く市民の意見を市政に反映させるため、市民参

加制度の一つとしてパブリック・コメント手続条

例を今定例会で議決をいただいたところでありま

す。また、市民にとって身近な地域コミュニティ

ーは市民参加の場であり、情報共有の場でもあり

ます。地域コミュニティーの果たす役割は大きく、

地域単位の住民活動が自治の重要な担い手となっ

ていただいているところであります。今後も協働

のまちづくりを推進していくために市民意見はも

とより、民間の持っているノウハウの享受や地域

コミュニティーなどと連携、協力をしながら進め

てまいりたいと考えております。

地域自治組織の事業取り組みの実績と評価につ

いてお答えをします。平成２１年の活動にありま

しては、３つの地域連絡協議会で７件の事業で活

動費については２５万２５６円の実績がございま

す。事業内容につきましては、地域清掃活動であ

るとか防犯、見守り、世代間の交流、スノーラン

タン事業などが挙げられます。事務費と運営費の

関係につきましては、４協議会で３万 ８００円

となっております。平成２２年度の活動におきま

しては、現時点では５つの協議会で６件の事業が

ございまして、１５万 ０２８円となっておりま

す。連絡協議会によって活動されている内容に差

異がありますが、防犯、見守り等で地域的な広が

りが見え、少しずつ定着しつつあると考えていま

すし、今後も新たな活動が期待できる状況だと思

われますので、御理解をお願いしたいと思います。

（３）の補助内容の見直しと町内会単位への拡

大についてお答えをします。本年４月に施行され

ました名寄市自治基本条例において、自治体運営

の基本原則として市民自治、情報共有、住民参加

をうたっておりますが、今後推進していく事項と

してパブリックコメント条例の制定や市民に向け

ての情報発信、現時点では庁議等の決定事項や部

次長会議の要約会議録、教育委員会、農業委員会

の会議録の公開をいち早く行ってきたところであ

ります。御提案の労力奉仕への原材料支給、ある

いはより細かな協働に発展させるために地域連絡

協議会等活動交付金の枠の拡大の検討を行っては

ということにつきましては、単位町内会でより取

り組んでいる町内会がある中で、一方ではこれ以

上町内会に行政からの仕事を押しつけないでほし

いという意見もありまして、今後各連絡協議会の

代表者及び町内会連合会との御意見を伺いながら

検討させていただきたいと考えておりますので、

御理解を願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

は大きな項目の３番目、名寄市立総合病院にかか

わってから施設整備、診療体制の見直し、そして

看護師対策の３つの点について答弁させていただ

きます。

最初に、総合計画ローリングの中で精神科病懸

改築事業計画についてお尋ねがありました。本事

業計画は、総合計画の後期事業に位置づけをされ

ておりますが、看護師の確保対策としての２４時

間保育所の設置及び駐車場対策など、当院が抱え

ている課題の解決とも深くかかわり合いがあるこ

とから、１年の前倒しをして平成２３年度からの

計画に変更するものであります。精神科病懸は昭

和４６年に建築され、既に３９年が経過をしてお

ります。老朽化はもとより、現在の精神医療を行

うには必ずしもふさわしい施設になっていないの



－49－

平成２２年１２月１０日（金曜日）第４回１２月定例会・第２号

が実情であります。

計画の備要ですが、現在は病床数１６５床で届

け出をしていますが、これ以上の医師の確保が見

込めないことや現状を考慮しますと５０ないし６

０床程度に規模を縮小した病懸を考えております。

また、医療スタッフの確保から、２４時間保育所

の設置といった複合型施設として検討を行いたい

と思っております。改築事業の予算が認められま

すと、平成２３年度早々にも院内に病懸改築検討

委員会を設置して建設に係る課題等についてしっ

かりとした議論、検討を重ねてまいりたいと思い

ます。スケジュール的には、院内での検討結果を

基本設計に反映させて平成２４年度に実施設計、

２５から２６年度にかけまして病懸改築と既存病

懸の解体が想定されます。具体的には、基本設計

時にグランドデザイン化されますが、財源がない

起ゼ事業でありますので、病院事業の中期財政計

画と照らし合わせ効率的な施設整備をと考えてい

るところであります。

次に、改革プランについてのお尋ねがありまし

た。行政報告のとおり、患者数が減少しておりま

すが、診療報酬の改定等により収益の増につなが

っております。改革プランの計画１年次でありま

した平成２１年度につきましては、計画達成はで

きませんでしたけれども、２年次となります今年

度は病院経営コンサルを導入し、薬備等ジェネリ

ックの使用を推進するほか、診療材料費等の経費

削減について院長以下北部署で取り組んでいると

ころであり、先ほども説明しましたが、１０年ぶ

りに診療報酬がプラス改定となったことで上半期

につきましては利益を計上できたところでありま

す。今後の見込みについては、上半期の医業収支

の状況から判断して減価償却費を計上しての決算

は黒字になることが見込まれます。今後経営環境

に大きな変化がなければ、平成２３年度も同様に

計画達成は可能と考えているところであります。

次に、診療体制についてでありますが、１２月

１日現在では固定医４８名、研修医８名、合わせ

て５６名での診療体制となっております。平成２

１年度の決算審査特有委員会において院長がお話

ししましたのは、平成１８年度以降当院では比較

的安定した診療体制が構築されていますが、これ

は毎年毎年医師確保に北力で取り組んできた成果

であると言っても過言ではないということであり、

その一方で数年前から厳しい状況になってきてい

るのも事実であります。地方センター病院といえ

ども、このまま現在の医師数が確保されるという

保証はなく、常に危機意識を持っていかなければ

ならないということであります。次年度の診療体

制につきましても現状維持をすべく、院長には旭

川医大や北大及び北北道庁など関係機関などを通

じて医師確保に向けた取り組みを鋭意行っており

ますので、御理解いただきますようお願いいたし

ます。

最後に、看護師確保対策についてお答えします。

本年度は、随時募集によりこれまでに５名の看護

師を採用しております。また、来年度につきまし

ては８月と１０月に採用面接試験を行った結果、

採用内定者は１８名になっております。このほか

当院への就職希望者が２名おりますので、今後応

募書類等が届き次第、順次採用面接試験を行う予

定であります。なお、本年度は８月末までに６名

の看護師が退職されておりますが、今後３月末で

定年退職者４名を含めて２０名の看護師が退職さ

れる予定であります。看護師については、今後も

随時募集を行ってまいりますが、あわせて看護師

の負担軽減対策として看護補助者の採用も行って

いるところであります。本年度は、看護補助者を

６名採用して合計で４７名となりました。各病懸、

外来において看護師を支える業務を行うことで看

護師の負担軽減につながっているものと考えてお

ります。

次に、名寄市過疎地域自立促進計画事業の中で

地域医療確保対策事業として基金積み立てを行い、

平成２２年度から３３年度までの期間、毎年 ０

００万円を医療スタッフの確保対策費として予算
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計上しております。学資金貸与につきましては、

本年度から応募があった時点で随時面接試験を行

っており、１１月以降これまでに２名への学資金

の貸与が決まっております。そのほか新しい取り

組みとしまして、名寄市内、名寄市近郊の高等学

校を訪問し、学資金貸与についての説明をしてま

いりたいと考えております。また、学資金の対象

を看護師のほかに薬剤師などのコメディカル部門

への拡大及び看護師の資質向上につながる認定看

護師などの資格取得を目指す場合の支援策として

活用することも検討しております。看護師確保は

当院における重要な課題ととらえておりますので、

今後も北力で取り組んでまいります。

以上、答弁といたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇２番（佐藤 靖議員）

だきましたけれども、再質問のほうをしていきた

いと思います。ちょっと順序が逆になるかもしれ

ないですけれども、御理解をいただきたいと思い

ます。

市立病院については、計画の取り組みの方法は

わかりました。それで、もう一つお聞きをしてお

きたいのですけれども、改革プランの関係で経営

形態の方向性ということで、平成２３年度地方公

営企業法の北部適用をめどに検討を進めるという

ことで改革プランのほうに載っておりますけれど

も、このことについてはどういうふうに今進んで

いらっしゃるのかを伺います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

改革プ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

ランの中で、３点目の視点ということで経営形態

の変更がありますけれども、確かに計画の中では

２３年度に向けて北適ということでプランの中で

は述べております。ただ、どうしても１度検証を

しなければならないのは、これはさきの委員会で

もお話ししたとおり北適が果たして経営効果が出

てくるのかどうかということです。確かに北適用

にするところは多いのですけれども、どうしても

その後の実態を見ますと、なかなかすべてがすべ

て経営が効率化していないと。かえって普通の一

部適用でしている部分の病院のほうがまだ経営効

率が高まっていると、パーセントでいいますと。

そういったこともあわせてもう一度検証している

ところでございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

経営形態の方向性につ〇２番（佐藤 靖議員）

いては、今事務部長がおっしゃったように、ただ

もう日にちが２３年度というとあと３カ月という

ことになりますので、早急な対応をお願いして、

市民の皆さんが安心して通える市立病院の経営と

いうのを目指していただきたいと思います。

もう一つは、診療の体制については、いずれに

しても今市内ではいろんなうわさが流布されてお

りますけれども、ここはさきにも述べた改革プラ

ンあるいは病院の経営、看護師体制を含めて重要

な影響を与えるものでありますので、最善の努力

をぜひこれはお願いということでしておきたいと

いうふうに思います。

もう一つは、看護師確保の関係で、来年度につ

いては採用が１８人ということでありますけれど

も、名寄市立大学からの採用は何人ということに

なっておりますか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

１８名〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

の中で、ことしは特に少ないということで３名の

方が内定が決まっています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

その３名は、いずれも〇２番（佐藤 靖議員）

名寄市内の学生ということでよろしいのですか、

それともその他ということになりますでしょうか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私の記〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

憶では名寄の方が２名、それと釧路の方が１名と、

そういうふうに聞いております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄在住者２名あるい〇２番（佐藤 靖議員）
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は管外１名ということで、非常にその３名という

のは、これも看護師の資格、北家試験が合格して

採用ということになるのかもしれませんけれども、

この名寄大学から３名ということについて大学と

してはどういう認識をお持ちになっておりますか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

今来年卒業〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の学生のうち３名が市立病院の看護師で採用予定

ということでございますが、大学としての使命と

いうのはこれまでもお話ししてございますように

市立大学ということで、やはり地元への人材供給

という部分を無論認識をしているという状況でご

ざいます。ことしの春、大学として初めて第１期

生を送ったわけでございますが、市立病院には６

名就職をしてございました。目安の定員といいま

しょうか、定員の１割を大体私どもずっと目安に

してございまして、そういう部分では市立病院の

人材提供といいましょうか、そういう部分では寄

与できたのではないかなと思っておりますが、現

在のところが３名ということで大変私ども重く受

けておりまして、また一方では残念に思っている

という状況でございます。

３名の出身地の関係につきましては、今名寄出

身者もいるということでございましたが、実は名

寄市外の方が北員でございます。それに病院の助

成金といいましょうか、その対象者はそのうち２

名となってございます。来春卒業する名寄出身者

というのは看護学科に４名ございますが、４名と

も実は東京あるいは札幌ということで大きな基幹

病院に採用が決定されているという状況になって

ございます。

本学の学生さんたちが病院選択の基準といいま

しょうか、それについて実は意向調査をしてござ

います。当初私どもは、やはりセンター基準とし

て給与や福利厚生部分が一番先にくるのかなと思

っておりましたが、意向調査の中ではそうではな

くて就職をしてからの研修等の教育システムがど

うなっているのかと、ここの部分が７７現ほどを

占めているというような状況になってございます

し、さらには次に多いのが病院の勤務地域という

ことで都会志向といいましょうか、そういうもの

を合わせて５１現、やりがいというのが４３現、

病院の将来性というのが４２現、給与というのが

３８現ということになってございます。奨学金を

受けると、当然地域を含めて一定程度縛りという

のが出てくるわけなのですが、その中においても

今申し上げましたように病院の卒後の教育システ

ムあるいは高度医療の環境というのが病院を選ぶ

際の重要な課題になっているということで、議員

からもこれまで指摘されてございますが、やっぱ

り大学と病院の連携というのをこれらを踏まえて

一層強化していこうと、こういうことで大学とし

ては考えているという状況でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の三澤局長の発言は〇２番（佐藤 靖議員）

非常に重いものがあって、学生の進路を決めるの

に入ってからの教育システムがというのがあれば、

名寄市立総合病院の教育システムが悪いという認

識を学生が持っているということにもなるけれど

も、私は今の病院の教育システムというのは非常

に充実しているというか、看護師が大変な思いを

するぐらい充実しているという判断をしておりま

すので、そういう認識があるとより以上に必要な

のは、学生の進路を決めるときに大きな影響を与

えるのは私は教授だと思うのです。教授がどうい

うことでその進路を選ぶときにはこういうことに

したほうがいいよとお知らせするのは、ある意味

では教授だと。例えば今回入る３人の生徒、北家

試験に受かって採用になって市立総合病院に来た

ときに、そのときにはこの３人はその担当をして

いる信頼する教授から名寄市立総合病院がいいと

いう指導もされて入るという話も聞いたものです

から、そうなると大学事務局と教授とどういうコ

ミュニケーションをとって対応をしているのかを

お聞かせをいただきたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）



－52－

平成２２年１２月１０日（金曜日）第４回１２月定例会・第２号

私のほうで〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

ちょっと先ほど言った就職後のシステムという部

分は、１つには認定看護師の制度がどうなってい

るだとか、大学院に行く場合はどうなっているだ

とか、そういうこともあわせて選択をしていると、

こういうことでお話ししたことでございますので、

そこの点は誤解のないように御理解をいただきた

いというふうに思っております。

それで、本学の就職進路等の指導につきまして

は、組織的には北学委員会、さらには学科の就職

委員会というのがございまして、その先生たちが

中心になると。当然担当されている先生も連携し

ながら指導に当たっているというのが実態でござ

います。御指摘のとおり、当然先生たちには市立

大学の使命といいましょうか、そういうものは当

然認識をしていただいているというふうに思って

おりますし、主幹会議の中でも病院の置かれてい

る実態だとか、そういうものについても一応お話

しする中で周知を図ってきているというような状

況にございます。ただ、先ほど申しましたように

大変本学から地元への人材供給というのは厳しい

状況になっているという部分がございますので、

実は先般学長ともお話ししまして、病院と大学と

の連携というのをもう少しタイムリーに充実を図

っていかなければならないのではないかと、こう

いうことから専任教諭の配置といいましょうか、

任務を持つ人の部署なんかを設けて対応していこ

うと、こういうことで考えていますので、御理解

をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

一定理解はしますけれ〇２番（佐藤 靖議員）

ども、実質市長にこれはお伺いをしておきたいと

思いますけれども、名寄市立総合病院、名寄市立

大学、いずれも設置者は市長であります。御案内

のように名寄市立大学の看護科設置あるいは４大

化をするとき、これは大きな議論になりました。

議会は、最終的には推進決議ということで議決を

しましたけれども、一方で同じ市立ということで

やっておいて、片一方は名寄市立大学が４大化に

なること、特に看護師不足や何かがあって、市民

の皆さんはある意味ではその大学を設置して、施

設整備にかかわっては市の財政が行くわけであり

ますので、ある意味では血税が行くわけでありま

すので、そうやってつくって、でもそれは経済効

果のみならず、一番はそういう看護師確保対策に

役立つでしょうと。それは、名寄市あるいは道北

近郊、道内北部、広い意味かもしれませんけれど

も。

ところが、一方ではずっと言われているのは看

護師不足。今病院では７対１、うちの病院は１０

対１ですけれども、７対１のほうがいいという話

もあったときもずっと北北どこでも言われたのは

看護師不足。実態は、今大学の事務局長がおっし

ゃるように昨年が６名、ことしは３名、片一方で

は初めての学生を送り出しました、片一方ではも

う看護師募集に苦労していますという実態を、私

はこれは前任の島市長にも申し上げましたけれど

も、やはり設置者である市長が率先してある意味

では学生に訴えること、ある意味では教授に訴え

ること、ある意味では大学北体に訴えることとい

うのを私はすべきだと。そうしないと、このまん

まずっと片一方では学生が出る、片一方では看護

師が不足するという状態が続いていく可能性があ

ると思いますけれども、その見解をお伺いしてお

きたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

御質問いただきました。〇市長（加藤剛士君）

今回の３名の大学からの市立病院の看護師さんの

内定ということは、明らかに少ない人数なのだろ

うというふうに重く受けとめています。加えて、

今設置者としてどうなのだということでの責任も

感じているところです。お話のとおり、市立病院

は地域のセンター病院としての担いというミッシ

ョンがあって、一方で大学も医療、保健、福祉の

連携あるいはそれを通じて地域に貢献するという

ミッションがあって、それぞれがしっかりといま
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一度この使命をそれぞれの教職員あるいは看護師

さんを含めてスタッフの皆さんが理解をして、さ

らにはそれぞれの立場も理解し合いながら連携を

深めていくことが必要だというふうに感じていま

す。病院長あるいは大学の学長ともしっかりとま

た連携をとりながらこの問題、いろんな原因や側

面はあるのでしょうから、それをしっかりと洗い

出していま一度しっかりといい方向に向かってい

くように私も鋭意努力してまいりたいというふう

に思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今市長もおっしゃった〇２番（佐藤 靖議員）

ように市長自身、市立大学及び名寄市立総合病院

というのは名寄の大きな財産であるという発言を

されております。一方では１０年先、２０年先を

見据えたまちづくりをしたいという思いを持って

いらっしゃいます。この２つをかみ合わせてもき

ちっと連携をしないとならないというふうに思い

ますし、その先頭に立っていただくのは加藤市長

に立っていただかなければならないと。もう一方、

診療のほうでは看護師だけではなく医師確保もそ

うであります。医師確保も院長あるいは病院スタ

ッフに任せるのではなくて、ここも申しわけない

ですけれども、加藤市長が率先して院長と連携を

とって、やはり今病院がもしものことがあると名

寄市の総合計画も含めて北部吹っ飛ぶ可能性もあ

る大変な問題になっていくと思いますので、ここ

は大変でしょうけれども、院長とともに汗をかい

て、学長とともに汗をかいていただいて名寄の医

療をしっかり支えていただきたいというふうにこ

こは強く要望をしておきたいと思います。

次に、協働のまちづくりについてでありますけ

れども、これも総務部長から御答弁いただきまし

たけれども、まさにそれが総合計画に盛り込まれ

ている、後期計画に盛り込まれている協働の考え

方だというふうに思います。それは、私も間違い

ないというふうに思います。ただ、これを進める

ことで何が生まれるのかということを考えたとき

に、私は情報の提供をしてしっかり共有をしてい

くということは行政と市民が、ある意味では市民

の皆さんが同じ目線で物事を考えていくテーブル

づくりができると。今の総合計画に基づく協働の

まちづくりの考え方というのは、ある意味ではそ

の導入口というか、突破口をつくり上げようとし

ていると思うのですけれども、私はそれは１つの

導入口であって早く同じテーブル、同じ目線につ

くことが協働の基本だというふうに考えますけれ

ども、この点について市長はどういうふうに思い

ますか。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

協働のまちづくりについ〇市長（加藤剛士君）

てどう考えるかという御質問ですけれども、お年

寄りから、あるいは子供まで、あるいはそれぞれ

いろんな立場でいろんな市民の目線、皆さんがい

る中でいろんな市民の目線があるのだろうという

ふうに思います。その中で、それぞれの持ってい

る立場の中で地域を理解し、そしてこの地域を愛

して、それぞれできる中で知恵を出し、汗をかい

て、職員だけでなく市民の皆さんも一緒にこの地

域をつくり上げていく、それが協働のまちづくり

なのだろうという理解をしています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

まさに今市長がおっし〇２番（佐藤 靖議員）

ゃったことが本当の協働のまちづくりにつながっ

ていくと思いますけれども、現状は総務部長の答

弁にあったこの一言に集約されていると思うので

す。町内会単位で行政の仕事を押しつけないでく

れと。これは、協働では北くないのです。この意

識がまだ、それは地域の実情もありますので、北

体が悪いというのはないですけれども、ただ行政

の仕事を押しつけられることが協働、それがタイ

トルが協働だという認識がまだあるということだ

と思うのです。だから、いち早く、なるべく早く

市長の考える協働のまちづくりを達成しなければ

ならないし、そういう意味では町内会単位でのあ

る意味では労力奉仕も含めて、これはじっくり話
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を聞くのもいいでしょうけれども、行政のアプロ

ーチとして時間をかけてでもじっくりやっていく

ほうがいいと。

私ども市民連合では、ことし政務調査費の中で

は視察をさせていただきました。その中でもやっ

ぱりこの協働のまちづくり、労力奉仕というのは

意外に取り組んでいて住民の皆さんが一生懸命や

っている。ただ、例えばさっき遊具のペンキ塗り

のお話をしましたけれども、原材料というとペン

キだと。ところが、はけは消耗備なので、行政で

はそれは支援できないとか、そういう枠があって

改正しなければいけないというところもありまし

た。だから、ある意味でこれはきちっと地域連絡

協議会の活動をどうするのか、それに一方支える

地域住民の活動をどう行政が支えていく、そこに

どう市民の皆さんの汗を流していただくのか、力

をいただくのか、その手法は私は聞くのも大切で

すけれども、しっかり期間を設けて、例えばそれ

は２３年度中かかってもいいと思うのです。じっ

くり議論をして２４年度に反映させるぐらいの心

意気がないと、本当に市長の考える協働のまちづ

くり、あるいは実態を伴う協働のまちづくりとい

うのは果たされていかないというふうに思います

けれども、その辺の認識は総務部長、答弁をいた

だきましたので、よろしくお願いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど述べました〇総務部長（佐々木雅之君）

ように、協働のまちづくりを進めるために住民の

皆さん方が自分たちの住んでいる地域をよくする

ためにすべて行政お任せではなくて、労力奉仕を

することによって原材料、消耗備を提供していた

だいて、労力奉仕をすることによってよりよい地

域環境をつくるということについても御協力いた

だいている先進市の事例等の情報も得ております。

地域におきましては、ローターアクトなんかも

含めまして公園の整備であるとか、一部町内会に

おきましては建設水道部のほうと協議をさせてい

ただいて、公園等の整備における原材料等の提供

も個有個有の事案としては取り組んでおりますの

で、地域連絡協議会、単一町内会よりは広範囲な

形で実際進んでいる状況というのは、学校の通学

時の見守りの安北、安心の関係が市のほうからは

一部ユニホームであったり、帽子であったり、旗

であったり、そういうものを一部提供させていた

だいて、ほとんどのものが労力奉仕、地域の町内

会の方々のボランティアで成り立っているという

部分ありますので、地域連絡協議会の活動の活性

化、それとあわせまして議員のおっしゃる地域町

内会へ波及するために新たなルールづくりとか、

この辺の関係についても考え方は同じであります

ので、速やかな形で検討を進めてまいりたいと思

います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今総務部長もいみじく〇２番（佐藤 靖議員）

もおっしゃいましたけれども、今でも公園の整備

や何かを含めて一定程度支援しているとか、とこ

ろがそれは言えるところは言えるけれども、知ら

ないところは知らないということですよね。その

ルールづくりをしっかりしてくださいと。それが

ある意味では原材料の提供のものになるかもしれ

ないし、有のものもあるかもしれませんので、そ

れはじっくり本当に１年間、焦ってやる必要は私

はないと思います。１年間じっくり議論をして、

本当にこれが協働のまちづくりに資する形にして

いっていただきたいと、これも強く有めておきた

いと思います。

最後に、新年度予算にかかわってでありますけ

れども、先日新聞報道で、これは財務省の方針と

して地方交付税の有枠加算、いわゆる特有加算を

廃止するという方針が打ち出され、最終決定はま

だでありますけれども、疲弊する地方財政に配慮

して０９年度は１兆円、１０年度は１兆 ８５０

６円ということで地方に支出されておりますけれ

ども、この間９年度、１０年度名寄市にはどのよ

うな配分であったのかお知らせをいただきたい。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）
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地方交付税の特例〇総務部長（佐々木雅之君）

加算の関係につきましては、今議員おっしゃると

おり２２年度では１兆 ８５０６円です。この中

で、普通交付税の中で明確に区分できる分につき

ましては北北ベースで ８５０６円が地域活性化

と雇用等臨時特例費という形で出ています。この

部分については、もしなくなったら１６ ０００

万円近い減になろうかなというふうに思っていま

す。そのほかに地財計画の歳入歳出を見直しをし

て地方財源を充実させましょうという２１年の自

民党政権、２２年度の民主党政権においてそうい

う形で加算された部分については、例えば市立病

院の救急医療に対する１病院幾らという交付税措

置なんかもありますので、この部分についてはさ

まざまな経費のところにまぶさっておりますので、

具体的な金額ははじけないのですけれども、おお

むね３６円近いような数字になるのではないかな

というふうに考えております。

先般議員協議会でお示しをしました２３年度の

中期財政計画の２３年度分につきましては、現行

の制度で試算をしておりますので、この部分につ

いてはもし北が本当に削減をされたら一定の影響

は出ると思います。ただ、北の今の予算編成の状

況が昨年よりもさらにおくれて１２月２５日、ク

リスマスごろに予算内示がなるのではないかとい

うことがありまして、それと例年１月の中旬ごろ

に北北の財政課長会議等で示される詳細情報に基

づきまして加藤市長が最終的に判断される市長査

定の段階で交付税をきちっとはじこうと思ってお

りますので、現段階ではこれがなくなった場合に

ついては一定程度の影響は出るということで考え

ていますけれども、具体的にそれで２３年度予算

が組めないか組めるかについてはこれからの作業

にかかっておりますので、北からの情報をしっか

り収集してまいりたいと考えています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

この辺は、北の方針が〇２番（佐藤 靖議員）

まだ最終的に確定はしておりませんし、ある意味

で中期財政計画に影響する部分もあるのかもしれ

ませんので、情報収集にしっかり努めていただい

て健北財政に果たしていただきたいというふうに

思います。

それと、もう一つ、新年度予算にかかわって、

市長は１０月４日開催の部次長会議の冒頭あいさ

つで、これからの名寄市のために次の３つに力を

入れたいと。具体的に観光の振興、医療、保健、

福祉充実、組織の改革というふうに挙げていらっ

しゃいます。また、１１月１日の部次長会議でも

農家経営の厳しさから、これからの予算編成に向

け、次年度の営農に明るさが見えるような対応を

有めているというふうにインターネットで公開さ

れておりますが、この基本的なお考えについてお

伺いしておきたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

予算編成に当たっての基〇市長（加藤剛士君）

本的な考え方ということで御質問をいただきまし

たけれども、これを具体的にどう反映しているか

ということなのでしょうかね。

（「基本的な考え方」と呼ぶ者あり）

基本的な考え方。今お話〇市長（加藤剛士君）

のとおりでありまして、今もお話しされましたと

おり北の財政状況もなかなか先行きが、見通しが

見えない中で、今これまでつくっていただいた地

域の財産をいかに有効に利活用して地域を見てい

くか。そのことで足腰の強い地域の産業づくり、

これがひいては明るい元気な名寄のまちづくりに

つながっていくのだろうというふうに考えていま

す。この財産というのは、先ほどもお話あった医

療、保健、福祉の部分での病院、大学ということ

も含まれているということでありますから、そち

らのほうの連携、振興もしっかりやっていくとい

うことであります。一方で、それに向けた行財政

改革もやっていかなければならぬということであ

ります。財政のほうも横にらみをしながら、一方

で進めていく施策に対しての組織の改革だとか、

あるいは強化する部門だとか、そうしたところの
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肉づけもしてまいりたいというふうに思っていま

す。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、これ〇２番（佐藤 靖議員）

から市長査定のほうも進んでいって新年度の取り

組みはあると思いますけれども、ぜひ加藤市長の

カラーを示す予算あるいは行政組織にしていただ

きたいと思います。

最後に、時間もありませんので、１つだけお考

えとこれからの取り組みをお聞きしておきたいと

思います。職員提案の関係ですけれども、私は１

１月、提案がなかったということもありますので、

１１月となったのでしょうけれども、１１月は予

算査定と並行してやるものですから、次年度以降

はもうちょっとやっぱり早目にやってそれを新年

度予算に取り込んでいくという方針、ゼロ予算も

含めてでありますけれども、やるべきだというふ

うに思いますので、そのことをお聞きをして終わ

りたいというふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

職員提案の関係に〇総務部長（佐々木雅之君）

つきましては、過去も予算編成時に向けて職場で

議論をして実績を上げてきた例があります。例え

ば風連庁舎、名寄庁舎間を結ぶ郵便物を、それら

について業者さんの委託から市職員みずからやっ

て１００万円近いお金を浮かせましょうと、こう

いうのも行革の一環としてやってきましたので。

ただ、できるだけ先ほども言いましたように名寄

地区と風連地区のそれぞれの市と町の食い違った

仕事の進め方もありまして、職員が提案しづらい

環境になっているとすれば、そこは克服をしなが

ら喚起をして早い時点から取り組んでいって、最

終決着ラインが１１月の予算編成に間に合う形で

ということで考えておりますので、積極的な職員

に対する周知も進めてまいりたいと思っておりま

す。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

除排雪体制について外３件を、高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして質問をして

まいりたいというふうに思います。

まず、除排雪体制についてお尋ねいたします。

いよいよ名寄も冬将軍が到来してまいりました。

昨年は開発局、また北北道建設部の工事に伴い冬

工事が多数発注され、名寄管内業者の排雪ダンプ

が工事に回ったため排雪にダンプが回らないとい

う状況になりました。名寄市は、年２回運搬排雪

計画に大変な影響が出たことは記憶に新しいとこ

ろでありますが、市民からは道路排雪がどうなっ

ているのかとの電話もあり、役所に行き打ち合わ

せをしておりましたが、その当時ダンプの運転手

の労働時間等の内情がわかり、大変苦労いたしま

した。本年度は、この苦情が市民から出ないよう

進めていただくため名寄市内の業者のダンプ保有

数、また名寄市がダンプを保有する保有台数、ま

た貸与の数、また本年度の排雪計画をお知らせい

ただきたいというふうに思います。

公共工事の削減に伴い、土木業者は生き残りを

かけ、給料の削減、が剰人員の削減、機械、ダン

プ等の廃棄や売却で息をつないでいる業者もいる

中で、昨年のような公共事業が突発的に出た場合、

昨年のようなことが起こり得ることは可能になり

ます。除排雪体制が必要な名寄には、一生涯切っ

ても切れない縁になっております。これからの除

排雪体制に対する理事者の御見解をお願いいたし

ます。

続きまして、大きい項目、有害鳥獣対策につい

てお尋ねいたします。近年北北道の鳥獣による農

作物被害は５０６円で高どまりしていますが、こ
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の問題は農作物の金銭的な被害にとどまらず、中

山間地域を中心とした営農の断念や耕作放棄地の

増加を加速する点が指摘される状況になってきて

おります。また、気象災害とも異なり、効果的な

対策を打たなければ被害が拡大していくという特

徴もあります。北北道には６４万頭というシカ、

農作被害も５０６円、北北では２００６円、知床

では生態系まで変わってしまっております。本市

の被害状況と有害鳥獣対策の取り組みについてお

知らせをいただきたいというふうに思います。

農林水産省は、平成２３年度備算要有で鳥獣被

害防止のため鳥獣被害緊急総合対策に２０１０年

の５有となる１１３６円が盛り込まれました。例

えば鳥獣被害防止総合支援事業の活用は、ハード

事業の場合、整備事業を実施する場合、採択要件

として受益戸数が３戸以上あることが条件でした

が、地域協議会がソフト事業対策として行う実証

であれば受益戸数の要件がないとも言われており

ます。施設整備対策など支援するハード対策は、

侵入防止さくや焼却施設を設ける際、経費の２分

の１以内の補助が出され、侵入防止さくの設置は

さくの設置を業者に依頼した場合、建設費の２分

の１の補助が出るそうです。自力施工で地元の負

担を減らすため、さくの種類や対象鳥獣に合わせ

て標準的な資材費用の相当分の助成が受けられる

そうです。ソフト対策では、地域協議会に２００

万円の助成で、捕獲機材費やモンキードッグの訓

練費、放任果樹の撤去の人件費、一網打尽の大型

誘導捕獲わななどの設置、ＧＰＳの生育解明調査

費等々助成が受けられるそうです。名寄市として

関係団体と連携をとりながら進められていると思

いますが、本市の来年度の計画、対策があればお

知らせいただきたいというふうに思います。

続きまして、大きい項目の３番目、市立名寄図

書館の建設についてをお尋ねいたします。図書館

の建設は、市民要望として以前から大きいものが

ありますが、市民に読書の機会をふやし、中学校

の生徒は朝読書に専念をする中、現在図書館では

幼児に対しての本の読み聞かせ、また生涯学習の

場としてもぜひ必要な施設と私は考えております。

また、現状図書館の利用者から見ても狭く利用し

づらいという声も聞かれます。また、建設年度か

ら見ても耐震構造上問題があると思いますし、図

書館の必要性を考えると建てかえの時期が来てい

るというふうに思われますが、総合計画上を含め

た理事者の御見解をお願い申し上げます。

続きまして、大学図書館についてもお尋ねいた

します。大学では、図書館はあるのですが、利用

しづらい、よく静かに勉強を学びたいという人が

図書館に行かれているそうです。うちの我が息子

もテスト期間中、市立名寄図書館に息子が勉強に

行くのですが、大学生が市立名寄図書館に勉強に

来ている現状を見ても現状大学の図書館の状況、

大学に図書館建設の計画があればお知らせいただ

きたいというふうに思います。

続きまして、まちづくり懇談会から市政運営に

という大きい項目のことをお尋ねいたします。こ

としも名寄地区、風連地区でまちづくり懇談会が

行われましたが、状況と主な意見をお知らせいた

だきたいというふうに思います。

また、まちづくり懇談会や市長室開放事業、町

内会連合会、またパブリックコメント、また市民

からの意見を市政に反映し、対話によって市民と

市とが共通意識を持ち知恵を出していける、同じ

立場で話し合い、住みよいまちづくりを目指すこ

とが協働のまちづくりだというふうに私は考えて

おります。今回のまちづくり懇談会を含め、協働

のまちづくりへの対策、理事者の御見解をお願い

申し上げ、壇上からの質問を終わらせていただき

ます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高橋〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で４点にわたり御質問をいた

だきました。１点目は私から、２点目は経済部長、

３点目は教育部長、４点目は総務部長からそれぞ

れお答えをさせていただきます。
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最初に、除雪体制についての道路排雪作業の計

画についてであります。既に除雪作業は始まって

いますが、今年度も冬期間の安心、安北な道路空

間を確保するため、市民に御協力をいただきなが

ら除排雪作業を行っていきたいというふうに考え

ているところであります。道路の除雪は、１１月

から３月下旬までの期間で行っていますが、排雪

は市街地道路の除雪をスムーズに行うため１２月

下旬から２月下旬にかけて実施を予定しておりま

す。排雪は、名寄地区市街地生活道路が延長で９

７キロメートルをシーズン１回、幹線道路、通

学路及び市内バス路線など３ ５キロメートルを

２から３回程度予定しており、風連地区は市街地

道路１ ７キロメートルを降雪道にもよりますけ

れども、１回から２回予定しております。交差点

の排雪作業については交通安北対策、緊急車両対

策の観点から今年度も重点課題として取り組んで

まいりますし、今年度からは排雪ダンプ助成事業

において１０トンダンプ１台当たり ０００円だ

ったものを ０００円に改定したことと ０００ 

円ではありますが、店舗併用住宅にも拡大するこ

とで高齢者の除雪作業の軽減を図ることや少しで

も運搬車の減車に対応していきたいと考えており

ます。冬の除排雪は、基本的には委託作業として

行っていますが、関係機関と連携を図りながら市

民サービスの向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、今後の対策についてであります。名寄地

区では、夏場の公共事業の減少やこれからの期間

においても中川町、音威子有村方面で大きな公共

事業が行われているというふうにお聞きしていま

すので、昨年同様に運搬車両の確保が難しい状況

にあるということが予想されます。名寄市内の営

業用ダンプを所有している排雪協力業者８社の所

有台数は６７台で、そのうち北及び北北道などに

拘束されている台数が３４台というふうにお聞き

しています。残る３３台が市内で使用できるもの

でありますが、すべてが市の排雪作業に使用でき

ることはないというふうに考えております。現状

のままですと１セット、ロータリー車１台当たり

につくダンプの数は１２台以上が必要ですから、

通常であれば２セット程度しかできないことにな

りますが、堆雪場を市街地近郊にふやすことで運

搬サイクルをよくし、１セットを８台程度に落と

して通常の３セットの排雪をすることにより、少

ない台数をカバーしていきたいというふうに考え

ているところであります。しかし、このように作

業を進めるには市街地から約６キロメートル離れ

ている名寄日進地区の堆雪場に運搬する道を減ら

し、３キロメートル以内となるように堆雪場を徐

々に市街地近郊にふやすことが必要というふうに

考えております。しかし、冷風被害や排水、ごみ

問題など地先の同意が得られないこともあり、場

所の確保は非常に難しい状況にあります。ことし

は、雪印乳業さんや東１２区、西１２区各町内会

さんの協力で新たに雪印乳業工場跡地、営林署跡

地などを確保することができました。引き続き使

用している大橋の炭化センター北側、北斗団地東

側、旭東、ＪＲ宗谷線西側、旧職業訓練所グラウ

ンド跡地、南広場などの公共用地を利用し、市民

要望にこたえられるよう努力をしてまいりたいと

いうふうに考えております。なお、風連地区は風

連野球場横で市街地から比較的近い場所にあるた

め問題はないというふうに考えております。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目２点目の有害鳥獣対策について２点の御質問を

いただきました。

初めに、小項目１点目の被害状況と取り組みに

ついてお答えをいたします。北道的にも被害が広

まっているエゾシカによる農業被害は年々深刻な

状況となっており、北北道での被害額は平成１８

年度が３０６ ０００万円、平成１９年度では３

２６ ０００万円、平成２０年度では４０６ ０ 

００万円となっており、平成２０年度には５０６
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円を超える状況となっております。名寄市におき

ましても年々農作物への被害は広まり、平成１８

年度では ９７０万円、平成１９年度では ３９ 

０万円、平成２０年度では ３７０万円、平成２

１年度では ３４０万円の被害額となっていると

ころであります。こういった状況を踏まえ、北北

道といたしましては捕獲数をふやす場合の経費に

対し支援することを目的に、本年度新たに地域づ

くり総合交付金を活用したエゾシカ被害防止緊急

捕獲事業を実施することとなり、当市におきまし

ても補正予算によりこの事業を取り組んだところ、

先般名寄市有害鳥獣農業被害防止対策協議会、事

務局は農協でございますが、昨年実績の３１７頭

を大幅に上回る６８５頭を駆除したとの報告を受

けたところでございます。

市の取り組みといたしましては、この道北なよ

ろ農業協同組合を事務局とする名寄市有害鳥獣農

業被害防止対策協議会を中心に猟友会に駆除をお

願いするとともに、中山間地域等直接支払制度交

付金を活用して農業者みずから電牧さくを設置す

る取り組みも平成１５年から行っておりまして、

総延長で２００キロメートルにわたって設置をい

たしております。また、名寄地区の農家１２戸で

は名寄市有害鳥獣捕獲わな対策推進委員会を設置

し、わなの免許を取得して駆除に当たっていると

ころでもあります。いずれにいたしましても、基

本的には個体数を減少させることが最善の策と考

えているところでございまして、新年度に向けて

は猟友会にお願いする奨励費等につきまして道北

なよろ農業協同組合にも一部負担をいただいてい

ることから、協議を行った中では増額する方向で

予算要有をしていきたいと考えているところであ

ります。

また、昨日関係者によります有害鳥獣対策会議

の開催を実施したところでございまして、猟友会

の役員を初め名寄市、道北なよろ農業協同組合、

上川北部森林組合、上川北部森林管理署、上川総

合振興局北部森林室などによる意見交換、情報交

換などを開催したところであります。今後の有害

鳥獣対策に連携協力して取り組むことを確認した

ところでもあります。

次に、小項目２点目の鳥獣被害緊急対策の積極

的な活用をという御提言についてお答えをいたし

ます。お話にありましたように北におきましては

野生鳥獣の生息分布が拡大し、農作物被害金額が

約２００６円で高どまりしていることなどから、

対策が必要不可欠として平成２３年度からの緊急

総合対策として鳥獣被害緊急対策事業に１００６

円、鳥獣被害防止総合対策交付金に１３６円の総

額で１１３６円の備算要有を盛り込んでいるとこ

ろでございます。この事業は、捕獲機材の購入費

などのソフト事業と侵入防止さく設置等のハード

事業に分かれておりまして、いずれも市町村が策

定する鳥獣被害防止計画に基づき実施されるもの

が対象となり、補助率はソフト事業では市町村当

たり２００万円以内の定額、ハード事業では２分

の１となっております。

本市における事業の活用につきましては、道北

なよろ農業協同組合を事務局とする名寄市有害鳥

獣農業被害防止協議会を中心に、ソフト事業にお

いてシカ駆除用のくくりわな、小動物駆除用の箱

わなの購入費用とわな免許取得の促進事業費を合

わせて１２９万円程度を取り組む計画をしており

ますが、北北道北体枠における調整もあると伺っ

ておりまして、今後の動向が期待をされておりま

す。また、侵入防止さく等の整備にかかわるハー

ド事業につきましては、従前から活用を進めてい

ます中山間地域等直接支払制度交付金を活用した

取り組みを今後も継続して取り組みたいと考えて

いるところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

３、名寄市立図書館の建設について、小項目１と

２につきまして答弁させていただきます。

図書館の必要性の認識ということでございます
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が、市立名寄図書館は旧名寄市の開基７０周年記

念事業として昭和４４年７月に新築工事に着手を

いたし、翌年の４５年８月に開館した施設であり

ます。本年で４０年が経過いたしましたが、この

間外壁の改修や内部の改装を行っております。中

でも平成６年には、蔵書数の増加に伴います施設

の床荷重の構造上の問題から２階にありました閲

覧室を１階の展示ホールに移設するという大規模

な改修を行い現在に至っております。年数が経過

するとともに施設北体の老朽化も進み、利用者か

らは他市の新しくて先進的な図書館と比べ閲覧室

も狭く、また照明等が暗いとの指摘もいただいて

いるところであります。また、３階の読書室や友

好都市の資料展示室を利用するには階段を上りお

りしなければならないことから、特に高齢の方や

体の御不自由な方には不便をおかけをしておりま

す。

議員御質問の市立図書館の改築についてですが、

現在のところ将来展望としては、１つには新名寄

市の総合計画の後期計画に登載をしております。

また、本年４月１日に施行されました過疎地域自

立促進特有措置法において、施設建設のための助

成対象に図書館が追加されましたことから、名寄

市過疎地域自立促進市町村計画にも登載をしてご

ざいます。今後は、将来計画に向けまして時代に

対応した図書館のあり方、機能、立地などの基本

的な部分について市民を含めました話し合いの準

備を始めてまいりたいと思っております。これか

らも建物は古いながらも市民に愛される施設とし

て、読書普及を目的に市民の学び合いや憩いの場

所として、また現在の施設の有効利用と図書館ネ

ットワークなどの機能の向上に努めてまいります

ので、御理解のほどをお願いを申し上げます。

次に、小項目２点目の大学図書館についてであ

ります。大学における図書館は、大学の教育、研

究内容を十分に支援できる資料収集を行うことを

基本方針として、本館と分館の２カ所で運営をさ

れて計画的に図書、学術雑誌、資格資料等の体系

的、道的整備を図っているところであります。そ

のため、本館では看護学科と短大児童学科の資料

を中心に、分館のほうでは栄養学科と社会福祉学

科系の資料を中心に収集をしてございます。現在

の蔵書数は７万 ０００のを超え、そのうち開の

図書数は約６万 ０００のとなっており、収容能

力から見てが裕のない状況となっているところで

あります。閲覧室につきましても両館で１０８席

を確保しておりますが、試験のときなどは学生ラ

ウンジや教室を勉強の場として活用をしていると

いう状況になってございます。また、図書館では

ホームページも立ち上げまして、インターネット

による学外からの図書や雑誌の蔵書検索ができる

ほか、図書館の備要や利用案内等の情報も発信し

ているところであります。しかし、図書館の高度

な電子化が進み、従来の図書館の枠を超えた高度

情報化に対応した学術情報発信機能や視聴覚室な

どの機能のほか、学生が集まるリフレッシュゾー

ンやコミュニケーションゾーンなども有められて

きております。今後平成２４年度から始まります

新名寄市総合計画後期計画の基本事業の一つとし

て、大学にふさわしい新図書館のあり方について

検討を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目の４点目、まちづくり懇談会か

らの市政運営についてお答えをします。

まず最初に、まちづくり懇談会の状況及び意見

についてお答えします。名寄市町内会連合会の主

催によります平成２２年度のまちづくり懇談会は、

名寄地区は１１月４日から１２日までの５日間で

６会場、風連地区では１１月２２日から２６日ま

での４日間で４会場で開催され、名寄地区では１

５３名、風連地区では前年度の２有になる１２２

名の市民の皆様の参加をいただきました。町内会

連合会長のあいさつに続き、加藤市長より総合計

画の後期計画策定準備に着手しているところから、



－61－

平成２２年１２月１０日（金曜日）第４回１２月定例会・第２号

市民と協働のまちづくりをメーンテーマに話題を

提供していただきました。６つの項目につきまし

ては、市長室開放事業について、出前トークにつ

いて、総合計画後期計画の策定準備について、パ

ブリック・コメント手続条例の制定について、９

月に市長の意思決定をされました名寄駅横再整備

計画について、市民ホール建設位置の決定と望湖

台について、最後に局地的大雨災害についての対

策と地域の助け合いについて、さらに名寄地区に

限ってはごみ減道化と分有の徹底、これらをメー

ンテーマにしまして市民の皆様から意見交換をさ

せていただいたところであります。また、市から

のお知らせとしまして３つの項目としまして、１

つには平成２１年度の名寄市の台所事情、２つ目

に映画「星守る犬」とひまわりによるまちづくり、

３つ目にインフルエンザワクチンについてという

ことでの説明をさせていただきました。

まちづくり懇談会でのいただきました御意見の

主な内容につきましては、詳細につきましては現

在集約中でありまして、主なものといたしまして

は協働のまちづくりについて、町内会役員が減少

しており、市から依頼された仕事に大変苦慮をし

ていると。それから、自治基本条例が施行されま

して、町内会連合会等との連携が強化されたと。

自治基本条例第１２条の市民の責務で応分の負担

とうたわれておりますが、がり押しつけをしない

でほしい、しているのではないか、このような意

見もありました。また、風連庁舎の１階事務室が

閑散としておりまして、庁舎の一部を住民等に使

わせ有効活用する方法はないのか。それから、健

北な財政運営について総論が言われておりますけ

れども、具体的にどのように進めようとしている

のか。それから、風連地区の消防職員の数が減っ

ているようだが、対応は十分なのか。これは、総

員の数は減っていませんけれども、昼間の配置人

員が減っていることに対する住民の方の不安があ

らわれたのかと思っています。それから、望湖台

の廃止とピヤシリスキー場、なよろ温泉等との関

係について。それから、街路樹の落ち葉に非常に

迷惑をしていると、何とかその対策について。そ

れから、道路照明の改善について。それから、名

寄駅横の再整備事業、市民ホールの建設事業等な

ど８０項目がりの質問、意見、要望等が出されま

した。

次に、協働のまちづくりへの対策につきまして

お答えをします。新市長の加藤市長が誕生したこ

とで、特に農村地区におきましては若い世代の皆

さんの参加をいただき、御意見もいただきました。

懇談会でお伺いしました意見、要望につきまして

は現在集約中で、内容を詳細に分析をし、各担当

課で検討、対応できるもの、町内会や団体その他

組織での御意見をいただいてさらに検討を深める

等に分けさせていただいて対応してまいりたいと

考えておりますので、御理解をお願いしたいと思

います。

以上、答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変ありがとうござ〇１５番（高橋伸典議員）

いました。

まず、有害鳥獣について御質問いたします。名

寄でもこの何年間か ０００万円を超える農業被

害が起きている中で、中山間地域等の直接支払制

度でさくづくりや何かを２００メーター進めてこ

られたということで、大分効果があるというふう

に思われたのですけれども、結局はやっぱり最後

に茂木部長が言われたように基本的にはもうその

個体数を減らしていくしかこのシカの駆除は方法

がないというふうになってきているというふうに

先日のテレビでも言っていましたし、シカは１日

食べる道というのが約 ５キロ物を食べると。そ

して、米、野し等を１日 ５食べ尽くすというの

です。そして、１回生まれて次の年から毎年シカ

は１頭ずつ子供を産んでいくということで、その

個体数を減らす以外にこのシカの駆除の部分はな

いというふうに言われております。ことしから去

年まで ０００円だったものを１万円にされて進
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められるということなのですけれども、よくハン

ターがいないというふうに言っております。ハン

ターもいないし、ハンターが高齢化の状況でその

対策に苦慮しているという状況なのですけれども、

名寄の場合はハンターの状況というのはどういう

状況なのでしょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ハンターの関係でご〇経済部長（茂木保均君）

ざいますけれども、これは北北的あるいは北道的

というようなことと同じように名寄市においても

いっときはかなりのハンターの方がおられたとい

うふうに聞いておりますが、最近はやはり非常に

少ないということであります。そのためにはとい

うようなことで、名寄の場合は猟友会の中に自衛

隊出身の方もおられるわけなのですけれども、こ

ういった方々の部分、それからこの免許を取得す

る、あるいは銃を持つというようなことで結構負

担も大きいのです。したがって、その免許を取得

するのにそういった部分の経費等についてもやは

り一定の支援策というものを考えざるを得ないの

かなということで、きのうも関係者の対策会議を

やった中でその問題も出ておりました。したがっ

て、新しい若い人がというところの部分がなかな

かふえていないという、ふえていないというか、

いないということなので、その辺の部分について

もこれから新たに免許を取得していただくという、

そんなためには何が必要なのかという、こんなこ

ともいろいろ論議をして支援の道も開いていこう

かなというふうにも思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

私もそういうふうに〇１５番（高橋伸典議員）

思います。今茂木部長言われたように興部ではハ

ンターが少なくて、先日のテレビでは神奈川でし

たか、千葉からでしたか。そういう都会ではシカ

や何かを撃つのが大変で、銃を持ったら怪しまれ

るということで北北道のほうに、興部町ではその

ハンターをハンター寮に迎えるという事業を行っ

て年間８８人ぐらい来られていると言っておりま

すし、南富良野町では町がシカ１頭とったら１万

円、そしてそれを食肉業者に納入した際に食肉業

者から ０００円の補助が出ているような活動を

されていると。また、そしてそのとったお肉を食

肉業者は給食に使って、先日も幼稚園のお子様に

シカ肉の栄養というのはこういうふうにあるのだ

というふうに利活用されているものを見たのです

けれども、この今回の鳥獣被害緊急総合対策事業

の中にそういう食肉施設の建設という部分もうた

われておりますけれども、名寄ではそれはこの公

益関係を含めて可能なのか可能ではないのか、ち

ょっとわかれば教えていただきたい。あと、また

ＪＡではこういうのをつくったらいいのでないか

というお話が出ているのかどうかもちょっとあれ

ばお聞かせいただきたいというふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

これだけシカが多い〇経済部長（茂木保均君）

わけですから、食肉利用というのも当然のように

検討をしているわけなのですけれども、名寄以外

の例えば十勝であったりオホーツクのほうであっ

たり、従来からかなり食害の出ているところでは

それなりに取り組んできている経過もあります。

しかし、なかなか販路の関係だとか、きちっとし

た食肉として活用できる技術だとか、あるいは屠

殺をして加工をするという、そういった技術的な

問題だとかも含めてなかなか難しいというところ

で、きちっとした形でやられている件数はそう多

くはないのです。市のほうでも農協等ともいろい

ろ協議しておりますけれども、市の経済部の内部

でもことし五、六名の職員でそういった先進的な

場所に行って視察もさせていただいています。そ

ういうところで可能性について検討をしていると

いうことであります。

さらには、きのうも猟友会の皆さんにその話も

ちょっと投げかけさせていただきました。猟友会

の皆さんの中には数名の方が、鷹栖にシカの食肉

利用をしている施設があるのですが、そちらのほ

うにも出しているという、そんな方もおりまして、
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決して名寄で可能性がないわけでないという話も

ありました。ただ、今かなり駆除に北道的、この

辺もかなり力を入れてやっていますから、将来的

にも安定的にシカの肉をきちっと調達できるとい

うか、そういう状況ができるのかどうか、そんな

ことも含めてしばらくいろんな勉強をさせていた

だきたいなと思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いいた〇１５番（高橋伸典議員）

します。このシカの被害によって、やっぱり農業

者が本当に春から大切に育てた野し、また農作物

が食べられて本当に悲しい部分になると思います

し、先ほど言っているようにやはりさくをつくる

よりも個体数を減らすしかないという部分になっ

てきておりますので、ことしは６８５頭捕獲され

たのですけれども、来年はまだまだ捕獲しない限

り、この農業被害は減らないというふうに思いま

すので、ぜひ有害鳥獣被害防止対策協議会を含め

て、ＪＡを含めて話し合いをしていただいて進め

ていただきたいというのとともに、中山間地域等

直接支払制度を活用してさくのほうもお願い申し

上げておきます。

続きまして、除雪体制についてちょっとお伺い

いたします。去年は、そういう形で本当に相当苦

慮されたのは、もうわかり過ぎるほどわかるもの

ですから、ぜひことしはなくしていただきたいと

いうふうに思いまして今回質問をさせていただき

ました。先ほど名寄市内のトラックが北部で８社

中６７台、そしてこの音威子有、中川の工事に出

るのが３４台ということで、残り３３台で名寄市

内の排雪を行う計画のようですし、この３３台の

中には名寄市でも工事をやられていますし、各市

町村でもこれから北北道の災害等が出てきますの

で、そちらのほうに回らざるを得ない部分も入っ

てくるというふうに思います。そして、ロータリ

ー３台の計画で、３台といっても名寄市内は２台

の風連町が１台というふうに、私そういうふうに

思うのですけれども、ぜひことしは雪がまだ降り

始めるのが遅いものですから、除雪も大した気に

なってはいないのですけれども、毎年間違いなく

その道は降るというふうに思いますので、降り始

めたらすぐ対策をお願いしたいなというふうに思

います。

このダンプ、残りの３３台の中で先ほど野間井

部長は８台、８台にされるという計画で言われて、

いつも１台に１２台だというふうに思います。６

キロ離れたのを３キロに持ってくるというのです

けれども、先ほど言った雪印と営林署に雪をため

てといっても営林署はそんなにきっと積めないで

しょうし、雪印が主に積む可能性があるかなとい

うふうに思うのですけれども、今まで先ほど言っ

た旭東と大橋のごみセンターの裏と、そしてあと

向こうですか。その中で振り分けていたのですけ

れども、やはり町中に２つできたことによって、

最初はやっぱり向こうに置いて町中がふえてきて

町中を主に使うようにするのか、もう最初から町

中のほうのを使って効率よく作業を進めていくの

かというのをちょっとわかれば教えていただきた

いというふうに思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

作業の段取り〇建設水道部長（野間井照之君）

的には、今除雪の業者と打ち合わせ中なのですけ

れども、基本的な考え方は先ほど申し上げたよう

に３キロぐらいを標準に考えています。去年主に

使わなかった部分でいえば、北斗団地の東側の部

分と営林署の部分ともとの職業訓練校の跡のグラ

ウンドがことし新たな道を積めるというふうに思

っていますので、基本的には市役所の中央通から

北の部分、この部分は日進に運んでも３キロない

し４キロぐらいの距離なのです。北、中央通から

南の部分でいえば、これを例えば雪印さんあるい

は営林署跡地に運んでも３キロないし４キロなの

です。あと南のほうの大通の仏生寺から北道４０

号線ぐらいの間を職業訓練校のほうに運んでも３

キロないし４キロというふうにその地区の分を入

れるのではなくて、基本的に距離を稼ぐという考
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え方から近いところ、近いところに運ぶほうで８

台のサイクルをつくっていきたいというふうに考

えているところであります。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう一点、昨年なの〇１５番（高橋伸典議員）

ですけれども、町中から進んでいくのは大変わか

るのですけれども、地域によっては一番最後のほ

うになりまして２月の下旬まで雪がたまっている

という、ちょっと私に何件か来たのが東４条の北

６、７あたりの方々は、もういつになったら排雪

していただけるのだということで、ずっと毎日の

ように言われていたものですから、その地域的な

部分、ことしはその地域を若干変えて早目にする

だとかという、計画上そういう計画は持っておら

れるのか、ちょっと教えていただきたいというふ

うに思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

地域割りの関〇建設水道部長（野間井照之君）

係で申し上げますと、今言われたようにどうして

もどこか遅いところが出てきてしまうので、不便

をおかけするということになっていますけれども、

私どもの基本的な考え方は緊急車両と子供の通学

が除排雪の基本というふうに私どもはとらえてい

まして、特に狭い道路から入りたいというふうな

形を持っています。したがって、できれば北道４

０号以西ですか。そっちの８メーター道路、１０

メーター道路があるほうから入っていっているの

が常でありまして、今言われた東のほうの少し広

さのある道路は少し後にという形をとらせていた

だくことになるというふうに思います。これはま

た除雪、排雪業者のほうと打ち合わせをさせてい

ただいて、効率よくできればというふうに思って

おりますので、御理解をいただきたいというふう

に思っています。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。ぜひ〇１５番（高橋伸典議員）

ことしは市民に、私は名寄の除雪はすばらしいと

いうふうに思っております。北北道でもこんなに

すばらしい除雪をしているところはないと。旭川、

札幌に行ったら、枝道に行ったらもう車は１台し

か通れない。もうこんな道路が道路でないような

道路を走らなければいけないというところもあり

ますし、本当に名寄はすばらしい除雪体制だなと

いうふうに思っています。ぜひ市民の方々の苦情

が少ないような安心、安北な除雪体制をお願い申

し上げておきます。要望としてよろしくお願いい

たします。

続きまして、図書館についてちょっとお伺いい

たします。図書館は、築４０年たたれているとい

うことで、平成６年に外壁改修をされて下の閲覧

室をつけられているという部分がつくられて、私

も何回か行かせていただきましたけれども、下で

すから明るくあれなのですけれども、本当に苦情

が先ほど言われたやっぱり暗い、狭いというのが

現状かなというふうに私も思います。ぜひこの後

期計画の中で市民とともに、パブリックコメント

を含めて、そういう中でいつぐらいまでにこの部

分を建てかえなければいけないのかというのを話

し合っていただきたいなというふうに思います。

本当に私も各市町村のＰＭだとかを使っている図

書館を見てきたときに、本当に民間でやられてい

るものですから、やはりすばらしいできなのです

よね。その中で図書館という運営をされているも

のですから、先ほど言った地方の方がやっぱりい

い図書館を見て名寄に来たら、これがですかとい

う部分がわかるかなという部分だと思うのです。

私も三重の図書館、民間のものを見てきたときに

は本当にもう自分が見たい本は機械で探すのです。

ぱっと探してぱっと来るという、そこまでは有め

ませんけれども、本当に図書館施設としてやはり

市民が使って本当にいい図書館だなと思っていた

だける図書館施設にしていただきたいなというふ

うに思っています。

あと、本当に学生が図書館に行って勉強するの

です。でも、なかなか遅くまでやっていないもの

ですから、学生の受験生にはもうちょっと長い時
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間ここで勉強できる時間できないかなという意見

もありますし、いろんな部分で図書館を利用され

ている高校生、大学生もおりますし、今の体制の

時間帯でそういう時間の苦情というのは、民間で

やられていますからあれなのですけれども、そう

いう苦情というのはないのか、ちょっとあればお

聞かせいただきたいなというふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

市立図書館の開館体〇教育部長（鈴木邦輝君）

制の部分でございますが、一般の閲覧につきまし

ては普通の週日のうち２日間、８時まで夜間開館

も実施しておりますので、その部分につきまして

はおおむね好評な部分でございますし、あと週日

働いている方につきましては土日の利用をお願い

をしているところであります。ただ、議員御指摘

の学生の学習室の確保という部分につきましては、

図書館の狭隘化ということと構造的な部分でどう

しても職員の目が届かないという部分もありまし

て、一部課題が残っているところでありますので、

この辺につきましてはまだ内部で検討をしていか

なければだめだと考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひこれから後期計〇１５番（高橋伸典議員）

画の中で、本当に市民に愛されるすばらしい図書

館の建設をお願い申し上げます。

次に、大学図書館についてお尋ねいたします。

先ほど蔵書は７万 ０００のありますと、そして

今使っているのが６万 ０００ということである

のですけれども、やはり私は大学、学校というの

は図書館というのは１つでいいと思うのです。今

は本館と分館に分けて置いてあります。そういう

ふうに使っております。生徒は、閲覧室が１０８

しかないので、足りないときはラウンジだとか教

室を使っているという状況ですと先ほど言われま

したけれども、私はやっぱり学校というのは学ぶ

場ですし、ぜひ生徒が学べる体制にするために大

学図書館というのは必要かなと。先ほども言った

ように後期計画に入れておりますというふうに言

っておりましたので、そこら辺は後期計画の中で

しっかりと三澤事務局長が進められていくという

ふうに思いますけれども、現状生徒たちからは図

書館に対する要望というのはあるのでしょうか、

ちょっとあればお聞かせいただきたいというふう

に思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

学生の要望〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

があるのかどうかということでございますが、開

館時間等では要望がございます。実際に試験等の

部分で、平日は９時から１９時まで開館している

わけなのですが、試験近くになりますと１０時ま

で開館しているという状況もございます。土曜日

の開館というのは要望もあったりするものですか

ら、試しの試行といいましょうか、現実にはやっ

ているわけなのですが、なかなか利用しないとい

う実態もありまして検討事項になっているという

ような状況でございます。さらには、蔵書数の部

分もやはり学生が望むものがないという部分もあ

るのですが、それらについては電子ジャーナルと

か、いろんな部分でカバーしているという、他の

図書館から取り寄せるだとか、そんなことでやっ

てございます。これまでも大学図書館の考え方に

ついては述べさせていただいてございますが、本

学の栄養、看護、社会福祉という３学科の構成か

らいくと、できるだけ早く１つの集約した図書館

を建設していきたいというふうに考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ後期計画でその〇１５番（高橋伸典議員）

ような形ができるようにお願い申し上げておきま

す。

最後に、協働のまちづくりということでちょっ

と御質問をさせていただきます。本当に今回はま

ち懇の体制が、名寄は何名か減ったのですけれど

も、風連が有以上になったということで喜ばしい

ことだなというふうに思っています。今回は、市

長が市民と協働のまちづくりについてという大き

いやはりテーマを打ち出してこのまち懇が進めら
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れた中で、本当に先ほど総務部長言われたように

意見的な部分というのは、協働のまちづくりのた

めに町内会が高齢化してきていると、また自治基

本条例の負担を少なくしてほしいだとかという部

分があったみたいなのですけれども、先ほども私

の前に佐藤議員のほうから協働のまちづくりにつ

いてお話があったとおり、私も本当に町内会でや

ること、また地域、市民がやることというのはや

はり決めていったほうが住みやすいかなというふ

うに思っている一人です。

協働のまちづくりだよと言って、こういうふう

にまち懇でお話し合いするのですけれども、やは

り町内会が何をやったらいいのか、市民がどうい

う部分を担っていけばいいのかというのがなかな

か見えてこない部分もありますし、まち懇で得た

部分を市で北部やるということにもならないでし

ょうし、本当にその部分をしっかり市民と話し合

いをしていただいてこの協働のまちづくり、本当

にもう名寄に住んでいる方はみんな名寄が好きな

のだという人だと私は思いますし、そのために何

が自分はできるのかなと思える、思っている人は

たくさんいると思うのです。

その中で私自身、このまちづくり懇談会をずっ

と開いて、私も何回か出ておりますけれども、そ

の中で若い人がなかなかいない。今回風連のほう

へ行かないものですからわかりませんけれども、

風連のほうは有以上になりましたから若手が出た

のかなと思うのですけれども、やはり名寄にして

も町内会関係の上の方々中心という部分が多いの

かなという部分は否めないのかなというふうに思

っておりますし、本当の協働のまちづくりという

のはやはり市長が言われたように、話し合った中

でこういうふうにしていこうというのが出るのが

協働のまちづくりかなというふうに私も思います。

その中で、今回の意見の中で、これからパブリ

ックコメントを含めて進めていくわけなのですけ

れども、町内会から先ほど言ったように高齢化で

なかなか対応できないという部分がありましたけ

れども、その対応、行政としてはどのような対応

をすれば、町内会には若手はたくさんいると思う

のです。私は、若手を少しでも町内会に入れてい

ただく。あるところはいいと思うのです。でも、

ないところは私はできれば行政の職員、各町内会

にきっと若手も含めていると思いますから、その

方をやっぱり行政として責任者、君は責任者だよ

という名称をつけて出していただくという計画や

何かはないのか。町内会は町内会で何とかしてく

れではなくて、やっぱり行政が協働だと言ってい

るのですから、何とか市職員がいるところの部分

を、君は豊栄町内会の行政から来た役員だよとい

う体制はとれないのかというのをちょっとお聞き

したいなというふうに思うのですけれども。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存じのと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり名寄地区、それから風連地区の町内会長さん、

役員の大半に市の職員が、相当ＯＢ職員が入って

いるのも事実だというふうに考えています。過去

に地域担当制ということもしたこともあるのです

けれども、根本的には町内会活動に若い世代の人

方が積極的に参加してくれることのほうが緊急で

重要なことなのかなというふうに思っています。

その中で１つの課題になっているのは、子供会の

育成会等のものが少子化によってその活動基盤が

できなくなってしまったと。そういうことも含め

て、町内会の役員のほうに年代的に下から支えて

くれるシステムが多分なくなったのだろうなとい

うふうに思っています。

地域担当制の問題については、改めて考えなけ

ればならないと思っていますけれども、今回のま

ちづくり懇談会の中で気づいたのは、比較的農村

地区のほうでは若い世代が出てくれて、いろんな

意見も出ました。それで、今までまち懇とか、い

ろんな会合のものにつきましてはペーパーで町内

会長さんにお配りはしていたのですけれども、今

回のまちづくり懇談会から若い人方がネットでホ

ームページを見ながらいろんな状況を知るための
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ことのできるようにホームページ上にまち懇で話

題になったものの質疑応答、住民側からどういう

要望、意見があったのか、それに対して市がどう

こたえたのか、この辺も含めて地域間の下から役

員になっていただけるようなシステムづくりの関

係についても市のほうでも一定程度の対応をして

まいりたいと思っています。

ただ、基本的には町内会組織は任意団体であり

ますので、自治活動に対してがり行政が役員のこ

とについてまで口出しするのではなくて、そこの

ところはちょっと基本でないのかなというふうに

思っています。ただ、先ほどの佐藤議員もおっし

ゃったように協働のまちづくりをするために住民

が押しつけられたのではなくて、我が住んでいる

町内会、我がまちをどのようによくするためには、

こういう材料を市が提供してくれると、後はやり

方は町内会のほうに任せていただいて取り組むべ

きものに取り組みたいという、そこら辺の持って

いき方が押しつけではなくてともにやりましょう

ということがどのようにしたらできるのか、この

辺についても研究してまいりたいと思っています。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

農業政策について外２件を、日根野正敏議員。

議長より指名があ〇１２番（日根野正敏議員）

りましたので、本定例会において大項目３点につ

いてそれぞれ質問をしていきたいと思います。

まず初めに、農業政策についてでございますけ

れども、本年度の農産物の生育状況につきまして

は５月の異常な寒さ、そして６月には打って変わ

って３０度以上の日が５日間もあるなど急激な高

温により正常な作物の生育とはならず、そして７

月２９日の１日に１００ミリを超す集中豪雨、８

月後半からは９月を通して干ばつ傾向と１年を通

し、作物の順調な生育環境にはほど遠い天候であ

りました。農家の方々も天候に合わせた肥培管理

に最善を尽くし、ことしの天候と向き合ってきた

ことと思います。特に７月２９日の大雨のときに

は、民家や農作物に被害をもたらしましたが、水

田耕作者北員の協力をいただき、水田の水を河川

に流さないようできる限りのとめ水をして、水田

ダムの機能を有効に利用して農作物の被害だけで

なく、河川のはんらんについても最小限にとどめ

る努力をしていただいたことに改めてこの場をお

かりしまして感謝を申し上げるところでございま

す。

名寄市内の農作物被害状況については、さきに

開かれました経済常任委員会での発表もあります

けれども、総額で１２６円、それから農家に対し

ての支援制度につきましては本年度の計画に対し

て制度設計を考えているようでございますが、具

体的にその内容についてはどのように考えている

のか１点目にお伺いをいたします。

次に、ことしから始まりました米戸有所得補償

モデル事業と水田利活用自給力向上事業について、

さきの制度と比較し、市内の農業収入はどのよう

になったのか、その評価と課題について２点目に

お伺いをいたします。

３点目に、ことし行われた激変緩和調整枠とそ

の他の作物への助成を合わせて北の予算では４６

４６円を解消し、新年度、２３年度からは産地資

金が創設されます。農水省の予算要有額としては

４３０６円となっていますが、名寄市に対する配

分予想額と農業者に対するその配分方法について

の考え方はどのようになっているのかお伺いをい

たします。

４点目に、ことしから新たに第３期対策となっ

た中山間直接支払制度の事業評価と農地・水・環

境向上対策から、平成２３年度からは農地・水保

北管理支払いと環境保北型農業支払いの２つの事

業に変更になりますけれども、事業内容と支援単

価も変更になる内容になっておりますけれども、

それらに伴い市の負担も大きくふえる予測がされ

ますが、その対応についてもお伺いいたします。

大項目２点目でございます。市立天文台きたす

ばるの活用と市内観光情報についてお伺いをいた
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します。市立天文台きたすばるは、ことしの４月

１７日のオープンから８カ月を迎え、年間目標集

客数１万 ０００人を１年を待たず、あと５カ月

を残して早くも達成し、きょう現在１万 ０００

人を超える人が訪れていることは大変喜ばしいこ

とと感じているところであります。しかし、ニュ

ースなどでも御承知のとおり、ことし５月に打ち

上げられた金星探査機「あかつき」は、市立天文

台を利用し、北大との連携のもと金星の気象環境

探査など世界の研究者も注目をするところであり

ましたが、予定した金星の衛星周回軌道に乗せる

ことができずにまことに残念な結果になりました

が、６年後金星に最接近したときに再度目的の軌

道に乗せることに成功し、さきに目的を達成した

小惑星探査機「はやぶさ」のように無事にその役

目を果たしてくれることを強く望むところであり

ます。

市立天文台きたすばるは、科学館としての機能

のほかに北北に誇れる施設であり、大きな観光集

客のできる可能性を秘めた施設でもあると受けと

めていますが、観光場所としての位置づけについ

てはＰＲも含めてがりされていないように思われ

ますが、どのように考えているのか１点目にお伺

いをいたします。

次に、名寄市のホームページ内の観光情報を見

ても２００６年２月に更新されたままで、いまだ

に天文台も木原天文台の案内になっている。また、

ほかの施設の案内についてもなよろ観光まちづく

り協会にリンクするものも含め１２施設の案内掲

示板がある中で、その８施設が表示されない状況

で、せっかくアクセスをして見てくれた人に失礼

に当たると感じますし、名寄市の観光に対する行

政のスタンスとして気配りが足りないと感じます

が、そのことについても見解をお伺いいたします。

大項目３点目、教育行政について、早寝早起き

朝御飯の検証についてお伺いをいたします。早く

寝て早く起き、そして朝御飯をしっかり食べる習

慣の子供は北北的な調査でも平均に学力が高く、

精神も安定をしているということは各方面の調査

研究においても実証をされています。そのことに

ついては北北的にも、また名寄市においても呼び

かけをしておりますが、いま一つそのＰＲに実態

感を伴った説得力のある説明が不足されているよ

うに思われます。学力向上や健北な心身の発達に

は、まず健康的な生活習慣が最も大切であること

は言うまでもありません。市内において過去に睡

眠時間あるいは朝食など生活習慣と学力の関係を

調査をしたことがあるのかお伺いをしたいのと、

していなければ市内の小中学生を対象に調査をし

て実態感を持ったインパクトのある説明資料を作

成し、家庭ぐるみでしっかりそのことを認識して

もらうことが市内の子供たちの学力向上を含め、

非行のない心身の健北な発達につながると考えま

すが、見解をお伺いいたします。

次に、小中学生に対する日本の領土に関する教

育についてお伺いいたします。北方領土を含め、

島根有隠岐の島町に属する現在は韓北軍に不法占

拠されている竹島、そして先ごろよりニュース、

新聞等でも報道されていた沖縄有石垣市に属する

尖閣諸島などの日本の領土に対する教育について、

しっかりとした歴史の経過となぜ問題になってい

るのかを子供たちに教育を通し、大きな視点も含

め理解を深めていかなければならないと考えます

が、現状はどのようにされているのかお伺いをし

て、この場からの質問とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま日根野議員〇経済部長（茂木保均君）

からは、大きな項目で３点にわたり御質問をいた

だきました。１点目と２点目につきましては私か

ら、３点目は教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いをいたします。

初めに、大きな項目１点目の農業政策について、

小項目１の農業被害に対しての行政支援の考え方

についてお答えをいたします。本年度の農業被害

は、昨年度の冷湿害に引き続き高温、大雨、湿害

により畑作物、野しを中心に大きな被害が発生し、
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収道、備質ともに非常に厳しい状況となっており、

加えて高温による影響から酪農においても乳道が

減少するなど北体を通じて平年を大幅に下回る作

柄だったと認識しているところであります。先般

の北北道のまとめでは、北道の被害額は５０２６

円となっておりまして、上川管内が北道の２０現

の１０２６円となっております。当市におきまし

ては、１０月時点の調査では１２６円の被害額が

報告されており、現在この支援策について鋭意協

議を行っているところでございます。

北北道の対策といたしましては、１つには農地、

農業用施設被害に対する対応として耕地災害復旧

費の追加、草地への土砂流入被害対応、２つ目に

は農業共済金の早期支払い対応として農業共済組

合への要請、３つには金融対策として災害関係資

金の融通、４つには必要な融資枠、予算枠などの

北への要望などとなっております。当市につきま

しては、既に道北なよろ農業協同組合を初め名寄

市農民連盟連絡協議会、名寄市農業委員会からも

支援要請が来ているところでございまして、現在

の考え方といたしましては、まずは道北なよろ農

業協同組合が独自に設定する農業経営緊急支援資

金における貸付利率 ５現に対する利子補給につ

いて検討しているところであります。この支援資

金の内容につきましては、貸付限度額が計画対比

で減収額の範囲内であること、償還期間は借入額

が３００万円を超える場合は１０年以内、３００

万円以下の場合は５年以内、貸付枠につきまして

は３６ ０００万円を予定しております。現在道

北なよろ農業協同組合におきまして減収額の調査

を行い、その後需要額調査へと事務を取り進める

運びとなっております。さらには、北の制度資金

であります公庫資金の農業経営基盤強化資金、Ｌ

資金でございますけれども、Ｌ資金及び経営体育

成資金について中間据え置きの償還延長、いわゆ

る償還猶予でございますけれども、この措置をと

ることとしてございます。また、中山間地域の直

接支払交付金制度における個人支払い分、これは

毎年２月に支払ってございますけれども、これに

ついても年内の支払いについて検討をしていると

ころでございます。

次に、小項目２点目の米戸有所得補償モデル事

業と水田利活用自給力向上事業の評価についてお

答えをいたします。本年の米戸有所得補償では、

４１４件の申請により固定払い部分として４６７

７８万円、水田利活用自給力向上事業は７０１件

の申請がありまして、激変緩和措置も含めて９６

６１３万円、合計で１３６ ３９１万円となり、 

１１月２５日に各生産者へ入金されました。また、

その他関連事業として ８２４万円の交付を見込

んでおり、合計１３６ ２１５万円の交付額とな

りますが、米戸有所得補償についてはこのほかに

米価の北北的な下落部分を補てんする変動部分の

支給というものが予定をされてございます。

昨年度につきましては、産地確立事業で８６

５８４万円、新需給調整システム事業で ０００

万円、その他関連事業で ９６０万円、合計９６

５４４万円であり、単５な比較では変動部分を

除いても４６ ６７１万円の増額となりますが、

昨年につきましては４６ １８１万円の緊急対策

事業がございました。この緊急対策事業を含める

と、平成２１年度には１４６７２５万円というこ

とになります。平成２２年度につきましては、米

の変動部分を除いて１３６ ２１５万円というこ

とでございまして、現時点では昨年とほぼ同水準

となっております。今年度から主食米への助成が

加わったことにより、水稲作付農家には有利に働

いたものの、転作率の高い農家や北面転作の野し

農家には厳しい環境となりましたけれども、今年

度におきましては激変緩和措置を講じ、北備目に

おいて昨年とほぼ同水準の交付金を確保している

ところであります。

モデル事業の評価については、現時点での判断

は早過ぎると思いますけれども、課題として何点

か挙げますと、１つには主食用米が値下げ基調に

ございます。備算払いは昨年を大きく下回ってお
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りまして、１月までの米価が下がった場合、追加

の支払い、変動部分がありますけれども、価格の

低迷が懸念をされるところでございます。また、

水田利活用自給力向上事業、転作助成でございま

すけれども、これにつきましては地域の裁道権と

いうものが基本的になくなってございます。これ

につきましては、来年以降振興作物の安定を図る

意味でも必要な措置ではないかなというふうに考

えてございます。それから、３つ目には、当市は

水田の面積が ６７８水クタールと農地の半数以

上が水田でございます。名寄農業の振興発展のた

めにも水田農業の確立というものが不可欠でござ

いまして、これは米の需給調整、この仕組みとい

うものがきちっとできる必要があるのかなという

ふうにも考えてございます。４つ目には、次年度

に向けては畑作の戸有所得補償制度も導入される

ことから、農家の皆さんにとりましては対象にな

る作物と対象にならない作物とがあります。これ

らの選定というものが非常に悩むところではない

かなというふうに思っております。これらを含め

てその財源の確保というのが確保されるかどうか

ということが非常に懸念されると、こういった状

況にございます。

次に、小項目４点目の次年度の中山間地域等直

接支払い、農地・水・環境向上対策の変化と対応

についてお答えをいたします。中山間地域等直接

支払制度は、高齢化に配慮したより取り組みやす

い制度として見直した上で、第３期対策を実施す

ることとして本年度から新たに２６年度までの５

年間が始まったところでございます。北における

備算要有では、ほぼ本年と同額が確保されており、

本市への交付額は ５００万円が見込まれており

ます。名寄市における第３期対策の実施に当たっ

ては、農地・水・環境保北向上対策の実施に伴う

傾斜地に対する不利益補正のため、名寄集落、風

連集落でそれぞれ異なった従来の配分率の変更を

行い、個人配分を交付金の２分の１以内としてき

たところであります。農地・水・環境保北向上対

策につきましては、平成２３年度までを事業期間

として農村環境の向上に取り組んでおり、農林水

産省の備算要有では農地・水・保北管理支払交付

金として２１現程度増額要有をしておりますが、

これまでと同様の共同活動支援交付金に加え、農

地周りの水路、農道等の補修、更新などの活動に

新たに支援する向上活動支援交付金が設けられ、

老朽化が進む施設の長寿命化への取り組みを進め

るためのものとなっており、従来の営農活動支援

交付金は切り離して新たに地球温暖化防止等に効

果の高い営農活動に取り組む農業者等に直接支援

を行うための環境保北型農業支払交付金が創設さ

れております。

ちょっと順番が狂って申しわけありません。小

項目３点目の次年度の産地資金交付予想配分金額

と考え方について、漏れておりましたので、答弁

させていただきます。産地資金につきましては、

北の予算要有が４３０６円となっておりまして、

地域の実態に即して戦略作物の生産性向上や地域

特産物の取り組みに支援することとなっておりま

す。本年におきましては激変緩和措置が講じられ

ましたが、制度の仕組み上、転作作物においては

同様の措置をこの産地資金において講じることに

なります。まずは、産地資金を活用して平成２２

年度と同水準の交付金となるよう講じたいと考え

ております。この制度の策定につきましては、名

寄市水田農業推進協議会において御議論をいただ

き、決定させていただきますが、まだ北北道並び

に名寄市への配分額は公表されておりませんので、

従来の地域の設定に近づけられるように配分され

ることを期待しているところでございます。

次に、大きな項目２点目、市立天文台きたすば

るの活用と市内観光情報について、小項目１の市

立天文台きたすばるの観光としての考え方につい

てお答えをいたします。市立天文台きたすばるは、

本年の４月にオープン以来約８カ月を経過し、市

内はもとより道内外の来館者から好評を得ており、

８月２８日には１万人を突破し、オープンから１
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１月までの来館者数は１万 ０００人を超え、当

初の年間目標を大きく上回っているところであり

ます。特に５月、７月、８月のゴールデンウイー

クや夏休み、お盆が存在する月においては１カ月

に ０００人以上の来館者が訪れ、５月４日には

１日の最高来館者数、３６２人を記録したところ

であります。

天文台と観光などへの結びつきにつきましては、

天文台がある日進地区には健康の森、森の休暇村、

サンピラー交流館、サンピラー温泉などがあり、

それぞれの施設にさまざまな設備が用意されてお

り、１年を通してにぎわっており、市で夏に実施

いたしました市民対象アンケート、私のお勧めス

ポットの結果では上位４位までが日進地区の施設

が占めており、地域観光の核としての期待が大き

いと考えているところであります。交流人口の拡

大においては、情報の発信が欠かすことのできな

い大変重要なことだと考えており、幸いにも当市

には日進地区の施設のほかに道の駅、名寄大学、

北北博物館など他市町村に誇れるさまざまな施設

があります。天文台においては、学術研究の立場

から北北道大学との協力による日本北内の各種学

会、研究会の誘致など多数開催されることが想定

されることから、北内の研究者が宿泊、滞在する

ことで地域経済に与える影響は極めて大きなもの

があると考えております。また、天文台は交流人

口の増加と観光などの分野で数少ない最高の観測

条件の評価もあることから、地の利を生かした情

報発信のできる施設でもあり、北北的に注目され、

道内外の集客も見込まれるため、ほかのさまざま

な施設を組み込み、名寄市及び近隣市町村や民間

団体も含め体制を整備していくことが必要と考え

ております。

ＪＲ北北道の特急列車の車内誌「ＴＨＥ ＪＲ

Ｈｏｋｋａｉｄｏ」８月号で天文台が６ページ

の特集で紹介され、「北北道じゃらん」１２月号

には話題のスポットランキングで第９位にランク

され、これらの雑誌を見て来館した方も多数おり

ます。大手旅行会社が当天文台に興味を抱き、近

隣市町村の観光と天文台への旅行ツアーを商備化

できないかということで、１０月と１２月の２回

にわたりモニターツアーを実施しており、商備化

について現在検討している段階だと聞いておりま

す。また、ＮＨＫでは１２月１７日に市立天文台

から北道に生放送で大型望遠鏡や金星の放映をし、

さらには１８日、１９日には再放送、再々放送と

して３日連続して放映すると聞いてございます。

特に１２月に入りＨＢＣ、ＴＶＨなどのテレビ局

などの取材があり、このテレビ放映のＰＲ効果で

名寄を訪れる方がふえるのではないかと期待して

いるところであります。今後におきましても天文

台ホームページきたすばるや市広報、ＦＭＡｉｒ

てっしなどさまざまな媒体を使い、最大限の情報

を発信していくこととしております。

次に、小項目２点目、市内観光の効果的なＰＲ

についてお答えをいたします。議員がおっしゃる

とおり、市ホームページの名寄市観光情報案内が

２００６年２月２３、２４日更新となっておりま

す。これは、更新ではなく登録とすべきものだっ

たと考えておりまして、早速直すように指示をし

たところでございます。観光案内につきましては、

観光協会のホームページにリンクされますので、

日々更新された最新情報を得ることができており

ますが、今後そのほかの項目も含めて点検し、整

備してまいりたいと考えております。名寄市ポー

タルサイトから各観光情報へのリンクに関するト

ップページについては更新がされていない状況と

なっておりますが、それぞれのリンク先の関係団

体のホームページは随時更新されておりますので、

利用者の方には新鮮な情報が届いていることを確

認しております。しかしながら、市ポータルサイ

トの運用に関して一般のインターネット利用者側

からの視点から見た場合、誤解を招く表現がある

ことから、その運用方法について早急に改善をさ

せていただきますので、御理解をお願いいたしま

す。
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以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

３、教育行政について、小項目１と２について答

弁をさせていただきます。

１点目の早寝早起き朝御飯の検証についてでご

ざいます。早寝早起き朝御飯につきましては、子

供の生活リズムや健北な成長にとって特に重要で

あり、子供の体力や学力に及ぼす影響は大変大き

く、名寄市においても長年にわたって提唱をして

きてございます。平成１８年度からは名寄市教育

研究所におきまして、児童生徒の家庭生活の実態

調査を行っているほか、学校だより等を通じまし

てこれらの推進、そしてその定着に努めてまいり

ました。これらの調査の結果、年々改善はされて

きたものの、現在でも小学生の多くは７時前に起

き、午後１１時前に寝ておりますが、約１０現、

１割の子供が１１時以降に寝ているということで

あります。中学校では、１２時以降に寝る子が減

少しつつありますが、まだ１９現の生徒が１２時

以降に寝ると回答をしております。朝食につきま

しては、ほとんどの子供たちが朝食を食べていま

すが、まだ１現から２現の間の子供たちが北くと

っていないという結果にもなってございます。今

後家庭における基礎的な生活習慣のさらなる定着

に向けまして、名寄市における今年度の学習状況

調査と学力の関係につきましてもさらに検証して

いきたいと考えております。

次に、領土教育についてであります。北方領土

や竹島問題など未解決な領土問題については、学

習指導要領において指導するように明記されてお

ります。小学校社会では、名寄市で作成しており

ます社会科副読本の中でも北方領土について、も

ともと日本の領土で１万 ３００人の日本人が暮

らしていたこと、さきの太平洋戦争で当時のソビ

エトに占領をされたこと、戦争の後強制的に引き

揚げさせられたこと、現在のロシアになっても続

いて占領していることなどの経緯について記述を

しております。中学校においては社会科の分野で、

特に地理的な分野においては、北方領土が我が北

の固有の領土であること、我が北の領北をめぐる

問題にも着目させること、また我が北と韓北の間

に竹島をめぐって主張に相違があるなどについて

触れることとなっており、もう一方で公民的分野

におきましては、北家間の問題として領北や領空

を含む領土について未解決の問題も残されており、

平和的な手段による解決に向けて努力しているこ

となどが指導されているところであります。また、

記憶に新しい尖閣諸島問題につきましては、中学

生の間でも話題になっているということでありま

すが、場所を地図で調べさせたり、授業中に話題

とするなど関心を持たせている学校もあると聞い

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁を〇１２番（日根野正敏議員）

いただきましたので、農業政策のほうから再質問

をさせていただきます。

まず、農業支援に関してなのですけれども、農

協が ５現まで金利を下げて、その残りを行政が

負担というような御答弁だったと思いますけれど

も、ことしについては物の値段が安い上に病害虫

も非常に多かったというようなことから、経費も

非常に農薬が多くかかっているというようなこと

で当然利幅が少なくなったと。売り上げ金額のほ

かにも経費がかかったということで、近隣町村で

は利子補給以外にも種子助成なども行っている町

村もあるわけなのですけれども、名寄市としては

金利助成のみの支援というふうに考えているのか、

その辺まず１点目お伺いします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

再生産のための営農〇経済部長（茂木保均君）

資金、これについては昨年来もそうですし、過去

のこの種の対策については基本的な部分の対策と

しては実施しているわけです。さらに、今日根野

議員から言われるようなさらにことしの部分はや
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はり被害が大きかったということで、これ以上の

対策という部分がどうだというお話でございます

けれども、これについてもまだ今現在は結論は出

しておりませんけれども、ほかの市町村の状況も

含めて、農協のほうでいろんな最終的な数字的な

ものが今詰まってきておりますので、共済金も含

めてその状況を見ながら最終的な判断をさせてい

ただきますけれども、なかなか農業という部分以

外の部分も非常に経済が不況感といいますか、そ

ういった状況がある中で、なかなかこれ以上の部

分というのは難しい状況もありますけれども、今

お話あった種子代の関係も含めて検討はしている

ということで御理解いただきたいと思います。

それから、ことし簡易な土地改良事業といいま

すか、特に排水対策、こういったものの要望がか

なり強くて春と秋、道の単独事業を活用してやら

せていただきました。特に湿害という部分では、

この対策というのが結構効き目があるというよう

なことで、これは市単独でやるというのはなかな

か財源問題も含めて難しいのですけれども、道の

事業が来年度どうなるかというのも今の段階では

ちょっと不明確な部分もありますけれども、これ

らについても検討の一つの材料ということで考え

ております。今現在はっきり一定程度決まってい

るのは資金対策あるいは償還猶予と、こういった

ものが中心ということであります。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

今検討中というこ〇１２番（日根野正敏議員）

とでございますけれども、ぜひ前向きに検討をし

て来年の営農につながるように制度設計を行って

いただきたいと思いますけれども、借り入れにつ

いても事務的に煩雑にならないような形で、これ

は結局農協がやるのでしょうけれども、そんな手

続のしやすい形で行っていただければというふう

に考えております。

それから、産地資金交付金の関係、これが唯一

名寄市で北から来るお金で自由に張りつけができ

るお金ということになろうかと思いますけれども、

去年でいえば激変緩和のその枠の中で行われると

思うのですけれども、これについても答弁では水

田農業推進協議会でその中身を決定をしていきた

いというふうな答弁でございますけれども、北の

戦略作物についてはそれぞれ割と手厚い中身にな

っていますので、これについてはやはり畑作、休

耕、し豆ですとか野しについて重点を置いて配分

すべきではないかなというふうに私は考えている

のですけれども、まだ決定は協議会でするのでし

ょうけれども、行政としてのスタンス、配分の方

法をどういうふうに考えているのかお伺いいたし

ます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

この転作助成の関係〇経済部長（茂木保均君）

につきましては、本来であれば２１年度までの対

策ということで産地確立対策というのがあって、

２２年度からいわゆる政権がかわったことによっ

て大きく変わってきたのです。そういう中で２２

年度は激変緩和措置ということでありました。た

だ、２１年度終わった時点で、本来であれば２２

年度からの部分というのは従来の作物の助成の部

分について、一定の過去の３年間の部分を検証を

して見直すというようなことも実は考えてきたの

です。ただ、その考えるが地もなく新たな対策と

いうことになったものですから、２１年度までの

一つの形というものを踏襲して２２年度に振り向

けたというのが実態であります。したがって、こ

の産地資金という形に２３年度からなるわけで、

今までの助成体系、戦略作物については北で一定

程度決めていきますけれども、地方の裁道権とい

うものがどの程度くれるか、ちょっと今の段階で

はわかりません。これは、北北道も一定の指導的

な部分を持って地方におろすというような話も聞

いておりますので、最終的には名寄市なら名寄市

の裁道権というものをきちっと担保していただく

ような、そんな形が一番望ましいかなというふう

に思っております。そういう状況になれば、今ま

での過去の部分を再度見直ししながらきちっとし
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た振興作物、名寄市に合った振興作物の本当に振

興が図られるような、そんな助成体系にしたいと

考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ名寄市に合っ〇１２番（日根野正敏議員）

た体系といいますか、今までは加工米にも非常に

手厚く配分をしていたと。米については、もう戸

有所得が始まって加工米についても反当たり２万

円が来ているというようなことから、それ以上加

工米作付を助長するようなことをやると、やはり

自分の米の値段を下げてしまうと、北北的に。名

寄だけつくらなくても値段は上がらない、そうい

う価格変動はないなんていう人もいるかもしれま

せんけれども、やはりそれは回り回って価格に反

映して安くなっているというのが私は実態だと思

いますので、その辺はしっかり行政としても北北

的な需給のことも考えて配分を行ってほしいとい

うふうに思っていますので、その辺は要望をして

おきたいと思います。

それから、農地・水の関係なのですけれども、

ことしの名寄市の予算では ３００万円が出され

ているわけなのですけれども、これは北の今のと

ころの交付単価を見ますと、来年度の。これが有

になると、維持管理のを含めますと。そうすると、

まちの持ち出しも当然有までになるかどうか、そ

れ近くなるようにも考えられるのですけれども、

その辺のことも当然対応をしていただけるのだろ

うとは思いますけれども、その辺の見解もお願い

いたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農地・水・環境保北〇経済部長（茂木保均君）

向上対策、この仕組みが若干変わろうというよう

な内容になっております。農水省の予算要有で２

割程度増額ということになっておりまして、ちょ

っと我々のほうにまだ具体的な資料はおりてきて

おりませんけれども、今議員言われたように仕組

み的に言うと田んぼあるいは畑あるいは草地の単

価がそれぞれ上がっているというような状況にな

っておりまして、これは基本的にそういう仕組み

的に十分取り組めるような対応ができれば、これ

は前向きに考えたいなと思っております。長寿命

化だとか、ああいった部分の対策というものが盛

り込まれるというようなことで、この辺について

特に土地改良区、この辺と十分協議しながら、十

分効果的に活用できるような状況であれば取り組

んでいきたいと、そういうふうに考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

この事業について〇１２番（日根野正敏議員）

は、簡単に言いますと ０００円市が出しますと

０００円になってくるというような事業であり

ますので、ぜひ前向きに取りこぼさないで採択し

ていただきたいと思います。農業関係については

以上で終わらせていただきます。

次に、きたすばるの観光の関係なのですけれど

も、来館者数が予定より結構ふえて本当に喜ばし

いことだなというふうに思っているのですけれど

も、それに伴って職員の対応については、ちゃん

と対応はしていると思うのですけれども、その辺

の職員体制について見解をお伺いいたしたいと思

います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

天文台きたすばるの〇教育部長（鈴木邦輝君）

職員体制のことでございます。現在天文台の職員

につきましては、台長が１名、それから業務係長

が１名、主事１名、技師１名の職員としては４名

体制であります。このほかに臨時職員、天文技術

指導員という名の臨時職員が１名、また受付業務

または事務補助を担当します嘱託職員が１名で、

総計６名での体制で業務を回している状況であり

ます。

先ほどの答弁にもありましたように、夏場につ

きましては大変な入り込みであります。その結果

として、現在１１月末までに入館者数は１万 ５

７６名、当初１年間の目標であった１万 ０００

人を年度途中で超えているという状況であります。

夏休み等の繁忙期につきましては、職員だけでの
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運用については大変な部分があったようでござい

ますが、天文台につきましては市内の天文サーク

ルであります天斗夢視の方々の会としての協力、

それから天文台ボランティアを養成いたしており

ますので、その方に事業等もしくは日常の業務に

つきましての補助的なお手伝いをいただいている

という形で乗り切った状況もあるように聞いてお

ります。

また、学校等の団体学習につきましては、バス

の手配等で天文台の開館時間が１時なのですけれ

ども、その前に、午前中に対応してくれという要

望が何例かあったみたいですので、その部分につ

きましては職員が時差勤務で出勤して対応をした

ということを聞いております。今後天文台が ６

メーターの望遠鏡も含めてグランドオープンする

段階になりますと、ますます需要が高まる部分も

考えられますので、できれば専門的な知識を持つ

嘱託員もしくは臨時職員の方の強化をしていただ

ければいいかなということは、私教育委員会のほ

うでは考えているところであります。

以上でございます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

職員体制について〇１２番（日根野正敏議員）

は強化を部長がしてほしいということですよね。

教育長はどう考えていますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

天文台に関する入館者〇教育長（藤原 忠君）

のニーズは、非常に多様化してきております。こ

れが北北道大学と連携してグランドオープンをし

た後には、ますます多様化するのかなと、そんな

ことを考えておりますが、ただ単に正職員をふや

すとか、そういう考えともう一つはやはりボラン

ティアとか、市民挙げてこの天文台を支えていく、

こういう考え方も大切なものだと、こう思ったり

しておりますので、今後また中心になっている天

斗夢視の皆さんとか、こういう方たちとも相談し

ながら今後の対応をまたしっかりと考えていけれ

ばなと思ったりしております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

民間団体の力も得〇１２番（日根野正敏議員）

ながら、それぞれ市も本当に連携をとりながら盛

り上げていってほしいと思いますけれども、大型

望遠鏡についてはもう工事が始まっていると思う

のですけれども、最終の。これは、いつごろ一般

開放を考えておられるのか、その辺をお聞きした

いのと、それから利用、一般開放になってからの。

当然北大も使うでしょうから、その辺の協議は北

大とどの程度まで進んでいるのかお伺いいたした

いと思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

北大の大型望遠鏡の〇教育部長（鈴木邦輝君）

設置後の運用体制ということでございますが、現

在大型望遠鏡につきましては台座部分が既に設置

をされておりまして、ロシアでつくっておりまし

た鏡が少しおくれましたが、今月の１４日前後に

設置されると聞いております。当初は１２月の下

旬に先ほど議員も触れられておりましたけれども、

金星探査衛星「あかつき」の金星への接近と同時

にこの望遠鏡を使って「あかつき」に載ったカメ

ラと、それから地上から金星を観測するという同

時観測を予定しておりましたが、それにつきまし

ては同時観測ではなく大型望遠鏡のみの観測にな

りますが、もともと大型望遠鏡は惑星を観測する

ためにつくられた望遠鏡ですので、十分にその役

割を果たしてくれるのではないかと考えておりま

す。

北体的な一般開放につきましては、来年の４月

以降になりますが、その以降につきましては御存

じのように大型望遠鏡は北北道大学が所蔵してい

るために、観測等につきましては北北道大学の運

用が最優先をします。しかし、今までの北大との

協議の中で事前協議をして名寄市のほうから１年

間の観測計画を提出をして、それが北大との観測

の運用と調整をして、そして名寄市で使ってもら

えるような協議ができております。この間、天文

台職員そのものが望遠鏡の操作に習熟することも
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含めて研修を図るとともに、市民の皆様に天体望

遠鏡を見ていただく企画をつくりまして、それを

早い機会に皆さんに周知をして、一人でも多くの

方が道内で一番大きい望遠鏡を見ていただく機会

をつくりたいと考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

大分時間も経過し〇１２番（日根野正敏議員）

たので、天文台のホームページの関係でちょっと

何点か要望も含めておきたいと思いますけれども、

天文台のホームページのプラネタリウムの紹介、

あれ中身を見ますと小さい写真が１枚だけ載って

いて、あとは文字ばかりで、もう少し写真を多く

して行ってみたいなというような、設備は本当に

いい設備なのですから、雨降りでも行ってみたく

なるような表示の仕方といいますか、それらをも

う少し工夫してほしいなと思うのと、それから売

店についてもこの机より少し小さいぐらいなとこ

ろに備物を並べて注文みたいな感じでやっている

のですけれども、もう少し備数もふやしながらそ

の辺、年間ことしでいいますと１万 ０００人は

いくのではないかなと思うのですけれども、もう

少し経済効果もねらった売店の方法はないのか、

協議をすべきではないかなというふうに思ってお

りますし、またその中のホームページの過去の星

の写真、それらについてもホームページ立ち上が

ってまだ半年ぐらいしかたっていないものですか

ら、充実はされていないのでしょうけれども、今

までのストックがたくさんあろうかと思いますの

で、木原天文台の写真は相当、例えば金星でいえ

ば新しいきたすばるでは１枚しかないですけれど

も、木原天文台ですと２０枚ぐらいは軽く超すぐ

らいの星が写っていますので、それらの中身、徐

々にというような考え方もあるのかもしれません

けれども、せっかく昔の歴史があって今の天文台

があるわけですから、それらをきたすばるのホー

ムページを見たときには見られるような形で登載

をしたほうがいいのではないかなというふうに思

ってございますが、その辺の見解、短目にお願い

いたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

天文台のホームペー〇教育部長（鈴木邦輝君）

ジにつきましては、職員が情報を入れているわけ

でございますが、業務多忙の部分も含めて十分な、

特に見やすい工夫であるとか、データが十分に提

示されていないという部分があるかもしれません。

今後やはりお若い方はホームページ等を見て天文

台を訪れることも多いと思いますので、また天体

学習等にも使える部分もあるかと思いますので、

充実するように内部で協議したいと思っておりま

す。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ立派なものに〇１２番（日根野正敏議員）

して、天文台というのは私は唯一名寄市内で目的

を持って道外からも来てくれる施設だというふう

に認識をしております。ですから、これを有効に

生かせば本当にはかり知れない可能性があるので

はないかなというふうに考えておりますので、ぜ

ひ市長も力を入れて情報発信を含めて行っていた

だきたいというふうに思います。天文台について

は以上ですけれども、観光について最後パンフレ

ットです。大分部数が少なくなってきているとい

うような情報もありますけれども、今後の考え方

についてお伺いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

観光パンフですね。〇経済部長（茂木保均君）

観光パンフ、このパンフだというふうに思います

けれども、非常に今もう在庫も大分少なくなって

きたということもありますし、中身についても更

新をしなければならぬという、そんな状況にあり

ます。したがいまして、ことし映画というような

形でいろいろと撮影もし、来年公開になるという

ようなこともありまして、来年緊急雇用創出推進

事業という、こういった雇用対策の事業で観光協

会に委託をしてパンフレットの作成だとかポスタ

ーの作成だとか、こういったことも含めてやって

いただくというようなことを考えておりますので、
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いわゆるひまわりのまちなよろ実行委員会という、

こういった組織もありますので、ここと連携をと

りながらそういった部分についても充実を図って

いきたいと思っております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう時間もないの〇１２番（日根野正敏議員）

であれなのですけれども、パンフレットって私も

いろんな自治体で見るのですけれども、なかなか

どこへ行っても何か似たようなつくり方で、ぜひ

もうちょっと特色を持ったつくり方に工夫をして

いただきたいというふうに思います。

それから最後に、もう一分しかないので、教育

行政について伺いますけれども、健康な生活習慣

ができれば当然学習能力も上がるということで、

先月山口有の山陽小野田市を政務調査で訪れたと

きも、そこのまちはそういうことを強力にやって

いって非常に学力もそれ以来上がってきたという

実態が明確にあらわれたので、名寄市についても

これから答弁では検証していくということでござ

いますので、しっかり検証をしていただきたいと

いうふうに思います。

それから、領土に関しては、私はなぜこれを質

問したかといいますと、いろんな歴史を調べて、

過去の経緯も非常に大事で、それらの知識も重要

なのですけれども、なぜ今日本がその領土が、日

本の固有の領土がとられているというか、占拠さ

れているのかということを考えたときには、やは

り第２次世界大戦を行ったということが大きな原

因、通過点にあるわけで、もしあのときに日本が

勝っていれば逆のことをほかの外北にもしていた

かもしれないというような広い意味でやはり歴史

認識を含めて教育を行ってほしいということで今

回質問をしたわけなので、その辺の理解も教育委

員会として十分酌んでほしいなというふうに思い

ます。

以上です。

以上で日根野正敏議〇議長（小野寺一知議員）

員の質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ３時０３分

再開 午後 ３時１３分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

介護保険制度の現状と動向外２件を、上松直美

議員。

議長より御指名いただ〇１番（上松直美議員）

きましたので、さきの通告に従いまして本定例会

において大項目３点につきまして質問をしてまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

まず初めに、大項目１点目の介護保険制度の現

状と動向について質問いたします。先ごろ厚生労

働省は、２０１２年度の介護保険制度の見直しで

６５歳以上の介護保険料が北北平均で月 ２００

円程度になるとの試算を公表いたしました。地方

でのますますの高齢化の進展や介護施設の増設、

介護職員の処遇改善策と介護保険を取り巻く環境

はますます厳しくなっております。以上の観点に

立って質問をしたいと考えます。

１点目に、介護保険導入のこれまでの経緯と意

義について質問いたします。介護保険制度が導入

された前と現在では、どのように変化してきたの

かをお伺いいたします。

２点目に、介護保険の仕組みについて簡単にわ

かりやすく説明をお願いいたします。私を初め一

般市民の皆様の理解は少なく、この制度の仕組み

をしっかりと理解することは、これからの介護保

険のあり方を検討する上で重要と考えます。

３点目に、介護給付費の財源構成について、北

費と被保険者の割合について名寄市の現状をお伺

いいたします。

４点目に、被保険者の区分及びその状況をお伺

いいたします。

５点目、保険料の算定基準と利用者負担につい

て、第１号被保険者の名寄市における保険基準額
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をお伺いいたします。

６点目、介護保険の今後の動向について、保険

者名寄市としてどのように取り組んでいくのか、

基本的なスタンスをお伺いいたします。

最後に７点目、介護保険料の上昇抑制について

どのような対策案と問題解決の糸口を検討してい

るのかをお伺いいたします。

続きまして、大項目２点目のデマンド型バスの

試験運行について質問いたします。私なりのデマ

ンド交通システムに対するイメージととらえ方に

ついて述べさせていただきたいと思います。利用

者の要望にこたえて希望する場所から希望する場

所に交通弱者等をドア・ツー・ドアの移動を乗り

合いで低額で提供する新しい公共交通システムと

とらえております。この観点から、地域の公共交

通体制を模索する上でデマンド交通による利便性

の確保と財政負担軽減等さまざまなメリットを考

察することが重要であり、実行可能なシステムの

構築が急がれます。

まず１点目に、デマンド型バスの運行期間と実

施要領についてお伺いいたします。

続いて、２点目、今後の計画と実効性について

お伺いいたします。

３点目に、高齢者の足の確保としての役割につ

いて、利用者の負担軽減、交通弱者への対応等を

お伺いいたします。

４点目に、地域公共交通活性化・再生事業と財

源の見通しについて、今後の展望をお聞かせくだ

さい。

最後に５点目、駅横開発との整合性と相乗効果

について、にぎわいまちづくりの観点からどうい

うポイントで駅前交通、多様なニーズをとらえて

いるかをお伺いいたします。

大項目３点目の森林計画制度における市町村森

林整備計画の役割について質問いたします。２０

１０年１０月、ＣＯＰ１０、生物多様性条約の第

１０回締約北会議が開かれました。ＣＯＰ１０の

論点は２つ、１つは北洋保北、もう一つは遺伝子

資源の入手と利益配分でした。この北際会議が日

本で行われたことは、大変な重要な意味をなすと

考えます。先般政有税制調査会は、環境税の導入

を来年１０月をめどに石油石炭税を最大５割引き

上げて約 ４００６円の税収を見込み、課税対象

を化石燃料の消費抑制による二酸化炭素の抑制と

環境税の使い道を環境対策と経済成長を両立させ

るための省エネ対策だけではなく、森林などの吸

収源対策にも拡大を検討しているところでありま

す。この今の状況の中で、地方自治体がどのよう

な取り組みの中で環境対策を考え、その中で森林

の持つ役割を十分理解し、森林整備計画を積極的

に立案することが重要と考えます。

まず、第１点目、森林計画制度の体系について、

基本的な枠組みと目的を簡単に説明お願いいたし

ます。

次に、２点目、森林区分と森林整備の方向性に

ついて、どのような区分と役割を持たせるのか、

具体的に説明をお願いいたします。

３点目、市町村森林整備計画の仕組みについて、

森づくりのマスタープランとも言われているこの

森林計画において、多面的な機能を持つ森林の長

期的なビジョンでの整備計画の仕組みと役割につ

いてお伺いいたします。

４点目に、各森林区分の保護と今後の課題につ

いてお伺いします。さまざまな取り組みの中でい

ろいろな問題点もあると思いますが、客観的な意

見をお聞かせください。

最後に５点目、森林資源の有効利用と地域づく

りについて、カーボンオフセット、バイオマスエ

ネルギー等、地域の森林資源をどのように付加価

値を高め、有効に利用するかが今後ますます期待

されるところであります。木材市場の動向を踏ま

え、将来に向けてどのようなスタンスで取り組み、

市町村森林整備計画に反映させていくかをお聞か

せください。

以上、この場からの質問を終わります。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）
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ただいま上松直〇健康福祉部長（三谷正治君）

美議員から大きな項目３点について御質問をいた

だきましたので、１点目は私のほうから、２点目

は総務部長から、３点目は経済部長からの答弁と

させていただきます。

それでは、私のほうから大きな項目１点目の介

護保険制度の現状と動向の小項目１、介護保険導

入の経緯、意義について申し上げます。名寄市の

介護保険制度は、平成９年に制定された介護保険

法に基づき、個人の尊厳を重んじ、その有する能

力に応じた日常生活が営まれるよう必要なサービ

スを提供することを目的に平成１２年から条例を

制定し施行しております。この制度が開始される

以前は、介護は家庭でするものという考え方が定

着していましたが、経済成長とともに社会構造が

変化し、家族介護やこれまでの老人福祉、医療制

度に限界が見られるようになりました。加齢に伴

って生ずる心身の変化に起因する疾病で介護状態

となった方が自立した日常生活が送れるためのサ

ービスはもちろんのこと、介護状態に陥ることの

ないよう日ごろからの生活指導など介護予防事業

にも積極的に取り組んでいるところです。すべて

の市民が社会を構成する一員として社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を

保障するためにも本制度の継続は必要不可欠なも

のと考えております。

次に、小項目２の介護保険制度の仕組みについ

て申し上げます。介護保険制度は、１号と２号の

被保険者の保険料と北、都道有有、市町村の税金

によって運営されております。介護サービスを受

けるためには介護認定を必要とし、その要介護度

によって受けられるサービス内容が決められ、利

用者は費用の１割を負担することで利用すること

ができます。介護保険事業では、健康教室、講演

会などの介護予防、訪問、通所などの在宅介護、

老人福祉健康施設などの施設介護と段階的にさま

ざまなサービスを用意して個々の自立した生活が

送れるよう支援しております。介護認定の手続や

保険料の支払いなど複雑な制度になっております

ので、すべてを理解していただくことは難しい部

分もあると思われますが、今後も引き続き新規加

入者や各種団体等には機会があるごとに説明を行

い市民周知を図り、より多くの市民に理解を得ら

れるよう努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目３の介護給付費の財源構成につい

て申し上げます。介護給付費の財政構成は、サー

ビスに要する費用として北、都道有有、保険者と

なる自治体と１号、２号の被保険者で負担してお

ります。一般的な負担割合は、６５歳以上の１号

被保険者が北体事業費の２０現、４０歳から６４

歳までの２号被保険者が３０現、北が２５現、道

と保険者である名寄市がそれぞれ１ ５現の負担

割合となっております。北の２５現の中には、保

険者である自治体の地域性などを勘案する調整交

付金５現が含まれております。被保険者の方々の

負担は、介護保険料として１号被保険者では主に

年金から天引き、２号被保険者の方はそれぞれ加

入している北民健康保険、健康保険組合などの医

療保険に上乗せして納めていただくことを基本と

しております。

次に、小項目４の被保険者について申し上げま

す。名寄市の本年１０月末現在の人口は３万５５

７人で、そのうち６５歳以上の方は １９４人、

高齢化率は２ ８２現となっております。要介護

認定者は、１号被保険者で ２９０人、２号被保

険者で４５人、計 ３３５人で、１号被保険者の

約１ ８現の方が認定を受けていることになって

おります。名寄市の高齢化は、今後ますますふえ

ていくものと見込まれ、北立社会保障・人口問題

研究所が平成２０年１２月に算出した結果により

ますと、１０年後の平成３２年には６５歳以上の

高齢者が約 １００人、高齢化率３４現、要介護

認定者は約 ５００人、２５年後の平成４７年に

は６５歳以上の高齢者は約 ８００人、高齢化率

は３７現、要介護認定者数は約 ３００人を超え

ると推計されております。受給要件は、１号被保
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険者では寝たきり、認知症など介護が必要な要支

援状態の方と日常生活で支援が必要な要支援状態

の方、２号保険者では加齢に起因する特定疾病の

方に限定されています。

次に、小項目５の保険料の算定基準と利用者負

担について申し上げます。介護保険料は３年ごと

に見直され、その間に変更することはございませ

ん。介護保険事業計画は、第１期が平成１２年度

から始まり、現在は第４期目で平成２１年度から

平成２３年度までの３年間を定めております。平

成２４年度からの第５期計画は、２３年度中に作

成することになってございます。算定方法は、人

口推計や介護サービスの利用状況等から今後３カ

年間の必要額を推計し、財政の均衡を保つよう設

定、前段で説明した割合でそれぞれ負担額が決め

られております。介護保険事業費や所得段階有被

保険者数などに基づき、第４期における１号被保

険者の保険料基準額は、名寄市においては月額

６６７円、年額４万 ０００円となっております。

介護保険制度が施行されて１０年を経過しました

が、高齢社会の進展に伴う要介護者の増、サービ

ス内容の充実、介護職員の資質向上や処遇改善な

ど利用者の要望にこたえるため、介護給付費は急

速に増加している状況にあります。介護サービス

の向上には介護保険料の値上げが伴うことから、

低所得者に対する支援を配慮しながら検討してま

いりたいと考えております。

次に、小項目６の介護保険の今後の動向につい

て申し上げます。今後の動向につきましては、老

後の安定した生活を保障するため、サービス形態

も多種多様にわたり、介護給付費の高騰が大きな

課題となっていることは前段で説明したところで

あります。このままの状態で継続では、介護保険

制度自体が壊滅するとも言われており、大きな見

直しが進められております。現在北からの正式な

通知はありませんが、高所得者の利用者負担の引

き上げやケアプラン策定の自己負担導入などが検

討されている状況にあります。また、介護サービ

スの面では２４時間巡回などの独居高齢者対策の

普及や宿泊可能なデイサービスなどの協議もされ

ております。さらには、介護従事者不足も懸念さ

れており、これまで処遇改善等に交付金を支出す

るなどの対策もとっておりますが、今後も継続し

た支援を関係機関を通じ北、北北道に対して要望

してまいりたいと考えております。

次に、小項目７の介護保険料の上昇抑制につい

て申し上げます。北によりますと、北北の平均保

険料が平成１２年度第１期から第４期の９年間で

９１１円から １６０円と ２４９円の増、同  

じくサービス受給者数が１４９万人から３８４万

人と２３５万人の増、その中で特に居宅サービス

が９７万人から２７８万人と大きく伸びておりま

す。また、総費用も ６兆円から ７兆円と １  

兆円の増と年々ふえ続けているこれらの状況の中、

第５期介護保険事業計画では北北の平均保険料は

現在の月額 １６０円が ０００円を超えると試 

算されております。この引き上げ率を名寄市に当

てはめますと、平成２３年度に介護基盤緊急整備

等特有対策事業で設置されるケアハウス等の影響

も含め、現在の月額 ６６７円、年額４万 ００ 

０円の基準額が月額 ０００円、年額１万 ００ 

０円ほどの値上げとなることが予想されておりま

す。本事業は、１自治体で対応できるものではご

ざいませんので、北道、北北市長会などを通じ、

北庫負担の増額や保険料の急激な高騰を抑制する

よう働きかけてまいりたいと考えております。な

お、市では急激な保険料の上昇に備え、介護給付

費準備基金を設けておりますので、基金取り崩し

も視野に平成２３年度に策定される第５期介護保

険事業計画に向け、名寄市保健医療福祉推進協議

会に諮りながら検討してまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目２点目のデマンド型バスの試験
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運行についてお答えします。

１つ目の試行期間とその実施要領についてお答

えします。現在名寄市では、名寄市地域公共交通

活性化協議会において名寄市内の公共交通がより

利用しやすい交通体系の確立を目指しまして地域

公共交通総合連携計画の策定を行っております。

その策定に係る調査として、名士バスが運行する

下多寄線エリアで乗り合い型車両による実証運行

を実施しています。運行期間につきましては、１

１月１日から１２月３１日までの２カ月間で実施

をしていますが、昨年実施した実証運行でも利用

者の方々からシステムになじめないとの意見が多

く出されており、協議会で議論を経て３月までの

実証運行を継続することの予定をしております。

また、試験運行の内容につきましては、利用者

からの電話による利用申し込みにより名寄便、風

連便の２系統で１日最大各５便を予定しており、

利用者宅から指定場所、市内１０カ所、市立病院

とか名寄駅前等でございます。までの運行で、運

行時間帯につきましては８時、１０時、１２時、

１５時、１７時台で運行を予定していますが、予

約がない場合については運休としております。利

用料金につきましては、利用地域ごとに定額料金

方式、３００円から５００円を採用しておりまし

て、子供料金については半額、障害者については

３割割引を適用しております。運行内容につきま

しては、今後より利用しやすいシステムの検証と

いうことで変更をしていくことになると考えてお

りますので、御了解をいただきたいと思います。

次に、今後の計画と実効性についてにお答えし

ます。名寄市は、道北圏の中心都市として商業、

流通、農業を中心に交通の要衝地として発展して

きましたが、人口の減少、マイカーの普及等によ

り市内路線バスはいずれも利用が低迷し、不採算

の状況が続いており、市街地活性化のための利便

性向上が課題となっております。このため、高齢

者を初め交通弱者や地域住民の移動手段を確保す

るため市内バス路線、市内循環線、東西線、徳田

線等の見直しや利用者増加策、農村部と市街地を

結ぶ風連御料線、下多寄線、コミュニティーバス、

乗り合いタクシーの導入、スクールバス等の活用

を含め調査検討を実施しているところでございま

す。

３番目に、高齢者の足の確保としての役割につ

いてお答えします。公共交通空白地や路線バス等

が数本しか走っていない地域にとっては、交通弱

者と言われる子供やマイカー等を持たない高齢者

にとって足の確保は重要な問題だと考えています。

本年度策定をしております名寄市地域公共交通総

合連携計画の調査で行っている試験運行を参考に、

市民の生活に最低限必要な通院、通学、買い物等

に必要な公共交通機関のあり方について検討を重

ねた上で積極的な導入を図っていきたいと考えて

おります。

４番目の地域公共交通活性化・再生法と財源の

見通しについてお答えします。北土交通省で進め

ております地域公共交通活性化・再生事業につき

ましては、本年度で終了するということの情報を

得ている状況でございます。名寄市では、本事業

により総合連携計画を策定中で、策定した計画を

どう実施していくかにつきましては新たな事業へ

の移行も視野に入れ模索検討しておりますが、北

の事業仕分け等の状況が決定しておりませんので、

その推移を見きわめた上で事業を継続推進してい

きたいと考えています。いずれにしましても、有

利な財源を確保できるよう努力してまいりたいと

考えております。

５番目の駅横開発との整合性と相乗効果につい

てお答えします。名寄駅横再整備計画につきまし

ては、現在産業振興課サイドで推進しております

が、現在の市内の公共交通体系は数カ所に分散さ

れておりまして、それを駅横に集約し、駅横から

すべての交通機関が発着することにより交通利用

者の利便性向上と駅横のにぎわいづくりにつなが

ると考えております。デマンド型乗り合い自動車

やコミュニティーバス等で駅横バスターミナルを
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利用して他の路線バスやＪＲ線を利用し、目的地

に向かうつなぎの利用に限られますが、隣接施設

と連携をして相乗効果の促進を図るべく進めてま

いりたいと考えております。人の流れができるこ

とにより、より多方面への入り込みも創出される

と考えておりますので、御理解をいただきたいと

思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大きな項目〇経済部長（茂木保均君）

３点目、森林整備計画制度における市町村整備計

画の役割についてお答えいたします。

初めに、１点目の森林整備計画制度の体系につ

いてお答えをいたします。森林法に基づく森林整

備計画制度は、１つには森林は水源の確保、洪水、

土砂崩壊などの災害防止、２つには気象緩和、風

害防止などの生活環境の保北、３つにはレクリエ

ーション施設、森林公園など保健休養の場の提供、

４つには木材や林産物の供給など人々の生活との

かかわり、５つには大気中の二酸化炭素を吸収し、

地球温暖化防止など重要な役割を担っています。

このことから計画的、長期的な視点に立ち、森林

を適切に管理、育成するために森林整備計画が設

けられております。森林づくりは、森林、林業を

取り巻く環境や森林資源の内容に応じてその方法

は異なり、さらには地域の特色を生かしてきめ細

かく計画することが重要となっております。この

ことから、森林整備計画制度はそれぞれの行政、

地域レベルで整合性を保ちながら効果的な施策の

実施のため北から都道有有、市町村、森林所有者

までの段階的な体系となっております。

次に、２点目の森林区分に応じた森林整備の方

向性についてお答えいたします。森林の持つさま

ざまな機能が総合的かつ高度に発揮されるように

整備及び保北するためには、地域住民などの理解

と参加が得られるように森林を守り育てる基本的

な方針や方法をわかりやすく示すことが重要であ

ります。そのため、計画では森林の持つさまざま

な機能を、１、水源涵養機能、２、山地災害防止

機能、３、生活環境保北機能、４、保健文化機能、

５、木材等生産機能の５つに分類し、すべての森

林について北の基準等により評価を行います。さ

らに、その評価をもとに重視すべき機能に応じて

森林を水土保北林、森林と人との共生林、資源の

循環利用林の３つに区分し、それぞれの区分に応

じた望ましい森林の姿へ誘導することとしており

ます。また、それぞれの森林の区分に応じた望ま

しい森林の姿へ誘導するため、森林の成立過程や

樹木の構成に着目し、育成単層林施業、育成複層

林施業、天然生林施業の３つの施業方法から適切

な森林施業を選択し、森林の持つ特性を生かしな

がら重視する機能が十分発揮できるよう森林を整

備、保北することとしております。

次に、３点目の市町村整備計画の仕組みについ

てお答えをいたします。地域に最も密着した行政

である市町村が地域の実情に応じて地域住民の理

解と協力を得ながら適切な森林整備を推進するこ

とを目的に立てる計画となってございます。市町

村森林整備計画の期間は、平成２０年度から２９

年度までの１０年間となっております。伐採、造

林、保育、その他森林の整備及び保北、間伐を実

施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な

方法、その他間伐及び保育の基準、公益的機能有

施業森林の整備、森林の保健機能の増進、森林施

業の共同化の促進、林業に従事する者の養成及び

確保、森林施業の合理化を図るために必要な機械

の導入の促進、作業路網その他森林整備のために

必要な施設の整備、林産物の利用の促進のために

必要な整備等に関する事項などの計画に沿って地

域住民の要請にこたえ、森林の持つ多面的な機能

を発揮するための森林整備計画となっております。

次に、４点目の水土保北林等の保護と今後の課

題についてお答えをいたします。区分の１つ目、

水土保北林は樹根及び表土の保北に留意し、林木

の旺盛な成長を促しつつ、下層植生の発達を確保

するため適切な保育、間伐等を促進するとともに、
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高齢級や複層状態の森林への誘導や伐採に伴う裸

地面積の縮小及び分散を図ることを基本としてお

ります。また、複層状態の森林へ誘導する際は天

然力も活用した施業を推進します。２つ目の森林

と人との共生林については、生物多様性の保北や

森林と人との共生を進める観点から森林の構成を

維持し、樹種の多様性を推進することを基本とし、

それぞれの森林が有められる機能やあり方に応じ、

保護及び適切な利用の組み合わせに留意して適切

な保育、間伐等や広葉樹の導入を図る施業を推進

します。３つ目の資源の循環利用林は、施業の集

団化や機械化を通じた効率的な整備を基本とし、

森林の健北性を確保しつつ、木材需要に応じた樹

種、径級の林木を育成させるための適切な造林、

保育及び間伐の実施を推進することとしておりま

す。

次に、５点目の森林資源の有効利用と地域づく

りについてお答えをいたします。近年市内の森林

から生産される原木丸太等の森林資源の搬出先は、

一部を除き市外に依存しております。また、木材

買い取り価格は世界的経済状況に左右され、森林

整備の推進は極めて難しいことと考えております。

伐期を迎える森林資源を有効に活用し、活力のあ

る地域づくりを推進するため豊富な森林資源を有

効活用し、計画的、安定的に供給されることを目

指しておりますが、市内における地材地消を考え

たとき、木材の主要な消費部門である住宅関連産

業等については現実的ではなく、チップの生産が

主でありますが、北内需要の減少に伴い取扱道は

減少しましたけれども、暗渠用チップが増加して

おります。また、間伐端材や切り捨て間伐材、無

間伐林等の未利用資源の活用については森林資源

の有効活用の観点から上川北部森林組合との連携

協力の上、検討を行っておりますが、課題も多く、

今後も引き続き協議検討をしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれの答弁をいた〇１番（上松直美議員）

だきましたので、順番に沿って再質問させていた

だきます。

介護保険制度の現状と動向について、担当部長

から詳しく説明いただきましてまことにありがと

うございました。この保険制度の内容をよく知る

ことにより、この保険制度をうまく運用しながら

安定した保険制度にしなければならないことを再

確認するとともに、市民の皆様の御理解と老人介

護の問題を協働のスタンスの取り組みの中でやら

なければならないことを痛感しました。保険者と

して積極的なアプローチを期待するところであり

ます。また、北の制度の動向に積極的に整合しな

がら、自助努力と多面的なアプローチにより制度

運用を期待いたします。また、介護職員の待遇改

善とスキルアップによる職域のステータスの向上

及び安定雇用の促進による雇用拡大が地域の新し

い雇用となり、新しい事業の創出にもつながると

考えます。

そこで、この介護保険制度の保険料の上昇抑制

策として、介護予防対策による被保険者の負担軽

減が期待できると考えます。健康な状態を維持す

るための対策、啓蒙活動や講演または継続した運

動等の推奨、介護保険を使用しないで健康で長生

きすることができる環境整備も重要と考えます。

最後に、名寄市としての介護保険に対する基本的

な考え方と今後の取り組みについて再度お伺いい

たします。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員がお話を〇健康福祉部長（三谷正治君）

いただきましたように、これは介護になった人の

介護ではなく、やはりその予防というのが非常に

大きな役割を果たすのではないかと考えておりま

す。現在健康福祉部では、保健センターを含め介

護事業におきましてもそれぞれ先ほど議員がお話

ありました講演会ですとか、それから教室等々を

活用しながら予防に向けて大きな市民の協力のも

とに一緒に、ともどもやはり健康を持続していく

ために、またあわせて教育委員会におきまして行
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われております生涯学習、特に高齢者学級等々も

含めまして介護のみならず、各行政の広範囲にわ

たるそれぞれの行政の連携を図りながら予防に今

後は努めていきたいと考えております。

また、あわせて保険料につきましては、先ほど

お話し申し上げましたように基金もございますの

でなるべく、北は ２００円という試算が先日出

ましたけれども、名寄市におきましてはまだ北の

基準よりも低く算定させていただいてございます

ので、これも先ほど ０００円程度という金額も

示させていただいておりますけれども、できるだ

け市民の負担にならないように予防に努めて負担

を少なくしていくというような形で今後も進めさ

せていただきたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

以上です。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇１番（上松直美議員）

た。

１点ちょっとつけ加えさせていただきたいと思

うのですけれども、介護保険のいわゆる算定基準

と計算方法ということでちょっと質問したのです

けれども、今第１種被保険者につきましては６つ

の段階に分かれまして、各のけ率が ５から ５ 

までののけ率に応じて、所得とそののけ率に応じ

まして６段階になっているというのが現実であり

ます。それについてちょっと漏れていたので、私

の知る範囲の中で申し上げたいと思いました。

先般第２号の被保険者、実際私を含めてサラリ

ーマンもしくは社会保険、健康保険組合等に入っ

ている方は、４０歳から６４歳までの方は第２被

保険者ということになり、どのような形で算定基

準というか、計算がなされているかということを

ちょっと私なりに調べてみました。実際自分のこ

とを頭に入れて調べてみましたので、ちょっとお

知らせします。健康保険が実際に ４２現で、所

得段階に応じた中で ４２現をのけた中で徴収さ

れておりまして、それに介護保険料 ５現、トー

タルで１ ９２現をのけたものが実際に給料から

天引きされて社会保険、健康保険と介護保険料が

合わせて ２現のパーセンテージで引かれている

と。これが実際に自分でどれだけ払っているかと

いうことを調べてみましたところ、実際に ５０

０円、私にいたしましては自己負担は ５００円、

事業主負担も同じ ５００円と。社会保険ですの

で、事業主と被保険者は折半ということでなって

おりまして、そういう形の中で自分たちが今介護

保険をどういうスタンスで支えているということ

から、今回私がこの介護保険の問題を取り組みた

いというふうに思いました。

高齢化社会に向けて、やはり介護保険制度がき

ちっとしたものになっておれば、もし要介護にな

った場合でも心配なく安心して暮らせるというの

が実情だと思います。ただ、人ごとではなく自分

たちがこの保険制度をどのようにしてやはりいい

ものにしていくか、また財源的に安定して保険料

金を安定した形の中で徴収できるものにするかと

いうことを北の制度にあぐらをかくのではなく、

現場の立場に立って今自治体ができること、保険

者ができることをきちっと前向きにアプローチし、

上級官庁との情報交換等を推進しながら積極的な

保険事業展開を希望いたします。

続きまして……

（何事か呼ぶ者あり）

続きまして、第２項目、〇１番（上松直美議員）

２点目のデマンド型バス……説明よろしくお願い

します。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員のお話も〇健康福祉部長（三谷正治君）

あったように私も同感だと思います。特に２号保

険者、４０歳から６４歳の部分につきましてはそ

れのパーセント値がありまして数字が出ておりま

すけれども、先ほど申しましたようにこれからの

それぞれのサービス、介護サービスを向上させて

いくには、やはり保険料の高騰という部分が当然

出てきますので、その部分につきましては先ほど
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申しました予防を重点的に対応させていただきた

いと思いますし、またその部分では北のやはり今

の４０歳が、これは大変申しわけないのですけれ

ども、４０歳がこれから北民年金と同じように２

０歳以上ですとか３０歳以上だとか、そういうよ

うな形も今後は北の中で制度の改正を含めてなっ

てくるのかなというような形で、先ほど申し上げ

ました北民ともども一緒に進めさせていただく介

護保険制度を目指していきたいと考えております。

以上です。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

続きまして、大項目２〇１番（上松直美議員）

点目のデマンド型バスの試験運行について再質問

いたします。

先日、名寄市のデマンド型バスの試験運行の新

聞記事を見まして、各自治体はさまざまな取り組

みを模索している中、名寄市もさまざまな角度か

らデマンド交通システムの可能性を見出してほし

いと私自身考えております。私は、この試行がど

のような意味を持つかを考えた場合、デマンド交

通が移動を低額で交通弱者の生活交通の確保、従

来の公共交通に対する財政支出の効率化等目的を

達成し、その結果住民サービスの向上、地域商工

業の活性化、合併後の住民交流等さまざまな政策

課題の解決になる可能性を秘めていると考えます。

よって、ほかの市町村の成功事例を分析、考察し、

よりよいデマンド交通システムの導入と実現に向

け、積極的な取り組みをお願いいたします。

最後に、行政側としてデマンド交通システムが

地域社会の中でどのような役割を担い、可能性を

期待しているのかをお伺いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

従来の北鉄、それ〇総務部長（佐々木雅之君）

からバスの関係について、当時名寄は最盛期には

４万、名寄市だけで４万 ０００人を数えるよう

な人口規模を持っておりまして、それが名寄地区

だけでは２万 ０００人ぐらいということで大幅

な人口減少がありまして、特に農村地区における

人口減というのが大きな影響になりまして、そこ

と市街地をどのように結んでいって生活環境をき

ちっと整備をしていくかと。それにあわせまして、

あわせて高齢化という問題で、今までは御自分で

マイカーで買い物、病院、さまざまなことに対応

できたのですけれども、それがだんだん、だんだ

ん不自由になってくると。片一方では、コンパク

トシティーという形の考えがありまして、町中に

便利な施設を集中的に配置をするという面では、

風連地区の本町再開発なんかについてはその典型

であると思っています。ただ、それぞれの町中の

周辺に住む人方につきましては、やはり市内循環

バスのような形で、できればワンコインで必要な

場所に自由に往来できるようなシステムの構築と

いうのが特に人口減少の激しい市町村には有めら

れているものだなというふうに思っています。

今回名寄市で考えていますのは、２２、２３で

これらの連携計画をどのようにつくっていくかと

いうのが１点と、それから２３年度からは駅横再

整備計画とあわせましてコミュニティーバスの購

入をして、４カ年間かけまして市内循環バス、東

西バスとか風連と名寄地区の結びつきをどうする

かとか、さまざまな検証を行って進めていきたい

というふうに考えておりますので、その中から今

後の名寄市が進むべき公共交通のあり方をどうす

るかということも含めて検証してまいりたいとい

うふうに考えております。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇１番（上松直美議員）

た。

最後に、大項目３点目の森林整備計画制度にお

ける市町村森林整備計画の役割について再質問を

いたします。私は今、市町村整備計画は森づくり

のマスタープランと言われるように重要な位置づ

けを担っていると思っています。先ほど言われた

ように森林区分の決定、水土保北林、共生林、循

環型の森林と、この３つのカテゴリーを決定する

場合にも森林整備計画に基づいて決定されます。
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地域における森林整備計画との的確な整合性をよ

り図り、地域の実情と意見を取り入れた森林の公

益機能を保北する効率的施業計画の実施をこの森

林整備計画が担っていると思っています。よって、

この公益的な機能の向上と地域の森林資源の有効

利用のバランスのとれたプランニング、施業計画、

計画立案を推進することを切にお願いいたします。

関連的なちょっと質問なのですけれども、先般

道議会においても問題になりました山林の売買、

外北資本による森林の売買等でありますが、水源

地及びその周辺における水土保北林の管理、その

保北について行政側としてどのような考え方を持

って、またどのような対策を考えられるかという

ことをお聞きしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

近年外北人の日本の〇経済部長（茂木保均君）

土地あるいはいろんな建物を含めて買いあさると

いうような記事がマスコミ等でも随分伝えられて

おります。特に北北道においても森林という形で、

かなりニセコ周辺といいますか、あのかいわいが

中北人を中心とした部分で大分買い占められてい

るというような話が出ておりました。名寄におい

ての状況も一部調べてみたのですが、現在のとこ

ろ名寄においては外北人からの照会も含めて売買

の状況はありません。やはりある程度リゾート的

な部分だとか、将来の投機的な様子を見越した部

分という形での買収というようなことではないか

なというふうに思っておりますが、今日本の法律

からいいますと特に山林等に関してはほとんど規

制がないのです。日本は、基本的に所有権という

ものを重視した形での取引というのが中心になっ

ていますので、ほとんど規制がないということに

なっております。ただ、このことについては今議

員が御指摘のようにやはり何らかの規制が必要で

ないかというようなことで、北においても道にお

いてもこの規制の部分について検討をしていると

いうことであります。私どももなかなか末端市町

村でということにはなりませんけれども、この部

分についてはやはりきちっとした規制というもの

をすべきだというふうに考えているところでござ

います。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

各関係、道及び北の施〇１番（上松直美議員）

策に、いろんな対策を練ってくると思うのですけ

れども、やはり今現実に名寄ではないということ

ではなく危機管理体制というか防衛の意味、いわ

ゆる駐屯地を抱えるいわゆる名寄市、これは普通

の通常の市ではなく、やはりいろんな意味でこれ

から北際情勢の中に不安定要因を抱える中、名寄

市民、名寄市ができる危機管理体制またはそうい

う意識を持っていかなければならない時代ではな

いかと思います。例えば駐屯地の近くの森林を第

三北または今は仮想敵北と言われているところの

人たちが買収し、そこで何をするかと考えた場合、

私ちょっと空想している形かもしれませんけれど

も、電波諸元、いわゆるミサイルの電波諸元、レ

ーダーの周波数、大気を収集したり、何をやって

いるかわからない、何をしているかわからないよ

うな状況の中でいろんなことが考えられると思い

ます。先般も日米合同演習の中で、ロシアの哨戒

機が北域に入ってきたと。その中で電波諸元のキ

ャッチ、いわゆる……

（何事か呼ぶ者あり）

済みません。そういう〇１番（上松直美議員）

意味で、危機管理体制を持って森林の管理もして

いかなければならない時代だと思いますので、各

上級官庁との連携を密にとり、今できることをス

ムーズにやらなければならないと思いますので、

ひとつよろしくお願いいたします。

もう一点、１つ、今カーボンオフセットという

備念がありまして、二酸化炭素の吸収をできない

企業もしくは個人が枠をいっぱい持っているとこ

ろから買い取ることができるシステムです。これ

が先般の読売新聞の中で、制度普及の環境フォー

ラムでカーボンオフセットの普及、北北道カーボ

ン・アクション・フォーラムというものが設立さ
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れまして、道と関係各団体においてそういう普及

活動及びそういった森林資源の有効的な活用とい

う意味で、このカーボンオフセット制度を有効に

利用しながら、いろんな意味で森林資源をお金に

かえていくという意味では、このカーボンオフセ

ット等については森林を持っている皆さん、もし

くは名寄市の森林等についてもそうですけれども、

カーボンオフセットの備念に基づいてこういう普

及活動をしながらこれを十分有効に使っていくこ

とが大事だと思われます。私は、このカーボンオ

フセットについては本当にすごくいいことだと思

っていますので、自分自身もそういう啓蒙活動と

いうか、いろんな人たちにやっぱりこういう制度

があるということを普及していきたいと思ってい

ます。

以上をもちまして、質問を終わらせたいと思い

ます。

以上で上松直美議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

１２月１１日から１２日までは休日のため休会

といたします。

来る１２月１３日は午前１０時から本会議を開

きます。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 佐 藤 勝
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開議 平成２２年１２月１３日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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本日の会議に１４番、〇議長（小野寺一知議員）

渡辺正尚議員から欠席の届け出がございます。２

４番、宗片浩子議員からおくれる旨連絡が来てご

ざいます。

ただいまの出席議員数は２４名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 佐 藤 靖 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市の行財政運営から外２件を、大石健二議

員。

皆さん、おはようござ〇６番（大石健二議員）

います。緑風クラブの大石健二でございます。議

長より御指名をいただきましたので、これより通

告に従い、３件４項目について質問を行います。

最初に、新市建設計画と新市将来構想から、そ

の計画の執行進捗度及び構想の実現度に関する行

政課題についてお聞きをしてまいります。平成１

８年３月２７日の風連町、名寄市との合併、いわ

ゆる廃置分合も来春で間もなく５年の歳月を迎え

ようとしております。この新市建設計画と新市将

来構想は、廃置分合の調印からさらにほぼ２年さ

かのぼること平成１６年に策定され、今日の風連

町と名寄市との心の合併の礎を築いてきたと言っ

ても決して過言ではありません。「ともに風を連

ねて名を寄せる北の都」をキャッチコピーとする

新市建設計画及び新市将来構想の延長上にある廃

置分合、そして特例区期間の終末に向けた総括に

ついてお聞きをしてまいります。

次に、名寄市の産業経済の発展とその推進から、

観光振興を基軸にした振興策についてお尋ねをし

てまいります。私は、さきの第３回定例会におい

て６月中旬のふうれん白樺まつりを皮切りに、て

っしフェスティバル、なよろ産業まつりなど名寄

の四季を彩る祭典のほか、市内で作付栽培されて

いるひまわりを主体としたコンクールイベントの

開催、また映画ロケにかかわるフィルムコミッシ

ョン新設の取り組みなど、名寄市の観光事業展開

に向けた具体的な振興策についてお聞きをしてま

いりました。しかしながら、祭典やイベントの継

続開催という力わざはあるにしても時を同じくし

て開催された隣接自治体のフェスティバルとの連

携も乏しく、また農林商工業に立脚をした名寄市

の産業経済の観点からもいま一つ妙案、妙手を欠

いている実態を改めて再認識をいたしました。果

たして平成２３年度以降の名寄市経済部の施策と

その体制整備についてどのような取り組みを想定

しているのかお聞きをしてまいります。

続いて、名寄市教育行政から、教育委員会と市

民のかかわりについてお聞きをいたします。今児

童を取り巻く教育環境は、学校内においては陰湿

な暴力、いじめ、学力低下などが、また学校外に

おいては児童の虐待、養育放棄の問題などが深刻

化の度合いを高め、今や大きな社会問題となって

います。名寄市では、いまだこうした重大な事件、

事故にまで発展してはいないものの、これらの事

件、事故を他都市での出来事としてとらえるので

はなく、市民の皆さんとともに歩む地域に根差し

た教育委員会の役割が重要になってきています。

そのためには、市民の皆さんに広く教育委員会の

各委員の紹介やその仕組み、また定例会の開催と

審議状況を知らせる手だてとして名寄市の広報や

インターネットのポータルサイトに掲載して積極

的な情報を公開し、ともに考えようという姿勢を

より強固なものにしていくことが急務であろうと

考えております。市民の皆さんとのかかわりをよ
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り強固に深めるため、市教育委員会の教育施策に

ついてお知らせを願います。

最後になりますが、名寄市立大学の未来につい

てお聞きをいたします。名寄市立大学は、地域に

貢献し、地域に開かれた大学であることを目標に、

保健、医療、福祉という支援サービスに携わる人

材をはぐくむ大学として２学部４学科で構成し、

全人教育と広い視野に立った職業人の育成、地域

社会の教育的活用と地域貢献などを基本理念に掲

げています。私は、さきの第３回定例会において

本年は１９６０年春の名寄女子短期大学開学以来

５０年目、さらには名寄市立大学として足かけ開

学５年目を迎えたのを機に名寄市立大学の将来構

想について質問をいたしました。また、その後名

寄大学創立記念事業の一環として、名寄市立大学

の未来をテーマに公開討論会も開催をされました。

しかし、大変残念ながらいずれも熟度の高まらな

い議論経過の中で推移し、今後ますます加速度的

に少子化に拍車がかかる中にあって、果たして現

行の体制のままで志望学生の確保と魅力ある大学

づくり、さらには市民の皆さんとともに築き上げ

ていく名寄市立大学の未来をどのように切り開い

ていくのか、いま一度踏み込んだ展望について再

度お聞かせを願います。

以上でこの場からの質問を終了いたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま大石議員から大きな項目で３点の質

問をいただきました。１点目の小項目１につきま

しては私から、小項目２については経済部長から、

大きな項目２点目は教育部長から、大きな項目３

点目は大学事務局長からの答弁となります。

それでは、名寄市の行財政運営から、新市建設

計画と新市将来構想からについてお答えをします。

平成１９年に策定された新名寄市総合計画は、新

市将来構想と新市建設計画を踏まえ、本市が目指

すまちの将来像を示し、その実現に向けて具体的

な施策を明らかにしたものであります。計画の進

捗度及び実現度につきましては、情勢の変化に対

応するために３カ年の計画を毎年度見直すローリ

ング方式で行っており、前期５カ年での当初計画

では１９６事業、約３００億円の事業費でありま

したが、第４期ローリング調整後では２５２事業、

約３５１億円となっており、事業数では２８％の

増となっております。なお、事業費ベースでは１

７％の増となっております。

また、合併して５年が経過するわけであります

が、その間風連庁舎、名寄庁舎による職員間の人

事異動や事務事業等の統廃合など新名寄市の体制

づくりに努めてまいりましたが、それぞれ１００

年の歴史に培われたまちづくりが行われてきたこ

とで心の合併も含め、もう少し時間がかかるもの

と考えております。市民の一体感につきましても

各種イベントや会議などの参加により、少しずつ

ではありますが、培われてきているものと思いま

す。これからも健全財政と円滑な市政運営を行え

るよう努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、小項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目、名寄市の経済産業の発展とその推進から、

観光等の振興策についてお答えをいたします。

名寄市は、恵まれた自然を生かした施設整備を

含め、各種大会の誘致や集客増加のために効果的

なイベントを開催するなど交流人口の拡大や地域

の活性化を図ってまいりました。しかし、一律的

な色彩の強い観光施策はニーズの多様化による観

光の個人化に十分対応したものではなく、自然志

向、健康志向の強まり、さらには高速交通網の整

備などによる観光ニーズを見据える必要がありま

す。先ほどお話をいただきました名寄の白樺まつ

りあるいは風連ふるさとまつり、産業まつり等々

のイベントにおきましても平成２１年度あるいは

２２年度においてこの種のイベントにつきまして

は平成２１年度で約３万人、平成２２年度、現在

というか、大体終わっておりますけれども、２万
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０００人と０００っている状況にございます。

この辺につきましては、先ほど御指摘ありました

ように企画等の不足の部分もあろうかというふう

に思っておりますが、この辺についてはさらに状

況を判断しながら進めていかなければならないと

いうふうに考えております。

多様化する観光ニーズに対応するため、広域観

光ルートの開発や観光企画、イベントの充実、農

林業との連携による体験型、滞在型の観光ステー

ジづくりを推進することが求められております。

既存観光資源の保全、有効活用を推進するととも

に、新たな観光資源の発掘に努め、体験型、滞在

型観光の振興をも推進をしていきたいと考えてお

ります。観光の振興につきましては、地域を活性

させる大きな効果が期待されます。自然、スポー

ツ、文化的な観光資源を活用し、広域での連携を

強化をしてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

２、教育委員会と市民のかかわりについて答弁を

させていただきます。

まず、１点目の教育委員及び教育委員会議の広

報についてでございます。教育委員会制度は、地

方自治の尊重、教育の政治的中立と教育行政の安

定、指導行政の調和と連携を理念として発展をし

てまいりました。教育委員は、人格が高潔で教育、

学術、文化に関し見識を有する者から市長が議会

の同意を得て任命をしております。これらレイマ

ンでもあります教育委員の合議により教育委員会

議が開催をされ、意思決定を行っているものであ

ります。名寄市における教育委員会議は、教育長

も含めた５名の教育委員と委員会事務局、課長が

出席をいたし、毎月１回定例会を開催し、必要に

応じて臨時会も開催をしております。会議は、原

則公開となっておりますが、人事案件など公開を

しない場合もございます。本年４月から委員会の

会議録につきましては、市の自治基本条例の趣旨

に基づき、開催から１カ月ほど後にはなりますが、

ホームページで会議の内容を公開をしてございま

す。会議開催日の案内などにつきましては、今後

ホームページなどを通してさらに周知を図るよう

に努めてまいりたいと考えております。

次に、教育委員会の施策を市民に知らせる方策

であります。教育委員会の業務は、学校を含めま

した教育行政と社会教育の分野に大きく分かれま

す。社会教育につきましては、行事の案内が中心

ですが、市の広報、各施設の広報紙、市のホーム

ページなどで市民への周知を行っております。ま

た、学校教育においては、各学校においては学校

だより等により保護者、校区へのお知らせが中心

となっております。教育行政全般の施策について

のお知らせについては、現在のところ市のホーム

ページと冊子となっております「教育なよろ」が

中心でございます。各種の手続、小中学校の案内

などの基本的な項目のほか、ホームページの中に

はさきにお答えいたしました教育委員会議録ほか、

教育委員会の諸活動の検証については平成２０年

度から毎年教育委員会の事務管理の点検評価を行

い、報告書としてまとめて同じように公開をして

おります。ほかにも冊子として毎年６月に作成を

しております「教育なよろ」のほか、教育行政執

行方針、それから学校施設の整備計画などがあり

ますけれども、項目の数とか、それからわかりや

すさなどについては今後さらに工夫を重ねてまい

りたいと考えております。

なお、「教育なよろ」につきましては冊子で８

１ページにわたり名寄市の教育全般が記載されて

おり、ホームページでも全文が記載されておりま

す。冊子としては、印刷部数が限られていること

もありまして、図書館などで閲覧となっておりま

すけれども、貸し出しも可能ですので、今後市民

にも周知してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大〇市立大学事務局長（三澤吉己君）
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きな３点目の小項目１、名寄市立大学の未来につ

いてお答えいたします。

名寄市立大学は、市立名寄短期大学の歴史を受

け継いで、ことしの３月に第１期卒業生を送り出

し、大学として一応の基礎づくりができたと考え

ております。これまでの４年間においては、それ

ぞれの教職員は学生の参加、協力も得ながら理念

及び目的を達成するために教育研究、社会活動、

大学運営等の面で試行錯誤を繰り返しながら、よ

りよい大学づくりを目指して取り組んでまいりま

した。

議員から御指摘もございましたが、今大学を取

り巻く環境は大きく変化しつつあり、早急な対応

が求められています。少子高齢化社会の中で介護、

保健、医療、福祉系の分野の学部を持つ公立大学

は、平成２１年度現在で全国７７大学中４０を超

えており、人々の健康と福祉の向上を目指した人

材の養成と地域社会の貢献がますます重要となっ

てきており、本学においても連携教育など大学独

自の特徴を出していくことが必要であります。

また、大学、短大への進学意欲の向上により全

国的には今や進学率は５０％を超えている一方、

少子化の進行に伴う１８歳人口の０少傾向を反映

し、志願者数、入学者数は０少が続いてきていま

す。文部科学省の予測発表にあるように、大学を

選択しなければ希望する人はすべて入学できるい

わゆる大学全入時代を迎えており、その後に来る

のは大学余剰時代、大学淘汰の時代であり、それ

は大学が完全に入学志願者優位の市場になってく

ることを意味するものと言われております。人気

のある大学は、多くの志願者の中から質の高い学

生を確保できる反面、そうでない大学は学生の質

の低下や入学者の確保が懸念される状態となって

おります。現在でも私立の４年制大学で３割、短

期大学では４割が入学定員を確保できない厳しい

状態にあり、学生確保をめぐる大学間の生き残り

をかけた競争はさらに厳しさを増すことは予測さ

れております。また、平成２０年度以降の世界同

時不況によって就職率の大幅な０少と未就職のま

まの卒業や保護者の失業等による退学率の上昇な

ど厳しい状況が続いてきております。

このような中で、本学においては、学生の志願

状況については経済状況を踏まえての公立大学志

向が高くなっていることもあり、これまで比較的

安定して道内のみならず、全国各地から志願者を

確保してきました。しかし、全体としては右肩下

がりの傾向にあり、少子化の進行により今後質的

にも学生の確保が困難になることも予想されます。

就職状況については、初めての卒業生でありまし

たが、厳しい経済情勢を反映して就職率は９割程

度にとどまっており、また学科間で就職率に差が

あり、大学で取得できる資格免許が就職に直結し

ない分野は厳しい状況となっているところであり

ます。

完成年度を終え、改めて開学以降の４年間を大

学全体として組織的に振り返り、確認しながら将

来を見据え進んでいくことが重要であると考え、

自己点検評価委員会を設けて教育の理念と目標に

基づいた教育の質の確保とそれを基盤とする専門

職の養成について、項目ごとに現状説明と点検評

価をし、さらに将来への改善などを報告書にまと

める作業に取り組んでいるところであります。具

体的には、保健、医療、福祉の分野で活躍できる

幅広い人材を養成し、地域社会に送り出すことを

目指す大学として顔の見える本学ならではの少人

数によるきめ細やかな教育実践を展開してきたか

どうか、また学生の能力を伸ばすことに主眼を置

いた教育を行い、専門職として鍛えられていると

いう企業等からの評価を高めることができたかど

うか、また公立大学として教育研究成果の地域へ

の還元や公開講座の実施など、市民に対するサー

ビスの提供などを行うことができたかどうかであ

ります。このことが本学の生命線であり、魅力あ

る大学づくりにつながるものと考えております。

名寄市立大学は、地域を支える人材の養成と供

給という基本使命を持っており、このためこれま
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で以上に学生、地域、時代のニーズを把握し、教

育研究の改善に努めながらその使命を果たしてい

くことが必要であり、学生の皆さんから名寄市立

大学に入ってよかったと思われるような地域社会

に信頼され、地域と歩む大学づくりに努めてまい

りたいと考えております。今後自己点検評価報告

書ができ次第、議員を初め学外の方々に公開する

とともに、認証機関での評価資料にしたいと考え

ておりますので、後ほど忌憚のない御批判や御意

見等をお願いしたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇６番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。それでは、

順序が入り繰りあろうかと思いますが、あらかじ

め御承知おきください。

最初に、名寄市の経済産業の発展とその推進か

ら、観光施策を基軸にした振興策について再質問

を行います。先ほども部長のほうから、産業経済

振興という観点からお話をいただきましたが、と

ころで名寄市の経済の進展度を推しはかるバロメ

ーターといいますか、名寄市の経済部では何を経

済指標として役立てて活用されているのか、もし

あれば指標等についてお知らせください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業関係あるいは商〇経済部長（茂木保均君）

工業関係のそのバロメーターという、そういうも

のでございますけれども、一応農業関係について

は国あるいは北海道、そして名寄市と一応その計

画があります。例えば食料自給率を１つとっても

国では農業・農村基本計画というのがあります。

これに沿って北海道で北海道の計画をつくると。

市町村ベースでも名寄市でもつくる農業・農村振

興計画、あるいは農協でも農協の３カ年の中期的

にというか、当面の計画があります。これの中で

一定の作付面積あるいは生産量、農家戸数も含め

て出しているものがあります。ただ、商工業関係

についてはそういったものが、きちっとしたもの

が実はないのです。したがって、一定期間の部分

の中で統計上あらわしたものを参考にしながら名

寄市の総合計画等の中で一定の振興策というよう

なことを盛り込むということで、数字的にあらわ

したものはございません。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の経済部という〇６番（大石健二議員）

のは、名寄市全体の経済、景気の浮揚の原動力に

なるだろうという、そういう専門部署ですから、

そういう荒海だとか、いろんなところで航海する

ときに羅針盤もなければ航海図もないというのは、

いささかお寒い状況ではあるなというふうに考え

ます。ぜひ名寄市の例えば企業における賃金表だ

とか、いろんな指標があってしかるべきだなと思

うのですが、名寄市には今リアルタイムで使える

指標が残念ながら欠いていると。その中で経済施

策を立てていくという至難のわざに挑戦されてい

る経済部に敬服をいたしますが、ところで現行の

名寄市の経済部は本体が風連庁舎にあって、名寄

庁舎にたしか産業振興室、観光部門は名寄商工会

館の１階にＮＰＯ法人のほうに資力を出して口は

出さないという観光事業を手がけておりますが、

経済部長、フレミングの法則って知っていますか

ね。左手の法則で、３本指やるのですが、いずれ

も向きが違うのです。向いている方向がみんな違

うと。フレミングの法則というのは、親指という

のは動態に働く力、人さし指は電流の方向だとか、

いろいろあるのでしょうけれども、それは別にし

て、名寄市の経済は力が分散している。大変結集

をしなければならないところで、どうも名寄市の

経済部というのは体制そのものが、心のつながり

は一体感があるのかもしれませんが、体制的には

分立をしているなという感じがいたします。ここ

はひとつ大変な時代でありますから、力を分散す

るのではなくて、事業を選択と集中ということで

ぜひとも経済部の体制についていま一度お考えが

あるかどうかお聞きしてよろしいですかね。
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茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

決して力が分散して〇経済部長（茂木保均君）

いるということではなくて、庁舎は別にあっても

それぞれきちっと連携をとりながらやっているつ

もりであります。そういうことの中で行政も、あ

るいは商工業団体、観光協会においても一つの場

所の中でそれぞれのセクションがあれば連携協力

はとりやすいというふうにも考えておりますけれ

ども、それぞれの時代の背景もありまして、そう

いう中で対応していかなければならぬということ

であります。例えば合併時の経済部が農業関係は

風連に、商業関係は名寄にという部分は、やはり

そこにそういう業をなされている方が多いという

部分の中でそういった判断をされたものというふ

うに理解しております。行政においても両庁舎の

有効活用という、こんな視点もございまして、住

民の方あるいは職員にも多少不便はかけていると

いうふうには考えておりますけれども、これらに

ついても鋭意今機構改革等の中でも協議をしてい

るということでございます。いずれにいたしまし

ても、市民の皆さんという形の部分で御迷惑かか

らないような、そんなことを前提にそこら辺は十

分配慮をしたいなと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひチーム経済部とし〇６番（大石健二議員）

て総合力を発揮していただきたいと思います。

次に、名寄市の新市建設計画と新市将来構想に

関連して、期間が間もなく終了するであろう合併

特例区もあわせてお聞きをしてまいりたいと思い

ます。明春３月に風連の合併特例区は期間が満了

するだろうと思うのですが、それに伴ってさまざ

まな条約や規約などの見直しも十分想定されるの

ですが、このうちさらにはちょっと焦点を絞って

いきますと、合併特例区規約というのも失効して

いくことになりますか。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

合併特例区の期間満了〇副市長（久保和幸君）

に伴う規約等の失効については、法律で規約が失

効するということになっておりますので、議員御

指摘のとおり失効することになります。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

この規約が失効、ある〇６番（大石健二議員）

いは見直しではなくて失効していくということに

なれば、必然的に合併特例区協議会も解散してい

くのだろうと思うのですが、たしか平成１６年８

月１６日付の自治組織委員会で発行されている資

料の中に２市町間における確認事項として、風連

町と名寄市は合併により地域の自治が失われたり、

寂れたりしない仕組み、制度を取り入れ、双方の

資源を有効に活用していくことを基本的な考え方

とするというふうにあるのですが、この特例区期

間終了後で自動的に合併特例区協議会も解散、解

消していくことになるのだろうと思うのですが、

こうした全体的な協議会にかわる組織の設置など

というのは考えておられるのでしょうか。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお答え申し上〇副市長（久保和幸君）

げましたけれども、合併特例区は法で設置期間５

年ということが決まっておりますので、基本的に

合併特例協議会も規約の中で設置するということ

になっておりますので、当然特例協議会も解散す

ることになります。その設置後の取り扱いにつき

ましては、地域自治を継承する必要があるだろう

ということで、地域連絡協議会的なものを設置す

ることで現在考えているところでございます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと、ちょっと時間〇６番（大石健二議員）

がなくなってきたので、はしょりながら最後にお

聞きをしてまいります。先ほど平成２３年３月を

もってさまざまな合併特例にかかわるものが条例、

規則その他で見直し、廃止につながっていくだろ

うというお話でございましたが、現行２人体制の

名寄市副市長の定数条例あるいは副市長の担任事

務規則というのはどのように考えておられるので
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しょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

副市長の設置の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、名寄庁舎、風連庁舎担当を置

くというふうになっておりますので、それぞれ両

庁舎を有効活用して、いましばらく庁舎の活用を

考えておりますので、条例にのっとりまして２人

を設置する、当分設置ということで考えておりま

す。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

重ねて質問をするので〇６番（大石健二議員）

すが、いましばらくというのはどの程度の期間で

すか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

庁舎を現実的に今〇総務部長（佐々木雅之君）

有効活用する部分につきましては、ここ２１年、

２２年につきましては庁舎の改修関係、屋根も含

めた改修関係をやっておりますので、庁舎の有効

活用の期間については少なくとも１０年程度は活

用できるかなと思います。副市長２人制がいつま

で続けるかにつきましては、市長の御判断も含め

て両地域のこれからの地域振興も含めて考えてい

ただけるものかなと思っておりまして、庁舎のあ

りようについては１０カ年程度このまま両方の庁

舎を活用する方向で進めたいという観点からいい

ますと、１０年程度はというふうには最低思って

おります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

続いて、名寄市の教育〇６番（大石健二議員）

行政から教育委員会と市民のかかわりについてお

聞きをしてまいります。

先ほど教育部長のほうからるる御説明をいただ

きました。名寄市教育委員会のホームページには、

確かに教育委員会の議事録が掲載されています。

ただ、残念ながら傍聴者の項目をずっと見ていき

ますと、本年４月からすべての会議で傍聴者がな

しと、こういうふうに記載がされております。現

行では教育委員会、毎月１回開くという会議の公

開が地方教育行政の組織及び運営に関する法律だ

とか、名寄市教育委員会会議規則だとかに定めら

れているのですが、会議の周知というのはこれま

で行っていないだろうというふうに考えます。こ

れから具体的に名寄市教育委員会５人の委員の方

と教育委員会事務局の職員との定期的な月例会の

中に市民の傍聴を呼びかける告知についてどのよ

うに具体的に打っていくのか、お知らせをいただ

きます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

教育委員会の会議の〇教育部長（鈴木邦輝君）

周知でございます。議員の御指摘のとおり、教育

委員会は主に月の後半に開催されることが多くて、

この日程につきましては教育長以外ほかの４人の

教育委員の方はそれぞれお仕事等を持っています

ので、日程の調整を含めてなかなか決まらなくて

後半になる部分が多い部分がございます。その中

で、少なくとも１週間前には日程は決まりますの

で、それについて今まで周知が不徹底であったと

いうことは議員の指摘のとおりであります。今後

につきましては、ホームページ等で日程について

公開をするような形、またほかの方法があればま

た内部でも検討をしていきたいと思っております

ので、御理解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

なるべく閲覧から会議〇６番（大石健二議員）

までの開催の時間を少し長くとっていただければ、

それなりに市民の皆さんも都合をつけて傍聴がで

きるだろうと思いますので、ぜひ御検討願いたい

と思います。

会議の中で、いろんな教育行政項目があるので

すけれども、たまたま平成２２年９月２８日に開

かれた第１３回教育委員会の会議の中の教育行政

報告の中の５番目、フッ化物洗口という項目がご

ざいました。このフッ化物洗口というのを調べて

みました。昨年の６月、北海道が全国の自治体に

先駆けてフッ化物洗口の普及を明言した北海道歯

・口腔の健康づくり８０２０推進条例の制定に伴
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って、多分各自治体の教育委員会におろされてき

たものだろうと思うのですが、このフッ化物洗口

についての教育行政報告について、これを議題と

した教育委員会における議事録が掲載されていな

いものですが、果たしてどのような委員からの協

議あるいは皆さんのほうからレクチャーがあった

のか、簡単で結構ですので、お教え願えますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話ございま〇教育長（藤原 忠君）

したフッ化物洗口につきましては、道の条例が平

成２１年６月に制定されて、その中で学校教育に

おいてもフッ化物洗口についての取り組みを推進

する、そういう項目がございました。それで、名

寄市としてはフッ化物洗口についての取り組みを

どうするかということについて今後検討していき

たいという報告であったのであります。お知らせ

でございます。教育委員会の中で教育委員さんに

対するお知らせ、そしてこれはフッ化物洗口につ

いては上川管内の教育長会議等も何回か開催して

おりまして、その中で上川管内としてもどういう

ふうに取り組んでいくかをいろいろ今議論してい

る最中でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

このフッ化物洗口で用〇６番（大石健二議員）

いられる薬品、試薬というのはフッ化ナトリウム、

その他混合されているものだろうと思うのですが、

調べてみますと劇薬指定で極めて毒性が高いとい

うことでございます。かなり水で希釈はするのだ

ろうと思うのですけれども、その希釈した後の処

理の問題だとか、飲み込んだらどうなるのだとか、

これは殺菌、滅菌にも使われているという薬品で

すから、そういった極めて重症化するとかなり腎

炎だとか心不全だとか呼吸困難だとか、いろんな

症状を併発するというふうに書いてある文献を読

んだものですから、ぜひ教育委員会の中でたとえ

お知らせであってももう少し協議の場があっても

よかったのかなと。私は、外部から見ていて内容

がないものですから、見えないものですから、率

直にそう感じました。

ちょっと時間の関係で進めてまいりますが、最

初に質問をした際に、児童を取り巻く環境が極め

て厳しい風雨にさらされているよと、今は。そう

いった中で、最も児童生徒とかかわりの深い教育

委員の皆さん、さらには名寄市には民生委員、主

任児童委員あるいは旭川児相の児童福祉司と、こ

ういった専門の方々がいらっしゃる。こういう児

童を取り巻く環境が厳しい環境の中にあって、名

寄市教育委員会が音頭をとるのか、それとも生活

福祉あるいは福祉事務所、どちらでやるかわかり

ませんけれども、こうした教育委員の皆さん、民

生児童委員の主任児童委員の皆さん、旭川児童相

談所の児童福祉司の方々と例えば３者協議あるい

は３者懇談というのをこれまでに何回か開かれた

経緯があるのでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

特にそういう今の大石〇教育長（藤原 忠君）

議員のお話のような意図で開催したという経緯は

ございません。しかし、今非常に子供たちを取り

巻く環境は多様化しておりまして、さまざまなケ

ースが生じております。そういうケース・バイ・

ケースの中で、しっかりと連携をとっていること

は間違いございません。児童相談所にしても民生

委員にしても、その都度いろんな場面でお話し合

いはしております。ただ、定例的にそういうこと

について、いろいろな議論を児相も交えてすると

いうことは取り組みとしてはしていないところで

ございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

開いていくという観点〇６番（大石健二議員）

からは、今後検討の余地があるのでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

これまでのケースから〇教育長（藤原 忠君）

考えますと、子供たちの事例そのものに応じたニ

ーズといいましょうか、こういうところから連携

をとっているという見地でございまして、これか

ら将来についてはそういうことについても検討し
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ていく必要があるのかなと、そんなことを考えて

おります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、教育委員会、〇６番（大石健二議員）

次の問題で質問を移らせていただきます。前回の

定例会で平成２２年度の全国学力・学習状況調査

についてお尋ねをしました。もう間もなく集計、

分析ができてくるのだろうと思うのですが、次年

度に向けて学習向上プログラムの見直しも含めた

指導の改善策、こういったものをホームページ、

これから積極的に情報を公開していくというお答

えですから、その調査の概要と指導の改善策につ

いてホームページ上で公開、掲載していく考えは

あるかどうかお聞かせください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

今年度の全国学力・学〇教育長（藤原 忠君）

習状況調査については、名寄市にも希望で受験し

た、名寄市は全校受けているわけでありますが、

抽出と、それから希望と両方に分かれております。

その希望で受験した成績についてももう届いてお

ります。この基本的な考えとしましては、やはり

１つには各学校にしっかりとその結果を周知する

こと、もう一つは子供たちにその結果を周知する

こと、それから保護者にはその学校の傾向とか、

いいところ、悪いところ、そういうことについて

周知するということで取り組ませていただいてお

ります。この成績の結果について、市民にどこの

学校はどういう傾向でどうだったという具体的な

ところまで周知する計画は今のところ持っており

ません。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

個別ではなしに全体的〇６番（大石健二議員）

な名寄の学習状況調査について、概括的にでも報

告される考えはございませんか。例えば名寄市よ

りも非常に学校数も多い自治体においては、私今

手元に持っているのですが、概要と指導の改善策

ということで、それぞれ小学の国語、中学の国語、

算数、数学と、それぞれについて設問ごとの傾向

と今後どのように改善をしていくかという冊子が

極めて教育先進自治体では公表されていると。我

が子あるいは名寄の児童生徒の学習の特徴と傾向

と今後の対策について一般の市民も理解、把握が

できるように努めることが肝要ではないかと私は

考えるのですが、いかがでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまの大石議員の〇教育長（藤原 忠君）

お話でありますが、昨年までは指導改善プランと

いう冊子をつくりまして、特に昨年度については

３年間の集大成という形でつくらせていただきま

した。この冊子をつくったということイコール市

民に周知したということにつながるかどうかはま

た別な問題でありますが、今年度はこの指導改善

プランを策定する予定はございません。しかし、

名寄市としてもただいまお話のように名寄市の学

力、学習環境すべてについては今鋭意分析をして

いるところであります。そういう中では、この全

体的な傾向について各学校、保護者には周知をす

るわけでありますが、ホームページ等を通してこ

の傾向についても市民にもお知らせする、そんな

ことを今後検討してまいりたいと、こう考えてお

ります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、次の課題に〇６番（大石健二議員）

ちょっと移ってまいります。名寄市の教育委員会

では、生命に畏敬の念を持ち、他人を思いやる心

豊かな児童生徒の育成を期するとともに、自主自

立の精神を持ち、しなやかにたくましく生き抜く

ことのできる人間の育成に努めるとして、名寄市

学校教育の基本方針を定めています。この方針に

基づいて、単年度ごとに名寄市の学校教育の推進

の重点、２２年度も定めているのですが、どうも

私は教育というのは単年ごとにやるというのも一

つの手なのかもしれませんが、もっと長いタイム

スパンで建設を練っていく必要があるだろうと私

は思うのですが、具体的な教育施策を位置づけて

実効性のある取り組みを中期的な視点に立って教
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育の方向性を明確にして、将来を見据えた例えば

ですが、名寄市の学校教育基本計画というものを

策定する必要があるのではないかと、私は考える

のですが、そちらのほうではどのように考えてお

られますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

まず最初に、名寄市に〇教育長（藤原 忠君）

は名寄市の教育目標がございます。これは、旧名

寄市ではもう何十年も続いたものでございました。

それが風連、名寄が合併して新しい名寄市が誕生

した平成１９年、新たに名寄市の教育目標を定め

たところであります。この教育目標というのは、

名寄における教育の基本理念でございまして、こ

れについては今後永劫に続くというふうなとらえ

方をしながら教育を進めてまいると、こういうふ

うに考えているところであります。その教育目標

のもとに学校教育、これは教育には社会教育とか

学校教育とか、さまざまな分野があるわけであり

ますが、この中に学校教育の基本方針というのを

定めております。これも同じように今議員のお話

のとおり生命に畏敬の念を持ち云々と、こう始ま

っておりますが、これも基本目標と同じように続

くものだと、こういう押さえ方で私たちはこの理

念に基づいてそれぞれ学校教育の方針を立ててお

ります。

その学校教育の推進の重点につきましては、毎

年校長会等を通しながら教育委員会の内部、校長

会等の内部で検討を繰り返しながら毎年定めてお

ります。したがいまして、基本方針とか目標など

という学校教育にかかわる変わらない不易なもの

を踏まえて、それに応じて毎年重点を検討してい

くということであります。実際的には大きな問題

が生じない限り、この重点というのは継続して行

われていくと、こういうふうになっております。

そして、その重点に基づいて具体的な推進計画を

立てて各学校では翌年度の学校教育計画を立てて

いくと、こういう大きな流れになっておりまして、

それに加えて教育委員会としては教育行政執行方

針を毎年度発表させていただき、それを受けて各

学校では新年度の計画を立てていくと、こういう

運びになっておりますので、このこと自体は通例、

一般的であるといいましょうか、名寄独特のもの

ではなく一般的で各市町村、全国的にこういう形

で行われてきていると、このように私は受けとめ

ております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

教育というのは、単年〇６番（大石健二議員）

度でやっていくというのも一つの手なのかもしれ

ませんが、義務教育だけを見ていきますと６年、

３年あるいは高校３年というふうにある程度長期

の展望に立って、中期の展望に立った取り組み、

計画が必要だろうと。その年度に重点的に取り組

む年度ごとの事業も必要でしょうが、もっと鳥瞰

的に、俯瞰的に見た計画があってしかるべきだろ

うと私は思いますが、それは次回にまた譲るとし

て、先ほど教育部長のほうから教育委員の任命に

ついてるるお話がございました。教育委員は人格

が高潔で云々ということですね。たまたま私、名

寄市の教育委員会のホームページを見ていて、さ

て名寄市の教育委員の方のお名前はだれだという

ふうに一生懸命検索をするのですが、なかなか出

てこないと。教育長の藤原教育長あるいは梅野博

様、教育委員長というのはお顔もお名前も一致す

るのですが、他の方々の委員のお名前と顔がどう

も一致しないということで非常に距離感が感じて

おります。

たまたま教育では先進的な取り組みをしている

東京都中野区の教育委員会のホームページを見る

と、各委員の方の顔写真と教育に対する一言とい

うか、メッセージがかなり平易な言葉を用いて自

己紹介されていると。名寄市の教育委員会の委員

の皆さんと市民の皆さんの距離を縮める意味でも

教育委員会のホームページにはもう一工夫、二工

夫必要だろうと思いますが、名寄市の教育委員の

皆さんとの距離を縮めるという意味で、今は首長

の任命制というのがとられておりますが、この中
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野区の教育委員会は推薦公募制というのをとって

おられると。手元に資料あるのですが、ある時期

が来ると任期が満了する一月前ぐらいに中野区の

教育委員の自薦、他薦を公募いたしますという要

綱までびっしり出てくるのですが、その中で教育

委員の皆さんに対する市民の皆さんから投票が行

われるのです。その投票どおり採用されるかとい

うと、そうではなくて首長が、区長さんですね、

ここでは。区長さんが定員が超えた場合、超えな

い場合、いろいろあるのでしょうけれども、それ

を重きを置いて参考にして任命をしていくという。

決して地方教育行政の組織及び運営に関する法律

に抵触するものではなくて、こういった人材の推

薦公募ということについて名寄市の教育委員会の

皆さんと市民の皆さんの距離を縮めるという意味

で、教育委員会に聞くのもどうかと思いますが、

加藤市長、どのようにお考えですかね。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） 先ほどから教育委員会の〇市長（加藤剛士君

あり方も含めた市の教育行政はどうなのだという

お話でありますけれども、いろいろといただいた

御意見をしっかりと検証してまいって、どのよう

にこれから市の教育行政が明るいものになるのか、

承った意見をしっかり検討してまいりたいという

ことで御理解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

実は、名寄市でも教育〇６番（大石健二議員）

委員の公選制というのが１度あったのです。１９

５２年、昭和２７年ごろと古い話ですが、１度ご

ざいました。歴代の市長さんで教育委員もやって

いたという経緯があるのですが、それはそれとし

て、最後に時間をいただきながら、名寄市立大学

の青木紀学長から前回の名寄未来大学の公開討論

会の中で言い残した、言い募ったということがも

しメッセージとして託されていたらお教えいただ

ければありがたい。もしなければないで結構なの

ですが。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

１１月３日〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の公開討論会、限られた時間でということで一定

程度思いについてお話があったと思いますが、何

か聞くところによりますと１月早々に議員の皆さ

ん方とまた懇談会の中で学長の考えをお話しさせ

ていただく機会あるようでございますので、その

中でひとつお聞きいただければと思っております。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の家庭ごみについて外２件を、木戸口真

議員。

皆さん、おはよう〇１３番（木戸口 真議員）

ございます。議長のお許しをいただきましたので、

通告順に従い一般質問をいたします。今定例会で

は、私は加藤市長に２件、教育長に１件を質問い

たしたいと思います。１０日から一般質問もなさ

れ、重なる部分もありますが、皆さん方の御理解

をいただきたいと思います。

大きな項目１点目に、名寄市の家庭ごみについ

て。私たちの日常生活では、捨てればごみ、分別

すれば資源、ごみの分別は私たちの生活習慣とし

なければなりません。日々燃えるごみ、燃えない

ごみ、資源ごみ、粗大ごみなどに分別し、回収し

てリサイクルすることが廃棄物最終処理場の延命

と今日の循環型社会を目指す取り組みとして必要

と考えます。名寄市では、ごみの取り組み状況は

先進的であると思われます。名寄地区、風連地区

の収集体制の違いを今後どう統一していくのか。

これらのことから、１点目に家庭ごみの現況は、

２点目に収集体制の現況と課題は、３点目に収集

体制の今後の考え方をお聞きいたします。

大きな項目の教育行政について。名寄市の児童

生徒数は、少子化の流れによりとどまることなく、

平成２０年に策定した市立小中学校適正規模及び

適正配置に関する基本方針では、名寄地区市街地

５つの小学校について各学年２学級で１校当たり

１２個が適正といたしました。市教委の１０年後

の試算では、２学年の維持が困難になる見通しで
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もあります。農村部にある小規模校も児童数１０

名を切り、地域父兄みずからが子供たちの学校の

あり方を検討し、要望を示す状況にもあります。

名寄市の小中学校の統合、校区の再編、校舎の老

朽化に伴う改築などを含め、小中学校施設整備計

画の具体策を保護者や地域住民との共通理解と協

力を得た中で進めるべきと考えるものであります。

これらのことから、１点目に風連日進中学校の休

校に向けた状況と今後の課題は、２点目に風連小

中学校の周辺施設の活用状況と今後の有効活用は、

３点目に風連日進小中学校の今後の学校運営は、

４点目に名寄市立小中学校施設整備計画の現況と

今後の考えはをお聞きいたします。

大きな項目３点目、名寄市短期移住体験型、滞

在型観光の確立について。私は、平成２２年第２

回定例会において定住化促進、短期移住体験住宅、

滞在型観光の創設についてお尋ねをいたしました。

北海道移住促進協議会、ＮＰＯ法人住んでみたい

北海道推進会議と連携を図り、さらなる情報発信

としてホームページの充実とパンフレットの作成

など、魅力的な移住体験ツアーなど積極的に取り

組みを進めますとの答弁をいただきました。さら

に、名寄市立大学白井ゼミの学生からの提言の名

寄休暇村構想についても実行に向け取り組むとの

ことだったが、来年度に向け、今後の魅力ある観

光策が必要と考えます。これらのことから、１点

目に今年度の取り組み状況と今後の対応は、２点

目に観光による交流人口の拡大策が必要と考える

が、３点目に名寄市立大学の休暇村構想の進捗状

況はをお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま木戸口議員〇市民部長（吉原保則君）

から大きな項目で３点にわたり御質問をいただき

ました。１点目は私から、２点目は教育部長、３

点目の（１）につきましては総務部長、（２）、

（３）につきましては経済部長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、名寄市の家庭ごみについて、まず

（１）、家庭ごみの現状についてはについてお答

えいたします。平成２１年度における炭化、埋め

立てなど家庭ごみの立出量は約１万 ０００トン

でございました。これは、市民１日１人当たり９

７０グラムとなります。平成１８年度は１人当た

り ０９７グラム、平成２０年度は９７６グラム

となっており、少しずつではございますが、０量

化が進められているところでございます。ごみ立

出量の削０につきましては、３Ｒ運動のさらなる

推進、コンポストの普及、古着、廃食用油の回収

など市民の皆様の理解と協力がなければできるも

のではございません。今後も引き続き機会あるご

とに啓蒙啓発に努め、市民の皆様の理解を深めて

まいりたいと考えているところでございます。

また、本年９月から１０月にかけまして、環境

衛生推進員の協力を得て内淵処分場で分別指導を

実施したところでございます。炭化ごみ、プラス

チック容器包装類の混入、さらには資源ごみとな

る紙類、段ボールなどの搬入なども見受けられ、

現地におきまして指導、説明を行ったところでご

ざいます。新年度以降も事業所訪問とあわせ、引

き続き処分場における分別指導の徹底に努めてま

いりたいと考えております。

また、平成２１年度におきまして適切に分別さ

れた資源ごみのリサイクル品売払収入につきまし

ては古紙類、缶類などで約５５０万円、容器リサ

イクル法による拠出金が約６００万円、合わせて

１５０万円の収入があったところでございます。

議員お話のように捨てればごみ、分ければ資源を

スローガンに市民の皆様に一層の協力をお願いし

てまいりたいと考えているところでございます。

次に、（２）、収集体制の現況と課題について

でございます。現行の収集体制につきましては、

名寄地区、風連地区でそれぞれの歴史的経過、地

域事情を踏まえた中で異なったものとなっており

ます。収集につきましては、名寄地区は基本的に
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は戸別収集、風連地区におきましては各地区のリ

サイクルステーションに加えてステーション方式

で行われているところでございますし、収集回数

につきましては名寄地区が埋め立てごみなりプラ

スチック類がそれぞれ週１回となっているのに対

しまして風連地区は埋め立てごみが月１回、プラ

スチックにつきましては隔週、１週間置きという

ような状況になっておりまして、これらの収集回

数の見直しの要望、名寄地区との統一についても

出ているところでございます。平成２３年度の予

算編成に当たり、ごみ収集委託業者の収集能力の

有無の判断、さらには財政負担の増についても十

分考慮した中で地域住民のサービスの向上を図る

ために予算編成作業を進めているところでござい

ます。

３番目の収集体制の今後の考え方についてでご

ざいます。平成２３年度、来年度は１９年度に策

定いたしました名寄市一般廃棄物処理基本計画の

中間年となることから計画目標達成状況、さらに

はごみ処理状況等の確認を行う中で計画の見直し

作業を進めてまいりたいと考えております。収集

体制、方法の見直しに当たりましては人口の０少、

高齢者世帯の増加、また立出量の推移等を十分に

考慮していかなければならないと考えております。

２３年度におきまして地域の意見を聞く中から、

名寄市廃棄物０量等推進審議会に諮るなどして今

後の収集体制、方法のあり方に検討してしてまい

りたいと考えておりますので、御理解を賜りたい

と思います。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

２、教育行政についての（１）から（４）につき

まして答弁をさせていただきます。

まず、（１）、風連日進中学校の休校に向けた

現状と今後の課題であります。日進地区では、生

徒数の０少が著しいことから、これまでも子供の

教育環境等につきまして地区内で何度も話し合い

が行われてまいりましたが、平成２２年４月に地

区のＰＴＡ会長より今までの経過についての説明

がございました。その後、６月には地域の合意形

成が図られたということで町内会長、ＰＴＡ会長

より教育長に対し、口頭にて中学校の休校につい

ての申し出があったところであります。７月には

町内会長、ＰＴＡ会長の連名によります休校に関

する要望書の提出がありましたので、それを受け

まして８月の教育委員会議に諮りまして休校措置

を決定をし、上川教育局に休校願を提出をし、認

可を受けて今日に至っているところであります。

今後の課題といたしましては、生徒の朝夕の通学

の足を確保することであり、スクールバス等の交

通手段につきまして具体的に保護者の方々と協議

を行い、新年度からスムーズに実施できるように

努めてまいりたいと考えております。

次に、（２）、小中学校周辺施設の活用状況と

今後の有効利用についてでございます。まず初め

に、あいている教員住宅の活用実態といたしまし

ては、現在地域の高齢者の方がお一人入居をして

おります。この方は、日進７線のバス停から約２

キロほど奥に入ったところにいた方で、お体が不

自由だということ、また病院に通院をするために

人道的な見地から入居を許可させていただいたと

ころであります。今後は、中学校が休校すること

により教員住宅等にあきが出ることも予想されま

すことから、地域の方からの利活用についての要

望がありましたら内容を検討の上、対応をしてい

きたいと考えております。

３点目の日進小中学校の今後の学校運営につい

てでございます。中学校が休校となりますことか

ら、平成２３年度からは小学校のみの学校運営と

なります。教職員につきましては校長１名、それ

から教諭が２名となり、現在より４名の０員とな

りますが、新年度よりもし特別支援学級等が開設

された場合につきましては教頭配置が可能となり

ますので、そのときには３名の０にとどまるとい

うことになろうかと思います。中学校が休校とな
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ったことによりまして、今後もＰＴＡや地域の方

々の意向を十分に尊重して教育環境が悪化しない

ように努めてまいりたいと思います。

最後に４点目、名寄市の市立小中学校施設の整

備計画について御説明を申し上げます。教育委員

会では、これまで平成２０年４月には小中学校の

適正規模及び適正配置の基本方針、２１年１月に

は市立小中学校施設設備耐震化計画をそれぞれ策

定をいたしまして、個別の計画に沿った基本的な

考え方や留意点を示してまいりましたが、これら

２つの計画を連動させた整備計画を策定をしなけ

ればなりません。現在庁内の関係部局によりまし

て組織いたしました小中学校施設整備計画策定検

討委員会を設置をいたし、学校施設の老朽化の対

策、耐震化の必要性、危険校舎等の年次的な改築、

改修という視点からだけではなく、これまで策定

された計画とも連動させながら後年に大きな負担

を残さないという観点から、効果的、効率的な財

政運営にも視点を置きました施設整備計画策定に

向け、議論を進めているところであります。今後

の整備計画策定に向けましての取り組みにつきま

しては、素案の公表の発表及びそれに対するパブ

リックコメントを実施した後、原案を作成をいた

しまして市民に公表してまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大きな項〇総務部長（佐々木雅之君）

目３点目の（１）、名寄市の短期移住体験型、滞

在型観光の確立についての今年度の取り組み状況

と今後の対応についてお答えをします。

名寄市では、北海道移住促進協議会、８８が会

員となっています。ＮＰＯ法人住んでみたい北海

道推進会議等と連携を図り、行政と民間組織が協

働の視点に立ち、効果的なプロモーション活動等

の事業に取り組むべき、主に関東、関西圏の団塊

の世代の退職者等に向け道北の中心都市、名寄市

の認知度を上げるべく移住等のＰＲを行っている

ところであります。また、ちょっと暮らし体験プ

ログラムの紹介や移住関係の相談を受けるなどの

対応やふるさと会員等の会報などを通じて移住情

報を提供しているところであります。本年度は、

移住相談としまして８件の問い合わせがありまし

たが、職があれば移住したいといったものがほと

んどで、体験プログラムを利用して名寄市に来ら

れた方はいない状況であります。今後もさらなる

情報発信としてホームページ等を活用し、短期滞

在型体験プログラムを充実させ、名寄でなければ

体験できないサンピラーパークでのカーリング体

験やなよろ天文台での天体観測体験等をメーンメ

ニューとしてＰＲ事業を行う一方、名寄市が移住

関連の滞在施設を保有していないため、市内民間

業者とタイアップをしてショートステイマンショ

ンやレンタルハウス、ワンルームマンション等を

安価で提供できるよう対応し、北海道生活体験ち

ょっと暮らしを実施しているところでございます

ので、よろしく御理解をお願い申し上げたいと思

います。

以上、答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大きな項目〇経済部長（茂木保均君）

３点目の（２）、観光による交流人口の拡大策及

び名寄市立大学の休暇村構想の進捗状況について

お答えいたします。

初めに、観光による交流人口の拡大策でありま

すが、当市には北海道遺産の天塩川、その水系の

大小の河川、ピヤシリ山系や望湖台自然公園、各

地域に広がる農村景観など誇れる自然がたくさん

あります。また、名寄大学や天文台、北国博物館

を初めとする教育施設につきましても大切な交流

人口拡大の大きな財産であると認識しております。

道の駅もち米の里☆なよろは、平成２０年４月

２０日に道内１０２番目の道の駅として、ふうれ

ん特産館が指定管理者となり管理運営に当たって

いますが、名寄の土産品の品ぞろえも多く、季節

の新鮮野菜が購入できる直売コーナーにつきまし

ても人気を集めているところであります。先月１
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１月７日には来館１００万人目を突破し、達成記

念イベントが開催され、記念の紅白大福を来客の

皆様にも配られたところであります。

また、道立サンピラーパークの利用者も伸びて

おり、先月には開園４年にして目標を上回る５０

万人の利用者となっており、サンピラー交流館に

おいても安心して子供たちに楽しんでいただく場

所として多くの御利用をいただいており、１１月

以降は屋内カーリング場として地域の大会のほか、

全道、全国大会の会場として利用されております。

なお、来年２月８日から１３日にかけて第２８回

日本カーリング選手権大会が開催されることにな

っており、国内の一流チーム男女各８チームの選

手が訪れることになっております。

天文台きたすばるにおきましては、ことしの４

月にオープンし、市内はもとより道内外からの来

館者も多く、オープンから１１月末までの来館者

は１万 ０００人を超え、当初の年間目標を大き

く上回っています。昨年観光協会が作成いたしま

したなよろグルっと！ガイドでは、自然の大景観

ルート、文化・アート探検ルートなどのほか、各

施設の紹介が掲載されております。このパンフレ

ットの活用とあわせて、多くの方が来られており

ますので、来街者からの意見を聞かせていただく

ことにつきましても観光協会と協議をしてまいり

たいと考えております。

次に、名寄市立大学の休暇村構想の進捗状況に

ついてお答えいたします。名寄市立大学白井ゼミ

の学生から提言をいただいておりました名寄休暇

村、名寄で過ごす１週間は、全国各地から来て学

んでいる学生たちが在学中にふるさとの親御さん

や友人たちに夏休み、冬休みを利用してこの地を

訪れてもらい、滞在型観光を実践し、名寄市の観

光振興につなげる提言書をモデルコースとして、

地域のよさを広く発信することを目的に提案され

たものであります。

御提言のありましたモデルコースにつきまして

は、道北観光連盟の事務担当者会議で協議をして

おり、名寄市立大学の協力をいただきモニターツ

アーとして企画、実施に向けて話し合いをしてい

るところであります。内容といたしましては、学

生とその親族という組み合わせで５組１０名程度

を考えており、２泊３日の行程で実施していただ

くこととしておりますけれども、学期末に近づい

ておりますので、手順を踏んで協議をしていると

ころでございます。また、ツアー実施と並行して

来名アンケートなども予定しており、名寄の印象

などを交えて改善する点や評価できる点などをお

聞きし、今後の事業の参考にさせていただきたい

と考えているところであり、関係機関、団体と十

分打ち合わせを行ってまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまそれぞれ〇１３番（木戸口 真議員）

御答弁をいただきました。

最初に、名寄市の家庭ごみについてお尋ねした

いと思います。今御答弁にもありましたように名

寄市の家庭ごみについては総立出量１万 ０００

トンということで、市民１人当たり１日９７０グ

ラムということでありますけれども、調べてみま

すと北海道でも先進地といいますと富良野市が大

変道内でも先進地と伺っております。道新にも出

ていたわけですけれども、そこでは１日１人当た

りが６５０グラムという先進的なところだと伺っ

ております。その中では、全国平均ではというこ

とになりますと ２００グラムということですの

で、これは人口密度とか、そういったものによっ

て多少条件が違いますから、そうなのですけれど

も、これからいうと名寄市の立出量の数値ですか。

健闘されているのかなと私は思っているわけでご

ざいます。

また、市民の皆さん方の協力がなければ、そう

いった資源化はされないということなのですけれ

ども、先ほども部長が言いましたようにこの分別

に関するものは広報なよろの１２月号の中でも取
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り上げられておりまして、資源化の先ほど １０

０万円というお話もありましたし、分別の指導も

現地に行ってしているよというような、こういっ

た形で広報による市民の意識の高揚にも努力され

ているのかなと私は感じております。

そこで、名寄市の一般廃棄物の資源化率はどの

ぐらいなのか、また目標とされているものはどの

ぐらいなのか。これは富良野とはちょっと、富良

野は焼却施設なんかは持っていないということで、

堆肥化もしているということで比べ物にはならな

いかと思いますけれども、ちなみに富良野は８９

％ぐらいいっているということなのですけれども、

名寄市はどうなのでしょうか。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

資源化率についてお〇市民部長（吉原保則君）

尋ねがございました。今お話のように資源化率は、

中間処理施設だとか最終処分の方法によってそれ

ぞれの自治体で少し数字が違ってくるかと思いま

すけれども、名寄市における資源化率、いわゆる

リサイクル率でございますけれども、平成２０年

度につきましては１ ７％、２１年度は２ ９％ 

ということでございました。先ほど申しました名

寄市の一般廃棄物処理基本計画の中間年である来

年の目標につきましては２１％ということになっ

ておりますので、２１年の段階で００ １ほど下

回っているというか、そういったような状況にな

っていますし、処分場に搬入されるごみが適切に

分別され、埋め立てごみ以外のものが搬入されな

いことになると当然資源化率も上昇すると考えて

いるところでございます。

以上でございます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

やっぱり資源化率〇１３番（木戸口 真議員）

が高まることが循環社会の形成にもなるのかなと

思いますし、今後も市民の皆様にさらなるこの分

別の協力を求めていただきたいと思います。

次に、収集体制の現況と課題ということでお聞

きしたいと思います。両地区の収集方法と収集回

数の違いが課題として挙げられておられました。

まず、収集回数の見直しを平成２３年度の予算編

成の中で検討されているという御答弁をいただき

ました。そして、最終的には地域住民のサービス

の向上を図るためということでしたけれども、私

はここはちょっと違うのかなと思いますけれども、

私は住民サービスの公平さを図るために来年度風

連地区の収集回数を改善していくという思いで予

算編成をとり行っていただきたいと思うのです。

確かに地域の住民サービスの向上はなりますけれ

ども、今言ったように課題として違いがあるとい

うことを認識されているのであれば、住民サービ

スの公平を図るという中で収集回数の見直しをし

ていただきたいと思いますけれども、この辺につ

いてはどうでしょうか。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま収集回数の〇市民部長（吉原保則君）

関係で御指摘ございました。おっしゃるとおりだ

と思いますし、いずれにいたしましても昨年度処

分場のごみ処理手数料の関係も統一させていただ

いた関係もございます。そういった観点からも回

数等についても公平性も踏まえた中での回数の増

加というふうに理解していただければと思ってお

ります。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは次に、収〇１３番（木戸口 真議員）

集体制の今後の考え方ということでちょっとお聞

きしたいと思います。ごみの収集体制につきまし

ては私も二、三年前に、３年ぐらい前だと思った

のですけれども、またほかにも同僚議員が２人ご

みに関する質問、また収集のあり方について質問

をしているところでございます。その間、統一に

向けてという論議がされていたわけですけれども、

当面の間は現状でということで大きく改善されな

いままに５年が来てしまったということなのです。

それで、御承知のとおり合併特例区はことしい

っぱいで終了するということで、両地区の公共サ

ービスの違いがかなりあったのですけれども、そ
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ういった意味ではかなり改善されてきているのか

なと、もう８割方はほとんどサービスが統一され

てきたのかなと私は思っておりますけれども、特

に収集方法については、私は以前にはステーショ

ンでやるべきだという理想をお話ししたのですけ

れども、なかなか現状はできないということだっ

たのですけれども、まず今の名寄と風連、先ほど

おおむね名寄地区は戸別方式、風連はステーショ

ン方式と言っていたのですけれども、私はどうし

ても全部が同じにならなければならないという考

えは持っていないのです。やはりその地域、その

地域によって、風連地域の中でではなくて、名寄

市全体の中でステーションが活用できるところは

活用して、そしてまた効率的に戸別ができるとこ

ろは戸別にしていくと。そういった方向で市民の

皆さん方が公共サービスについて公平で理解され

るそういったものを、先ほども今後そういったご

みに関する計画の中で審議や何かをして、また来

年度に向けては地域の皆さんの意見等もお聞きし

ながら進めたいということだったのですけれども、

この収集方法について同一というか、そういった

方法的なことはどれぐらいをめどに取り組む、私

は必要があるとは思うのですけれども、その辺の

収集体制の違いをどうこれから改善していかれる

かを具体的なものがあればお知らせ願いたいと思

います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども００お答え〇市民部長（吉原保則君）

したところでございますけれども、名寄地区につ

きましては市街地区はおおむね戸別方式、それか

ら農村部につきましてはステーションと戸別の併

用というような形になっておりますし、風連地区

につきましては２０のリサイクルステーションと、

それから１７０ぐらいのごみステーションという

か、そういったような形になっているところでご

ざいますけれども、収集の方法につきましても先

ほど言ったように１つにはだんだん高齢世帯、高

齢化社会の進展とともに高齢者がふえていくとい

う中でいきますと、ステーションよりも戸別のほ

うが出し方も含めて、非常に体力的なものなども

含めて楽なのかなと思って、将来的にはそういっ

た方向になっていくのかなというふうに考えてい

るところでございます。

具体的な進め方ということでございますけれど

も、何回も申しておりますけれども、来年が計画

の中間年に当たるということで、そういった中で

は数値目標の変更なども含めて、さらには分別だ

とか資源化の関係も含めて市民の皆さんに説明会

などを開催したいと思っておりますので、そうし

た中で十分な意見を聞いてまいりたいと考えてい

ますし、その意見を踏まえて後期計画というので

すか。２４年から２８年までの中に方法を明確に

できるのか、あるいは次の計画の中に持っていく

のかということもそういった中の意見を聞く中で

判断してまいりたいと考えていますので、ぜひ御

理解をいただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御答弁あ〇１３番（木戸口 真議員）

ったわけですけれども、ちなみにごみ収集委託事

業、平成２１年度の決算が出ておりましたので、

ちょっと参考までに。名寄地区は３カ所で収集量

１８８トン、事業費は ６３９万 ０００円、  

風連地区は事業者が１カ所ということなのですけ

れども、収集量は５２２トンで事業費は７０３万

０００円ということなのですけれども、それで

人口１人当たりをちょっと割り出しますと、名寄

地区は ９５４円、風連地区は１人当たり ５０ 

０円ということで、大体その収集に係る費用がち

ょうど２倍になるということなのですけれども、

そういった住民サービスの違いが大きく出ている

ということで、先ほども私が言ったように今部長

は違いはあると言いながらも徐々にと。それで、

将来的にはニーズといえば戸別という方向もある

よということだったのですけれども、２４年から

２８年の中で提示できればというお話だったので

すけれども、私はやっぱり５年ぐらいの中でそう
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いった方向を検討しながら、最終的には市民に３

年ぐらい前にお示しして、そして５年後には実施

していくぐらいなものを取り組んでいかなかった

ら、もう８年かそこらの中でまず明示するようで

は、私はなかなか市民の理解が得られないのかな

と考えますけれども、その辺については５年ぐら

いの中でできないものなのでしょうか。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

今いろいろお話ござ〇市民部長（吉原保則君）

いましたし、名寄、風連の経費の違いの御指摘も

ございました。それで、そこの部分につきまして

は、多少昨年の決算の数字は００特殊要因もあっ

たかと思っていますけれども、いずれにしても多

少の違いがある部分につきましては、１つは風連

地区は農家の世帯が多いということで自己処理さ

れている方がいるのと、あともともと分別の意識

が高いということの中では自己搬入を処分場にさ

れる方がいるということで、そういった部分では

収集の経費が名寄と風連を比べて少し差が出てく

る要因でないかなと考えております。

また、統一に当たっての考え方ということで今

お尋ねいただきましたけれども、いずれにしても

収集方法については、いろんな考えの方がやっぱ

りいるかと思いますので、そこら辺を十分に聞く

中から、その周知期間のことも含めて考慮する中

で次の体制のあり方について検討していくという

か、今の木戸口議員の御提言をしっかり受けとめ

る中でそういった方向で検討なりさせていただき

たいと考えていますので、御理解いただきたいと

思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともそういっ〇１３番（木戸口 真議員）

た検討をされて、そういった５年スパンの中で実

現に向けていただきたいと思いますけれども、今

の関係について副市長または市長から考えがあれ

ばお聞かせ願いたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

合併に伴って行政サー〇副市長（中尾裕二君）

ビスに違いがあるということにつきましては、こ

れまでも統一ということの方向で進めてまいりま

した。一方、ごみの収集の方式につきましては長

い歴史の中でそれぞれ改善を加えて今の方式があ

るというふうに認識をしておりまして、どちらが

すぐれていてどちらが劣っているというふうには

判断しておりません。しかし、今後高齢化が進む

あるいは地域の地先の張りつきが変わると、こう

いう状況の変化が出てきました段階で市民の皆さ

んあるいは廃棄物０量等審議会にも相談をさせて

いただきながら、その時点での方法がどれがベス

トなのかということを検討させていただきながら

ぜひ進めていきたいと思っておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともごみの関〇１３番（木戸口 真議員）

係につきましては、まだまだ風連地区の市民の皆

さんの中にもこの差はどうなのだという意見もご

ざいますし、名寄地区は名寄地区で今の方式がベ

ストなのかということもありますので、ぜひとも

そういった見解を早目に示すべきだと私は考えて

おります。

次に、大きな項目の教育行政についてというこ

とで、日進中学校の休止という、大変６０年以上

の歴史を持った中で地域の皆さんが子供たち、ま

た地域、いろんなことを勘案され、父兄の皆さん

が休止という要請をされたということは高く私は

評価いたしたいと思います。今後の課題として、

先ほど言われました新入生２人の安全確保に向け

たスクールバスの運行について、どのように進め

るのかお聞かせ願いたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもちょっと答〇教育部長（鈴木邦輝君）

弁でお答えしましたが、新しく中学生となられる

方につきましてはスクールバスを運行したいと考

えておりますが、スクールバスの運行時間につき

ましては、特に部活等で帰りの時間帯が００ずれ

がある部分等がございますので、その部分につき
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ましては地域の方と現在も協議を進めてまいりた

いと考えておりますが、いずれも生徒の安心、安

全な通学の足を確保するという観点から対処をし

ていきたいとは考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひとも、新しく〇１３番（木戸口 真議員）

新入生になって大勢の学校に通うということで大

変精神的な不安もあろうかと思いますけれども、

そういったものを取り入れながら２人の新入生が

学校に通えるような方向で進めていただきたいと

思います。

それで次に、風連日進小中学校の周辺施設の活

用と今後の有効利用ということで、今までなかな

か学校の住宅というのは特別枠の中で利用してい

たということもあって、今回はそういったいろん

な事情から高齢者の方が１人今入っておられると

いうことでもありますし、先ほども部長のほうか

らもお話があったように中学校の休止ということ

とこれから近い将来学校の形も大分運営的にも厳

しくなろうかと思いますけれども、そうしたとき

に私はやはり前々から地区懇あたりでも地元の０

いそういった担い手の人にもそういった近くの住

宅を提供していただきたいという声があったとい

うふうに私は思っているわけですけれども、今後

そういった学校がこれからどのように変わってい

くかはちょっとあれなのですけれども、ぜひとも

そういった利用できるような方向で規則の変更で

すか。そういったものをした中で地域にお任せす

るという言い方はちょっと変なのですけれども、

地域と十分検討してその地域で有効活用できるよ

うな方向に進めていただきたいと考えております

けれども、これについてはどうでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

学校施設につきまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

ての、周辺につきましての部分でございますが、

具体的には一番あく施設として出てくるのは教員

住宅がございます。現在も人道的な見地から高齢

者の方が入居をいただいておりますが、今議員が

指摘ありましたように０い方で地域の農業等の担

い手の方であるとか、そういう部分につきまして

は００の規則の改正等も必要となってくる場合も

あるかもしれませんので、これにつきましては関

係部局と協議をして、有効利用を常に地域の方々

とともに話し合いしながらやっていくという基本

は変わらない予定でありますので、検討をしてい

きたいと思っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともそういっ〇１３番（木戸口 真議員）

た方向でよろしくお願いいたします。

あと、ちょっとプールだとかスケートリンクの

運営は継続されるということでよろしいのでしょ

うか。

あと、学校運営について、小学校だけというこ

とで、先ほどは３名ということだったのですけれ

ども、特別支援ができれば教頭の配置もあるので、

４名を確保できるのではないかというお話あった

のですけれども、子供たちの地域の関係もありま

すけれども、そういった部分で４名になる体制だ

と思うのですけれども、それで十分だという認識

でよろしいのでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、休校措置に関〇教育部長（鈴木邦輝君）

してプールとスケートリンクですけれども、現在

プールとスケートリンクを運営をされているわけ

なのですが、これにつきましては中学校が休校と

なりましても地域には児童生徒が居住しておりま

すので、今後も継続して運営をしていきたいと考

えております。

あと、学校に関する教職員の部分でございます

けれども、これにつきましては児童の人数の関係

等で基準がございますので、これに照らし合わせ

て教育局とも相談をしながらやっていく形になろ

うかと思います。

以上でございます。
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木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間もあれなので〇１３番（木戸口 真議員）

すけれども、もう一点、名寄市の小中学校の施設

整備計画についてお聞きしたいと思います。計画

的に進めるということで、基本的な考えを持って

整備計画を進めるという御答弁をいただきました。

これから、耐震化のを見ますと南小学校、中央小

学校が４０年、３０年ということで古い、老朽化

しているということだと思いますけれども、今後

計画を立てるということなのですけれども、基本

計画、実施計画、建設ということになると５年は

かかると思うのです。３年でできるのかもしれま

せんけれども、大きく見れば５年ぐらいかかると

思うのですけれども、そういったときに、もう今

の時点で来年からもちろん取り組むというお話だ

ったのですけれども、もちろん父兄とか地域だと

か、いろんな中で話して進めなければならないと

思うのですけれども、具体的にこの南小学校、風

連中央小学校の今後の進め方としての考え方を聞

きたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

南小学校及び風連中〇教育部長（鈴木邦輝君）

央小学校の今後の施設整備計画の展望ということ

でございますが、南小学校につきましては、校舎

と屋内体育館につきましては昭和４５年から４７

年にかけて建築されておりまして４０年を経過を

しております。それから、風連中央小学校につき

ましては昭和４６年から４７年にかけて建築され

ていまして、古い部分では３９年が経過をしてお

ります。そういった意味では、両校は名寄市内の

小中学校の中では最も時代的に古い施設となって

おります。また、両校とも旧耐震構造ということ

もありまして、耐震補強、改築、改修等の整備が

必要となってくるわけであります。これらの部分

につきましては、先ほども述べましたが、市内小

中学校の適正規模及び適正配置計画の中で、その

方針に基づいてやっていくことと、また旧耐震基

準により建築された学校施設の耐震化も重要な課

題となります。これらを連動させまして名寄市の

総合計画の中では、基本的には後期計画の中で施

設整備を推進をしていかなければならないと認識

をしているところであります。ただ、議員も指摘

のとおり１度改築をしますと４０年以上使用する

学校施設整備においては、１０年、２０年という

長期的な展望に立って保護者であるとか地域の方

々の意見をお伺いして、共通認識と協力を得て効

果的、効率的に学校施設を整備をしていきたいと

考えております。

以上です。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

これからだという〇１３番（木戸口 真議員）

ことなのですけれども、先ほども私言ったように

基本計画から実施設計までといったら５年ぐらい

かかると思うので、やはり来年ぐらいから実質の

検討に入ると思うのですけれども、早期に取り組

んで総合計画の後期の中にしっかり示していただ

きたいと考えております。

それでは、大きな項目の３点目に名寄市の短期

移住体験型と滞在型観光の確立についてというこ

とで、先ほどから移住に関するのは短期でもなか

なか難しいのかなという感じをいたしました。し

かし、滞在型観光はしっかりと情報を提供して取

り組めば、それなりに進むと私は考えているわけ

ですけれども、先ほど移住型の関連では問題点と

してはやっぱり滞在型の施設の確保が、一応民間

のを利用してというお話だったのですけれども、

前回も士別ではそういった施設を２カ所持って、

格安でということだったのですけれども、そうい

った検討がなされた中でも今の状況ではなかなか

そういった施設の確保というのは難しい状況にあ

るのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

市内にあります空〇総務部長（佐々木雅之君）

き住宅、市の公共施設も含めて空き住宅の関係に

ついて改修を積算しましたら、戸当たり６００万

円程度かかってしまうと。それから、電話等の照
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会なんかでお伺いしますと、単に滞在型でぶらっ

と北海道に来て名寄に来てという感じよりは、定

住の考え方につきましてはやっぱり働く、その地

域でひとつ自分も貢献するというか、地域の中で

自分の立場をしっかり押さえて、その中で定住、

移住も含めてということみたいなので、やっぱり

基盤となる雇用がはっきりしないと難しいという

ことがまず１点ありました。それから、士別さん

の場合につきましては岩尾内ダムの宿泊施設を上

手に活用した部分ということで、国の助成も受け

ながら対応したというふうに聞いていますけれど

も、そこのところは士別市自体が合宿も含めて広

範な取り組みをしているということで、名寄の場

合につきましては合宿の関係につきましてもそれ

ぞれサンピラー温泉があったり、市内宿泊施設等

も含めてジャンプ等にも選手たち入ってきており

ますので、その辺との競合をすることも含めて新

たなお金をたくさんかけてするということについ

ても非常に難しいという判断をしましたので、せ

めて風連地区、名寄地区にそれぞれマンションや

ら、それからショートステイの関係の部分につき

まして確保させていただいて、そことの連携を強

化して申し込みがあったときにはすぐ対応できる

ような体制をとらせていただきましたので、御理

解を賜りたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともそのよう〇１３番（木戸口 真議員）

な方向で来年度に向けて滞在型、そういったもの

を進めていただきたいと思います。

２番目の観光による交流人口の拡大策というこ

とで、１０日の日と先ほども大石議員もいろんな

関係で観光に向けたお話もしておられましたので、

私はそういった意見を聞いた中ではやはり情報の

発信が最も大事だということがまずだと思います

ので、今後来年度に向けてホームページや何かの

を見やすくするなり、日根野議員もそういった意

見ございましたので、そういった方向で進めてい

ただきたいと思います。

３番目に、最後になりましたけれども、名寄市

立大学の休暇村構想についてお話しさせていただ

きたいと思います。第２回の定例会の中でも白井

ゼミの提言の名寄休暇村、名寄で過ごす１週間と

いうことで、実現に向けて私も前回６月には強く

求めたわけでございますし、それについては実現

に向けてということだったのですけれども、休暇

村構想はまずは名寄に学生が在学していると、そ

して来ていただく方にしっかりとはっきりと情報

提供できる、そして安心して来ていただける、不

安なく来ていただける、そして来ていただけるか

らにはおもてなしの気持ちも十分持った中ででき

ると私は考えておりますので、今回モニターツア

ーとしての企画ということで１０名、２から３泊

ということで、これから進めて具体的にそれこそ

名寄のいろんな自然のよさだとか環境のよさ、そ

ういったものを十分満喫していただく企画を練っ

ていただければなと考えておりますけれども、そ

ういった具体策みたいのはこれからということで

よろしいのでしょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

観光協会が中心にな〇経済部長（茂木保均君）

って、道北観光連盟と連携した中での取り組みと

いうことで、こういった取り組みを得て一つの形

をつくっていきたいということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

十分そういった企〇１３番（木戸口 真議員）

画を煮詰めていただき、来ていただいた、それも

在学のお子さん方の関係の方でございますので、

そういったおもてなしを十分していただきたいと

考えております。

もう一点、今学生に募集をかけるということな

のですけれども、そういった大学側としてこの事

業を展開するのに、今これからだとは思うのです

けれども、どのような取り組みをしようと。連携

していかなければならないと思うのですけれども、

大学側としてのこのＰＲと学生にそういった取り
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組み、ぜひともこの事業が成功するような形で大

学側としてもバックアップしていただきたいと思

うのですけれども、そういった考えがあればお聞

きしたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

本学の学生〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

から提言がございまして、具体的にそれをどう具

現化するのかということで、お話がありますよう

に味つけなり、手づくりの企画をどうするかとい

うことで道北観光連盟で今検討されていると。本

学の中の協力体制といいますと、大学であの事業

を実施するわけではございません。ただ、そうい

う企画に学生さんの意見を求められれば参画する

ような体制をどう構築していくかだとか、ＰＲを

する部分で私どもも協力して周知を図っていくと、

こういうことはできるのではないかなと思ってい

ますし、できる範囲で協力はさせていただこうと

いうふうに思っております。

それと、大学でこの関係の部分で関連して言え

ることは、これまでもお話しさせていただいてい

るようにやっぱり本学にお越しいただいた学生が

満足して、やっぱり目的を果たして就職につくと。

そのことが第二のふるさとということで、これま

でも短大５０年の歴史の中でお父さん、お母さん

を含めてお越しをいただいて寄附もいただいてい

るという経過がございますので、大学としてはそ

こをきちっと教育、研究をしていくと、こういう

ことが大事だろうと。ただ、できる範囲で協力は

させていただこうと思っていますので、御理解を

いただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともこの休暇〇１３番（木戸口 真議員）

村構想、来年の春に実現して親御さん方が喜んで

帰っていただけるようなおもてなしをしていただ

くことをお願い申し上げまして、私の質問といた

します。

以上です。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

商工業の振興について外３件を、駒津喜一議員。

議長より御指名がご〇１０番（駒津喜一議員）

ざいましたので、さきの通告どおりに質問をさせ

ていただきます。

最初に、大項目の１番目といたしまして、商工

業の振興についてお聞きいたします。地域経済の

活性化は、地域全体の活性化にも大きな影響がご

ざいます。特に商業活動における活性化は、市外

からの訪問者からは目につくところが多く、まち

全体のイメージにも影響がございます。今まで検

討された中心市街地のにぎわいの創出は大切な施

策の一つです。駅横周辺の整備については、さき

の議員協議会等の説明から当事者との協議により、

よりよい方向に向かっていくと思いますが、にぎ

わい創出事業でもある中心部全体の中心市街地整

備計画は当時のまちづくり交付金事業から社会資

本整備総合交付金事業への国の補助金制度の変更

による影響及び市内中心部の店舗の移転計画など

による影響により従来からの計画に変更修正があ

るのかどうかお知らせをいただき、ハード面、ソ

フト面をあわせた今後の計画についてもお聞きし

たいと思います。

次に、商店街の空き店舗対策は道内に限らず、

全国規模で共通の悩みとなっておりますが、この

問題解消に向け取り組むことは後継者不足の問題

を解決する一つの手法として、意欲ある０手経営

者の支援にもなります。従来からの家賃補助は有

効な支援策ですが、今までの実績と空き店舗がふ

えつつある現状から見て、さらに支援策が必要で

あり、０手経営者の中には希望する融資が受けら

れないで出店をあきらめている方もあります。家
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賃補助に加えて、さらに出店を促す支援として設

備にかかわる支援策も必要と考えますが、御見解

をお伺いいたします。

さらに、この空き店舗支援にもかかわる中小零

細企業の支援施策である中小企業振興条例及び企

業立地促進条例についてもお伺いいたします。こ

の事業は、私及び他の同僚議員からも改正の要望

をしてまいりましたが、今年度それまでの要望を

お聞きいただき、対象業種への制限の緩和と中小

零細企業には利用しやすく改正されております。

それなりに評価できるものになりましたが、補助

金額の上限金額と補助割合については従来どおり

の形のままで残っております。中でも用途指定地

域、商業地域への補助金限度額が ０００万円に

対して、市内地域を特定しない店舗事務所支援事

業では限度額１００万円と１０倍の格差となって

おります。中心市街地の活性化は大切なことです

が、中心小売店と郊外小売店への支援基準にこの

ような大きな差があることは、同じ業種で該当地

区から一歩外れたら１０分の１しか支援されない

ことは不公平感を感じます。名寄市内の全体の利

便性と活性化のためにも都市用途指定による補助

金額の格差がない支援も必要だと思いますが、御

見解をお伺いいたします。

次の２番目の大項目として、ロケーション誘致

事業についてお聞きしたいと思います。平成１６

年にテレビドラマが名寄市の東病院で撮影されま

したときに提言させていただきましたが、テレビ、

映画、コマーシャル等の制作ロケを名寄市で行う

ことは、名寄市のＰＲを初め観光産業事業展開に

も期待がされます。平成１６年のテレビドラマは

１度きりの放映で、ドラマ設定も名寄以外の設定

でしたが、今回名寄市を舞台とした「星守る犬」

の映画撮影は名寄市が舞台となり、何回も上映さ

れる可能性があり、観光にかかわる活性化が大い

に期待されますし、ロケが行われたストーリーや

セットは観光資源としても活用していく必要があ

ると思います。さらに、こうした動きをサポート

していただくひまわりのまちなよろ実行委員会が

設立しましたが、こうした団体と今後どのように

連携してこの事業を進めていかれるのかお聞かせ

いただきたいと思います。

次に、地方自治情報化推進にかかわる項目をお

聞きいたします。２０００年に政府が発表しまし

たｅ―Ｊａｐａｎ戦略を基軸に推進されてきまし

た電子自治体の構築ですが、２０１０年までに利

便、効率、活力を実現できる電子自治体を実現す

ることを目指した新電子自治体推進指針が総務省

から発表されているところであります。名寄市で

は、イントラネットを初めとする情報通信基盤整

備も完了し、３カ月ほど前から庁内納入業者の支

払い明細が電子メールで送られるなど業務の効率

化が進んできています。最初に、名寄市が進めて

いる電子自治体の進捗状況についてお聞きいたし

ます。

次に、自治体クラウドについてお聞きいたしま

す。ＬＧＷＡＮ回線の使用を前提とした自治体ク

ラウド実証実験を総務省が主体となり北海道、京

都府、佐賀県の３カ所で進められております。自

治体クラウドを利用することは、多様化している

庁内業務の効率化を進めると同時に、システム共

同利用による経費節０の効果も期待できます。さ

らに、公益で利用できるプラットフォームの利活

用がより効果的になりますが、今後名寄市のシス

テムはどのように対応していくのかお聞かせをい

ただきたいと思います。

次に、地域情報プラットフォームについてお聞

きいたします。ＩＣＴを活用した地域活性化の一

つとして、地域情報プラットフォームの活用があ

りますが、中でも地域活性化分野の移住交流支援

事業は民間企業、銀行、不動産、商工会議所など

のネットワーク通信システムを利活用し、地域の

特徴や生活援助等の情報提供をするものですが、

今までの移住交流事業は地域からの一方通行の情

報発信が主体です。これからは、自治体のこうし

たシステムを利用して移住交流を希望する人から
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のアクセスにより、行政からの正確な生活情報を

提供していくことが効率的だと考えられますが、

このプラットフォームの取り組みについて見解を

お伺いいたします。

最後に、データセンター誘致についてお聞きい

たします。データセンター誘致による地域への効

果については、昨年の第１定例会にてホワイトデ

ータセンター構想について質問させていただきま

したが、今年度総務省によりデータセンター特区、

構造改革特区創設に関して各自治体から募集をし

て、２０１１年春に特区が確定すれば、北海道か

東北に特区を創設することになっております。当

名寄市は、この募集にどのように対応されたのか

お聞きいたします。さらに、もう既に時代はクラ

ウドの時代が到来しており、自然環境など好条件

を持っている名寄市は国内外を問わず、数多くあ

るネットウエブ会社のデータセンター誘致活動を

していくことが必要だと考えられます。この誘致

の取り組みについてお考えをお聞き申し上げます。

以上をもちまして、この場での質問を終わらせ

ていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま駒津議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大きな項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１点目及び２点目については私から、

大項目３点目と４点目につきましては総務部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いをいた

します。

初めに、大項目１点目、商工業の振興について、

中心市街地の整備計画等についてお答えをいたし

ます。昨年の政権交代によって国土交通省所管の

従来の補助制度が大きく再編、集約され、従来の

まちづくり交付金制度から社会資本整備総合交付

金制度になり、平成２２年度当初から事業が推進

されております。名寄市でのかかわりでは、平成

１８年度から風連地区で進めている事業や本年度

から名寄地区で進めている事業は、個別に都市再

生整備計画を策定して国土交通大臣の認可を得る

事業であり、新制度に移行しても経過措置の中で

自動的に新制度に移行する計画として位置づけら

れていることから、事業の推進に影響はないもの

となっております。

また、名寄地区の都市再生整備計画の策定は、

年度当初から計画策定に着手しており、８月末時

点の市街地内の状況により計画を策定しているこ

とから、９月以降に変更のあった市街地の状況に

は対応ができていないことになりますが、駅横地

区、３・６地区、市民文化センター地区を結ぶ点

の整備には大きな影響はなく、全体計画を大きく

修正する状況にないため、施設整備計画及びその

施設を有機的に結びつける商店街のソフト事業、

市内循環バス路線の見直しなどを計画的に進めて

いくこととしております。

次に、商店街空き店舗の対応策についてお答え

をいたします。入居を支援する制度としては、名

寄市中小企業振興条例の中の商店街空き地空き店

舗活用事業により名寄市都市計画用途地域の商業

地域内の空き地、空き店舗に個人、団体またはグ

ループが１年以上の賃貸契約を結び、商業等を営

む目的で入居した場合、６０万円を限度に家賃ま

たは借地料の１００分の５０を補助しております。

制度の利用実績でございますが、平成２０年度に

は３件、平成２１年度には２件の補助をしており

ます。今年度については補助の予定がありません

が、新たな入居による申請が２件あり、来年度に

補助する予定でございます。また、設備に対して

支援する制度としては中心市街地近代化事業また

は店舗支援事業があり、中心市街地近代化事業は

名寄市都市計画用途地域の商業地域内で行われる、

５００万円以上の投資による店舗または事務所の

新築や増改築などの近代化に対し、 ０００万円

を限度に投資額の１００分の２０を補助する制度

で、平成２０年度が１件、平成２１年度が２件の

実績があり、今年度は２件を補助する予定でござ

います。さらに、昨年度までのチャレンジ支援事

業の補助内容を見直した店舗支援事業は、全市を
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対象として支援するものとし、２００万円以上の

投資による店舗または事務所の新築や増改築に対

し、１００万円を限度に施設整備費用の１００分

の２０を補助する制度で、平成２１年度には２件

の補助をしており、今年度は４件の補助をする予

定でございます。今後とも商工業団体などと連携

し、制度の周知に努めてまいります。

次に、中小企業振興条例及び企業立地促進条例

についてお答えをいたします。議員御指摘のとお

り、補助限度額を比較すると中心市街地近代化事

業が ０００万円、店舗支援事業が１００万円と

なっており、また市街地近代化事業のほうは先ほ

ど答弁を申し上げましたとおり補助地域、補助対

象地域を限定して支援してきております。これは、

中心市街地に出店する店舗の近代化を図ることに

より中心部、商店街区の活性化、にぎわいづくり

に貢献、寄与していただき、中心街区の活性化に

重きを置いたものでございますので、御理解をい

ただきたいと思います。ただ、名寄地区の北と東

の地域に小売店がなく、地域住民の購買活動に不

便さがあることにつきましては同じ認識を持って

おります。制度の見直しにつきましては、名寄市

中小企業振興審議会の中でどのような支援が望ま

れるのかなどの御議論をいただいてまいりたいと

考えておりますので、御理解をいただきたいと思

います。

次に、大項目２点目、ロケーション誘致推進事

業について、観光資源としてのロケーションの活

用についてお答えをいたします。制作会社の意向

があり、撮影終盤まで公表することができません

でしたが、東宝株式会社制作、瀧本智行監督によ

る映画「星守る犬」の撮影が去る８月１２日から

２７日まで道立サンピラーパーク、ふうれん望湖

台自然公園、智恵文ひまわり畑、名寄市内商店街、

市役所名寄庁舎、市立大学、市立図書館、名風聖

苑などで行われました。映画撮影期間中は俳優、

スタッフ合わせて約６０名が名寄に滞在したこと

で一定の経済効果があったものと思います。また、

撮影には多くの民間企業、市民エキストラや昼食

接待のボランティア等の地元協力があり、十分な

おもてなしを行ったことで撮影スタッフからは名

寄が一番よかったとの感想もいただいております。

なお、今月１７日から２１日につきましても冬

の場面の撮影が予定されており、その後来年６月

には全国公開が予定されているところでございま

す。市民初め全国の多くの皆様にぜひ映画館でご

らんいただきますようお願いをいたしたいと思い

ます。

名寄市そのものを舞台にした映画でございまし

て、映画公開により名寄の名前とひまわり畑が映

画の感動とともに全国にお届けできることとなり

ます。映画撮影が行われた先行都市の例を見ても

映画のヒットとともに多くの観光客が撮影地を訪

れています。このことは、映画撮影地を訪れる観

光客に対し名寄のまちをＰＲする最大の好機と当

初から考え、撮影のために建築した家につきまし

ても撮影終了後に解体するのではなく、来年公開

後の観光利用に耐え得る仕様で建築していただき、

過日制作会社から無償譲渡を受けておりますので、

観光資源として活用してまいります。映画撮影成

功のための地元協力と映画公開後の新たなひまわ

り観光振興を目的に、ひまわりのまちなよろ実行

委員会が設立されており、映画を見て感動し、来

名される観光客の皆さんに名寄イコールひまわり

と、もう一度感動していただけるような事業展開

を考えてまいります。今回の映画撮影の成功が何

よりも重要であり、制作会社や撮影関係者に対し

名寄は撮影好適地との認識が生まれることが財産

と思っております。今後の映画等の撮影誘致につ

ながるよう情報発信を適切に行い、今回の経験を

生かして対応してまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから３点〇総務部長（佐々木雅之君）

目の地方自治情報化ＩＣＴについて、電子自治体

の進捗状況についてお答えします。
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当市では、平成１５年に国の補助を受けイント

ラネット基盤整備事業を実施し、高速通信ネット

ワークを活用した各種業務システムの構築に取り

組んでまいりました。まず、市民の皆さんにサー

ビスを提供する上で欠かすことのできない基幹シ

ステムである総合行政システムでは、現在住民記

録や税に関する業務、また福祉、介護に関する業

務など３０業務システムを１１部署が活用してお

ります。さらに、連携業務システムとして上下水

道料金管理システムや生活保護システム等が稼働

しております。このうち最新のシステムは、昨年

６月に稼働した戸籍システムで、戸籍や戸籍付票

等を電子データ化し、システムを電算化した結果、

戸籍に関する証明書等の発行や戸籍の作成に要す

る時間が大幅に短縮され、窓口に来られた市民の

皆さんの待ち時間の短縮に成果を上げております。

次に、行政内情報システムでは、名寄市ポータ

ルサイトを昨年リニューアルし、わかりやすい、

知りたい情報を探しやすいポータルサイトづくり

を目指しました。ホームページによる市民への情

報提供は、職員がタイムリーに発信できるようシ

ステム化されています。また、財務処理業務では、

システムの導入により正確で迅速な会計処理を実

現しています。このほかにもグループウエアを活

用した職員用ポータルシステム、人事管理及び職

員給与管理システム、地図情報検索システム、行

事案内掲示板システム、職員認証基盤システム、

電子ファイル共有システムなどが稼働しており、

事務の効率化にも成果を上げています。また、当

市では市内の小中学校全校をネットワークで結び、

あわせてすべての教職員にパソコンを貸与し、教

育行政のネットワーク化と情報交換に役立ててい

ます。このように名寄市では、電子自治体の構築

を目指し、情報化を推進してきたところですが、

今後もより一層各業務システムを有効に生かし、

市民の皆さんにその利便性をフィードバックでき

るよう努めてまいります。

自治体クラウドの取り組みについてお答えしま

す。近年さまざまな分野で活用が進んでいるクラ

ウドコンピューティングを電子自治体の基盤構築

に活用していこうとするもので、平成２１年度か

ら総務省がこの自治体クラウド開発実証実験に取

り組んでいるところで、現在の状況としては実験

の最終段階ということであります。自治体クラウ

ドは、地方公共団体の情報システムをデータセン

ターに集約し、ＬＧＷＡＮ等の通信網を活用し、

市町村がこれを共同利用することにより情報シス

テムの効率的な構築と運用を実現しようとするも

ので、これはサーバーなどの高額な機器やシステ

ムを独自に持つ必要がないため安価に業務システ

ムが利用でき、煩雑な管理が不必要という利点が

あります。一方、標準的なパッケージを使うこと

による自治体独自のカスタマイズが制約されるこ

との業務への影響、庁舎外にデータセンターがあ

ることや通信速度の制約と安定の確保及びセキュ

リティーの対策、システム開発会社により異なる

住民情報のデータ構造や表現の標準化、委託先事

業者の監査方法のあり方などが検討事項として取

り上げられています。最新の技術を駆使したこの

クラウドコンピューティングは、行政業務システ

ムに大きな変革をもたらすものと思われますが、

当市としましては先ほど申し上げました検討され

るべき事項が解決されることを前提として、安全

面や財政面も考慮しながら自治体クラウドへの参

加や活用について内部協議を進めてまいりたいと

考えております。

次に、地域情報プラットフォームの活用につい

てお答えします。地域情報プラットフォームは、

自治体が持つ情報システムを初めとした官民にと

らわれない地域内外のあらゆる情報システムを全

国規模で連携させるための共通基盤のことを言い、

国が平成１８年から推進する事業で、現在各分野

における実証実験が進められているところであり

ます。移住交流事業に関しましても実証実験が行

われ、さまざまな提言や課題が報告されています。

地域情報プラットフォームを活用するものとして
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ワンストップポータルがあります。例えば移住交

流に関する情報提供は、この総合案内所ともいう

べきポータルサイト１カ所を訪れることによって

官民にとらわれることのない幅広い生活関連等の

情報収集が可能となり、移住希望の方が抱かれる

不安を官民一体でフォローすることができるとさ

れています。このようなワンストップポータルを

構築するには、自治体及び民間が保有する情報シ

ステムの形態を標準化し、それぞれのシステムを

共通基盤上で連携、稼働する必要があり、それに

は市のみならず産、学、官一体となった取り組み

が不可欠であります。今後この地域情報プラット

フォームに関する実証実験の結果による国や道の

動向に注意を払うとともに関連情報を収集し、今

後どのように取り組んでいくか研究をしたいと思

います。

大きな項目４点目のデータセンター誘致につい

てお答えします。データセンター誘致の取り組み

につきまして、自社のコンピューターシステムを

利用するのではなく、インターネットを通じたコ

ンピューターシステムを利用し事務処理を行う技

術、いわゆるクラウドコンピューティングを採用

する企業等が増加していることから、データセン

ター市場は拡大傾向にあります。特に北海道は、

冷涼な気候と自然災害発生の可能性が少ないこと

から、データセンター立地に大変有利な条件が備

わっております。

平成２１年４月１５日に北海道が要望しており

ました霞ケ関自治体クラウド事業で、全国３カ所

に建設するデータセンターの第１号が石狩市に決

定いたしました。当市におきましても駒津議員か

ら同年３月定例会で質問をいただきましたので、

平成２１年４月１０日、道の企業立地推進局産業

立地課と協議をし、今後のデータセンター誘致の

可能性を検証すべく北海道データセンター立地ア

セスメント委員会による立地評価項目に基づいて

データセンターが誘致可能と想定できる４つの市

有地に絞って環境調査を行いました。平成２１年

６月に、緑丘第２団地跡を想定した市有地では面

積が狭いこと、さらには用途地域ではデータセン

ター建設は不可能であること、また市有地以外の

場所になれば場所の選定、インフラ整備、土地の

買収、地域住民への説明、用途区域の変更など相

当程度時間を要するという結論となりました。今

回の総務省によるクラウド特区構想は、地域活性

化効果に非常に期待できるものではありますが、

国内最大級のデータセンター施設であることから

広大な面積が必要であると予想されるとともに、

この特区構想は来春にも創設予定とされているこ

とから、名寄市としては時間的にも誘致条件を満

たすことは難しいと判断をいたしております。今

後北海道が道内をデータセンターの拠点とし、位

置づけしたい考えを示していることやデータセン

ターは雪氷、熱エネルギーの利用が可能であるこ

と等から、データセンターの誘致の可能性を探っ

ていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

各項目で御答弁をい〇１０番（駒津喜一議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

というふうに思います。

まず最初に、商工業の振興策であります中心市

街地の整備計画についてお聞きしたいと思います。

昨年の該当する商店街にアンケートをとりまして、

そのアンケートの結果、その中で駅周辺の整備は

町中の活性化には結びつかないのではないかとい

う該当商店街の一個人の方からの回答があったの

が目についたのですけれども、今回駅周辺整備を

含めた整備がされるわけですけれども、そういっ

た疑問を払拭するためには駅前周辺より該当商店

街のかかわり合いというか、どういった形で相乗

効果を持って連携を保っていくのか、お考えがあ

ればちょっとお伺いしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄地区の市街地の〇経済部長（茂木保均君）

整備計画については、先ほど申し上げましたよう
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に都市再生整備計画でということで、大きくは駅

横の部分、それから３・６の部分、そして文化セ

ンターの市民ホールというような形での大きくは

そういう計画になっております。駅横地区につい

ては、御案内のとおりこれまで何ら整備が行われ

なかった地区であるというところで、バスターミ

ナルを中心とした複合交流施設、さらには民間の

ほうでそれぞれの集客施設あるいは住宅等を整備

するということであります。そして、３・６の計

画については、まだ具体的にはなっておりません

けれども、でき得れば再開発事業でというような

ことでそれぞれ会議所なり、それぞれの商店街の

ほうに持ちかけておりますけれども、今現在のと

ころは具体的な計画の内容にはなっておりません。

そういう中で、駅横地区を整備することによって

６丁目あるいは５丁目には一つの形として整備す

ることによって活性化が図られるという一つの初

めの足がかりをつけたいなというのがあります。

さらには、当然のように大きな計画の中では都市

機能の強化、市街地の整備によるにぎわいと活力

あるまちづくり、あるいは公共交通機関の充実な

どによるアクセスしやすい利便性の高いまちづく

り、緑地等の整備で快適なまちづくりというよう

なことで、駅から３・６のほう、あるいは病院の

ほうに向かってというようなことでの動線をつく

っていきたいなということで、それぞれの個店の

部分ではソフト事業というような展開も計画して

おりまして、それぞれお店の周りのサファード事

業というようなことで、そういったお店の化粧直

し的な事業も計画しておりまして、そういったこ

とを一つ一つやることによって駅から４条、４条

から病院、そして文化センターのほうにというよ

うな一つの流れをつくっていきたいと、こう考え

ております。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

全体的には、当時の〇１０番（駒津喜一議員）

計画から変更なく推移しているということで、ま

た駅前の複合交通センターの関係から、交通機関

等によって相乗効果をある程度持たせていくこと

ですけれども、一番大事なことはやっぱり中心市

街地が個々のお店が近代化の整備をしてアーケー

ドなり、またはアーケードをとった商店街の景観

づくりなど、そういったものは駅前と同時に進ん

でいくのが一番いい方法だとは思うのですけれど

も、こちらのほう、中心街のほうはまだ計画の段

階なので、これから進んでいくのだろうというふ

うに思っておりますけれども、ただやっぱりこう

いう計画を進めるに当たって、やはり該当する商

店街の基本になるのは商店街の構想、商業地区の

構想が一番軸になると思います。集大的には市民

の御意見とか、いろいろな周辺地域住民の意見と

いうのは聞く必要があると思うし、反映しなけれ

ばいけないのですけれども、基本になるのはやっ

ぱり商業地区の該当する商店街のお考えというの

を取り入れないと無駄になってしまいますので、

その辺は該当する商店街との方々とこれからも数

多く話し合いを持っていただいて進んでいかれる

ことを望んでおきます。

それと、空き店舗対策なのですけれども、壇上

では設備のほうも設立というか、設置したほうが

いいのではないかというふうに提言をさせていた

だいたのですけれども、部長のほうからの答弁の

ほうでは近代化事業ですか。中心街近代化事業の

補助金があるので、これで該当をさせたいという

答弁をいただきました。ただ、この近代化事業と

いうのは設備が５００万円以上の設備でないと該

当しない補助金なのですよね。今ある空き店舗の

中に、この上に壊してビルを建てるのなら５００

万円以上はかかるかもしれませんけれども、大抵

の場合は５００万円以内の設備が、既存の店舗を

ちょっと改造して入るというパターンは大体５０

０万円以内の金額で設備されるのが多いと思いま

す。そういったことで、この近代化事業の補助金

がすべての希望する方々に該当するかといったら、

大抵の場合はこれは該当しないと思うのです。

それで、先月の新聞の報道によりますと、各地
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区の空き店舗のそれぞれの対応策として、北海道

新聞なのですけれども、空き店舗の支援策として

記事が載っておりまして、２つのまちを事例にし

て載っております。１つは、苫小牧の空き店舗の

支援と。もう一つは、岩見沢市の設備の支援策と

いうことで２つの事例が載って報告されているの

ですけれども、苫小牧の場合は名寄市と同じよう

に月５万円を限度とする、月５万円とするという

支援ということで年間６０万円ですか。同じ形で

やっておられるのですけれども、ただ最後のほう

に、空き店舗に入る申し込みの件数はふえたそう

です。ただ、最後の記事のほうで補助対象になる

１年間、この期間が過ぎて移転したり廃業したり

する店舗があらわれ始めたということで、非常に

危機感を持った締めくくりとなっておりまして、

その反面岩見沢市は空き店舗に入る場合は設備に

対して限度額最高２００万円、こちらのほうは２

００万円というふうになっておりますけれども、

この２００万円の補助をするというふうに、そう

いう施策を行っているのですけれども、これは結

構効果を得て昨年１１月で９４件あった空き店舗

が現在では８０件に０ったという記事の内容です。

先進のこのまち、岩見沢両市に行ってこのことを

視察したわけではないので、細かいことはわかり

ませんけれども、こういった記事を拝見すると家

賃助成よりも、いわゆる壇上では今までの家賃補

助に加えて設備もどうですかという言い方をしま

したが、逆にこの記事のとおり家賃補助のかわり

に設備補助に切りかえてはどうかなという、そう

いった構想も生まれてくると思うのですけれども、

この考えについてちょっと伺いたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

非常に空き店舗の部〇経済部長（茂木保均君）

分とそこの空き店舗を借りてそこを設備するとい

う部分ですけれども、当然やられる方は将来的に

わたってというような前提でやられるのでしょう

けれども、この部分についてそれだけの設備投資

ができる前提がきちっとできてやれればいいかな

というふうに思っているのですけれども、今の状

況の中ではこの空き店舗の部分については家賃と

地代ということの部分ということになっておりま

して、５００万円という一つの部分、５００万円

以上といったらあれですけれども、それ以外に店

舗支援事業というのがあります。この部分ですと

２００万円以上という形になっておりますから、

この辺の部分との関係で調整できないのかという

ようなことがあります。それで、この辺について

は今御提言もありましたし、先進的な事例もござ

います。このたぐいにつきましては、いろんな条

件を出しながら中小企業振興審議会、ここで協議

をいたしてございますので、今回の御提案の部分

も含めてここで協議の場をつくりたいなと思って

おりますので、御理解いただきたいと思います。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、後で述べる振〇１０番（駒津喜一議員）

興条例と企業立地促進条例につきましては、これ

はまた別な意味で設けている制度だと思います。

空き店舗の支援策とはまた別に新たに取り組まな

ければいけないなというふうに考えていますので、

今までの家賃補助ではもうそろそろ限界ではない

かなという危機感もありますので、こういった設

備だけ、空き店舗対策として設備の支援をします

よという、そういう施策の仕方も必要でないかと

いうふうに思いますので、ぜひ今後はそういった

ことも踏まえて空き店舗対策として考えていただ

きたいなというふうに思いますので、要望してお

きます。

次に、企業振興条例と企業立地促進条例につい

てでございますけれども、都市用途指定地域なの

ですけれども、新しく先ほど触れました近代化事

業の補助金なのですけれども、この項目がちょっ

と指定の区域の項目が変わりまして、現在では商

業指定地区でなければこの補助金は当たらないと

いう形になっております。

それで、ちょっと私なりに調べたのですけれど

も、この大通の線上としまして中央通のほうから
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その商業地区がぷつんと切れるのです。それより

北は住宅地区というふうになっている反面、４条

通が商業地区になっておりますけれども、間のよ

り中心部に近いところが住宅地となってこれは該

当しないという。前の範囲の指定の仕方は、中心

部からたしか半径５００メートル以内でしたか。

これならば、大体中心部という意味合いがわかる

のですけれども、この商業地区の指定というのは

かなりまばらにできていて、先ほど部長が答弁さ

れました中心部に商店が設備されることを計画し

てというか、そういうことを望んでこの用途指定

地区にしたという経過をお聞きしたのですけれど

も、私は中央通に近い商業地区が名寄市の商店街

の中心部だとは考えられないわけでして、だれが

見ても。それで、その用途指定地区の商業地区の

あり方がおかしいということは私は言っているわ

けではなくて、これは用途指定地区はそれなりの

別な目的で非常に大切な都市計画の一部であるわ

けですから、これは不自然だとか、そういうこと

を言うのではなくて、この補助金に対して中心市

街地に出店するに当たり、その用途地区にあわせ

た経緯が非常にわからないので。ただ、説明いた

だいた部分では、まちの真ん中に店を多く設備と

いうか、出してほしいという答弁でしたので、い

ま一度この経過について詳しく再度御説明いただ

きたいと思います。用途指定地区にした理由です。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

これは、都市計画上〇経済部長（茂木保均君）

の用途地域と用途地域の商業地域というような、

そういう用途指定に基づく形にしたというのは、

やっぱり基本的には先ほど言いましたように中心

街に少しでもにぎわいをつくりたいというのが大

前提になっているかと思うのです。ただ、今言わ

れたように全体的な部分で考えたときに、必ずし

も今議員が言われたような部分でないところもあ

るということで、ここについては基本的な部分は

ありますけれども、これについても当初の答弁で

も申し述べましたように名寄の北とか東側のほう

に非常に小売店が少なくなっているという、こう

いう現状もありますので、ここら辺については見

直しが必要なのかどうかということを含めて、こ

れも中小企業振興審議会の中で議論をさせていた

だきたいなと思っておりますので、御理解いただ

きたいと思います。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

審議会を通して検討〇１０番（駒津喜一議員）

していただくということですので、ぜひそうして

いただきたいと思います。

私のほうからちょっと考えがあるのですけれど

も、中心市街地というのは特定しづらい地域だと

いうふうに思います。今アーケードを有している

商店街というのは、アーケードの負担金とか、そ

して会員が少なくなったら、残った会員がそのア

ーケードの負担金を負担しなければいけないとい

う非常に出店しづらい要件の一つとなっているわ

けなのですけれども、こういったまちの中心部に

店を出してほしいという、そういう目的であれば、

例えばの例ですけれども、アーケードを有してい

る商店街に出店する場合はこういう助成制度をつ

くりますよという、それ以外のところは余り補助

金の金額に差をつけない、せいぜい２分の１とい

うか、 ０００万円でしたら５００万円の補助と

か、そういった支援策が必要だと思います。先ほ

ど言いましたように、そこの中央通から手前が

０００万円の補助金を得られて、そこから一歩で

も北のほうに行ったら１００万円の補助金で、こ

れはもう本当に中心部と言われてもそこが中心部

なのかという疑問さえ起こるので、この中心街の

指定の方法をぜひ再度検討していただくようお願

いを申し上げておきます。よろしくお願いします。

次に、ロケーションサービス事業なのですけれ

ども、この原作の本を私も読ませていただいて、

非常に名寄の自然とマッチした物語だなというふ

うに思いましたし、ストーリーが非常に泣ける本

のベストセラーの１番になったという理由がよく

わかりました。したがいまして、全国にこの映画



－120－

平成２２年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第３号

というか、この原作のファンの方はたくさんいら

っしゃるのではないかというふうに推測されます。

ぜひこのロケーションの資産を観光資産として活

用していただきたいのですけれども、ちょっと気

になるのがこのロケに使った大道具、小道具ある

いはそういったロケの建物とか、そういうものが

保存状態というか、保存できるものなのか、それ

とも向こうの制作会社の方が壊して持っていって

しまうのか、その辺のことをちょっとお聞きした

いというふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

大道具、小道具、い〇経済部長（茂木保均君）

ろいろたくさんあろうかと思いますけれども、ち

ょっと私も全体的には把握しておりません。ただ、

サンピラーパークの上のほうに建てた家だとか、

いろんな農機具小屋だとかありますけれども、あ

れについては今回そのまんま残していただいて東

宝のほうから譲渡を受けたということで、これは

何とか観光資源に利用したいというふうに思って

おりますし、それから玉山鉄二さんが乗った自動

車ありますね。あれについてもいただいたという

ことでございまして、これらも観光資源にしたい

と思っております。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄をＰＲするには〇１０番（駒津喜一議員）

本当にいい機会ですので、ぜひそういった大道具、

小道具も観光の目玉として残していただいて、今

度つくる名寄市を紹介するパンフレットにもこの

ロケのＰＲを紹介するという形で組み込んでいか

れたらいいのではないかと思いますので、御提言

申し上げます。

続いて、時間がないので、はしょってしまいま

すけれども、自治体クラウドについてお答えいた

だいたわけですけれども、平成１８年度から電子

申請を中心としましたサービスが始まっています。

今道で協議会をつくっておりますＨＡＲＰ構想に

ついて、名寄市としてはどのような方向で進めて

いかれるのかお聞きしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今駒津議員がおっ〇総務部長（佐々木雅之君）

しゃいましたように、道と多くの北海道内の市町

村が加盟しています北海道電子自治体共同運営協

議会で電子申請を中心としたＨＡＲＰ構想という

ことで現在動いています。これもプラットフォー

ムの一形態ということで、ある種先取りをしたよ

うなものだというふうに理解をしていまして、道

の説明によりますとプラットフォームを主に行政

が利用する業務システムを連携させまして、安価

で利便性高いシステムをクラウド形式で提供をで

きるように実験を進めていますと、そういうふう

に説明がありまして、実験期間が終了した後希望

する自治体に提供する計画であるということであ

りますので、この辺につきましては、クラウドと

ＨＡＲＰ構想につきましては密接な関係を持って

おりますので、今後ＨＡＲＰ構想がこの線に沿っ

て発展的に進んでいくものだというふうな認識を

しております。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

ＨＡＲＰ構想並びに〇１０番（駒津喜一議員）

自治体クラウドにつきましては、名寄市としては

十分対応できる設備を持っていると思いますので、

ぜひこの利活用についてこれからも推進していた

だきたいなというふうに思います。

あと、電子自治体で、６月ぐらいに電子自治体

推進フェア２０１０年というのが大阪で開催され

まして、これはこういったただいま質問をしたプ

ラットフォームの利活用並びにクラウドの技術的

なテクニカル、そういったものをフェアといいま

すか、一般の民間企業も参加した総務省が後援に

なったフェアなのですけれども、これに名寄の職

員が参加されたのですかというふうにお聞きしま

したら、だれも参加していないとお聞きしたので

すけれども、これから到来するクラウドの時代に

一番心配されるのはセキュリティーの問題であり

まして、セキュリティーを完全に完備するのには

正確に言えばＣＩＯ、最高情報統括責任者の育成
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が一番なのですけれども、それの前段階としてこ

ういった先端技術のフェアに職員の方が参加して、

そして参加することによって他の行政がどのよう

に取り組んでいるか、情報交換もできるわけです

から、こういう機会というかイベントがありまし

たらぜひ検討していただいて、職員の方が参加す

るような形をとっていただきたいというふうに求

めておきます。

最後に、データセンターの誘致事業なのですけ

れども、データセンターの誘致に関しての経過は

お聞きしたのですけれども、特区が北海道という

ふうに確定すれば、今申請が出ているのは石狩市、

岩見沢市、美唄市がそれぞれ指定されるというふ

うに認識しておりますけれども、確かに石狩市は

好条件がそろっておりますけれども、申請してい

るほかの都市は必ず１００％ただいま答弁された

項目をクリアしているかどうかというのはわから

ない部分もありますけれども、先般市政クラブ、

私たちの会派で石狩市に視察研修いたしまして、

この石狩市がさくらインターネット株式会社とデ

ータセンターの誘致成功を取りつけたという、契

約の段階ですけれども、そういった誘致に成功し

たという事例を詳しくお聞きしてきたところでご

ざいます。石狩市の条件というのは、石狩新港が

できて電源も太い電源が２系統とれるという条件

もありまして、また石狩新港という非常に条件の

いい土地が確保できるという、そういった好条件

があるのですけれども、この特区の話というか、

申請をする前に実はここの石狩市長さんがみずか

らこの民間のウエブサイト会社に、大手、中堅、

そういったサイト会社にみずからセールスをして、

たまたまその１社のさくらインターネット株式会

社がこの市長の要望にこたえていただいたという

経緯がございます。職員の方からそうお聞きいた

しました。

やはり国でやっているデータサーバーというの

は、いろいろな条件が満たなければいろいろ対応

できないという面がありますけれども、この星の

数ほどある国内外を含めてたくさんあるウエブサ

イト会社では、北海道が寒くて一番いいというそ

の理由は、データサーバーを冷やす冷却熱が外気

温で３分の１以下の消費電力で済むという、これ

が一番のメリットで北海道で物色しているわけで

すから、この機会を逃すのは非常にもったいない

というふうに思います。今回の特区についてはい

ろいろな申請、答弁いただいた申請がいろいろな

部分でハードルが高かったという、そして時間が

かかり過ぎるという部分は理解はできるのですけ

れども、最後に部長がおっしゃったようにこれか

らもこういった動きに注目をして取り組んでいき

たいという言葉を信じて、ぜひこういった動きに

対して敏感になっていただいて、データセンター

の誘致について取り組んでいただきたいなと思い

ます。

といいますのも、ことしの東京なよろ会の記念

祝賀会で木原会長ですか。壇上で、名寄はデータ

センターを誘致するのに最も適した場所だという

東京なよろ会の会長さんからの推薦のお言葉もい

ただいているところでありますので、ぜひ今回の

特区から漏れたといってあきらめないで、民間の

ウエブ会社はいっぱいありますから、この民間の

会社の一つでもいいから名寄市に誘致できるよう

に取り組んでいただきたいと思います。

また、こういった石狩市は特例、税制の特例と

か土地の特例とか免除とか、いろいろな優遇措置

をしてさくらインターネットも誘致するのですけ

れども、この誘致期間が過ぎればさくらインター

ネット株式会社から何億円という市税が、固定資

産税なりそういったものが入る見込みであります。

したがいまして、名寄市の財源を潤すためにもこ

ういった誘致事業というのは、これが大変重要な

項目ではないかというふうに思います。そこで、

最後に加藤市長に選挙公約にもありましたトップ

セールスをみずから行って、そして株式会社名寄

市、民間企業的名寄市行政を目指すという公約に

も２項目ございましたので、こういった取り組み
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について市長の御見解をお聞きしまして、私の質

問を終わらせていただきます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員からお話しいただ〇市長（加藤剛士君）

いたとおり、東京なよろ会の皆さんでこのクラウ

ド構想の正式な御提案をいただいたのですけれど

も、さきの１０月の総会で今回は厳しいというこ

とで見合わせさせていただきました。用地も含め

て十分な広さと、また計画をつくるのにちょっと

時間が足りないということも含めて今回はそうい

うことでしたけれども、引き続きお話、部長から

もしましたとおり可能性は探ってまいりたいとい

うふうに思っています。いずれにしても、こうし

たことも含めて、おっしゃるとおり地域の経済の

活性化のためにトップセールスということは必要

なのだろうというふうに思っていますし、そのた

めにも名寄という地域の名前をまずは全国の皆さ

んに知っていただくことがこうしたことでもつな

がっていくのかなというふうに思っていまして、

来年度はそうした１つチャンスの年であるという

ふうにとらえていまして、皆様方にもそうした情

報の提供も含めていただければ私はどこでも行き

ますので、お願いを申し上げたいと思います。

以上で駒津喜一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

風連地区公共施設移転後の利用について外１件

を、田中好望議員。

議長より御指名を受〇１７番（田中好望議員）

けましたので、通告順に質問をさせていただきま

す。

大項目１の風連地区公共施設移転後の利用につ

いて、小項目１点目の福祉センター解体後につい

て。福祉センターは、風連地区市街地再開発事業

にて風連地区の生涯学習の核と位置づけ、福祉セ

ンターと母と子と老人の家の機能をあわせ持たせ

た地域住民の集う拠点としての施設として、こと

し４月にオープンしました地域交流センターに移

転をいたしました。その後、福祉センター跡地の

将来展望は市民要望も含めてどのように行うかお

伺いをいたします。

２点目の風連国保診療所について。診療所につ

きましても再開発事業により駅前への移転は交通

機関へのアクセス等がよく、（仮称）風連健康セ

ンターと整備をされることからスケールメリット

も期待できる評価をしているところでございます。

移転後の解体時期及び跡地利用についてお伺いを

いたします。私としては、より有効な利活用を望

んでいるところでございます。

３点目の風連中学校跡地、いわゆる私が当初申

し上げました風連地区公共施設、この風連中学校

も公共施設ということで御理解をいただきたいと

思います。このことにつきましては何回かお聞き

をしておりますが、移転後平成２３年に解体工事

を行うということでありましたが、総合計画、前

期実施計画の見直しで平成２４年に解体というこ

とでありますが、その前に現在の校舎の利用につ

いてお伺いをしたいと思いますが、今回はこの校

舎の高齢者等への施設利用としての可能性がない

のかどうかをお答えをいただきたいと思います。

次に、大項目２の今後の名寄市農政課題につい

て、市の農政課題といいましても数限りないだけ

あろうかと思われますが、それぞれ今回の定例会

も農業、農政問題について何人かの議員が質問を

しておりますので、それとはまた別な形で、私の

判断かもしれませんけれども、即座にある程度取

り組んでいただきたい２点の項目を挙げさせてい

ただいております。

１点目の後継者、担い手確保についてでござい

ます。後継者、担い手の確保は厳しい状況であり

ますが、最近の後継者の就農状況はどのようにな

っておられるのか。現在行われております後継者

対策、市で行っている担い手対策についてお答え

ください。

２点目の農地流動化対策についてでございます。

今後農地の流動化が進まない状況になると予想さ

れますが、最近の農地あっせん実績についてお知
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らせください。また、空知の栗山町に財団法人栗

山町農業振興公社が設立されております。農地流

動化対策、担い手確保、育成事業等も含まれてお

りますが、当市としてどのように判断されている

のかをお伺いをいたします。また、平成２１年度

の農地法改正で農地利用集積円滑化事業が創設さ

れました。これも農地流動化に向けてがメーンの

制度でございます。事業内容と市としてどのよう

に取り組むかをお答えをいただきたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま田中議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で２点の質問をいただきました。

大きな項目の１つ目は私のほうから、２つ目は経

済部長からの答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

まず、大項目の１つ目、風連地区公共施設移転

後の利用について、福祉センター解体後について

お答えします。福祉センターは、風連地区の公民

館活動、文化活動の拠点として整備をされまして、

名寄市地域防災計画第５章、避難救出計画、収容

防災避難所に位置づけられていましたが、耐震化

改修が未了であること、また都市再整備計画を活

用した風連本町市街地区再開発事業により代替施

設として地域交流センター、風っ子ホールを新設

することに伴い機能の充実とコンパクトなまちづ

くりが可能になるなど風連特例区協議会を初め、

各団体等と協議をしてまいりましたが、行った結

果施設の解体となったところであります。平成１

２年に増築となりました北側部分につきましては、

施設の改修を行いまして図書館に併設されていま

す風連児童会館で行ってきました放課後児童健全

育成としての風連児童クラブ専用施設として平成

２３年１月からの運営を予定しております。福祉

センター跡地の利用でありますが、都市再生整備

事業により市街地環境の改善と児童の安全、安心

な遊び場所の確保を図る目的で緑地広場の整備を

行っているところであります。今後とも風連地区

の放課後児童が健全にはぐくむ場として活用され

るものと考えております。

次に、風連国保診療所についてでありますが、

都市再生整備計画を活用した風連本町市街地区再

開発事業により、現在工事中であります風連地域

の保健センター的機能を持ちます風連国保診療所

が風連駅前に平成２３年３月に完成し、同年５月

に移転する運びになっております。ＪＲ風連駅に

近く、国道、道道に面し、バス停がそばにあるこ

とから通院に便利であり、高齢者等に配慮したも

のになっております。なお、現在の風連国保診療

所につきましては、国土交通省所管事業の社会資

本総合整備交付金による個別事業の交付金が交付

されることとなり、本年７月に名寄市社会資本総

合整備計画を策定しまして、北海道及び北海道開

発局を通じて国交省本省と協議を進めてまいりま

したが、事業内容が採択基準に適合しているとの

回答があったことから、風連国保診療所につきま

しては平成２３年度駅前に移転後解体をし、市街

地域の環境改善と公共駐車場として整備を図って

まいりたいと考えております。

次に、風連中学校の跡地についてでありますが、

今月１６日以降に移転を行った後、風連国保診療

所と同じく社会資本総合整備交付金事業による校

舎解体工事及び緑地整備事業を平成２４年度で計

画しているところであります。なお、施設の利用

につきましては、昭和３９年１０月完成の築後４

６年と古い建物であり、耐震診断等を行ってきた

結果、危険校舎に認定されておりますので、安全

性、改修費用等を考慮して今後の使用は考えてお

りませんので、御理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目の今後の名寄市農政課題について、初めに後

継者、担い手確保についてお答えをいたします。

近年の厳しい農業情勢により農業者の高齢化、

担い手不足が当市においても顕著でございます。
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最近５年間の後継者及び新規参入者の就農状況で

ありますが、平成１８年は８名、平成１９年は８

名、うち新規参入者１名、平成２０年は９名、平

成２１年は６名、平成２２年は５名となっており

ます。

後継者対策といたしましては、１つには農業後

継者の就農を奨励するために農業後継者育成奨学

金を受けた方への助成、また奨学金を借りずに就

農及びＵターン就農をした方へ助成する農業後継

者就農奨励補助金の制度を実施いたしております。

２つには、名寄市農業後継者対策協議会において

は、主に後継者の婚活に関する事業を行っており

まして、ことしは美深町と共催で道内女性を対象

に３回にわたって当地に出向いていただく農婚塾

ｉｎ名寄・美深というツアーを女性１１名、地元

男性１２名の参加で行い、現在も数組のカップル

が交流されていると聞いてございます。

担い手対策の取り組みといたしましては、１つ

には地域農業における担い手及びリーダーの育成

を図るため中長期の調査、研修に助成する地域農

業担い手育成事業、２つには農村青少年の組織化

された団体を対象に自主的活動等を助長し、農業

後継者の育成確保を図るために支援する農村青年

活動支援事業、３つには農家子弟が所属する経営

体から自立した取り組みにチャレンジする経費に

対して助成する農業青年チャレンジ事業、４つに

は新たに農業を営もうとする者に対して新規就農

者等の早期定着及び経営の安定を図るため助成す

る新規就農者等の支援事業等を行っております。

後継者及び担い手対策につきましては、国の農業

政策に大きく影響されるわけでございますけれど

も、名寄市といたしましては今後も地道な対策を

進めるとともに、ＪＡ、農業委員会など関係機関

と連携し、有効な対策を実施してまいります。

次に、小項目２点目の農地流動化対策について

お答えをいたします。初めに、最近のあっせん状

況でございますが、平成２０年度におきましては

３１件、１２ ５３クタール、風連地区は２４件

で７ ９３クタール、名寄地区においては７件で

４ ６３クタール、平成２１年度におきましては

４５件、１３ ６３クタール、内４は風連地区２

０件、５ ８３クタール、名寄地区が２５件、８

８３クタールとなっております。平成２２年、

今年度の１１月現在におきましては１５件で４

３３クタール、内４は風連地区１２件、４ ２３

クタール、名寄地区３件、 １３クタールとなっ

てございます。現在のところ農業委員、また農地

流動化推進員の方々の努力もあり流動化されてお

りますけれども、将来的には条件不利地において

流動化が進まず遊休農地化する状況が危惧されて

おります。

お尋ねでございました財団法人栗山町農業振興

公社の関係でございますが、北海道でも先駆的な

農地保有合理化法人でありますが、貸付事業と管

理耕作が主な事業となっております。道内の農地

保有合理化法人は、農協の運営が１１、第三セク

ターであります農業振興公社が４、市、これは稚

内市なのですが、が１となっておりますが、なか

なか実績が上がっていないという実態と伺ってお

ります。

また、お尋ねの農地法改正による農地利用集積

円滑化事業の関係でございますが、事業の目的と

いたしましては認定農業者等の農業経営体への農

地の面的な集積の促進であります。実施の主体は、

農地利用集積円滑化団体として市町村、農業協同

組合、市町村公社、土地改良区及び地域担い手育

成総合支援協議会となってございます。また、事

業の内容でございますけれども、１つには農地所

有者代理事業といいまして、農地利用集積団体が

農用地の所有者からの委任を受けて代理で当該農

用地を売り渡し、または貸し付けを行うことがで

きます。２つ目として、農地売買等の事業として、

農地利用集積団体が農用地を買い入れ、または借

り受けて当該農用地を認定農業者等に売り渡し、

または貸し付けを行う、こういった事業ができる

ことになってございます。簡単に申し上げますと、
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売りたい、貸したい農地所有者がこの農地利用集

積円滑化団体に農地を委任し、この団体は認定農

業者等へ売り渡し、貸し付けを行います。この団

体は、農地の売り渡し、貸し付け等が行われるま

での間、農地を維持管理することとなります。こ

の事業につきましても本州の所有面積が少ない地

域では有効と考えておりますが、北海道のように

集積されている地域におきましては、現在のとこ

ろ取り組みが進んでいる地域は非常にまだ少ない

状況でございます。法改正が行われたばかりでご

ざいますので、今後も情報の収集を行ってまいり

たいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１７番（田中好望議員）

ただきました。

それでは、再質問をさせていただきたいと思い

ますけれども、まず公共施設の関係なのですけれ

ども、福祉センターの解体後については市街地環

境の改善と児童の安心、安全な遊び場の確保とい

うことで緑地広場にするという回答でございまし

た。国保診療所については、市街地域の環境改善

として公共駐車場ということで考えているという

ことでございますし、中学校校舎については、こ

れは皆さんそれぞれ御承知かと思いますけれども、

旧風連町時代から耐震化診断では危険校舎という

ことでなっていたわけですけれども、高齢者の方

々から学校としてはそういうことなのでしょうけ

れども、いわゆる高齢者の施設というのはそうい

う耐震度とか、そういうのは該当するのですかと

言うから、私はそのとき一応公共施設だからそう

なると思うのですというふうにお答えをしたので

すけれども、現実的には、例えば１００％あり得

ないかもしれませんけれども、今の風連中学校の

跡地にそういう公共施設等をやったときに、いわ

ゆる法律的なことで違反になるのかどうなのか、

もしかわかればお知らせ願いたいのですけれども。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時２３分

再開 午後 ２時３１分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

佐々木総務部長。

田中議員から質問〇総務部長（佐々木雅之君）

ありました件につきまして、過去名寄でも古い学

校が用途廃止した後、営農集団の農機具格納庫等

に使った実例はございます。今回の部分につきま

しても補助金等の縛りが該当していないというふ

うに聞いておりますので、そういう面での縛りは

ないかと思いますが、老朽化した建物を改めて一

部壊して一部活用するとかという場合につきまし

ては、新しい建築基準法の適用を受けますので、

新築に匹敵するぐらいな改修費用がかかるものと

考えておりますので、現実的には非常に高齢者の

方々の施設として使うことについては難しいとい

う判断をしております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

１０分間休憩させて〇１７番（田中好望議員）

申しわけないと。多分そういうことだと思ったの

ですけれども、全く可能性がないのかなというこ

とでお尋ねをしたのでありまして、そうであれば

いわゆるこれから少子高齢化がどんどん進んでい

くということで、福祉センターのところへ風連地

区図書館と児童館とが入るということで、これは

法的なことで８年後ぐらいになるのだろうと思い

ますけれども、そこへ高齢者に対する施設等をや

はり児童館と一緒にするということが今後の行政

の一つの方針かなと思うのですけれども、そうい

った形で検討を進めていきたいと思うのですけれ

ども、そのことに対して何かお話がございました

らお聞かせください。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

当面は、取り壊しにも〇副市長（中尾裕二君）

費用がかかりますので、今回同じ補助メニューを

受けて取り壊しをするということでありますけれ
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ども、跡利用につきましてはまた市民の皆さんな

り議会とも相談をさせていただきながら、今後の

方針について改めて定めていきたいと考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

いわゆる高齢者がふ〇１７番（田中好望議員）

えてくるということで、そういう施設等もいろい

ろ視野に入れて、今後総合計画の中にでも入れて

いただいて検討していただきたいということを要

望してこのことについては終わらせていただきた

いと思います。

続きまして、今後ふえてくるであろう行政所有

地、休遊地等の処分方法をお知らせください。面

積の大小にかかわらず、動産、不動産を含めて市

民への公表方法についてよりわかりやすくすべき

と思いますが、このことについてお答えを願いた

いと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連地区、名寄地〇総務部長（佐々木雅之君）

区には、それぞれ将来の公共事業の代替用地の確

保も含めて過去ずっと保有してきた土地がありま

す。特に風連地区の関係につきましては、庁舎の

建てかえであるとか、さまざまな施設の改築、移

転後に余っている土地もありますので、この辺に

つきましては地域の皆さん方のニーズを確認させ

ていただきまして、合併後既に一般市民を対象に

した公募をとりまして売買、持ち家促進というこ

とも含めて取り組んでおりまして、こういう地域

経済の状況ですので、なかなか売れ行きがよくな

いというのも実態でありますので、地元でニーズ

がないとすれば土地の公売をインターネットを使

って公売するべき準備を進めておりますので、最

優先は地域の中でニーズがあるかないかの確認を

させていただいた後、広く公売をして地域のため

になるような形を取り込んでいきたいと思ってい

ます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

財政の健全化確保の〇１７番（田中好望議員）

面からもやはりそういう行政所有地、休遊地等の

処分方法というのは、やっぱりある程度早急に対

応しなければならないのではないかなというふう

に思いますので。

それでは次に、農政課題について再質問させて

いただきます。名寄市では、新規就農者に対する

手厚い条例が本当にあると思います。最近の新規

就農者へ向けた研修生の動向というのはどのよう

なのか、お知らせを願いたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

新規就農を目指す研〇経済部長（茂木保均君）

修生、こういう動向ということでございます。年

間に数件のお問い合わせ、あるいは北海道農業担

い手育成センターという道の出先があります。今

は、北海道農業開発公社と一緒になっております

けれども、ここで主催する就農相談会、こういっ

たところに出向きながらの部分で、いい人材がい

れば名寄においてという、そんなお話をさせてい

ただいておりますけれども、最近の状況でござい

ます。昨年につきましては、４人の方が昨年です

けれども、研修に入りました。しかしながら、こ

の４人の方のうち２人の方が事情がありまして研

修をやめたということでございまして、４人のう

ちの２人が去年やめて、そのうちの残った２人が

就農を目指してことし研修しておりましたけれど

も、その２人につきましてもことしから２年間研

修をして、そこの農家の農地を一部引き継いでと

いう、そんなことでありましたけれども、２人の

男性の方が共同経営をしたいというケースでした

けれども、その方々についても残念ながら本州の

ほうにやりたい土地が見つかったという、こんな

ことがありまして転出されてしまったということ

になっております。

そういう中で、ことしから御夫婦の方が名寄で

やりたいということで、去年ぐらいからちょっと

御相談には来ていたのですけれども、最終的には

名寄を選択していただきまして、御夫婦の方が研

修に入っております。ことし１年といいますか、
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たっておりますけれども、２年程度研修をやって、

この方については何とかこちらのほうで就農を目

指したいということでありますので、何とかうま

く育てていきたいなと思っているところでありま

す。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の答弁の中で、２〇１７番（田中好望議員）

人の方が就農を目指してことしも研修されました

が、本州に農地の取得の情報があり、そちらのほ

うへ転出されましたということは、これもっと詳

しくお聞きをしたいのですけれども、これは最初

からてんびんにかけていたわけではないのですよ

ね。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

新規就農者というか、〇経済部長（茂木保均君）

参入する方もいろんな方がおりまして、我々も市

農協を初め関係の機関、団体で農業担い手育成セ

ンターというのをつくって、そこできちっと面接

をしたり、いろんな話し合いをしたりなんかする

のですけれども、全部が全部うまく残って、就農

までに至るということはなかなか難しいのですけ

れども、そういうことで何とかきちっと研修をし

て、そして最終的にはきちっと周りの人に認めて

いただいて就農という形が一番望ましいのですけ

れども、ここは最終的には今回のケースについて

は研修生が自分でほかのところにという判断をさ

れたという部分です。２人の男性の方はそういう

ことです。もう２人の方については、やはりやっ

てみたけれども、どうも農業という仕事が最終的

には合わなかったというか、そんなような判断で

あります。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

冒頭申し上げました〇１７番（田中好望議員）

ように後継者不足、担い手の確保もなかなか難し

い状況の中、４人の方がということで、現在はこ

の４人の方がそれぞれ在籍しないということにな

ったということで、今後とも担い手の受け入れに

対しましてもやはり名寄市としてのＰＲもそうで

すけれども、名寄地区ではなく風連地区での研修、

就農の可能性というのは現実的に私も可能かと思

うのですけれども、そこら辺はどうですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄、風連というの〇経済部長（茂木保均君）

は特に制限をしているわけではなくて、ことしも

農家の方々にアンケートをとらさせていただきま

して、研修生を受け入れる条件があるかないかと

か、あるいは将来的に研修生に農地なり、あるい

は機械等を含めてお譲りする気持ちがあるかとい

うことで、名寄市内の農家に全戸を対象に出させ

ていただきました。そのうち回答が約３０ぐらい

あったのですけれども、かなり前向きに考えてお

られる方も２０戸程度おりますので、その中には

当然風連の方もおります。条件も、条件がかなえ

ば別に名寄とか智恵文とか限定しないで、風連地

区も含めて条件が整えばお願いをしたいなと思っ

ております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今は、どうしても水〇１７番（田中好望議員）

田より畑作、野菜というか、どちらかというとこ

れは智恵文地区はまた別にいたしましても、やは

り水田経営がメーンですから、そういった点で新

規就農者というのは、なかなかそこで少しあれな

のかなと思うのですけれども、たまたま風連地区

でも年が８０近くて面積的にも、水稲ですけれど

も、１町ちょっとしかない人がおりまして、そこ

へ新規就農者が、そのときに私のわかる範囲で３

年間ぐらいはやる人がちゃんと面倒を見なければ

だめなのだよということをあれしたのです。そう

すると、いつぼこっといくかわからぬから、それ

は無理なのだという、そういう話でありまして、

茂木部長にたしかおととしだったと思うのですけ

れども、申し出はしなかったわけなのですけれど

も、そういったこともありまして、やはり風連地

区でも研修される方の条件が合うように地区とし

ても今後ある程度そういう方に対しての取り組み

が必要になるかなというふうに今思っております。
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それでは次に、流動化対策についてですけれど

も、先ほど駒津議員が石狩市へ行ったと言いまし

たけれども、そのときは市政クラブとうちの緑風

と公明さんと３会派で行政視察で栗山町へも行っ

てまいりました。そこで、先ほど答弁がございま

した財団法人栗山町農業振興公社、そこを１時間

程度でしたけれども、いろいろ勉強させていただ

いてきたわけですけれども、やはりかなり厳しい

ということは言っておりました。

それと、ただことしの、平成２２年度の公社の

主な事業は、担い手の確保及び育成事業等々から

始まりまして農地流動化も上位のほうにランクを

されているわけですけれども、名寄地区は御案内

のように、風連地区は農用地利用改善事業実施組

合等がございまして、これは風連地区、同じ組織

が１２地区あるのです。それで、農地のあっせん

になったら、その例えばここの地区ならその地区

の中で対応しなければならないというか、そうい

う今のところは制度なのです。そういった中で、

もっともっとやっぱり地区なら地区、風連地区な

ら風連地区全体で流動化対策というか、そういっ

たことに向けて、それとある程度制度を解消いた

しまして、それこそ財団法人まで、振興公社とか、

あそこまでハイレベルではなくてもそういった中

でもっと、いわゆる私に言わせれば農業委員さん

を中心にそういう組織的な見直しはちょっと検討

していただきたいと思うのですけれども、どうで

すか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ございまし〇経済部長（茂木保均君）

たけれども、先ほどお答えしましたけれども、非

常に条件の不利な土地、こういったものについて

はなかなか流動化が進まないという、そういう実

態もお聞きしております。ただ、そういった土地

をほうっておけば耕作放棄地あるいは遊休地とい

う、こういう状況になるわけですから、何とかそ

ういった農地を少しでもつくらないようにという

ことで、国も本腰を入れてその対策等については

いろいろきめ細かにやられてきているのですけれ

ども、なかなか実態としては非常に難しい面があ

ります。名寄においても農地の流動化というのも

やはり担い手を中心にやられておりますけれども、

ある程度最近は３０町、４０町、こういった水田

を持つ方もふえてきておりまして、これから先と

いうことになるとなかなか厳しいというようなこ

とも農協のほうからも伺っております。そういっ

たためにもどういう手法があるかというようなこ

とをいろいろ関係者と論議するわけなのですけれ

ども、一つ一つの形としてやはり今お話ありまし

たように１つの集落でなくてもっと大きな集落、

単位だとかあるいは風連地区のもっと大きな単位

とか、風連地区とか、そういうような、部分で流

動化の枠をもっと広範にしていくということは必

要なことだろうなというふうに思います。市とし

てもというよりは農業関係、市、農協、農業委員

会が中心になろうかと思いますけれども、この辺

については十分議論しながらそういった仕組みを

つくっていきたいと思いますし、基本的には先ほ

どもお話あった農地保有合理化法人の関係であり

ますけれども、これもある意味農業委員会の屋上

屋的な部分ですので、農業委員会がきちっと機能

すれば、あえてこういったものをつくらなくても

というふうに私は思っている一人なのです。そう

いう意味では、先ほど言ったような関係の部分で

きちっと議論をして、何かやはり新たなきちっと

した仕組みをつくって流動化が滞らないようにと

いうようなことでまた協議をきちっと進めてまい

りたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今お話ありましたよ〇１７番（田中好望議員）

うに栗山町の振興公社は、行政、農業委員会、Ｊ

Ａ、改良区、それから共済組合、それともう一つ

何かありましたね。そういった中で、関係団体が

全部入っているのです。そういった中で取り組ん

でいるということで、それは振興策だとか、そう
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いうこともいわゆる農業、農政に関することはほ

とんどそこでやっているというふうに解釈をして

おりますし、財政的にもかなり厳しいということ

で、それ以上に長沼町がやっていましたけれども、

今は何か事業を取りやめたらしいですね。そうい

った中で栗山町へ行ってきたのですけれども、そ

ういったことで、ただ、今いろいろ部長の答弁を

聞きますと、これからいろいろ関係団体と協議を

していくということで、前向きにひとつ協議をし

ていただきたいと思います。

それと、昨年度農地法に変わりましたね。農地

利用集積円滑化事業なのですけれども、ここでは

いわゆる北海道のように、それこそ極端に言えば

何十町という、そういうところではなく何反とか、

そういう人たち、農家というか、そういう人たち

が有利な事業というふうに判断してよろしいので

すね。この農地利用集積円滑化事業の中で、農地

の売買や売り渡し、貸し付け等が行われるまでの

間、農地を維持管理する。これは、農地利用集積

円滑化団体という、その中で維持管理をしている

というか、そういったことですけれども、何年か

前にＪＡに、ちょっと農協に言ったことあるので

す。例えばあっせんが成立しないけれども、どう

しても農地を売りたいといったことをいわゆるＪ

Ａさんと行政と手を合わせて、はっきり言えば一

番問題あるのは農協でしょうと、そういった中で

やっていただけないかと言ったのですけれども、

それは今の立場の中では無理だというふうに言わ

れたものですから、そういったことも含めて今後

農地流動化に対して、やはりはっきり言いまして

小さな組織でやることではなく、ある程度風連地

区なら風連地区の極端に言えばいわゆる線路東は

線路東、線路西は線路西という、そういう大きな

組織にして広域で考える、検討するというか、流

動化を進めるというか、そういったふうに取り進

めていただきたいと思うのですけれども、そのほ

かに何かございましたら答弁をいただいて、私の

質問を終わらせていただきます。１０分間皆さん

に御迷惑をかけたので。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農地の流動化という〇経済部長（茂木保均君）

のも先ほど申し上げましたように一定程度進んだ

段階においては、非常にそれ以上というのは難し

い状況にあります。名寄においても担い手の集積

率はもう９割超えておりますから、そういう面で

いくとこれからの部分というのは、これ以上とい

うのはなかなか難しいのです。そういう中におい

てもやはり耕作放棄だとか、そういった部分とい

うのは基本的にはつくれませんから、そういった

ものを今御提案あったようなことを含めて地域で

何とか守っていくということ、それから従来から

なかなか言っているのですけれども、現実にはな

らないのですけれども、この法人化ですよね。法

人化も個々の法人化というよりはやっぱり地域連

携型の法人、ここがそういう農地を受けるという、

こんな仕組みもこれからの部分ではやはり有効な

手段だというふうに思っておりますので、この辺

も十分研究して関係と連携してやっていきたいな

と思っておりますので、御理解いただきたいと思

います。

以上で田中好望議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

生活保護者数の現状と対応について外３件を、

竹中憲之議員。

議長より指名をいただ〇４番（竹中憲之議員）

きましたので、さきの大項目４点について質問を

させていただきたいというふうに思います。

大項目の１点目は、生活保護者の現状と対応に

ついてでございます。近年不況等により会社の倒

産や縮小で離職がふえている現状にあることは承

知のとおりであります。職を断たれるということ

は生活設計が立たない、もう少し言えば命にかか

わる問題でもあるのかなというふうに私は思って

います。必ずしも離職をして生活保護ということ

にはなりませんけれども、首都圏では生活保護者

が増大している現状にあるわけであります。生活
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保護を求める世帯が増加しているわけであります

けれども、行政として相談などに対して対応がで

きていない現状にあると聞いています。名寄にお

いてのここ二、三年の生活保護世帯数と保護者へ

の対応、相談及び指導体制についてお知らせを願

いたいというふうに思います。

大項目の２点目は、災害と復旧の現状について

お聞きをしたいというふうに思います。既に今定

例会まで何名かの議員から災害について質問がご

ざいました。本年は異常気象で、名寄だけでなく

多くの市町村が大小にかかわらず災害が多発いた

しました。名寄において、市民生活に直接かかわ

る災害箇所は早急な措置がされているというふう

に思います。本定例会では、４件で ５５０万円

の災害復旧事業が補正で予算化をされました。名

寄市における災害の現状について、大小にかかわ

らず道路、河川等における災害の件数と復旧状況

についてお知らせを願いたいというふうに思いま

す。

次に、大項目の３点目、交通安全対策でござい

ます。承知のように市庁舎の前にも交通事故多発

対策としての道警や道の赤旗が立っておりますけ

れども、一向に死亡事故が０っていないというの

が状況だろうというふうに思います。昨日も３名

のとうとい命が多重事故で亡くなっておりますけ

れども、そういった意味で人身事故であっても物

損事故であっても被害者あるいは加害者にとって

大きな精神的な負担がかかるのだろうというふう

に思います。北海道の交通事故死亡者数はワース

トワンとなっておりまして、名寄においても交通

安全対策が重要な問題となっているだろうという

ふうに思います。人身事故が多くなっている現状

にあり、特にこれからの時期は事故が多く発生す

ることが統計で明らかであります。名寄市におけ

る今年の交通事故件数と交通安全対策として、市

民への指導、啓発、啓蒙についてどのように進め

てきたのか、また今後の計画についてお聞かせを

願いたいというふうに思います。

また、交通安全対策について、もう一点は踏切

事故についてであります。ＪＲの踏切事故は、即

死亡事故につながるケースが多くあります。長年

の懸案でありました東地区との連絡道である南２

丁目の踏切も拡幅工事が進められ、安全な踏切に

生まれ変わろうとしておりますが、名寄市におけ

るＪＲ踏切の夏季、冬季の踏切数と踏切の安全対

策についてお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

大項目の４点目は、小中学校における事故、不

審者への対応と対策についてお尋ねします。この

間私も何回かこの問題について質問をさせていた

だきました。近年の名寄市も都市部と同様に不審

者などが増加してきていますが、各学校には対応

マニュアルはありますけれども、児童生徒、保護

者への周知と対策についてお聞かせを願いたいと

いうふうに思います。また、児童生徒へのケアに

ついて、動揺があったときの対応はどのように進

められているかについてお聞かせをください。な

ぜこのようなことを聞くかといいますと、大人に

なってから小さいころのことが言葉は悪いですけ

れども、トラウマのようになって心身が病むとい

う、そういうことが最近大きな問題として出され

てきています。このことが親になって子供を育て

ることに障害となることが考えられるとのことで

す。そういう対策についてもお聞かせを願いたい

というふうに思います。

以上で、この場からの質問を終わります。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

竹中議員からは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目４点について御質問をいただきました

ので、１点目は私のほうから、２点目は建設水道

部長から、３点目は市民部長から、４点目は教育

部長からの答弁とさせていただきます。

それでは、大きな項目１点目の生活保護者数の

現状と課題についての小項目１、生活保護世帯に

ついて申し上げます。生活保護とは、生活保護法

に基づき生活に困窮するすべての国民に対し、そ
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の困窮の程度に応じ必要な保護を行い、健康で文

化的な生活水準を維持するため最低限の生活を保

障するとともに、その自立を助長するものであり

ます。

生活保護を受けられている世帯につきましては、

９月現在２４６世帯３３０名で、保護率を千分率

であらわしますと１ ８パーミルとなります。で

幌市など都市部を除く全道３２市の中でも３０番

目と低い位置にあり、最も高いのは目路市の５

３パーミル、最も低いのは石狩市の ７パーミル

となっており、港や旧産炭地の市が保護率の高い

傾向にあります。上川管内の近隣市では、士別市

１ ２パーミルで２８番目、富良野市が１ ３パ 

ーミルで２５番目、深川市が１ ７パーミルで１

７番目となっております。当市の昨年同月と比較

しますと世帯数で１世帯、人数で１名、保護率で

２パーミルと横ばいの状態で推移しております。

また、世帯類型では高齢者世帯１３０世帯、５３

％、傷病者世帯５９世帯、２４％、障害者世帯２

６世帯、１１％、母子世帯１３世帯、５％、その

他の世帯が１８世帯と７％となっております。生

活保護を申請される方は、議員お話のとおり近年

都市部ほど派遣切りなどの影響による雇用状況の

不安を抱える方々がふえている傾向にあります。

また、高齢化社会を迎え、年金加入期間が短く受

け取る年金が少ないことや無年金者などの高齢者

世帯が全体の半数以上を占めている実態にありま

す。

次に、小項目２の生活保護者への相談と指導体

制につきまして申し上げます。市の社会福祉課保

護係には、経済的なことや医療費の支払い等、生

活に不安を感じ相談に訪れる件数は４月以降１１

月までに７０件、２回目以上の相談件数を除くと

実数は５４件となっており、そのうち生活保護を

開始した方は１３件、２４％となっております。

相談の主なものにつきましては、医療費の心配や

一時的にお金がないなどの理由から訪れるケース

が多く、時としてハローワークや職業派遣会社等

を紹介したり、他方による制度の活用を生活保護

相談員と査察指導員が助言することにより生活保

護に至らず、相談のみで帰られる方もおられます。

また、生活保護を受給されている方につきまして

は職員、ケースワーカーが定期的に訪問し、生活

する上で困っていることや悩んでいることはない

か、家族と良好な関係を築いているかなどを聞き

取る中から、日々適正な指導に努めているところ

でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目の２点目、災害とその復旧状況について

お答えをさせていただきます。

最初に、道路、河川等の災害状況についてであ

ります。ことしの７月２９日の大雨は、何回か申

し上げましたが、旭川気象台によると時間雨量２

５ミリメートル、１日にして１１７ミリメート

ルのこれまでに名寄市では余り経験したことがな

い降雨量でありました。名寄市内にある立水機場

５カ所ありますが、内淵、豊栄、智西、智北、無

名川はフル稼働し、ほかに１級河川の樋門管理さ

れた各主要箇所１１カ所には市内建設業協会加盟

業者の協力により仮設ポンプで立水をし、浸水被

害の軽０を図ったところであります。土木施設の

災害状況につきましては、河川や立水溝の増水な

どによる道路の決壊や路面損傷で４２カ所、河川

の河岸決壊などが２４カ所で合わせて６６カ所の

被害を受けているところであります。

次に、災害の復旧状況についてであります。施

設災害６６カ所のうち簡易なもの及び緊急を要す

るものの３９カ所については、直轄による作業や

機械借り上げなどにより復旧や応急工事が終わり、

その他についても請負工事などで発注し、徳田１

９線施設災害や風連東大通施設災害復旧工事など

５件を残し、すべて完成しております。このうち

３４件 ８７０万 ０００円の工事や機械借り上 

げ料などにつきましては単独施設災害として起債
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を申請しておりますし、国庫補助対象の災害工事

として認定された市道美園線など道路災害２件、

大沼など河川災害２件で合わせて４件 ５５０万

円については着工申請の準備を進め、年度内の完

成を予定しております。なお、この後で地先など

から要望があったものにつきましては、状況を見

ながらでありますけれども、次年度以降に補修工

事などで対応したいというふうに考えております

ので、御理解をいただきたいというふうに思いま

す。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇市民部長（吉原保則君）

目３、交通安全対策について、まずことしの名寄

市における交通事故件数はについてお答えいたし

ます。

平成２２年の名寄市における交通事故件数につ

きましては、１１月末現在で発生が４３件、傷者、

負傷者のことでございますが、傷者が４６人、物

損事故が６４１件となっているところでございま

す。幸いにも死亡事故は起きていませんが、発生、

傷者とも既に昨年を上回っている状況でございま

す。なお、名寄市の交通死亡事故ゼロにつきまし

ては平成２０年９月２７日以降、昨日現在で８１

５日を記録してございます。この間の関係機関、

市民の皆様の交通安全運動に対するさまざまな取

り組みに対し、この場をかりて改めてお礼を申し

上げるところでございます。

次に、小項目２、交通安全対策と市民への指導、

啓蒙、啓発はどのように行ってきたかとのお尋ね

でございます。名寄市におきます交通安全対策に

つきましては、名寄市交通安全運動推進委員会、

名寄市交通安全協会、名寄警察署を初め多くの関

係機関、団体、地域の御協力のもとに、春、夏、

秋、冬の全国運動に加え、初夏の行楽期、秋の輸

送繁忙期、この年間６期６０日の交通安全運動を

重点的に街頭啓発、高齢者交通安全宣言大会、飲

酒運転追放宣言大会、安全運転者研修会、車両パ

レード、事業所訪問、小中学校における自転車教

室、町内会、老人クラブ、団体における交通安全

教室など、さまざまな取り組みを行っているとこ

ろでございます。また、今後におきましても冬期

間ということで冬型事故の防止、年末年始を控え

ての飲酒運転の根絶など、さらなる啓発活動に気

を引き締めて当たってまいりたいと考えていると

ころでございます。

次に、小項目３、名寄市における夏季、冬季の

踏切数と安全対策についてのお尋ねがございまし

た。名寄市内における踏切の数につきましては２

７カ所で、そのうち４カ所が冬期間の使用を停止

しているところでございます。踏切事故に対する

啓発運動といたしましては、広報なよろの紙面を

通じて注意を喚起しているところでございますし、

またＪＲ北海道が実施しています踏切事故防止キ

ャンペーンに協力し、名寄駅でのＰＲ活動などに

参加することなどを行っているところでございま

す。

私のほうからは以上でございます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは大項〇教育部長（鈴木邦輝君）

目４、小中学校における事故、不審者への対応と

対策につきまして答弁をさせていただきます。

まず、小項目１、小中学校における事故、不審

者への対応と対策についてですが、それぞれ各学

校では事故や不審者などに対して危機管理マニュ

アルや安全マップを作成し、緊急時の組織体制や

手順、連絡先などマニュアル化をしながら取り組

んでございます。また、不審者に対しましてはさ

すまたの使用や警察の協力を得て児童生徒の避難

のさせ方や対応の仕方などの訓練も日々行ってご

ざいます。児童生徒の安全確保や保護者等への周

知につきましては、保護者への至急な連絡ととも

に、必要に応じて集団下校や保護者に迎えに来て

もらうなど緊急時の的確な対応を図るとともに、

市のホームページで不審者情報として知らせるな

ど市民部環境生活課や警察などと連携をしながら



－133－

平成２２年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第３号

周知に努めております。今後も児童生徒及び教職

員の安全の確保、学校と児童生徒、保護者、地域

社会との信頼関係の維持、組織的で迅速かつ的確

な対応を図るために関係機関や学校、安全安心会

議などとの連携を図りながら情報収集に努めると

ともに、危機の予知、予測を通して事故の未然防

止に努めてまいりたいと思います。

次に、小項目２番目の児童生徒へのケアについ

てでありますが、不幸にして事故が起きた場合、

状況や内容によりまして対応は異なりますが、事

故を目撃した児童生徒や事故の発生によりショッ

クを受けている児童生徒がいる場合などについて

は、心の相談員や教育相談センター、医療機関な

ど専門機関との連携を図り、議員が御指摘のとお

りトラウマとなって後の心に大きな傷が残らない

ようにできるだけ迅速に心のケアを行ってまいり

たいと考えております。

また、ほかの保護者に対しましては事故の発生

及び今後の対応について周知するなどして事故の

未然防止に向けて理解と協力を求めたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、答弁いただ〇４番（竹中憲之議員）

きましたので、００前後しますけれども、再質問

をさせていただきたいというふうに思います。

４番目の小中学校における問題でありますけれ

ども、今部長から答弁がありました。それはその

とおりだなと思っていますし、今日までそのよう

な同じようなことの答弁、私もいただいています

し、今日までの議員の質問にも同様だというふう

に思っていますが、実はなぜこのようなことを質

問したかというと、学校は一番安全な基地でなけ

ればならない。基地という言い方はおかしいので

ありますが、そういうふうに思っているものです

から、学校の運営問題も含めてやっぱりきちっと

学校単独でやらせるというよりも教育委員会とし

てどう指導していくかということが一番私は重要

でないかというふうに思っているものですから、

その事故や何かによってのやり方も違うでしょう

けれども、そういうことが一番これは校長、教頭、

教諭みんな同じように頭の中に入っていなければ

ならない問題だというふうに思っていますので、

そういうことで質問を１つはさせていただきまし

た。

もう一つは、行政報告の中に特別支援教育にか

かわっての名寄大学との協力で心理発達検査など

を実はやっているという報告がございましたが、

実は児童心理というところで学校との連携がとれ

ないのかどうなのか。というのは、名寄大学では

児童心理というのを教員も、医療というか、教授

もいるというふうに聞いていますから、そんなと

ころで何かあったときというよりも常日ごろから

病院あるいは大学と、あるいはカウンセラーと連

携をとった体制づくりができないのかどうか、そ

んなところもちょっと頭にあったものですから質

問をさせていただきましたが、教育委員会として

もし考え方があればお聞きをしたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま特別支援教育〇教育長（藤原 忠君）

とあわせて、こういう子供たちの心のケアのあり

方についてもさまざまな関係機関と連携をとれな

いのか、あるいは名寄市立大学との連携はどうか

という御質問でございました。

まずもって、特別支援教育等では既に名寄市立

大学の先生方、大変御協力いただいておりまして、

北海道でも自信のある取り組みが進められている

ところであります。また、特別支援教育とひとし

く大学の先生には、先生方が一堂に会した中で御

講演をいただいたりしながら子供の心の教育、心

のケア等についても何回か実施させていただきま

した。あわせまして、名寄ではカウンセリング研

究会という先生方独自の組織をつくっております。

この中でも名寄市立大学の先生をお招きしてさま

ざまなお話をいただいていると。これは、１つは

今御心配されている心のケアを行うために教員の
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資質を高める、そういう営みでございます。また、

名寄市立病院には臨床心理士がございまして、こ

れは、教育相談センターなどで連携をとりながら

御協力いただいていると。こういうさまざまな場

面でケース・バイ・ケースに応じてそれぞれの方

を、先生方あるいは学校の取り組みとして進めて

いる。あわせまして、やはり児童生徒の安全、安

心というのは最大の課題でございます。ただいま

お話のように学校が安心していられる場所、これ

を守ることは最大の使命でありますので、それぞ

れ各学校では、例えば防犯カメラとまではいきま

せんが、玄関に侵入したときにそれがモニターで

映るような、そういうシステム等も現在しっかり

と設置させて学校の安全を守っているところであ

ります。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、学校の安全の〇４番（竹中憲之議員）

問題だけでなくて、名寄大学の学生の研究、児童

生徒に対する研究と言うと言葉は失礼なのであり

ますが、名大の学生の研究にも１つは利用できる

というか、活用というか、そういう場にもなるの

かなというふうに思いましたので、こういう提案

をさせていただいたというか、お聞きをさせてい

ただきました。名大も職員でありますから、恐ら

く金はそういうシステムをつくった場合、お金は

かからないと思いますから、そういった意味では

精いっぱい次年度に向けてというか、新たなシス

テムづくりに向けて要請だけしておきたいという

ふうに思います。

それでは、生活保護の扱いについて、まずは名

寄は１ ８パーミルということで、北海道では３

０番目ということでかなりいいということであり

ますが、００気になるのが保護世帯が少ないと。

世帯が２４６世帯で３３０名と。ちょっと気にな

るのが、審査が厳しいのではないのかというふう

に思ったりもしているのですが、あるいはそれと

も地域的なものもあるのかもしれませんが、審査

の現状を、厳しいかどうか私立ち会っていません

からわかりませんが、部長として判断する範囲で

お答えを願いたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員からお話〇健康福祉部長（三谷正治君）

ございました名寄市は特に厳しいのではないかと、

だから３０番目ではないかというお話をいただき

ましたけれども、先ほど答弁でもさせていただき

ましたように隣の士別さん、富良野さん、それか

ら深川さん等のお話をさせていただきましたよう

に、名寄だけが突出しているわけではないという

認識をしております。特に隣の士別さんと比較し

ても同じような数字ということであります。

ただ、名寄市の状況をお話しさせていただきま

すと、先ほどお話もさせていただきました７０件、

実質２回、３回と御相談をいただいている部分で

実数５４、その中で実際は２４％ほどの生活保護

の申請をいただいて受給をされているという実態

でございますので、そんなに私、部長としての立

場から言わせていただきますと厳しいとは決して

思っておりませんし、また国で定めております新

聞等でも出ておりましたけれども、１人当たりの

世帯数が大体市部では８０世帯という、町村部で

大体６０世帯というような基準がございまして、

名寄でいきますと大体６０世帯、町村並みぐらい

の件数になっているところでございますので、そ

ういう数字を見ますとやはり１人当たりの件数が

都会のように１２０件、１５０件と戸別訪問もで

きない状態ということではなく、やはりきめ細か

な行政サービスをさせていただいているのではな

いかということで考えているところです。

以上です。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

生活保護の扱いは健康〇４番（竹中憲之議員）

福祉のほうでやっている、その他の制度もいろい

ろあるわけです。資格取得の問題だとか、あるい

は福祉における金の貸し付け、限度額あるようで

ありますが、先ほど答弁の中ではそういったもの

も含めてということだったのだろうと思いますが、
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あるいはハローワーク等々への紹介だとかという

ことで、この間国の自立のためにいろんな施策が

されているのでありますけれども、この間国の施

策の中で資格や何かを取る、そういう制度もある

わけですが、この１年ないし２年の間でそのよう

な制度で資格を取った方がどのぐらいいるのか、

わかればちょっとお聞かせを願いたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在いろんな制〇健康福祉部長（三谷正治君）

度がございまして、相談員の方にはそれぞれの御

案内をさせていただいているところであります。

公的機関で、自立に向けて再就職の紹介ですとか

あっせんという、こういう制度がございまして、

これは生活保護ばかりではなく、すべての国民に

対していろいろな制度ということでございます。

基本的に御相談をいただいている部分につきまし

ては、健康福祉部の中でも生活保護を含めまして

いろいろな包括、それから高齢、障害者というよ

うな形で担当をさせていただいておりますので、

それらの公的機関の制度はフルに活用させていた

だいているところでございます。また、母子家庭

のお母さんにつきましては、特に名寄といたしま

しては名寄市母子家庭高等技術訓練促進費事業と

いうような制度もございますので、これにつきま

しては看護師ですとか介護福祉士、それから保健

師さんの就職に有利なこういう部分の訓練という

か研修を受けている、その期間についてはそれぞ

れの支給手当てがあるという、こういう制度もご

ざいますので、そういう部分については活用させ

ていただいていると。ただ、実質の件数につきま

しては大変恐縮でありますけれども、今の手持ち

で数字がございませんので、大変恐縮ですが、後

ほど御連絡申し上げたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁の中で、〇４番（竹中憲之議員）

健康福祉部に来る件数が多くてということであり

ます。実は、私がそういう答弁をいただいて気に

なっているのが、今答弁いただいた制度のものも

そうですが、生活福祉金貸付制度の問題だとか等

々を含めて私は市民がどれだけ知っているのかな

というふうに、そういう制度がですね。市民がこ

ういう……これだけではないのですが、各種制度

を知らないとしたら非常に不幸だなというふうに

思うのでありますが、結果として相談に来てそれ

ぞれの対応をしているということでありますけれ

ども、健康福祉部だけでなくてほかの部署や何か

も含めたそういう制度についての周知方というの

は、関係箇所と連携をしているのでしょうけれど

も、この間どのような市民への周知の仕方をした

のか。もしきちっとしていないのであれば、今後

どのような周知の仕方をするのか。広報では時た

まそういうのは見ますけれども、一連の流れの中

でわかるような周知の仕方も私は必要ではないか

というふうに思いますが、いかがでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員からお話〇健康福祉部長（三谷正治君）

ありましたように、各制度の改正ですとか新規に

できた制度につきましては市の広報及び市のホー

ムページ等々を活用させていただいているのが実

態でございます。また、担当のほうではそういう

制度につきましてはチラシをつくりまして、その

チラシを窓口等、それから市役所の窓口等々に置

いて市民の皆さんに目につく場所に置きながらＰ

Ｒをさせていただいておりますけれども、現実に

例えば生活保護の制度というものにつきましては、

今私が考えている部分につきましては非常に市民

にも、ただ制度の詳しい中身まではなかなか難し

い部分がありますけれども、生活保護制度という

のは戦後から現在までにおきましては、やはり国

民がそれぞれの最低生活を営む上でという部分で

は、特に先ほど言った４月から１１月が７０件と

いう、そういう相談件数にあらわれているように

非常に私は国民に周知は図られているのではない

かということを考えており、またあわせて民生委

員児童委員の皆さん方にも町内会担当の地区にお

いてそういう人がいれば、その当事者とあわせて
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民生委員の方も一緒に相談に来ていただいている

という部分もございますので、そういう部分では

個人の国民一人一人とあわせて、そういう相談、

補助機関の部分についても特に民生委員の部分に

つきましては研修会等々にそういう制度を周知さ

せていただいておりますので、現時点では生活保

護制度の部分については非常に周知をされている

という認識を持っているところです。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長の答弁ですと、〇４番（竹中憲之議員）

精いっぱい努力をしているということであります

から、それ以上に私は求めたいというふうに思っ

ていますので、関係箇所と連携しながら保健福祉

あるいは市民相談のところだけでなくて大きな、

多くのところでそういう連携をとっていただいて

周知方を求めたいというふうに思います。

それと、７０件ほどの相談件数があるというふ

うに言われましたけれども、先ほどの答弁の中で

私が聞き漏らしたのかもしれませんが、相談に対

する対応、どのような対応をしているか。相談員

とケースワーカーだと思うのですが、その対応の

あり方等々について、あるいは１件当たりの相談

件数がどのぐらいの時間を要しているのかも含め

てお聞かせ願いたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

１件当たりの相〇健康福祉部長（三谷正治君）

談の時間につきましては、それぞれの個別の部分

で状況が違いますけれども、私が今見ている範囲

では、保護係の隣にそれぞれ個室を２つ設けさせ

ていただいております。その部分では、やはり午

前中１０時ごろから来られますと午前中いっぱい

かかるという部分が多く見受けられます。ただ、

先ほど申し上げましたように生活保護申請という

ことではなく医療ですとか例えば貯金、それから

年金、そういういろんな国の制度の中でやはりこ

ういうものがわからないので、ちょっと相談に来

ましたよという部分も多々ございますので、そう

いう部分につきましてはこういう制度というチラ

シ等々をお渡ししながら説明しておりますので、

その部分については３０分だとかという部分があ

りますけれども、生活保護を受けたいという意思

で申請に来ておられる方についてはそれぞれいろ

んな組織、仕組みの中でお話をしなければならな

い部分がございますので、その部分については非

常に長い時間かかって御説明をしていると思って

います。

以上です。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今最大で２時間ぐらい〇４番（竹中憲之議員）

というお話でどのぐらいの、何名体制でというの

はなかったのですが、恐らく相談員とケースワー

カーの２人ぐらいかなというふうに思いますが、

市民と接する相談員、ケースワーカーは非常に苦

労はされているのだろうと思いますけれども、相

談に来る方の親切丁寧に今後も相談に乗っていた

だければというふうに思いまして、この項を終わ

ります。

次に、災害復旧の中身ですが、先ほど部長から

答弁がありまして簡易なもの、来年度にするもの

を含めて００まだ残っているということでありま

したけれども、ちょっと経済部長にお聞きをした

いのですが、方向性、違うほうへ向かっていって

申しわけないのですが、災害復旧ということであ

りますから土木、河川だけでなくて農作地あるい

は農道あるいは農業施設等々も含めて災害に遭っ

たのではなかったかなというふうに思っているも

のですから、実はもし災害に遭われた中身がある

としたら、その中身についてお聞かせを願いたい

と思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

小さい部分を入れれ〇経済部長（茂木保均君）

ば農業施設、農地の被害もかなりの件数があった

かなというふうに思いますが、主な部分でいいま

すと土地改良区の管理する農業施設、用立水路等

の閉塞等の災害という部分で主なもので２０カ所、

これにつきましては天塩川土地改良区のほうで復
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旧工事を完了いたしております。それから、農地

でございますけれども、これも主なものというか、

大きいという部分は、大きいというか、部分は４

カ所ほどあったのですが、畑地ののり面崩壊だと

か、立水の閉塞だとか、冠水による土砂の流入だ

とか、大小いろいろありますけれども、小規模な

部分はかなりあったのではないかなということで、

農家の皆さんからは、その被害状況については一

定程度出してくれというふうにお願いしましたけ

れども、小さいものまでは出ておりませんで、大

きな部分で４カ所ぐらいあったかなと思いますけ

れども、これについては農家のほうにおいてそれ

ぞれほぼ復旧をいたしたと、こういう報告を受け

ております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

経済部担当のところで〇４番（竹中憲之議員）

はほとんど完了したということでありますから、

来年に向けての扱いはそれぞれ耕作ができるのか

なというふうに思っていますけれども、非常にこ

としの災害、それぞれ大小含めて多くあって、こ

こでわかるだけでも２４カ所ですよね。そういっ

た意味でいくと、かなりの農家にとっては厳しい

ものではなかったかなというふうに思っています

けれども、それぞれ来年に向けた計画がその中で

できるということでありますから、それはそれで

よかったかなというふうに思っていますが、小規

模でもまだ年明けてからやらざるを得ないところ

がもしあるのだとしたら、それは市としても精い

っぱい努力をしていただいて復旧を求めておきた

いというふうに思います。

次に、交通安全対策についてでありますけれど

も、先ほど吉原部長のほうから答弁がございまし

た。庁舎の前にも交通事故多発緊急対策というち

ょっと片一方が赤くて片一方が白い旗がなびいて

おりますけれども、本当に交通事故、部長の答弁

でありますと名寄の場合は人身事故というか、死

亡事故がなかったということでありますけれども、

先ほどの答弁の中身でありますと４３件、負傷者

４６名、物損６４１名と。これが１１月を越えて

１２月になってくると北海道特有の事故が、いわ

ば物損事故がふえるという状況に私はなってくる

のではないのかというふうに思っているのです。

昨年もそうでありましたけれども、事故の多発場

所というのは大体決まるのです、事故が起きると

ころというのは。そういった意味でいくと、今言

いましたのぼりではありませんが、事故多発箇所

とかというのぼりも立てながら市民に啓発をする

ということも私は必要ではないのかなと。そうい

う意味で、注意喚起をするということで必要では

ないのかなというふうに思いますが、そんなに金

のかかるものではないのでありますけれども、考

え方があればお聞かせください。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま事故多発箇〇市民部長（吉原保則君）

所にそれぞれのぼり等を立ててはどうかというよ

うなお話かと思いますけれども、お金は大分かか

るかと思いますけれども、これまでも事故の関係

につきましては警察署のほうで毎年５月に人身事

故が発生した箇所なんかについての危険マップな

んかを作成し、窓口に置いたり公共機関などにポ

スターとして掲示をしたりしていますし、また交

通安全の黄色い旗につきましては、それぞれ年間

各町内会に少ないのですけれども、２０枚ずつぐ

らい配ったりする中で一定の啓発を図っていると

ころでございますけれども、ただいまお話のあり

ましたそういった危険箇所の部分についても抑止

効果も高める意味もございますし、財源の問題も

あります。どういったものが一番効果的なのかと

いうことも含めて、警察など関係機関とも協議す

る中でそういった事故防止対策ののぼり等につい

ても少し検討してまいりたいと考えています。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、交差点での事〇４番（竹中憲之議員）

故は単なる市民側の問題だけでなくて、特に除立

雪の問題も出てきますから、そういった意味では

建設水道部と連携を図ってしっかり、もう既に除
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雪体制できていると。過日の答弁でありますと、

３セットで動かすということでありますから、精

いっぱい３セットで動かしていただいて交差点の

除立雪も含めてきちっとやっていただければとい

うふうに思います。

踏切の問題でありますけれども、実は私の資料

によりますと平成２０年度の踏切事故、名寄は死

亡事故は最近ありませんからあれでありますが、

踏切事故というのは即死亡事故につながる大きな

事故になりまして、一昨年度の調査というか、件

数ですと４月から１０月までの７カ月間で北海道

の事故が４件、１１月から３月までの５カ月で１

０件なのです。 ５倍、冬の事故が多いという。

これは、通常の道路の事故も同じような件数にな

っているのでありますが、その事故のそれぞれの

自動車の割合を見ると普通乗用車が一番多くて５

０％、大型普通貨物が２２％、ちょっとわからな

いのが軽車両と歩行者が２８％なのです。軽車両

というのはどこまで言うかというのはちょっとわ

かりませんが、いわば道交法で言う軽車両だと思

うのですが、これが２８％という状況でありまし

て、非常に大きな事故になるということが中身で

あります。

先ほど答弁いただいた中身でいきますと、名寄

は踏切が２７カ所あって、冬季４カ所閉鎖をする

という。これは、農業用のための踏切だというふ

うに思いますけれども、そういう状況で、そうす

ると２３カ所が広い狭い関係なく冬も通行できる

という中身になっているのですね。ＪＲはＪＲな

りに安全対策をとっていて、それぞれ業者を入れ

て除雪をしておりますけれども、一気に降った場

合の体制というのは非常にできないのです。そう

いった意味でいくと、非常に市民に対してきちっ

とした踏切の安全指導というもの、交通安全指導

というものをしていかなければならないというふ

うに思いますが、広報でもちょっと見たことはあ

りますけれども、冬季に入る大々的な踏切の安全

対策というのを私はちょっと目にしていないので

すが、出しているとしたら失礼なことですけれど

も、そういう対策も含めて啓蒙も含めてやるつも

りはないのでしょうか。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

冬期間の踏切の安全〇市民部長（吉原保則君）

対策のことでございますけれども、先ほどお答え

いたしました中では広報ということでお話しいた

しましたけれども、確かに毎年１０月か１１月の

広報の最後のカレンダーの欄の一部を使って注意

啓発しているというような状況でございますので、

そこら辺、今後につきましてはスペースの問題あ

るいは改正の問題も含めて改善を図ってまいりた

いと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

対策は別でありますけ〇４番（竹中憲之議員）

れども、ちょっとお聞きをしたいのでありますが、

先ほど南２丁目の拡幅がもうできるということで

話をしましたけれども、実は過日雑談である方と

話していたら、大通側から東へ向かっていくと上

り坂になるのでありますね、踏切に向かって。踏

切で１回停止、踏切の前で停止すると滑って上が

れないことも結構あると。東から大通へ向かって

いく場合は平たんですからいいのですが、こっち

側から行く場合は非常に坂になっていて、かなり

上がりづらいということもあるのでありますが、

あそこはあのままの状況で拡幅になるのかどうか。

もう既に大通側も東側も線路の下だけは路盤入れ

かえ終わったようでありまして、あれを見ただけ

ではちょっと傾斜がわからないのでありますけれ

ども、その傾斜がどうなるかについてだけちょっ

とお聞きをしたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

南２丁目の踏〇建設水道部長（野間井照之君）

切の改良について御質問をいただきました。私も

ちょっと現地、しっかり把握しているわけではな

いので、ちょっと自信がないと言えばないのです

けれども、基本的に日本貨物の部分の鉄路があっ
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た部分には、そこは買収をさせていただきました。

したがって、大通から東に向かう部分でも平らな

部分ができますし、東３条から大通に来る部分で

も買収させていただきましたから、平らな部分が

できますので、そういう意味では滑るというか、

部分では大分解消されるのかなと思っていますし、

冬はできるだけ早く除雪も入れたいというふうに

思っていますから、危険度はそれほど現在よりは

なくなるというふうに思っていますので、御理解

をいただきたいと思っています。

終わります。〇４番（竹中憲之議員）

以上で竹中憲之議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時４７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 山 口 祐 司
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開議 平成２２年１２月１４日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１１号 名寄市仲町集会所条例

の一部改正について（総務文教常任委

員長報告）

日程第４ 議案第３１号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画の変更について

日程第５ 議案第３２号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第６ 意見書案第１号 北海道開発の枠組み

の堅持と北海道局の存続に関する意見

書

意見書案第２号 ヒトＴ細胞白血病ウ

イルス１型（ＨＴＬＶ―１）総合対策

を求める意見書

意見書案第３号 脳脊髄液減少症の診

断・治療の確立を求める意見書

意見書案第４号 免税軽油制度の存続

を求める意見書

意見書案第５号 米価下落に歯止めを

かける対策を求める意見書

意見書案第６号 領土に関する政府の

対応に関する意見書

意見書案第７号 子ども手当財源の地

方負担に反対する意見書

意見書案第８号 農業に関する国際貿

易交渉への意見書

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１１号 名寄市仲町集会所条例

の一部改正について（総務文教常任委

員長報告）

日程第４ 議案第３１号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画の変更について

日程第５ 議案第３２号 平成２２年度名寄市一

般会計補正予算

日程第６ 意見書案第１号 北海道開発の枠組み

の堅持と北海道局の存続に関する意見

書

意見書案第２号 ヒトＴ細胞白血病ウ

イルス１型（ＨＴＬＶ―１）総合対策

を求める意見書

意見書案第３号 脳脊髄液減少症の診

断・治療の確立を求める意見書

意見書案第４号 免税軽油制度の存続

を求める意見書

意見書案第５号 米価下落に歯止めを

かける対策を求める意見書

意見書案第６号 領土に関する政府の

対応に関する意見書

意見書案第７号 子ども手当財源の地

方負担に反対する意見書

意見書案第８号 農業に関する国際貿

易交渉への意見書

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて
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１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより本日の〇議長（小野寺一知議員）

会議を開きます。

本日の会議に１４番、渡辺正尚議員から欠席の

届け出がありました。

ただいまの出席議員数は２５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１０番 駒 津 喜 一 議員

１７番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

事務事業評価と予算、決算について外３件を、

佐藤勝議員。

おはようございます。〇１１番（佐藤 勝議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして大きな項目で４点について一般質問を行

います。

初めに、大きな項目の１点目として、事務事業

評価の予算、決算についてお伺いをいたします。

地方自治体を取り巻く状況は大きく環境が変化を

し、厳しさを増す財政状況の中で行財政改革は市

長の執行方針にもあったとおり必須の取り組みで

あります。現在総合計画に基づいた財政に裏打ち

された施策、事業の策定、政策、施策の分析、市

民意識、意向の調査と分析、さらに将来予測や財

政シミュレーションの実施など市民との協働の推

進を基盤に事務事業の着実な進展が図られている

ことは御承知のとおりであります。この行財政改

革の取り組みの中で、今後の財政運営のあり方と

してどれだけの行政サービスを提供したかではな

く、行政サービスの提供によってどのような成果

が得られたかを重視することが求められておりま

す。このことから、早期に行政サービスの成果な

どを評価する仕組みをつくり、それを総合計画、

予算などに反映するとともに市民への説明責任を

も徹底して果たす成果重視、情報共有の行政運営

システムを充実させていくべきであります。行政

に求められている透明性の確保、コスト削減とス

クラップ・アンド・ビルドの徹底、職員個々の意

識改革、ＰＤＣＡ、つまりＰ、プラン、計画、Ｄ

はドゥー、実行、Ｃはチェック、確認、Ａはアク

ション、改善、このいわゆるＰＤＣＡサイクルを

確立すること、既に名寄市でもその取り組みが始

まっているとのことでありますが、初めに名寄版

事務事業評価システムに対する取り組みについて

お知らせを願います。

次に、事務事業評価結果の原課における活用の

実態と市民に対し、どのように公開する予定なの

かについてをお知らせを願います。

また、事務事業評価結果を予算、決算に活用す

る手法についてもお知らせを願います。

次に、大きな項目の２点目、合併特例区につい

てお伺いをいたします。旧風連町が培ってきた地

域の特性を生かしたまちづくりを継承し、合併に

伴う行政の急激な変化を緩和しながら地域自治の

充実を図るため、合併時の平成１８年から２３年

３月までの５年間設置された特例区でありますが、

残すところあと１００日余と終了の期日が迫って

きています。合併後の新たな地域自治への挑戦で

もあった５年間でありますが、特例区の５年間で

何を得て何を学んだのか、その総括についてお知

らせを願います。

次に、特例区事業の継承についてお知らせを願

います。

３点目といたしまして、市政執行方針に合併特

例区終了後の風連地区の振興を図るため、将来を

見据えた区域の課題や方策の検討、区域住民の協

力と連帯の促進、市民と行政との協働などを推進
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する地域連絡協議会の設置に向け取り組むとあり

ますが、特例区終了後の体制についてお尋ねをい

たします。

大きな項目の３点目といたしまして、公民館活

動についてお尋ねをいたします。公民館は戦後生

まれた社会教育施設で、民主主義を身につけ、平

和と文化、教養を学び合い、そのことによって荒

廃した郷土を再建していくための地域住民の活動

拠点として各市町村、地域に誕生したもので、単

に社会教育機関としての機能にとどまらず、郷土

振興のセンターとして総合的な役割を期待しての

ものであります。まさに今はやりの言葉で言うな

らば、究極の地域活性化装置なのであります。昭

和２４年の社会教育法では、公民館は社会教育施

設として位置づけられ、地域における生涯教育の

代表機関であり、情報提供機関、実践拠点である

と規定されております。第２０条では、「公民館

は、市町村その他一定区域内の住民のために、実

際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種

の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の

増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会

福祉の増進に寄与することを目的とする」とあり、

単に貸し館ではなく地域住民の実生活に密着して

さまざまな課題解決を図るための総合的な社会教

育施設であることが規定されています。合併によ

って市内全域のつり合いという観点から、公民館

活動を活発な区域の水準に引き上げるのではなく、

そうではない地区の水準に合わせるという愚かさ

を過っても行ってはならず、社会教育法の忠実な

実践者を目指すべきであります。そこで、初めに

合併後の公民館並びに公民館分館活動の経過と検

証をどのようにして行ってきたかについてお伺い

をいたします。

次に、今後の分館活動とその拠点となっている

各地区のコミセンのあり方について、市の考え方

についてお聞きをいたします。

３点目に、今後の公民館分館活動をどのように

指導、発展させていくのかについて、その考え方

と方向性についてお伺いをいたします。

大きな項目の４点目として、ことし４月２０日

実施の全国学力・学習状況調査についてお尋ねを

いたします。この件につきましては、９月の第３

回定例会において７月３０日に公表された道内の

結果が全国最低レベルで４年連続学力低迷の状況

にあること、図形問題、応用力、記述式問題など

の課題が解決されていないことによる小中学校が

連携した継続指導の必要性が問われていることに

ついてお尋ねをいたしました。さらに、学校や家

庭での生活のあり方などを問う学習状況調査では、

家庭学習の短さとテレビ、ゲームに費やす時間が

長過ぎること、幼児教育と小学校教育の連携のあ

り方を念頭に置いた質問をいたしました。

その後、１２月７日、経済協力開発機構、ＯＥ

ＣＤが昨年実施した国際学習到達度調査、ＰＩＳ

Ａと呼ばれておりますが、その結果が公表されま

した。これは、義務教育を終えた１５歳を対象に

２０００年から３年ごとに行われ、昨年は６５の

国と地域が参加し、知識を実生活でどれだけ生か

せるかをはかる調査であります。日本は、第１回

調査で数学的応用力１位、科学的応用力２位、読

解力８位であったものの、その後低落の一途をた

どり、前回の０６年は読解力が１５位に低迷し、

関係者に衝撃を与えてきたところであります。そ

の後、ゆとり教育路線の見直しや読書活動に取り

組んできた成果が発揮され、今回読解力は８位、

数学、科学はそれぞれ９位、そして５位へと順位

を上げ、今後に大きな期待を抱かせる結果となっ

ております。問題点といたしまして、日常生活に

不自由を来すと言われている低学力層の割合が３

つの分野とも１割を超えるという上位と下位の二

分化が指摘されているところであります。以上の

ような状況下にあって、９月時点ではまだ市内小

中学校の調査結果が出ておらず、１０月中にはそ

れも出そろうということでありましたので、今回

はまずそのことについてお聞きをいたします。

次に、実施４年を経過した全国学力・学習状況
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調査の問題点並びに改善点があればお聞かせを願

います。

３点目といたしまして、現代の子供たちが抱え

る問題、つまり学力の低下、基礎体力の低下、不

登校、いじめ、学級崩壊などの根本的な解決方法

をどのように見出していくか、学校生活のみなら

ず家庭生活、生活習慣、生活改善などの取り組み

についてお伺いをいたします。

最後になりますが、今後の問題解決に向けての

方策があればお聞かせを願います。

以上でここからの質問を終わります。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇副市長（久保和幸君）

佐藤勝議員からは、大きな項目４点にわたって御

質問をいただきました。大項目１につきましては

総務部長から、大項目２につきましては私から、

大項目３及び４については教育部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

まず、大項目２の合併特例区についてお答えい

たします。初めに、小項目１点目の合併特例区の

総括についてお答えいたします。風連地区に合併

特例区を設置しました目的につきましては、合併

前の地区住民の意見を反映させることと旧風連町

での取り組んでいた独自の事業あるいは名寄、風

連、双方同様な事務事業で内容に相違がある事務

事業のうち、一定期間特例区で行うことが効率的

かつ利便性を図ることができ、新市の一体性の円

滑な確立に資するとの考えで、合併協議に基づい

て特例区を設置したものでございます。

特例区事業の処理状況につきましては、この５

年間に定住対策事業、町民広場手形作成事業、区

域高校振興対策事業など一部事業が完了している

もの、また天塩川パークゴルフ場の管理、町民農

園管理、街路灯、防犯灯管理事業など既に市の事

業へ一本化されたものもあり、残りの事業につき

ましては市町村の合併の特例に関する法律により

合併特例区の設置満了日の翌日をもって市に承継

することになりますことから、引き継がれる市の

関係部署との最終的な協議を行っているところで

ございます。合併特例区の解散によりまして市に

継承される特例区事業のうち、一定期間時間をか

けて調整するものも現時点ではありますので、今

後関係団体、地域と十分に調整してまいる考えで

あります。また、特例区の区域に係る振興策につ

きましては、新名寄市総合計画の策定を初め旧風

連福祉センター等受託後の取り扱い、風連高校の

閉校後の校舎利用、各種使用料の見直しなど特例

区協議会の意見を聞きながら対応してまいりまし

た。また、本年４月の行政区制度から１４町内会

を単位とする住民自治組織制度が実現されました

のも新市の一体性の確立と新名寄市が目指す市民

と行政との協働のまちづくり、これに沿うもので

あったと判断しております。本年度は、法で定め

る特例区設置期間５年間の最終年度であり、残す

ところ約３カ月半となりましたが、規約で定めて

いる特例区の事務事業あるいは区域の振興策にか

かわるものなどにつきましても十分に特例区協議

会の意見を聞くことに心がけており、特例区の総

括についても本協議会で論議を深め、後継組織を

整えて解散後の地域の発展、住民自治の高揚、地

域課題の解消に当たってまいる考えであります。

続きまして、小項目２点目の特例区事業の継承

についてお答えいたします。特例区事業といたし

ましては、合併当初は２２事業ありましたが、既

に事業が完了しているもの、市の事業へ一本化さ

れたものもあり、特例区解散後市に継承される事

業につきましては一般管理事業を含めて次の１４

事業となります。１つとして一般管理事業、自治

組織推進事業、自治活動推進事業につきましては

総務部企画課、市民部地域住民課に、２つとして

広報、ホームページ開設事業のホームページ開設

につきましては総務部情報広報課に、３つとして

地域施設管理事業のコミセン施設につきましては

市民部地域住民課に、サンシャインホールは教育

部生涯学習課に、日進レクリエーションセンター

は経済部産業振興課にそれぞれ継承されます。４
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つとしてふるさと会事業につきましては総務部企

画課に、５つとして都市交流事業につきましては

総務部企画課に、６つとして利雪克雪事業につき

ましては建設水道部管理課に、７つとして河川、

道路愛護事業につきましては建設水道部管理課に

継承、８つとしてＮＰＯまちづくり観光及びイベ

ント活性化事業につきましては経済部産業振興課

に、９つとして放課後対策事業につきましては教

育部女性児童センターに、１０として区域育英基

金事業につきましては教育部学校教育課に、１１

として通学、通園支援事業の遠距離通学支援児童

送迎車両運行につきましては教育部学校教育課に、

遠距離通園、通所支援につきましては健康福祉部

こども未来課にそれぞれ継承されます。１２とし

て、都会っ子交流事業につきましては教育部生涯

学習課に継承されます。

次に、小項目３点目の特例区終了後の体制につ

いてお答えいたします。市町村の合併の特例に関

する法律に基づき合併特例区を設置し、合併特例

区協議会の権限に属せられた合併特例区が処理す

る事務及び地域振興等に関する施策の実施など合

併特例区協議会を中心に事業を進めてきていると

ころでございます。合併協議では、名寄、風連両

地区に地域自治区を設置するとしておりましたが、

名寄地区では地域自治区ではなく、当面小学校区

域ごとの広域的な枠組みの中で７つの地域連絡協

議会を設置しており、風連地区についても広域的

事例として同様の考えで臨むこととしております

が、特例区終了後の風連地区につきましては特例

区期間が終了しても風連地区での問題、課題など

が残ることから、名寄地区の地域連絡協議会を前

進させた市長の諮問に応じて区域の施策について

審議し、その意見を答申するなど意見反映のでき

るこれまでの合併特例区協議会の任務を一部受け

継いだ組織として、仮称ではありますが、風連地

区地域協議会を設置していく考えでございます。

なお、この（仮称）風連地区地域協議会につき

ましては、現在合併特例区協議会の意見を聞いて

いる段階でありまして、今のところ構成は１５名

程度、構成メンバーには１つとして公共的団体の

役員または職員、２つとして風連地区町内会連絡

会から推薦のあった者、３つとして識見を有する

者、４つとして公募による者などを考えておりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

大きな項目１点目の事務事業評価と予算、決算に

ついて、まず小項目１の事務事業評価に対する取

り組みについてお答えします。

事務事業評価につきましては、旧名寄市の制度

を活用し平成２０年度に１度実施しておりますが、

時間の経過に伴う見直しが必要なことから、本年

度係長職で構成するワーキンググループを設置し、

所要の見直しを経て実施をしているところであり

ます。主な見直しは、評価調書の改定、総合計画

推進市民委員による外部評価の導入のほか、総合

計画の基本事業を対象に施策評価の施行に取り組

んでいます。本年度の成果評価対象は、平成２１

年度事業のうち１２の施策とその施策の推進に向

け取り組んだ２６の事務事業を対象として、担当

部局が自己評価を行う１次評価、１次評価に対す

るワーキンググループの検討、総合計画推進市民

委員による外部評価を終えておりまして、今後副

市長を座長とする事務事業評価検討会議を開催し、

最終評価となる２次評価を行う予定です。また、

事務事業評価の目的ですが、成果重視による効果、

効率的な行政運営の推進、市民への説明責任の充

実、さらには評価事務を通じ職員の意識改革を図

るものであります。

事務事業評価結果の原課における活用と公開に

ついてお答えします。評価結果の原課の活用につ

いてでありますが、評価結果については担当部局

に通知をし、事務事業の改善、ローリング調整、

予算に反映させ活用を図ります。また、評価結果

の公開につきましては市ホームページに掲載し、
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評価結果はもとより評価のもととなった事業の概

要、実績、成果、コスト等についても情報提供し

たいと考えております。

次に、小項目３の評価結果の予算、決算の活用

につきましては、評価は各事務事業の決算を活用

する事後評価を行い、評価結果はローリング調整

を経て予算に反映することとなります。本年度は、

見直し作業に時間を要したため現在も作業中とな

っておりますが、次年度以降につきましては年間

サイクルを確立するとともに、評価対象事業を順

次拡大して事務事業評価の有効活用を図ってまい

りたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３と４についてお答えをさせていただきます。

まず、大項目３、公民館活動についてでござい

ます。公民館活動の分館のあり方の経過というこ

とでございますが、風連公民館として今までの分

館活動のあり方の経過につきまして、平成１９年

６月に設置されました住民自治組織移行審議会に

て、風連地区の行政区制度から町内会制度への移

行審議にあわせまして風連公民館分館のあり方、

さらには分館事業を町内会事業に移行することで

分館としてどのような方法がよいのか協議を進め

てまいりました。このことを踏まえ、平成１９年

度から風連公民館運営審議会、各分館長主事会議

の中で分館のあり方について協議を重ね、平成２

３年度から風連公民館分館を廃止し、分館活動を

町内会活動へ移行していただくことと、その活動

に対しての各分館へ交付いたしております交付金

を、交付額は未定ではありますが、町内会活動費

として交付させていただくことで公民館分館の皆

様ともお話し合いを進めてまいりました。しかし、

特例措置として風連公民館分館への交付金を町内

会に交付することにより名寄智恵文地区の町内会

との整合性もとれなくなるのではないかという点、

また風連地区の培ってきた歴史及び地域特有の課

題や実情を踏まえて、本来の公民館活動として地

域活動の原点に戻ったとき、名寄市全体として地

域が求める教育活動としての講座、教室の学習が

できる場所が必要ではないかと、そういう議論経

過の中から公民館分館としての組織を廃止するの

ではなく継承することが最良の方向との判断をさ

せていただき、それぞれの地域に公民館分館長、

分館主事会議などで御意見を伺ってきたところで

あります。また、地域の活動をこれからも支援さ

せていただくためにも交付金等の手当ては必要と

の観点から交付額、交付方法及び交付期間につき

ましては現在関係課と協議をさせていただいてお

ります。

２点目の風連公民館分館とその拠点となるコミ

ュニティセンターのあり方についてでございます。

風連公民館分館につきましては、現在主に風連

地域の学校校区内に各分館の拠点を設けてござい

ます。しかし、実際の分館活動の事業等を行う場

合には各地域のコミュニティセンターを利用いた

しております。今後分館の所在地につきましては、

活動拠点等を十分に考慮させていただき、地域の

皆様にとってどちらがよいのか、各分館の方々の

意見を伺いながら進めさせていただきたいと存じ

ますので、御理解をいただきたいと思っておりま

す。

３点目の今後の分館活動の方向性についてでご

ざいます。風連公民館分館活動は、今日まで風連

地域に根差した活動の中心となっておりましたが、

各分館の活動の内容を社会教育法による公民館事

業の役割等につきまして見直しをいたしますと、

本来教育活動である公民館活動と地域での町内会

の活動に大きく分けることができます。また、名

寄智恵文地区の公民館分館におきましても分館の

あり方につきまして会議にて御意見を伺っており、

協議が進んでおります。風連公民館分館におきま

してもこれから各分館への交付金が交付されてい

る期限内において分館活動事業等、地域で行う町

内会事業と各分館ごとに御意見を伺いながら時間
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をかけて協議を重ねていただき、今後の風連公民

館分館として地域の教育力の高揚のためによりよ

い方向性がつけられるよう努力をさせていただき

ますので、御理解をいただきたいと思っておりま

す。

次に、大項目４、全国学力・学習状況調査につ

いてでございます。小項目１点目の市内小中学校

の調査結果についてでございます。平成２２年度

における全国学力・学習状況調査につきましては、

抽出校、希望校の合算によります名寄市全体の結

果が１１月５日に届きましたので、結果の分析や

２１年度の指導改善プランとの比較を行いました。

テストを受けている児童生徒や出題内容が昨年度

と若干異なることから単純な比較はできませんが、

朝学習や放課後学習、宿題など全市的な取り組み、

漢字の書き取り等につきましては成果が上がって

きております。また、漢字の読み書きのほかに中

学校国語Ａでは読み返し、わかりやすい文章にす

るではよい結果となりました。平成１９年度１回

目の調査を受けた小学校６年生の児童が現在中学

３年生となり、今回で２回目の調査となりました

が、図形の面積や体積など小学校での既に学んだ

事項の定着が十分でない生徒も多くいることがわ

かりました。

学習状況調査では、小学校では１日に３時間以

上テレビ、それからビデオを見たりテレビゲーム

をする児童が減少傾向にはあります。中学校にお

いては、宿題をする生徒が ５いほどふえました。

また、読書が好きであるとか国語の勉強が好きで

あり、内容もよくわかるなど学習に対する満足度

や、ほかにはいじめはどんな理由があってもよく

ないとか、地域行事や家の手伝いをするなどが上

昇をしております。しかし、学力状況調査の結果

からは依然として基礎的事項の定着が十分でない

生徒も多くいることがわかりました。また、無回

答は減少しておりますけれども、日常の問題とは

違った出題傾向になれていない戸惑いもあること

が予想されているところでございます。

小項目２点目の調査の問題点であります。今回

４回目となりました全国学力・学習状況調査です

が、文部科学省では中間のまとめとして平成２３

年度以降の全国的な学力調査のあり方についてと

しまして、次年度以降も実施をし、対象教科はこ

れまでの国語、算数、数学に加えて小学校では社

会、理科、中学校では社会、理科、英語を追加す

るなどの見直しを図ることとしております。調査

方法については抽出方法で行う方向となっており

ます。まだ北海道の教育委員会のほうでは今現在

のところ検討中でありますし、名寄市教育委員会

といたしましては児童生徒の全体的な実態を把握

するという上では、本調査は効果があると押さえ

ておりますので、国や道の動向を注視しながら対

応してまいりたいと考えております。

小項目３点目の家庭、学校における生活改善の

取り組みについてでございます。今回の学習状況

調査結果から、小学校のテレビやビデオ等を見る

時間が減少したり、小学校では宿題の時間がふえ

たりするなど家庭との連携が進んでいる結果とは

なりましたが、全国と比べますと依然として家庭

学習の時間が非常に少ない状況にあります。子供

自身は、予習や復習、宿題など家で勉強をしてい

ると答えてはおりますけれども、平日の家庭学習

の時間が２時間以上の割合が３割程度で全国の６

割に比べて半分以下であり、宿題以外に自主的に

学習する時間も非常に少ないことがわかります。

ほとんどの児童生徒は、早寝早起きと規則正しい

生活を送っておりますが、テレビやビデオの視聴、

携帯電話やインターネットなどに費やす時間も多

く改善が必要であると考えます。今後も日々の授

業改善や適切な宿題などを通して学習意欲の向上

を図るとともに、学校だよりや保護者懇談会など

あらゆる機会を通じまして保護者への一層の理解

と協力を求めていくよう学校へ指導してまいりた

いと考えております。

小項目４点目の今後の課題についてであります。

今回の学習状況調査の中学生では、人の役に立つ
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人間になりたいと答えた生徒は全国平均を上回り

ましたが、近所の人に会ったときにはあいさつを

していると答えた生徒は全国を１２いも下回って

しまいました。また、自分にはよいところがある

と答えた生徒も全国平均を１０いほど下回る結果

となりました。このことから、あいさつをしない

のではなく自己を厳しく評価している結果ではな

いかと考えておりますが、名寄市の子供たちは謙

虚さや優しさ、厳しい自然に立ち向かう強さ、物

事に対する興味関心などすばらしいよさを秘めて

もおります。生きる力の育成を目指して子供たち

の自信を深めさせることが今後の大きな課題であ

ると考えます。学校においては、参観日や学校だ

より、学校行事などあらゆる機会を通して家庭と

一緒になって子供たちを認め、励ましていくこと

が必要であり、教育委員会といたしましても学校

と保護者との一層の連携や信頼関係を築きながら

自信を持って教育することができるように適切に

支援をしていきたいと考えております。

最後に、学力向上についてでありますが、教育

委員会といたしましては指導主事の学校訪問を通

じて学習の定着を図る授業改善の指導を行います

とともに、学び直しなど復習や宿題の一層の推進

に取り組むよう指導をしております。また、１１

月８日から北海道教育委員会が主催いたしました

トライアルウイークに全学校が参加をいたし、全

国学力調査に類似した問題でありますチャレンジ

テストに取り組みました。現在昨年度作成した指

導改善プランを参考にしまして、それぞれ自校の

分析とその方策について各学校に情報を求めてお

り、これを集計して今後のさらなる改善策を早急

に構築してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１１番（佐藤 勝議員）

ただきました。ありがとうございます。順次再質

問をさせていただきます。

初めに、事務事業評価システムについてであり

ますが、平成２０年から取り組んでいるというふ

うな御答弁でありました。今現在１２の施策、２

６事業についての実施であるというふうなことで

ありましたが、この事業について最終的には全事

業に対する事務事業評価システムの導入というこ

とになっていくのではないかと思いますが、いつ

をめどにこの事業の完結と、完全実施となるのか、

そのめどがあればお知らせを願います。

それから、事務事業評価の公開のあり方につい

てもインターネット等で公開をしていくというよ

うなお話でありましたが、さらにすべての方がイ

ンターネットを見るということではありませんの

で、やはり庁舎内の情報公開コーナー等の活用の

中でいつでもだれもが、市民の皆さんがそういっ

たデータを見ることができるというような工夫も

必要だというふうに思いますが、そのことについ

てもどのようにお考えかお伝えを願います。

それから、予算、決算との関係でありますが、

これはやはり総合計画のローリングとも絡み合っ

て非常に今後有効な道具に、ツールになっていく

のではないかなというふうに思うわけですが、今

現在私が思う予算、決算、特に予算のあり方につ

いて、なかなか現場の思いだとか試みが生きてこ

ないというようなじれったいところがあろうかと

いうふうに思います。よく事件は現場で起きてい

るのだというふうな言葉がありますが、幾らいい

取り組みがあっても最終的には財政的な中で実施

できないというようなことがあるわけですが、あ

る程度全体的なシーリングではなくて原課、部と

言ったほうがよろしいかもしれませんが、そうい

ったところにやはり一定権限をおろしていくとい

うようなことができるのかできないのか、このこ

とについてもお答えを願います。

以上３点です。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

事務事業評価の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、今回外部評価ということで総

合計画推進市民委員会の皆さんの御意見もちょう
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だいいたしました。今回は３部会に分かれまして、

それぞれ専門的な知識を有する分野のところで御

意見をいただきました。今回初めての試みの中で

大変よかったなと思ったのは、行政はどうしても

大きなお金をかけて箱物をつくって、そのつくっ

た箱物を有効活用しようとはしているのですけれ

ども、市民の皆さんの目線で見るとソフトの部分

が不十分であったり、そこが一過性でやって、そ

こからさらにステップアップするための施設整備

がないとか、そういうさまざまな御意見もいただ

きましたので、この辺を大切にしながら進めてい

きたいと思っておりまして、全体の事務事業評価

の枠を拡大して全事業ということにつきましては、

その辺との推移を見ながら段階的に拡大してまい

りたいと考えております。

それから、情報公開コーナー等の関係につきま

しては、情報公開につきましてはホームページ上

で多くの皆さん方に見ていただけるようにつくり

ますけれども、市の施設７カ所に設置しておりま

す情報公開コーナーでも冊子としたものにつきま

して公開をしたいと考えております。

それから、評価の関係、それから現場からの提

案関係について、しっかりいいアイデアが予算に

反映されるかどうかの関係につきましては、それ

は私たち財政を担当する者も同じ考えなのですけ

れども、１つは合併を選択したまちであること、

それからもう一点は人口が急増している市町村で

はないこと、それとあわせまして財政力指数が比

較的３割程度ということで低い市であること、こ

の辺を含めまして気持ち的には新しい政策、新し

い住民像を積極的に取り入れていきたいと思って

いるのですが、予算等の制約については先ほど言

いました３つの理由の中でなかなか裁量権を行使

できる予算の目幅というのが非常に少ないと、そ

ういうふうに考えておりまして、それであるにし

てもできるだけ職員の知恵と工夫、今回一部ゼロ

予算ということも含めまして市民の満足度の得ら

れる仕事のありようはどう進めていくべきなのか

について、改めて職員の意識改革についても取り

組んでおりますので、この辺については御理解を

賜りたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。いず〇１１番（佐藤 勝議員）

れにしましても、この事務事業評価制度について

は、やはり全事業に広げていかなければ本来的な

効果が発揮できないというふうなことになろうと

思いますので、今部長の御答弁でありますと段階

的にというようなことでありますが、これはやは

り一定目標をしっかりと持って、いつまでにここ

までやると、そして最終的にはいつまでに最終的

に仕上げていくというような形でしっかりとした

目標を定めて段階的に進んでいくべきだというふ

うに私は思います。

それから、最後の財政の部分でありますが、こ

れについてもやはり限られた予算ということは、

もうこれはだれもがわかっていることであります

ので、ソフト事業等に対する取り組みをさらに積

極的に進めていっていただきたいというふうに考

えております。

続きまして、合併特例区のほうに移ってまいり

ますが、当初イメージしていた特例区の機能とは

５年間を経過してみるとちょっと違っていたかな

というふうな率直な思いは私にはあるわけですが、

これは決して私一人の思いではなくて、特例区に

ついていろんな議論をした皆さんは多少の温度差

はあったにしろ、そのような思いは持っているの

ではないかというようなことで、やはりこれは新

たな自治の仕組みというようなことで、非常にお

ぼろげながらのものではありますが、自分の地域

は自分でしっかりと見詰めて、そしてできるとこ

ろは自分でやっていく。これは、いわゆる協働の

部分でありますが、そういった実験上であったと

いうふうに私は思っていたわけですが、なかなか

そうではなくて本来果たしていかなければならな

いことの事務の処理に追われてしまった５年間で

あったという側面もあったというふうに見ており
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ます。ただ、今後この５年間で培ったノウハウと

いうのは私たちは、名寄市は持っているわけです

から、これは名寄市全体の中で生かしていくこと

ができれば、この５年間は非常に有益であったと

いうふうに思っております。

それで、何点かちょっとリクエストも含めてあ

るのですが、今現在広報紙と一緒に風連地区限定

の「風」という１枚のペーパーが風連地区には発

行されておりますが、この発行については冠婚葬

祭も含めて独自のニュースペーパーになっている

わけですが、これについてはぜひとも特例区にか

かわらず今後とも発行をしていただきたいという

ふうに思うわけですが、これについての考え方を

お聞きをいたします。

それから、今御答弁がありましたが、特例区が

終わった後の後継組織として風連地区地域協議会

というものを設置していくということであります

が、新しい組織でありますので、具体的な何をど

ういうふうにやっていくのだというようなところ

がなかなか私たちには見えてこない部分がありま

すので、これからあと１００日、３カ月を残すの

みとなりましたが、新しい組織でこういった働き

を行っていきます、こういう任務を担っていきま

すというようなことを、これは試行的に先駆的な

事例として取り組んでいくというようなお話もあ

りましたので、これについては全市的に広報を強

めていただきたいというふうに思います。

それから、特例区の後継事業につきましては非

常に今は多岐にわたってのお話だったというふう

に思いますので、このことについても一括して何

はどこ、これはあそこというような形でわかるよ

うな一覧性のある情報を私たち住民のほうに届け

ていただきたいというふうに思いますが、以上い

かがでしょうか。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、広報紙の関係、〇副市長（久保和幸君）

お答えさせていただきたいと思います。

お知らせ「風」という名称で月１回発行してい

るこの広報紙なのですけれども、風連地区の住民

等に対する情報周知という観点、さらには地域住

民の連帯を図るということ、さらには地域課題を

共有するという部分では大変重要なものというふ

うにとらえておりまして、この間この広報につい

てもそういう役割を一定担ってきたのではないか

というふうに考えているところでございます。つ

いては、特例区協議会とも目下協議中でございま

して、現行ではその継続について検討していくと

いう前向きな姿勢を持っているということでお考

えいただければというふうに思っていますので、

よろしくお願いします。

それから、もう一つは、この地域協議会につい

てのそれぞれ多岐にわたるさまざまな任務という

ことになるのではないかということで、できるだ

け今後この地域協議会が任務として果たしていか

なければならない役割については、今後とも特例

区協議会と調整をさせていただいて、その点につ

いては皆さんに周知を図っていきたいと思ってい

ますので、御理解をいただきたいと思います。

以上です。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１１番（佐藤 勝議員）

「風」については、ぜひこういう地域限定版のニ

ュースペーパーというのは非常にいろんな地域で

これからすべてがインターネットではなくて、や

はりペーパーで、紙によってそういった意思の伝

達を広めていくということは非常に逆にこれから

の時代必要かなというふうに思います。ですから、

今は風連地区限定ではありますが、これはほかの

地区でもぜひ進めていく、そのことによって地域

活動あるいは地域の連帯が強まってくるというよ

うな働きが期待できるものですから、ぜひ全市的

に広めていってはいかがかなというようなことも

希望として申し上げておきます。

それから、地域協議会につきましては、まだま

だこれから一生懸命私たち、それから市も一緒に

なって目をつけ、鼻をつけというような作業をや
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っていかなければいけない組織だというふうに思

います。ですから、組織のあり方、それからどう

いう形が地域の自治を強めていく形になるのか。

これは一緒に学習をしながら、歩きながら身なり

を整えていくというようなことになろうかという

ふうに思いますので、これからも積極的な情報の

交換が必要だというふうに考えております。

公民館活動についてお伺いをいたします。今回

長々と公民館の歴史も申し上げたわけですが、私

自身改めて今回の質問をさせていただいたことに

よって公民館がいかに今現在に至るまで重要であ

るかということを再認識させていただきました。

地域活性化装置であるというふうな言い方もしま

したが、まさにそのとおりだというふうに思いま

す。ですから、今後公民館活動を町内会と車の両

輪として位置づける方向で、強めることはあって

も弱めることは決してあってはいけないというふ

うに強く私は思いますが、いかがでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

地域におきます公民〇教育部長（鈴木邦輝君）

館活動というのは、戦後の社会教育分野において

いわゆる人々の学習意欲、それから地域のいろい

ろな課題をみずからが解決する原動力、エネルギ

ーとして作用をしてきたと言われてございます。

先ほど議員が御指摘したとおり、まさに究極の

地域の活性化装置であります。大きな学説の中で

は、都会部においては公民館の役割は終わったと

いう学者もおりますけれども、このように地域活

動が盛んで地域的なまとまりの中で学校であると

か町内会であるとか、地域のお年寄りから子供ま

でが地域活動を行っていく拠点はやはり公民館し

かないかと考えております。その意味で、少子化

であるとか高齢化の中で地域の活動がなかなか元

気がなくなってきているという現状もありますけ

れども、その中でも一生懸命やっていただく方に

は何らかの応援をできるような形、その場がまさ

に公民館と思いますので、今後も名寄市としては

公民館活動、特に分館活動について温かく見守っ

ていく所存ですので、御理解をいただきたいと思

います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今教育部長のおっし〇１１番（佐藤 勝議員）

ゃった思いを私たち地域ともどもしっかりと共有

しながら、公民館活動をさらに今後強めていかな

ければならないというふうに考えております。

それから、コミセンのあり方については今地域

でいろいろ協議中でありますので、私はこのこと

について多くは語るつもりはありませんが、ただ

先ほどの質問の中にも書かせていただきましたが、

やはり公民館というのは社があると。社があって

の活動であるというような位置づけがまずなされ

ております。今現在事務局は、ほとんどのところ

が小学校に置かれているのが実態ではないかとい

うふうに思いますが、御答弁のあったとおり実際

の活動はコミセンであるというところが、これは

１００いでありますので、これはやはり当然そう

であれば行政が応分の負担をしていくべきだとい

うことを、しっかりとまずそこを共通認識をして

このコミセンの料金問題等にも進んでいかなけれ

ばならないというふうに考えます。

最後になりますが、全国学力・学習状況調査に

ついてお伺いをいたします。このことについては、

私もくどくどと余りわからないながら発言をさせ

ていただいていますが、もうそれぞれ学校側、家

庭側、課題が何であるかということはもうわかっ

ているわけですよね。特別なことをやるのではな

くて当たり前のことというよりもかつて、昔と言

ったらよろしいかと思いますが、昔どこでもやっ

ていた早く寝る、それからだから夜更かしはしな

い。昔はテレビもありませんでした。そうするこ

とによって強靱なしっかりとした体ができ上がる

し、十分な睡眠をとることによってさわやかな朝

を迎えることができるということでありますので、

まずそこのところをしっかりと認識をしていかな

ければならない。ですから、問題は学校にあるの

ではなくて家庭にあるのだということを共通認識
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として持っていかなければならないというふうに

思います。

きょうの読売新聞の中に出ておりましたが、今

回北教組の委員長と、それから道の教育長が異例

の会談をしたということが出ておりますが、これ

はやはりこれだけ北海道が最下位に低迷している。

これは、学力の比較では学力テストというのは学

力の全国比較では決してないわけですが、ただし

北海道が最下位に低迷しているということは、だ

れしもがこれは大きな危機であり、非常事態宣言

をしてもいいのではないかというような状況だと

いうふうに思います。ですから、北教組委員長と、

それから道の教育長がひざを交えて話し合ったと

いうことだというふうに思いますが、やはりその

中でも二分化してきているというような問題が共

通認識として出されております。これは、時代的

な背景もありますので、一地域で一朝一夕に解決

できるものではないというふうに思いますが、も

う一点、基礎学力が身についていないというよう

なこともお二人のこの会談の中では共通認識とし

て語り合われているわけですが、今後指導改善プ

ランも名寄市にはあるわけですが、家庭との連携

も含めて今の危機的な状況についてどのように対

応していくかについてお答えを願います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

まずもって、先ほど部〇教育長（藤原 忠君）

長が答弁いたしました全国学力・学習状況調査の

中の（３）、生活改善の取り組みについてであり

ますが、中学校における家庭学習時間２時間と答

えましたが、１時間以上ということで御訂正願い

たい。１時間以上、名寄は３割、全国は６割だと

いうことで、ここで御訂正させていただきます。

今のお話のとおり、小学校は全国で最下位と、

平均点で。これは大変危機的な状況であると。名

寄市は、幸いにも標準を保つように努力は続けさ

せてきているわけでありますが、やはりこれにつ

いてもしっかりと取り組んでいかなければならぬ。

特に家庭学習につきましては平成１６年、旧名寄

市時代から私は教育行政執行方針の中で家庭学習

の重視ということを大きく取り上げてまいりまし

た。しかし、一歩一歩であります。４年間の中で

明らかに家庭における生活は改善されてきており

ます。しかし、なかなかパーフェクトまでいかな

いのが現実でございますので、学校教育とあわせ

て家庭における子供たちの生活のあり方をさらに

メスを入れながらしっかりと取り組んでまいりた

いと、このように考えております。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

平成２３年度予算編成に当たって外２件を、黒

井徹議員。

議長より御指名をい〇１８番（黒井 徹議員）

ただきましたので、通告に従い質問をさせていた

だきます。

まず、平成２３年度予算編成に当たってお伺い

をいたします。私の質問は、それぞれ今までにも

多くの方が質問をしてダブっておりますけれども、

予定どおりさせていただくことをお許しいただき

たいというふうに思います。

国の補正予算は、臨時国会でようやく決定をい

たしました。その要因には、どなたか神風と表現

したようでございますけれども、北朝鮮の突然の

砲撃で危機感を持って急激に可決をしたというよ

うな状況だというふうに思います。私もその砲撃

事件はテレビで見て知りましたけれども、平和な

日本もいつ何どき紛争に巻き込まれるか油断はで

きないということを実感した瞬間でもありました。

国は、補正予算集中審議というよりも内閣の失言、

失態に対する揚げ足取りで実質政策に関する議論

は少なかったような気がいたします。全く最近の

国の政府には失望するばかりです。我々地方自治

体はそんな余裕はなく、いかに市民の要望にこた

えるか、またいかにコストを抑えて効果のある事

業を展開するかを真剣に考え議論し、財政健全化

に向けて市長等特別職あるいは職員は給与の削減

等をし、もちろん我々議員も定数削減、手当等の
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自主削減を実施し、将来に負の財産を残さないよ

うに努力をしております。しかし、地方経済は厳

しさを増す一方で一向に明るさが見えてきません。

そういう状況で加藤市長は初めての本格的な予算

編成をすることになりますが、道内一若くて元気

のよい市長と評判の市長は選挙で約束をいたしま

したことを予算にどう反映するのか、多くの市民

が関心を持っていると思います。そこで、３点に

ついてお伺いをいたします。

新市長の基本方針は。予算編成に向けて基本的

にどのような指示をしたのか。その方針を予算の

中でどうあらわしていくのかを伺います。

２番目として、市内経済対策における建設業、

商工業界の振興対策について。今までの質問にも

ありましたように建設業界は人員の削減、ダンプ

等の車両の減車等を行い、ぎりぎり頑張っている

ことと思います。また、商工業界も大型店に負け

ないようにそれぞれの努力をしているというふう

に認識をしております。そういう業界に対してど

のような政策を示していくのか伺います。

３番目に、新規事業とその展望について。総合

計画前期実施計画のローリングが示されました。

新規事業として１６事業、２３年度事業費として

１５１ ６００１円が予定されていますが、その

展望をお伺いをいたします。

次の項目、合併特例区終了後の名寄行政につい

て伺います。名寄市も合併をして５年目を終えよ

うとしています。合併によって住民の声が市政に

届きにくくなるのではないか、こうした不安を解

消することと、また旧風連町で取り組んでいた独

自の事務事業あるいは事業の内容に違いがあって

一体化に一定の時間を要する事項は特例区である

程度の道筋をつけるということが段階的に処理で

きるという考えのもと、合併協議に基づいて特例

区を設置いたしました。お互いに１００年以上の

歴史を持つ両地区が一つにまとまるのは一定の時

間がかかるのは当然だというふうに思います。こ

の５年間で名寄は市民の理解と島前市長の努力に

よって意外と順調に一体感の持てる名寄市になっ

ていると私は評価をしております。しかし、それ

でもまだまだ問題があるというふうに思いますの

で、今までの評価と課題等について、２点につい

てお伺いをいたします。

まず、合併後風連、名寄両地区にどのような事

業、制度の変化があったのか。また、それを市民

あるいは行政がどのように評価、総括しているの

かを伺います。

さらに、特例区の現状と今後の課題についても

お伺いをしたいというふうに思います。

最後に、３つ目になりますけれども、基幹産業、

農業の展望についてお伺いをいたします。現在日

本の政治は混沌としております。国内においても

景気回復に先が見えてこない、外交も主権国家と

しての方向性が打ち出せないでいます。内閣支持

率も下がる一方で、国民の不安は増すばかりです。

特に最近では、国際貿易においてＴＰＰに参加

を突如表明し、今日大きな反対阻止運動が全国各

地で起きております。基幹産業を農業とする名寄

市においても先般反対の決議を議会といたしまし

てもさせていただきました。さらに意見書も国、

関係機関に示す運びとなっております。当然市と

しても断固反対の意思を表明をしております。こ

の１２月２０日には旭川で上川の大きな集会を行

う予定であります。オール北海道の動きとなって

いるというふうに思います。

先ほど道議会でももしＴＰＰに参加した場合、

道内の影響額を示しました。それによりますと、

道内の自給率が２１１いから６４いへ大幅に低下

をし、主要農畜産品７品の自給率は酪農が３４２

いから８０い、米が１６３いから１６いへ、牛肉

が５５いから３いへそれぞれ低下し、小麦、ビー

ト、でん粉、豚肉に至ってはゼロいになると予想

されています。総生産額においては年間 １８０

１円、関連産業を合わせると２億 ２５４１円に

なり、国内の自給率は４０いから１３い程度まで

低下すると試算されております。古い表現になり
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ますけれども、日本の食料基地として北海道は致

命的打撃を受けることは間違いない事実でありま

す。

そこで、名寄市における農業の世帯数、生産額、

税収等の数値的現状はどのようになっているのか

を改めてお伺いをしたいと思います。あわせて、

農業、農村の多面的機能はどのようにとらえてい

るのかを伺います。

最後に、農業の振興策についてですけれども、

ことしも高温、湿害で甚大な影響を受けました。

支援対策につきましては既に伺いましたが、年々

経営に対する圧迫は度を増すばかりです。それに

加えて高齢化率は上がってきております。今後は

経済的と肉体的の限界が一気に爆発する可能性が

あります。農業の先を見詰めた政策はどのように

考えているのかお伺いをしたいというふうに思い

ます。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

黒井徹議員からは、大〇副市長（久保和幸君）

きな項目３点にわたって御質問をいただきました。

大項目１につきましては総務部長から、大項目２

につきましては私から、大項目３につきましては

経済部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

まず、大項目２の合併特例区終了後の名寄市行

政についてお答えいたします。佐藤勝議員の答弁

と重複するところが多くあろうかと思いますが、

お許しをいただきたいと思います。

初めに、小項目１点目の合併後の両地区の変化

とその評価についてお答えいたします。議員御承

知のとおり、平成１７年２月２８日に合併に関す

る調印がなされ、平成１８年３月２７日に新名寄

市が誕生し、５年が経過しようとしております。

この間ソフト面では、両市町が早期に一体感が持

てるようにと合併前から両地区でのイベントへの

相互の参加などを通じて人と人とのつながりを大

切にし、あるいは一つになって取り組みがなされ

てきております。例を挙げれば、風連地区の白樺

まつり、風連ふるさとまつり、風舞あんどんなど

の参加、名寄地区では産業まつり、地産地消フェ

アなど風連地区からの交通手段の確保も含めて参

加しやすい体制で行ってきておりますし、名寄地

区、風連地区で行われていたふれあい広場が本年

から名寄地区と一本化され開催されるなど、福祉

部門のイベントでの交流も前進していると思いま

す。また、今年度名寄商工会議所青年部が杉並交

流事業を計画し、阿佐ケ谷ジャズストリートのイ

ベントに合わせて名寄市物産展を独自で開催、杉

並区商店街連合会青年部との交流を行うなど都市

交流を通して新たな民間も含めた幅広い交流も広

がっており、ソフト面でも確実な変化があらわれ

てきていると考えております。

合併協定書では、名寄地区には地域自治区を設

置し、風連地区には合併の日から５年間合併特例

区を設置、この特例区設置期間満了後は地域自治

区を設置するというふうにしておりましたが、名

寄地区では地域自治区ではなく当面小学校区域ご

との広域的な枠組みの中で平成２０年度に７つの

地域連絡協議会を設立し、地域課題に対応してお

ります。風連地区につきましても合併特例区の設

置期間満了による解散後におきましては、名寄地

区と同様の考えで臨むこととしておりますが、現

在の合併特例区協議会の性格の一部継承を含めて

名寄地区の地域連絡協議会を前進させた市長の諮

問に応じて意見を答申するなど、意見反映のでき

る独自性のある協議機関として仮称ではあります

が、風連地区地域協議会を設置することで特例区

協議会で協議検討中でございます。

合併特例区協議会は、合併前の風連地区の特性、

慣習を継承し、名寄地区との一体性の円滑な確立

に向けてソフトランディングを図ることを目的に

この５年間地域特有の施策としての特例区事業を

処理してきておりますが、旧名寄、旧風連、お互

いに歴史ある文化、慣習があることから、特例区
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期間の５年間では一元化できない事業が多くあり

ます。身近なところでは、特例区事業ではありま

せんけれども、市の制度で保育料、ごみ処理手数

料の統一など一元化が図られている事業もござい

ます。また、ハード面では新名寄市の総合計画に

盛り込まれました風連地区の道の駅、本町地区市

街地再開発など、また名寄地区では天文台、市立

病院の救急外来、ＩＣＵ、病床増改築、駅横再開

発などの特例措置を講じた事業が実施されており

ます。先ほど述べましたようにお互いに歴史ある

市、町が合併して５年が経過しようとしておりま

すが、一体化が図られるには今後時間を要するも

のと考えており、今後さらなるソフト面での人的

考慮を含めて一体化が図られるよう努めてまいり

たいと思います。

次に、小項目２点目の特例区の現状と課題につ

いてお答えいたします。本年度は、法で定める特

例区設置期間５年間の最終年度であり、この間規

約で定めた事業あるいは特例区の振興策にかかわ

るものにつきまして、特例区協議会等の意見を聞

きながら対応し、法の目的に沿って特例区の運営

がなされてきているものと考えております。現状

といたしましては、先ほど佐藤勝議員の答弁で述

べさせていただきましたが、事業の処理につきま

しては定住対策事業、町民広場手形作成事業、区

域高校振興対策事業など事業が完了しているもの、

天塩川パークゴルフ場の管理などなど市の事業へ

既に一本化されたものもあり、残りの事業につき

ましては特例区の解散後、市に継承されることと

なりますことから、引き継がれる市の関係部署と

の最終的な詰めを行っているところでございます。

継承事業の１４事業と市への承継部署につきま

しては、先ほどの佐藤議員の質問でお答えしてお

りますので、省略させていただきます。特例区解

散後、承継される事業の中には利雪克雪事業の補

助金の問題とその存続、名寄、風連両ＮＰＯの一

本化の問題、地域施設管理事業のコミセンの地域

移管の問題など課題を残しての事業もあり、特に

コミセンの７施設の地域での維持管理につきまし

ては関係地域との十分な協議が調わない中での引

き継ぎとなります。このことにつきましては、継

承部署であります市民部の地域住民課で向こう１

年かけて関係町内会と十分に協議をさせていただ

き、指定管理による維持管理を受けていただける

ような方針を定めていきたいと考えておりますの

で、御理解を願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

大きな項目１点目の平成２３年度予算編成に当た

ってお答えします。

小項目１の新市長の基本的な指針についてお答

えします。加藤市長が本年４月、多くの市民の皆

さんの支援をいただき就任して以来、およそ８カ

月が経過いたしました。この間、６月の第２回定

例会に平成２２年度の肉づけ予算を提案し、市民

生活の利便向上に努めてきました。予算編成に当

たっての基本的な考え方は選挙の際、市民の皆さ

んに申し上げた６つの約束の具現化を最優先に考

えました。１点目は、基幹産業である農業の振興

であります。具体的には、強い産業づくりを進め

るため農畜産物加工施設の建設、玄米バラ集出荷

施設建設助成事業などを予定しており、農業の体

質強化を図ってまいります。２点目は、名寄市の

財産を生かしたまちづくりであります。名寄市に

は、大学、病院、天文台、スキー場、健康の森、

道立サンピラーパーク、道の駅など先人が築き上

げた多くの財産がありますので、これらを生かし

て総合的な観光振興や地域振興を図ってまいりま

す。３点目は、ソフト面での民間会社名寄市的発

想での行政運営であります。予算編成の時期でも

ある１１月を職員提案の推進月間とし、職員の知

恵と工夫で市民サービスの充実を図るゼロ予算事

業や事務事業の改善などを図るため職員の意識改

革、資質向上などに努めてまいります。これらの

基本的な考え方に沿って予算編成の訓令を出させ
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ていただきました。

訓令の中では、１つとして平成２１年度の決算、

健全化の判断指標は好転したが、今後も行財政改

革推進計画などに基づき新規事業を抑制し、適正

な公債管理に努めていく必要があること、２つと

して合併特例区が解散することから新たな新市一

体のまちづくりを進めていくこと、３つとして名

寄市の財産を生かして総合的な観光振興、地域振

興を進めていくこと、４つとして行財政改革は市

民にとって何が必要かを改めて職場で議論し、既

得権や既成概念にとらわれないですべての事業を

見直すことなどを通知しまして、職員の英知を結

集し予算編成作業に当たるよう指示をしたところ

であります。

次に、小項目２の予算編成における建設業、商

工業などの振興対策について申し上げます。毎年

建設業協会、ＪＡ道北なよろ、名寄商工会議所な

どから新年度予算編成に対する要望があり、こと

しも１０月から１２月にかけて要望を受けました。

建設業協会からは建設事業費の確保など３項目、

ＪＡ道北なよろからは農畜産物の減収に伴う対応

など４項目、名寄商工会議所からは地域振興策な

ど３項目１４事業の要望をそれぞれ受けました。

具体的な事業の盛りつけにつきましては今後査定

の中で判断いたしますが、地域の厳しい経済状況

や雇用の安定を考えると可能な限り事業量の確保

は必要と考えております。

次に、小項目３の現時点で想定している新規事

業などについて申し上げます。先ほども申し上げ

ましたが、事業の具体的な盛りつけについては査

定の中で判断しますので、あくまでも現時点で想

定しているものを申し上げます。新規の主な事業

につきましては、ハードでは農畜産物加工施設建

設事業、玄米バラ集出荷施設建設助成事業、介護

基盤緊急整備等特別対策事業、市立病院精神科基

本設計、（仮称）市民ホール建設事業などを、ソ

フト事業では財務会計システム更新事業、子宮頸

がん等ワクチン接種助成事業、コミュニティーバ

ス試験運行事業などを想定しておりますので、御

理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大項目３点〇経済部長（茂木保均君）

目の基幹産業、農業の展望について、初めに基幹

産業の数値的位置づけについてお答えをいたしま

す。

名寄市の農業の概要につきましては、初めに農

家戸数でありますが、農林業センサスで見ますと

平成２年に ３６２戸、平成１２年に９８６戸、

平成２２年、今年度でありますが、７５４戸と農

業従事者の高齢化が進む中で減少しており、平成

２年と２２年の２０年間の比較で４５いの減少と

なってございます。耕地面積につきましては、平

成１０年で田 ３００成クタール、成 ３１０成 

クタール、計１１６１０成クタール、平成２０年

度で田が ２４０成クタール、成 ２２０成クタ 

ール、計１１５００成クタールと多少の減少はあ

るものの大きく変わってはおりません。農家戸数

が減少する中では、担い手農家に集積されてきて

おります。しかし、近年条件の悪い農地につきま

しては流動化が進まない問題も発生してきている

のが現状でございます。転作につきましては、平

成１０年で転作率が４５い、平成２０年で４８い、

平成２２年では５０いの転作率で推移してきてお

り、需給調整に協力しながら産地として売れる米

づくりと野菜等の産地確立を目指して推進してお

ります。農業生産額につきましては、平成１０年

度では１０５１ ０００１円あったものが平成２

０年度では９４１ ０００１円とこの１０年で大

きく減少をし、米を初めとする農畜産物価格は価

格政策の見直しや輸入農畜産物との競合により低

迷し、農業所得の確保も難しくなっており、本年

度から農産物の価格所得補償制度が始まったとこ

ろでもあります。

このような状況の中では農業担い手の確保も厳

しく、本来現在の農家戸数を維持するために必要
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な新規就農者数、約２５名が必要なのですが、こ

の２５名の３分の１前後しか就農していないのが

現状でございます。平成２０年に９名、平成２１

年に６名、平成２２年では５名という厳しい状況

にございます。ＴＰＰ、環太平洋パートナーシッ

プ協定が締結されると米につきましては生産量の

９割が削減ということになります。小麦につきま

しては、外国産は価格面で圧倒的に優位で生産は

壊滅状態になると言われております。てん菜、で

ん原用バレイショにつきましても外国産が価格面

で優位なため壊滅、酪農につきましては飲用以外

は優位性がないため大幅減少、ちなみに飲用、こ

の辺の地域においては飲用が３０い、加工用が７

０いということでございます。豚、肉牛は価格差

が非常に大きく生産が激減となると試算されてお

りまして、当市の農業もこれら重要品目の割合が

圧倒的に高く、農業はもとより地域経済が壊滅的

な影響を受けると考えているところでございます。

次に、農業、農村の多面的機能の評価について

お答えをいたします。農業の関連産業の影響につ

きましては、北海道においては農業が食品加工業

や観光産業と密接して結びつき、地域の基幹産業

となっており、重要品目である米、小麦、砂糖、

牛肉、乳製品等について関税措置がなければ地域

経済に大きな影響を及ぼすものと考えております。

北海道の試算では、北海道全体の関連産業で ２

００１円、地域経済で ８００１円の影響、雇用

に１７１ ０００人の影響があると言われており

ます。上川管内では、関連産業で２２６１円、地

域経済で５４７１円、雇用に１１ ０００人の影

響があるとの試算が出ております。当市において

の試算はしてございませんけれども、食品加工、

食肉処理場、農業機械や資材関係、流通サービス

等、大きな影響があると考えているところでござ

います。

次に、農業、農村が持つ多面的機能につきまし

ては、農地が持つ保水力を活用した田んぼダムな

どによる災害防止の取り組みなどが行われており、

また用水路には保水の浄化機能やニホンザリガニ

などの希少生物の保存などの機能があり、施設を

適切に保存することによりこれらの機能の効果は

高まると考えられます。また、水路や道路等に花

木を植栽するなど農用地に景観作物を作付するこ

とによって農村景観の美化につながっており、こ

れらの機能をまとめて農村を訪問することによる

健康回復的機能等も都市の住民の間では１つの動

きとなっております。一方、文化の面では開拓以

来地域で伝承してきた農村文化などが挙げられ、

農業が衰退することになると農業に関連したこれ

らの産業の衰退を招くこととなるほか、多面的機

能の面では保水力の低下による災害の発生や景観

の悪化、文化の面ではこれまで伝承してきた歴史

的な農村文化が衰退していくことが懸念されると

ころであります。北海道農業・農村の多面的機能

の評価につきましては、国土保全機能、アメニテ

ィー機能、教育、文化機能など北海道全体で１億

５８１１円の評価額の試算が出てございます。

次に、農業振興策についてお答えをいたします。

当市の基幹産業である農業の振興につきましては、

国の施策によるものが大方を占めておりまして、

農業農村整備事業や農業近代化施設整備事業及び

戸別所得補償制度等を有効活用することによって

名寄市農業、農村の振興発展に結びつけていると

ころでございます。平成１２年度から開始された

中山間地域等直接支払制度交付金及び平成１９年

度から開始された農地・水・環境保全向上対策に

おきましては、今後も新たな対策等が継続される

ことになっておりまして、本年度の名寄市への交

付額は総額で２１ ０００１円程度が見込まれて

おり、この制度につきましては集落において地域

の実情に合った事業展開を図っていくことが可能

な制度であり、小規模な土地改良事業、有害鳥獣

被害対策、廃プラ適正処理対策、農地及び農業施

設の維持管理等に有効に活用されているところで

あります。名寄市単独の事業につきましては、従

来に比較すると若干縮小している実態もございま
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すけれども、当市の基幹産業は農業であるという

観点から名寄市の総合計画並びに農業・農村振興

計画の着実な推進に努め、振興を図っているとこ

ろでございます。

御質問の担い手の育成確保は、緊急かつ重要な

課題と考えておりまして、営農意欲が豊かで経営

感覚にすぐれた担い手の育成、確保を図るため、

農業青年チャレンジ事業を初め地域農業担い手育

成事業、農村青年活動支援事業、農業後継者就農

奨励補助金、新規就農者等の支援事業などとあわ

せて農業振興資金の活用を図り、継続した取り組

みを進めているところでございまして、平成２３

年度には名寄市農業・農村振興計画の後期実施計

画の策定を予定をしております。その中で時代に

即した施策等について改めて御意見をいただく機

会を設けていきたいと考えているところでござい

ます。

以上、私からの答弁といたします。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇１８番（黒井 徹議員）

だきました。大変ありがとうございます。

まず、順番に再質問をさせていただきたいとい

うふうに思います。新年度予算につきましては、

それぞれの方から質問ありましたので、ダブるの

でないかなというふうに思っているのですけれど

も、冒頭申し上げましたように加藤市長において

は初めての本格的な予算編成ということで、それ

ぞれ４項目ほど指示があったりというふうにあり

ます。そんなに名寄市の予算を市長がかわったか

らといってごろっと変えるようなことはできない

というふうに思っているのですけれども、やっぱ

り精神というか、そういうものがきちっと市民に

伝わらなければならぬなというふうに私は思うの

です。

それで、その伝わるという意味では、いろんな

質問をしても多分総務部長がお答えになるのかな

と思いますけれども、ぜひとも市長にはこれはお

れが答えるということで積極的に手を挙げていた

だきたいなと。御指名なくても手を挙げていただ

きたいなというふうに思うわけですけれども、よ

ろしくお願いを申し上げたいというふうに思いま

す。財政が厳しいから、名寄市が持っている財産

を生かしながら多面的に活気を取り戻していくの

だと。いわゆるゼロ予算的な発想があるのではな

いかなというふうに思うわけですけれども、それ

は私も大賛成できるのですけれども、そのシステ

ムをどうやってつくっていくかというその具体的

なことを言葉としていただきたいなというふうに

私は思っています。新規事業なんかもあるわけで

すけれども、大型な新規事業もあるわけですけれ

ども、それを示していただかないと我々も議論が

できないし、市民もいい悪いの評価もできないと。

ただなし崩し的に予算が執行されているだけかな

というふうに思います。そういう意味での将来展

望というのを市長にはぜひとも市民に、私たちで

なくて市民に示していただきたいなというふうに

思いますので、この点の考え方をお願いいたしま

す。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） 来年度の予算編成に当た〇市長（加藤剛士君

っての基本的な方針の再確認ということでありま

すけれども、佐藤靖議員のときにも同じような質

問があったと思います。

１０月の部次長会議の中でもローリングに当た

っての……１１月でしたか。まちづくり懇談会で

も冒頭に常々申し上げていたことが３点ありまし

た。１点目は、地域の財産がたくさんありますと。

それをしっかりと生かしていくことで、名寄をこ

れから大いに売っていく必要があるのではないか

と。観光も含めてということであります。２つ目

には、名寄市の大きな財産である大学あるいは病

院、これらをさらに連携も深めて医療、保健、福

祉をしっかりと基盤をつくっていく。地域福祉計

画という質問も何回も出てきていますけれども、

来年度それを策定していくということもありまし

て、そこをしっかりとやっていくと。３つ目には、
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これらをやっていくためにはやはりふだんの庁内

の組織の改革が必要だろうというふうに思ってい

まして、数十１の人件費がある中でこれが１０い

活性化するだけでも大きなインパクトがあるとい

うふうに思っています。

例えば観光分野１つにしても産業振興課がある

程度今は主体になっているのでしょうけれども、

天文台は教育であったり、情報発信するのは総務

部広報であると。あるいは国内交流は総務部の地

域振興係だとか、農政に関しては農務課だとか、

庁内を見ても観光を売っていくというだけでもこ

れだけの部署が散らばっていると。これをしっか

りと１つの目標に向かってコーディネートをして

いくということが大切だろうというふうに思いま

す。そうした横の連携あるいは産業振興自体をし

っかりと強くしていくための組織の改革も４月に

向けてぜひともこれは行っていきたいというふう

に考えています。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

大分踏み込んで発言〇１８番（黒井 徹議員）

をいただきました。いわゆる観光、そういう有機

的に結びつけて観光というか、そういったものを

交流人口を含めてやるということで、今の言葉を

私なりに解釈すると総合的なそういうセクション

を設置をして研究をしていくというふうに聞こえ

るのですが、そういう判断でよろしいのでしょう

か。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） 具体的なことはこれから〇市長（加藤剛士君

ということですけれども、今後庁議等で私の思い

をお話をさせていただいて、どのような組織を進

めていくのかということを検討してまいりたいと

いうふうに思います。当面は、４月に天文台がオ

ープンをしていると。６月に映画が撮影されて、

８月にそれに向けてひまわり成、そんなようなこ

とがぼつぼつ出てくる中で、こうしたのをどうや

って発信をしていくのか。横の連携も含めて、あ

るいは民間の人たちともどうやって連携をとって

みんなで１つの目標に向かっていくのか。そのた

めの組織づくりは、どうあるべきかということを

これからしっかりと検討してまいりたいというふ

うに思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

我々以前ちょっと勉〇１８番（黒井 徹議員）

強したというか見てきた中では、そういう観光あ

るいはその自治体を全国に売り出す、知名度を上

げるのにはお役所的な発想ではなかなかできない

ということもあって、能力がないということでな

くて、その考える基盤が違うというようなことで、

市長が言っている民間的な発想ということにつな

がっていくわけですけれども、例えばそういう来

年は天文台あるいは映画ですとか、そういった中

でそういうものを結びつけていくという中では専

門職の配置をする、いわゆる民間、役所でない発

想を持って、若干職員とのあつれきはあると思う

のですけれども、そういう考え方について部長は

どういうふうに思いますか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の市長の新年度〇総務部長（佐々木雅之君）

に向けまして総合的な観光振興と地域振興という

観点で、組織の中で行革を進めている最中ですけ

れども、今回の職員採用の関係につきましては２

名程度当初計画よりも、地域の雇用対策もあった

のですけれども、市長の政策を実行するための組

織の拡充も必要だという判断をしておりまして、

数字的には一般事務職を２名程度当初予定よりも

ふやしておりますので、この辺は今後市長のほう

からさらなる指示をいただきまして、どの分野の

ところに職員を増することによって市長の考えて

いる政策が実行できるか。この辺については、１

月の市長査定の終わるまでにきちっとしたものを

つくっていきたいというふうに考えております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

という担当部長の答〇１８番（黒井 徹議員）

弁ですけれども、市長は常々選挙のときから行政

の執行についてはプロがいるので、そう心配はし
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ていないというような話も私は聞いています。た

だ、やっぱり市長は職員ではありませんし、職員

のトップではないということで、いわゆる政治家

というのもあれですけれども、市民の代表という

ふうに考えていただきたいなと思います。そうい

うことで今部長から答弁ありましたように、はっ

きり言って予算の関係もあると思うのですけれど

も、そういう考え方もありというふうに、私が今

言った専門職とか町外からそういう人事を入れる

ということについて、そういうこともありという

ふうに考えるかどうか、お伺いをしたいというふ

うに思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） 当然そうした考え方もあ〇市長（加藤剛士君

るのかなというふうに思いますけれども、この４

月の人事に関してそうした専門職ということを配

置するということは考えてはおりません。とりあ

えず今ある庁内の優秀なそれこそ人的財産と、あ

るいは民間の皆さんの優秀なマンパワーを融合す

れば、必ずや目標は達成できるのかなというふう

に思っていますので、御理解いただきたいと思い

ます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

今のところはないと〇１８番（黒井 徹議員）

いうことですけれども、２名増員をして対応をし

ていくということですけれども、なかなか一気に

はいかないと思うのですけれども、市民がなるほ

どなという形で進めていただきたいなというふう

に思います。

それから、福祉関係でもそうなのですけれども、

介護保険が上がるという話も先般ありましたけれ

ども、いわゆる協働の社会づくりの中で、私は余

り詳しくはないという言い方はおかしいのですけ

れども、それぞれ地域によるボランティア、地域

連絡協議会もあるわけですけれども、そのボラン

ティアをどう活用するかという総合的な発想とい

いますか、そういうものが今後必要になってくる

のでないかなというふうに私は思うのです。介護

の問題や何かも地域で支えるという意味では、施

設に頼っていると介護保険がどんどん上がってい

くばかりで、かといって家庭、家族だけでは見切

れない。でも、地域のそういうボランティアの組

織によって支えていくというような社会がいずれ

来るのではないかとどこかで聞いたような気がす

るのですけれども、そういう考え方についてどう

判断されるかお伺いをしたいというふうに思いま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

地域ボランティア〇総務部長（佐々木雅之君）

の関係につきましては、健康福祉部が社会福祉協

議会ともさまざまな地域連携を図りながら作業を

進めているというふうに考えています。その一方

で、不幸にして今回名寄地区、風連地区を合わせ

まして多くの箇所で水害災害もありまして、その

中でなかなか十分な動きができなかった地域連絡

協議会の中でも改めて隣近所のおつき合いも含め

て防災時における要援護者の把握事業も含めて、

役所からの仕掛けではなくて、地域みずから役所

の言っていることは当然だったのだねと、おれた

ちがもう少し動かなければいけないよねと、そう

いう自発的な部分が出てきましたので、そこら辺

行政のほうで情報提供と。地域の皆さん方の横の

つながりでそういうボランティア活動につながる

ようなものも含めて醸成をしていきたいなという

ふうに考えています。庁内でもお互い連携をしな

がら、防災の観点からと地域福祉の観点からとミ

ックスをして作業を進めてまいりたいと思ってい

ます。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今総務部長から〇健康福祉部長（三谷正治君）

ボランティアの一般的なお話をさせていただきま

した。健康福祉部のほうといたしましては、さき

の答弁でもお話しいたしました地域福祉計画を本

年と来年度に向けて計画を策定するという中で、

今議員からお話がありました地域のボランティア

も含めて今福祉のほうでは５つの計画書がござい
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ますので、それぞれの各セクとの計画書の連携を

図りながら地域、特に先ほど総務部長が言った要

介護を含めた、防災も含めた形の中のやはり住民

のボランティアを積極的に取り入れて、今特に高

齢者に向けての徘回の部分ですとか虐待の部分で

すとか、そういう部分の把握はやはり地域でなけ

れば取り組めないということでありますので、そ

の部分につきましては地域福祉計画、２３年度で

策定いたしますが、その中に社会福祉協議会と連

携を図りながら取り組んでいきたいと考えており

ます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

今までは、すべての〇１８番（黒井 徹議員）

サービスは行政がやるのだというような市民意識

というのがあったと思うのですけれども、協働の

社会づくりの中ではそういうものをきちっとボラ

ンティアを含めて醸成していかなければならぬと

いうふうに私は思いますので、そこら辺はもう少

しアピールをしていってもらえば、いわゆる地域

自治区といいますか、協働の社会というのは自然

とできてくるのではないかなというふうに思いま

す。いわゆる社会的に言う弱者を支えるという、

そういう優しい気持ちが地域をつくる、お互いに

助け合うということがやっぱり協働の社会になっ

てくるのではないかと。押しつけの協働というこ

とでなくて、やっぱりみずから出てくる協働とい

うのが大事でないかなというふうに私は思います

ので、よろしくお願いをしたいと思います。

余り時間もないので、移らせていただきますけ

れども、先ほど各種団体からのいろんな要望事項

があると。建設業界からは議長あてに要望書が届

いていますので、我々議員もそれを見させていた

だいて、あと商工業あるいは農業というのは見て

はいないわけですけれども、非常に経済というか、

それぞれの業界が逼迫している中で問題提起があ

って、いわゆる予算を例年並みに建設費を確保し

てくれですとか、雇用対策にかかわる事業を起こ

してくれですとかというふうに、これを見て今言

っているわけですけれども、１つ私が聞いている

のは、いわゆる市の事業発注に関して入札で、我

々は地元で一生懸命地域貢献をしているのに、わ

ずか１年ぐらいの事務所が設置された他市の業者

に仕事を持っていかれるのは非常に耐えがたいと

いうような、本当にちょっと低い話かもしれませ

んけれども、そういう入札制度の中で地域に貢献

しているいろいろ業界に対するその評価というの

は全くないものかどうか。ちょっとそのことにつ

いてお伺いをしたいというふうに思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の地元業者〇建設水道部長（野間井照之君）

に対する評価という件でありますけれども、私ど

もも入札等審議委員会の中ではこの件に関しても

何回か論議をさせていただきました。基本的には

私どもの市の中にも要綱がございますので、一定

程度その新しく参入した業者も基準を満たしてい

るという意味では公平、公正な入札を執行すると

いう立場から参入を認めたということでありまし

て、決して地元業者に対するそういう偏見を持っ

た見方ではございません。ただ、業者のほうも経

済全体が疲弊している中にあって厳しいという状

況は私ども勘案しますので、それも含めて今後入

札制度のあり方も検討が必要だというふうに考え

ておりますので、御理解をいただきたいと思って

います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

災害なんかでも十何〇１８番（黒井 徹議員）

社がいわゆるポンプアップをしてくれたとか、そ

の後の復旧工事についても業者が一生懸命やって

くれるとかという、それからこれから除雪、排雪

があるわけですけれども、それは営業として、仕

事としてやるわけですけれども、やっぱりそうい

うものに影響のないように市内の業界は育ててい

かなければならぬと。特にえこひいきとかそうい

うことではなくて、やっぱりそういう意識が根底

にあることが大事だなというふうに思いますので、

そこら辺も制度上許されるものであればきちっと
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守るような、そういう政策、制度を確立してほし

いというふうに要望をしておきたいというふうに

思います。まだまだ言いたいことはあるわけです

けれども、次の議題に入らせていただきたいと思

います。

それでは、２番目の合併特例区で、これも先ほ

ど佐藤議員からもありましたので、私からはくど

くどというふうにはしたくないというふうに思い

ます。いわゆる合併特例区、いろんな制度の違い

があってソフトランディングしようということで

５年間が終わろうとしています。名寄市において

も風連町においてもそれぞれやっぱり自分たちの

思いというのがあるというのは、これは自覚をし

なければならぬというふうに思っていますので。

ただ１つ、まだまだ課題は先ほど伺いましたけ

れども、やっぱりコミュニティセンター、なかな

か地域住民との話し合いがまとまらぬというよう

なことがありました。当然でないかなというふう

に私は思います。やっぱり今まで行政で設置をし

て使っていたものを急にあなたたちで管理をして

費用は全部持てというのは、これはちょっと酷な

のかなというふうに思います。そこを拠点として

公民分館があったりということであれば、やっぱ

りそこは一定程度の、いつまでという期限は別と

して、それは地域のコミュニティーを崩さないよ

うにしていってもらいたいなというふうに私は思

いますので、余りごり押しでなくて、ここはやっ

ぱり大きなことではいろんな議論、異論があると

思うのですけれども、一番はやっぱり地域のコミ

ュニティーで、さっきもボランティア制度、助け

合いではないですけれども、そこがしっかりする

とまち全体もしっかりするというふうに私は思っ

ていますので、ここら辺のコミセンについての見

通しといいますか、住民の意向を聞きながら多少

なりとも時間をかけて十分にその反映できる方針

に持っていけるのかどうか、ここら辺を改めてお

伺いをしたいというふうに思います。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員御指摘のとおり、〇副市長（久保和幸君）

設置背景を含めてですけれども、いろいろな意見

も賜りまして今後の対応をしていきたいというふ

うに考えております。特に先ほども分館活動で教

育部長がお答えしたとおり、このコミュニティセ

ンターが分館活動の拠点になっていたり、あるい

はコミュニティー活動の拠点になっているという

ことも踏まえまして、今後町内会としてのコミセ

ンの必要性を初め負担金や施設の修繕も加えて総

合的な観点から１年かけて関係町内会と十分に調

整していきたいと思いますし、また現段階でも特

例区協議会等いろいろ相談をしておりますし、特

例区の解散後においては先ほどお答えいたしまし

た特例区協議会の後継組織として考えております

風連地区地域協議会とも十分に調整をしながら、

まずは地域の意見に耳を傾けて対応に当たってい

きたいというふうに思っておりますので、その点

については十分に配慮していきたいというふうに

思っていますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

また、地域の意見、たくさんあったわけですけ

れども、もっと早くに説明してほしいという声も

あったのでありますけれども、目下私どものほう

で急いでおりましたのは、地域のほうとの調整の

中では行政区制度から住民自治組織、町内会制度

への移行後にということもあったものですから、

そういう面では時間をかけて十分に話し合うこと

ができなかったという反省も踏まえて今後対応さ

せていただきたいと思います。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

対話をきちっとして〇１８番（黒井 徹議員）

やっていただきたいなと思います。

そこで、名寄とはちょっと違うわけですけれど

も、後継組織として風連地区連絡協議会に継承さ

れるということで、この協議会の役割、権限とい

うか、それはどういうふうにイメージとして描い

たらいいのか、ちょっとお聞かせを願いたいと思
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います。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

特例区協議会の基本的〇副市長（久保和幸君）

なスタンスというのは、合併後の一体化を図ると

いうのと、それともう一つは地域特有の活動を担

保しようではないかという２つの目的があったの

ではないかというふうに思っています。合併後そ

ういう形で進めてきたのですけれども、特例区の

設置期間というのは５年で終了するということで

すから、問題は６年目からの地域特有のそういう

これまでの歴史、文化を尊重した住民活動をどう

進めていくかという、このところが一番住んでい

る人たちにとって関心の高いところかなというふ

うに承っておりまして、そういう面では従来の特

例区協議会の性格を一部継承するということにし

ておりまして、またこれまで旧風連町時代でまち

づくりに大きくかかわってきた団体、経済団体と

か公共団体あるのですが、そういう団体の方々、

そしてまた町内会連絡会に変わりましたが、旧行

政区制度の一部継承をした町内会というのは市民

の声が一番集まる場だというふうに思っています

ので、その町内会の方々にもその構成メンバーに

なっていただきたいと。それとまた、公募による

対応をしていきたいということで、風連地区全体

の意見を聞けるようなそういう協議会、また名寄

市の今後の後期計画も含めて地域にかかわる課題

等についても審議してもらうという、そういう考

え方を持っているということでございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっとコメントし〇１８番（黒井 徹議員）

たいのですけれども、時間がなくなってしまいま

した。

最後に、農業関係につきましては、いろいろと

加工施設やら玄バラ施設で新規事業で盛り込んで

いただいていますので。ただ、高齢化社会に向け

ての対策というのが１つやっぱり問題が残るなと

いうふうに思います。そこら辺をこれからしっか

りやっていただきたいなというふうに思いますの

で、この点について最後の答弁をいただきたいと

いうふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農家の高齢化の問題〇経済部長（茂木保均君）

につきましては、これは名寄というよりは日本全

国的にそういう問題を抱えているということであ

ります。この部分については、今国のほうでも企

業を含めた新規参入という部分で対応をしている

部分もございますけれども、基本はやはり農業経

営というのは個々の部分かなという部分もござい

ます。新規就農者対策なんかを名寄市としてはで

きるだけ力を入れていきたいと思っております。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

国民健康保険の都道府県単位化となる広域化に

ついて外１件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇５番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきます。

まず、１点目に国民健康保険の都道府県単位化

になる広域化についてお伺いをいたします。広域

化に対する市の考えについて、まず１点目お伺い

をしたいと思います。民主党政権が後期高齢者医

療制度を廃止して２０１３年度から創設するとし

ている新制度の具体的な姿が明らかになってきま

した。厚生労働省は１２月８日、後期高齢者医療

制度にかわる新制度を議論している高齢者医療制

度改革会議に最終案を示し、年明けにも２０１１

年の通常国会へ関連法案提出を進めようとしてい

ます。新制度の第１段階では、７５歳以上の高齢

者のうちサラリーマンや扶養家族は健保組合や協

会けんぽなどの被用者保険に約２００１人、残り

の大多数は国民健康保険に約 ２００１人、８６
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いの方々が入ることとしています。７５歳以上の

国保は都道府県が財政運営して現役世代と別勘定

にし、７５歳以上の医療給付費の約１割を７５歳

以上の保険料で負担します。また、７０歳から７

４歳の患者負担を２０１３年度に７０歳に到達し

た人から順次医療費の１割から２割に引き上げま

す。第２段階で７５歳未満の市町村国保の財政運

営も都道府県単位化、広域化します。時期は２０

１８年度と法案に目標を明記し、全国一律に移行

する方針を掲げています。今までとは決定的に違

う部分です。これに対して全国知事会は、国の財

政責任が明確にされていないとして難色を示して

いるところです。新制度案に賛成しているのは京

都、大阪の２人となっているところです。共同通

信と北海道新聞社などが協力して実施した首長ア

ンケート、９月から１１月の上旬にかけて行った

アンケートで道内では７７いの１３８人の首長さ

んが賛成派となっていますが、名寄市の考えにつ

いてお伺いをいたしたいと思います。

２つ目に、市民への対応、説明はどのようにさ

れようとしているのか伺いたいと思います。３年

前の後期高齢者医療制度が導入されるときも制度

の中身がよくわからない、わかりづらいなどの声

が多くありました。今回の新制度についても一見

もとの制度に戻ったような錯覚をしますが、７５

歳以上の大多数を都道府県単位の国民健康保険に

入れ、あくまで現役世代と差別するものであり、

７０から７４歳の患者負担の２倍化や７５歳以上

の保険料軽減措置の段階的な縮小があります。そ

して、新制度の第２段階と位置づけられている現

役世代の市町村国保の都道府県単位化です。どう

してこんなにわかりづらいものにするのだろう、

もっとわかりやすい制度にできないのか、こんな

声が寄せられています。市民への対応、説明につ

いてどのようにされようとしているのかお考えを

お知らせいただきたいと思います。

３つ目に、国民健康保険のあり方についてお伺

いをいたします。憲法２５条は、国民の生存権を

保障し、国に対してすべての国民がひとしく健康

のうちに過ごすことができるよう医療を含む社会

保障制度の確立に努める義務を課しています。国

民皆保険制度の根幹をなす国民健康保険制度も国

民健康保険法第１条で社会保障及び国民保健の向

上に寄与するものとされ、第４条で国の運営責任

を明確にしているところです。国民の命と健康を

守るのは国の責務であり、国づくりは社会保障、

社会福祉のあり方が問われるところであります。

名寄市の国保税の住民負担は、さきの定例会の

質問でも明らかになりましたように年間所得の１

割を超えている状況にあります。国保税を払えて

も病院代が心配で病院に行けない、生活が大変だ

などの声が多く聞かれているところです。まして

や保険税が払えずに保険証が手元になく、病院に

かかれないなどということがあってはなりません。

そこで、短期証の取り扱いについてお伺いをい

たします。窓口により分納などの支払い方法など

の相談を受けながら手渡ししていると聞いていま

すが、窓口でとめ置きのままになっている方たち

への対応はどのようになっているのでしょうか。

また、その中に子供は含まれているのかどうかお

知らせください。さらに、滞納者への差し押さえ

の実態についてもお知らせをいただきたいと思い

ます。北海道新聞の１１月２７日付に旭川市の国

保の記事がありました。高い国保料や病院窓口の

負担が重く検査、受診を控える傾向が続いている

といいます。病気の発見のおくれ、病状の重篤化

につながるおそれがあります。このことに対する

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

大きな２つ目、市民のための市立図書館につい

てお伺いをいたします。１つ目に、図書館の利用

状況についてお伺いします。私も図書館は、よく

利用させていただいているところです。最近利用

者が多くなっているように見受けられます。各利

用状況についてお知らせをいただきたいと思いま

す。利用カードの発行数や１日平均利用状況、ま

た夜間開館の利用状況ややまゆり号の利用状況に
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ついてお知らせをいただきたいと思います。

２つ目に、職員体制についてお伺いをいたしま

す。図書館司書は、専門性が要求される職種であ

ります。有資格者の雇用状況等、また職員体制に

ついてお聞きをしたいと思います。

３番目に、指定管理者制度導入に関する名寄市

のお考えをお聞きいたします。指定管理者制度導

入に関しましては、文部科学省が２００５年１月

の全国生涯学習・社会教育主管部課長会議におい

て社会教育施設における指定管理者制度の適用に

ついてとの資料を配付し、社会教育施設について

は指定管理者制度を適用し、株式会社など民間事

業者にも館長業務を含め全面的に管理を行わせる

ことができることを明らかにいたしました。しか

し、２００８年の国会審議では指定管理者制度は

図書館になじまないとの大臣答弁があり、指定管

理者制度の導入には弊害があるとの認識のもと、

適切な管理に伴う体制の構築を目指すことを求め

た図書館など社会教育施設への指定管理者制度導

入による弊害を認めた附帯決議が両院の委員会で

全会一致で採択されたところです。附帯決議には、

社会教育施設は社会教育主事、司書、学芸員など

の有資格者を自治体みずからが雇用して直営で行

うべきだとすることをあわせて指摘しています。

そうした中で２００９年５月に行われました日本

図書館協会調査では、２００８年までにこの指定

管理者制度を導入した市区町村、２００９年に導

入予定の市区町村、合わせて全国１２３市区町村

となっております。一方、４７１の市区町村では

導入しないとの表明がされているわけですが、名

寄市はこの導入しないという市区町村に含まれて

いませんでした。名寄市のお考えをお聞きしたい

と思います。

４つ目に、市民に喜ばれる市立図書館のために

今後の取り組みについてお伺いをしたいと思いま

す。行政報告で紹介されていました文学講座や小

学生による一日司書体験、季節ごとの特集、また

男女共同参画の資料コーナーなど取り組みが進め

られていますが、今後も市民に喜ばれる市立図書

館のための取り組み等をお知らせをいただきたい

と思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村幸栄議〇市民部長（吉原保則君）

員から大きな項目で２項目にわたり御質問をいた

だきました。１項目めは私から、２項目めは教育

部長からの答弁とさせていただきます。

それでは、国民健康保険の都道府県単位化とな

る広域化について、まず小項目１、広域化に対す

る市の考え方についてのお尋ねでございます。厚

生労働省が設置いたしました高齢者医療制度改革

会議が後期高齢者医療制度が廃止された後の新た

な高齢者の医療制度改革案を１２月８日に取りま

とめたところでございます。最終的には、今月２

０日の最終報告取りまとめを待たなければなりま

せんが、平成２５年度から始まる新しい高齢者医

療制度の内容につきましては、ただいま議員のお

話にありましたように７５歳以上の方が対象で、

その８割、 ２００１人が国民健康保険に、２割

の２００１人の方が健康保険などの被用者保険に

加入するというものでございます。このうち国保

部分につきましては、都道府県単位での運営とな

る予定でございます。いわゆる国保の広域化第１

段階では、７５歳以上の方が加入する国保が都道

府県単位となり、第２段階では全年齢を対象に都

道府県単位での運営に移行することとなりますが、

移行時期は新制度経過から５年後の平成３０年度

とされているところでございます。

また、北海道における国保の広域化への対応に

ついてでございますが、ことし５月の国民健康保

険法の改正によりまして各都道府県では国民健康

保険広域化等支援方針の策定に取り組んでいると

ころでございますが、北海道におきましても７月

の市町村アンケート以降９月、１１月、２回のブ

ロック別説明会を全道６会場で開催し、年内に方
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針を決定する運びとなっているところでございま

す。国保事業運営の広域化、また国保財政の安定

化を推進するための市町村に対する北海道の支援

方針が盛り込まれることとなっております。広域

化に対する私どもの考えといたしましては、国保

制度の構造的な特性にかんがみ、財政基盤の安定

強化を図るために大きな受け皿、都道府県単位が

望ましいと考えているところでございます。

次に、小項目２、市民への対応、説明について

のお尋ねでございます。名寄市といたしましては、

まず平成２３年年明け早々となる法案の提出と平

成２３年の春とされる法案成立までの推移を見守

ってまいりたいと考えております。また、法案成

立後２年間とされる施行準備期間がとりわけ重要

であり、期間中示される政令、省令の精査、コン

ピューターシステムの改修、さらには北海道と名

寄市との役割分担などの実施体制の検討、準備、

広報などによる市民周知など迅速に取り組んでま

いりたいと考えておりますので、御理解をいただ

きたいと考えております。

次に、小項目３、国民健康保険のあり方につい

てお尋ねがございました。国民健康保険制度は、

我が国の社会保障制度の中にあって国民皆保険を

担う健康へのセーフティーネットであります。病

気やけがなど１一に備えてお互いが支え合う制度

となっているところでございます。医療費の支払

いのためには、加入者の支払う国民健康保険税を

初め国、道、市からの負担金や補助金などの財源

が必要となっているところでございます。一方で

は、低所得の方が多い、医療費のかかる高齢の方

が多いなど構造的に財源が厳しい中で国保加入者

の約半数以上が所得に応じた７割、５割、２割の

軽減措置を行っているところでございます。所得

が下がったことによります無保険、受診抑制、さ

らには保険税の滞納に伴う短期証の交付だとか差

し押さえ、さらには保険証の窓口とめ置き、留置

などの課題につきましてもきめ細やかな相談など

で応じてまいりたいとも考えております。

お尋ねのありました短期証の現在の状況、１２

月９日現在でございますけれども、１２３世帯で

ございます。そのうち高校生以下の世帯につきま

しては９世帯となっているところでございます。

また、国保税の差し押さえの関係につきましては

平成２１年度で１１９件となっております。いず

れにいたしましても、市民が安心、信頼できる国

民健康保険制度の安定的な運営のために努めてま

いりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思

います。

私からは以上とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは大項〇教育部長（鈴木邦輝君）

目の２、市民のための市立図書館についてお答え

をさせていただきたいと思います。

まず、小項目１、利用状況についてでございま

す。市立名寄図書館は風連分館を設置しておりま

すことから、本館、分館の各施設の利用状況につ

いて御説明申し上げます。本館における平成２１

年度の図書の貸し出しや閲覧に訪れた入館者数は

４１ ９０８人で、前年度は３１ ８９４人であ 

ります。１日平均にしますと１４６名の利用とな

っております。また、毎週水曜日と木曜日には午

後５時から８時までの時間帯で夜間開館を行って

おります。そこでの入館者数は ５５６人で、１

日平均にしますと２６人の利用となってございま

す。利用者カードの発行数につきましては、平成

１８年１２月に現在の図書貸し出し制度に移行し

てから本年３月までで ０７５枚となっておりま

す。また、風連分館におきます昨年度の入館者数

は ９０２名で、昨年は ２６０名であります。 

１日平均にしますと２８名となっておりまして、

利用者カードの発行につきましては６４４枚とな

っております。入館者の総計でいいますと、前年

度の２０年度の４１ １５４人から２１年度は４

１ ８１０人ですので、合計では万増となってお

ります。移動図書館のやまゆり号についてでござ

いますが、名寄地区と風連地区で１９カ所のステ
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ーションと遠隔地の小中学校や保育所、幼稚園な

どを定期的に巡回をしており、昨年度の個人の利

用が ７６０名、団体では８団体の利用となって

ございます。

２番目の職員体制についてであります。新名寄

市の行政改革推進計画に基づきまして、本年４月

からは館長に嘱託職員を、奉仕係の１名減に対し

まして司書資格を有する嘱託職員２名を配置をし

ております。このことにより、本年度の本館の職

員数は全体で１４名です。うち正職員が４名、嘱

託職員が夜間の開館対応職員を含めまして９名、

臨時職員が１名となっております。また、分館の

ほうの職員数は３名で、うち嘱託の職員が２名、

臨時職員が１名で、総勢全体では１７名の体制で

図書館業務に当たっております。また、司書の資

格を有する者ですが、正職員につきましては４名

のうち２名、嘱託職員につきましては１１名のう

ち３名の合わせて５名が有資格の職員となってお

ります。さらに、計画では平成２３年度は奉仕係

の正職員１名の減で２名体制となること、そこに

司書資格を有する嘱託職員を１名配置する計画と

なっております。報酬につきましてですが、司書

資格を有する嘱託職員につきましては第２種非常

勤職員として任用いたしておりまして月額報酬１

６１ ６００円です。資格を有しない職員につき

ましては月額報酬１４１１００円となっておりま

す。

次に、小項目の３、指定管理者制度に関する考

え方であります。市立名寄図書館の指定管理者制

度の導入につきましては、新名寄市の行政改革推

進計画の実施に当たって、ほかの社会教育施設も

含めまして協議を重ねてまいりました。社会教育

施設の１つであります公共図書館の役割について

は、住民の知る権利を保障し、安定した継続性の

あるサービスの提供と利用者や社会状況に即応し

たサービスの改善、また図書館の自由を守って自

主性、独立性を確保することが重要であります。

そのためには職員の知識と経験、資料の収集等が

必要であるとされております。これらの条件を満

たしながら地方の博物館に求められている市民の

読書意欲へのきめ細かなサービスを維持するため

には、現在導入されている他市町村の指定管理者

制度の状況とか、その主体となる受け皿などもあ

わせまして、対費用効果の面からも公共図書館と

しては現行の体制が望ましいと判断をしていると

ころであります。

４点目、市民に喜ばれる市立図書館の今後の取

り組みについてでございます。市立名寄図書館の

今後の取り組みですが、図書館では現在特に子供

の読書活動にかかわる事業の推進に努めておりま

す。今定例会初日の行政報告にもありましたよう

に、現在市内の小中学校の図書室に出向いていき

まして導入されました学校図書システムに学校図

書の登録作業を進めております。この作業が終了

しますと、市内の小中学校全体で図書の管理及び

貸し出し、返却処理ができることとなり、また他

の学校との図書の検索等が可能となるところです。

このことから、次のステップアップとしては学校

間での図書の相互利用、貸借ができるようにお手

伝いをしていきたいと考えております。また、図

書館から司書が学校に赴いて子供たちにその本の

本当のおもしろさを伝えることとか、聞き手にそ

の本を読んでみたいという気持ちを起こさせる、

そういうようなことを目的としたブックトークと

いうのも準備を進めているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（川村幸栄議員）

だきましたので、再質問と要望をさせていただき

たいと思います。

まず最初に、国保の都道府県単位となる広域化

についてお伺いをしていきたいというふうに思い

ます。ただいまの御答弁の中では、国保財政の安

定強化のために都道府県化はふさわしいというふ

うなお答えがあったかというふうに思っています

が、今国が示している中身というと広域化に向け
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て市町村ごとにばらばらの保険料、保険税を均等

化するために１つ、保険料収納率のアップ、２つ、

医療費適正化、これは医療費の削減を目的とした

医療費適正化、３つに市町村の税金投入解消によ

る保険料のアップ、これらを推進すると、国がそ

のための助言、支援を行うこととしているわけで

す。そして、現在都道府県が策定、実施している

医療費適正化、この削減計画については新制度で

も同様の仕組みを設けてさらに推進すると明記さ

れています。こうした中で、先ほど答弁の中にも

ありましたように北海道国民健康保険広域化等支

援方針の素案、この中ではやはり医療費の削減、

これを目指すこと、医療費適正化と保険料、保険

税の収納率の向上対策に力を入れると、このこと

が強く書かれてあります。この中では滞納整理機

構、今もあるのですが、滞納整理機構の設立推進、

これも挙げています。また、保険者規模別の保険

料、保険税、収納率、この収納率の目標もきちっ

と数字として設定されているわけです。

私は本来、広域化と言われる中身について、住

んでいる地域によって格差があったり、また職業、

例えば会社員であったり、自営業者であったり、

そういった職業のいかんによって負担に格差があ

ることは望ましくないというふうに考えています。

これには国が財源、財政を一括管理をしていく、

運営は住民に身近な自治体が行う、こういった広

域化保険が望ましい姿であると考えているところ

であります。しかし、国が目指しているこの広域

化、なかなか広域化というと、ちょっととらえに

くい部分もあるかと思うのですが、都道府県単位

化をしていく。これは、国からの財源を少なくし

て皆保険制度に対する国の責任を放棄すると言わ

ざるを得ないというふうに思いますし、都道府県

単位に押しつけるものであって、今以上に加入者

である住民、国民に負担を押しつけるというもの

であると私は思っています。

広域化という名前の中で、例えば３年前にスタ

ートした後期高齢者医療制度広域連合議会があり

ます。全道で３２人の議員で年間２回の議会があ

るわけですが、この中で各市長、また町長、各市

の議員、町村議員と。８人ずつで３２人なのです

が、そういった中でなかなか一堂に会して議会が

開かれることがない。この中には共産党の２名の

議員がいるのですが、共産党の議員が質問する以

外ほとんど質問なしで終わっている。これでは、

本当にこの広い北海道の中で北海道民の皆さんの

声がこの中に届くのかというような不安もあるわ

けです。また、この上川管内でいえば大雪広域連

合があります。この中でも住民の声が届きづらい

という話も聞いています。こうした広域化を進め

ることに私は非常に危惧を抱いているところです。

この北海道が示した広域化支援方針の素案の中

でも北海道は他都府県と比べて市町村間の格差の

程度が大きい、問題解決にも時間を要するもので

あると、また中長期的な視野で広域化、安定化の

推進を考えていく必要があるのだと、このように

言っているわけです。長くなるので、ちょっと御

紹介したいのですけれども、１人当たりの保険料、

医療分、一番高いところで利医町、１０１ ７１

２円、一番安いところで平取町、２１７００円、

こんなに差があるのです。

それで、国保財政の中でも、前回の定例会で私

も名寄市の２１ ０００１円を使って保険税下げ

てくださいというお願いをしたところでしたけれ

ども、この国保財政でも基金の保有額ゼロという

市町村から幌加内町のように２０年度決算で１人

当たり３９１ ９４１円というところもあるわけ

です。また、名寄市は法定外繰り入れを行ってい

ませんけれども、全道では法定外の繰り入れを行

っている市町村も多くあって、住民負担を抑える

努力をされているわけです。こういう差が出てき

た中身でいえば、１９８４年の国が国庫負担を５

０いから約半分に減らしてきた。これが住民や地

方自治体に大きな負担を押しつけてきた結果だと

いうふうに思っています。

先ほど紹介した旭川の記事の中で、名寄大学の
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青木学長が国保加入者の多くは低収入で、そのた

め滞納率が悪くなり、さらに高額化するという悪

循環になっている。ここまで高額になると国民皆

保険制度の崩壊であり、医療、健康格差だと指摘

されているわけです。このままこの都道府県単位

の広域化を進めると、さらに格差が広がっていく

という危惧を抱いているところですけれども、こ

の件についてどのようにお考えかお聞かせをいた

だきたいと思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

広域化の関係で再質〇市民部長（吉原保則君）

問がございました。先ほどもお話しいたしました

けれども、１つは高齢化が進む中で医療費が年々

増加する現状、さらには国保も保険制度である以

上その受け皿を大きくして財政の安定化を図らな

ければならないと考えているところでございます。

しかしながら、市町村国保の負担増に十分に配慮

する、あるいは保険料が急に増加したり不公平な

ものにならないことが大前提でございますし、国

保財政の負担増等、市民に混乱を招かないための

我々自治体の意見を十分に尊重することをあわせ

て、こういった先ほど来言っています国保の構造

的な課題を解決するためには国庫負担の大幅な導

入が必要でありますし、それを求めてまいりたい

と考えているところでございます。そういった大

前提のもとで広域化という形で考えているという

ことでひとつ御理解をいただきたいなと思ってい

ます。

また、北海道後期高齢者医療広域連合議会の関

係についてもお尋ねがございました。その関係、

その議会の議事なり議会の運営についてのコメン

トについてはする立場にないことをひとつ御理解

をいただきたいと思っています。

また、あわせて大雪広域連合のお話もございま

した。大雪広域連合、御案内のとおり平成１６年

４月に東川、東神楽、美瑛の３町により構成され

る中で国保なり介護保険あるいは後期高齢者事業

を運営するということで設置されたものでござい

ますけれども、それぞれ事務の区分を広域連合の

事務局が行う部分と構成町の役場が行う事務と役

割分担を行っているところと聞いております。例

えば国保でいきますと、特定健診の計画の策定だ

とか契約あるいは受診券の発行などは広域連合の

事務局で行いますけれども、受診券の再発行だと

か保健指導などについては市町村の窓口で行うと。

あるいは、国保料の料率の決定等については広域

連合の事務局で行いますけれども、苦情なり相談

については広域連合事務局と構成町村の役場の窓

口の双方で対応していると伺っているところでご

ざいますし、ここの広域連合の理念の前面の中に

は住民福祉の増進と被保険者のサービスは低下さ

せないということを掲げているようでございます。

また、広域連合のメリットといたしましては、

１つは保険財政の安定化を図る、２つには保険料

水準の平準化ということでございますし、３つに

はこれが大きいかと思いますけれども、義務経費

の削減と職員配置の適正化ということが挙げられ

ていますし、また課題といたしましては財政調整

なり給付準備基金等の確保、それから２つ目には

健康づくり対策と事業運営の安定化、３つ目には

自主財源である保険料の収納率の向上対策という

ことが挙げられているようでございます。

滞納の関係も少し……滞納関係はよろしいです

か。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今滞納の関係、最初の〇５番（川村幸栄議員）

ところでお話しさせていただいていて滞納の関係

がまだ出てこないので、今お聞きをしようという

ふうに思っていたところだったわけですけれども、

今その広域化の問題について住民に混乱を与えな

いと、そんなようなお話がされたかなというふう

に思うのですけれども、実際先ほども紹介したよ

うに制度がややこしくてよくわからないと。もう

混乱になっているのではないかと私は思うのです。

例えば後期高齢者医療制度が入ったときもよく

わからなかったけれども、ふたをあけてみてこれ
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はどういうことなのだと、負担ばかりふえるとい

うようなことで要するに全国的な混乱が起きて、

いろいろな対策が練られて軽減策が盛り込まれた

わけです。その軽減策も今回この都道府県単位化

によってどんどん削られていくというようなこと

も出されているわけで、これがはっきり見えてく

れば市民、住民の皆さん方に混乱はもう当然起こ

ってくると。負担が重くて困っているのだという

ばかりではなくて、何が何だかわからないうちに

というような、それで国民健康保険ですから、命

にかかわる問題の中で混乱が起きてくるというこ

とはあってはならないというふうに思っています。

今お話がありましたように、財政の安定化と収

納率を上げていくということが再度説明の中でも

出されたわけです。ここのところを今の広域化、

また道の支援策の中でも強調されているというこ

とで、ますます住民に負担が押しつけられて命の

格差も広がってくるというとこら辺に非常に危惧

をしているところです。改めてこの部分について

お聞きをしたいと、御答弁をお願いしたいという

ふうに思います。

今お話がありました滞納者の差し押さえの件で

あります。その前に、窓口でのとめ置きの件につ

いて、先ほど御答弁がちょっとなかったかなとい

うふうに思っているのですが、この部分について

どのように対応されているのか詳しくお知らせを

いただきたいと思いますし、子供のとめ置きはな

かったのかどうか、この部分で御答弁をお願いし

たいと思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま広域化の関〇市民部長（吉原保則君）

係、再質問、再々質問というか、いただきました

けれども、いずれにしても広域化を進めるに当た

っては市町村の財政なり被保険者にしわ寄せが来

ないように国庫負担の大幅な導入を引き続き求め

ていく中で広域化を進めていただきたいなという

ふうに考えているところでございますので、そこ

はひとつ御理解をいただきたいなと思っています

し、滞納処分の関係のお尋ねもございましたけれ

ども、１つは滞納処分につきましては善良な納税

者との公平性の問題、さらには今言いましたよう

に国保財政の安定的な運営のために滞納処分、滞

納整理は必要だと考えています。そういった中で、

相談等にも応じない悪質と思われる滞納者に対し

て差し押さえ等の執行をしているところでござい

ます。先ほどお答えいたしました２１年度の１１

９件のうち多くは……多くといいますか、そのう

ち約８０件につきましては国税なり道税の還付金

が８０件近く残っていますので、このことは当市

におきます賦課なり収納の担当がそれぞれ連携し

た成果であると考えております。

もう一つは、短期証の関係で改めてお尋ねがご

ざいました。先ほど１２月９日現在１２３件、う

ち子供のいる世帯が９件ということでございまし

た。これにつきましても保険証の交付は本人交付

が原則でございますけれども、内容を申しますと

１２３件のうち４４世帯がどちらかというと納付

の意欲がないというふうに私どもが判断している

世帯でございます。そのほか市役所内の中で他の

課との連携をとらなければならない世帯が何世帯

かございますし、あるいは多重債務の整理が必要

な世帯が３件ほどございます。また、中には居所

不明により職権消除が可能な世帯が２件、それか

ら住所変更なり居所の確認が必要な世帯が３件と

か、そういったような内訳になっていることでご

ざいますけれども、ちょうどきょうから国保のほ

うでも夜間窓口を開設いたします。この期間中、

４日間なのですけれども、職員の訪問や窓口等で

も交付なりを、自宅訪問なり窓口等でのこういっ

た短期証の交付などを行っていきたいと思ってい

ます。いずれにしても、先ほど申しました納税意

欲がないと思われる４４世帯への対応が重要な課

題でないかと考えているところでございます。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今短期証のところで１〇５番（川村幸栄議員）
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２３世帯というふうに私はお聞きしたと思ったの

ですが、この１２３世帯の分がとめ置きになって

いるのでしょうか。確認をさせていただきたい。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

短期証の未更新とい〇市民部長（吉原保則君）

うことでとめ置きになっている世帯でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

その中で子供がいる世〇５番（川村幸栄議員）

帯もあるというようなことになっているわけです

ね。第３回定例会のところでも私質問をさせてい

ただいた中で、国が資格証発行の世帯であっても

高校生までは短期証交付措置をすることというふ

うに指示をしているのですが、私はこれ子供のと

ころにこの保険証が短期証であっても届いていな

いというふうになるわけで、これは逆行している

ことではないかというふうに思うのですけれども、

この辺について御見解をお願いします。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども申しました〇市民部長（吉原保則君）

けれども、今の段階で子供のいる世帯が９世帯と

いうことでございまして、これにつきましては先

ほどいろいろ内訳等もお話しいたしましたけれど

も、基本的には本人に交付するのが原則でござい

ますけれども、窓口にも見えないし、なかなか連

絡をとっても会えない部分があるということで、

その部分について先ほど申しましたようにきょう

から４日間の夜間の中で自宅訪問をする中で交付

等に努めてまいりたいと考えていますので、ぜひ

御理解を賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

きょうから夜間窓口対〇５番（川村幸栄議員）

応し、訪問などでというお話でした。では、発行

されてきょうまで保険証がここにとめ置きのまま

になっていて、子供たちが例えば、この季節です。

風邪を引いた、おなかを壊した、病院に行けない

という状況も生まれるのではないのでしょうか、

保険証がなければ。全額払わなければなりません

から。そういうやり方を私はここ３年半、何回か

国保について質問させていただく中で、名寄市は

資格証は発行していないのだということで、短期

証ではあってもということでした。それがすべて

皆さんのところに、行方がわからない方たち、連

絡がとれないという方たちも確かにいらっしゃる

かとは思うのですけれども、皆さんのところに届

いているというふうに思って理解をしてきたとこ

ろでした。

今回、実は北海道社会保障推進協議会の中で全

道の市町村でアンケートをとった中で、この窓口

とめ置き状況で、このときは１０月末で子供の対

象が２４人というふうな数を見て私は非常に驚き

ました。この子たちは、どうやっているのかとい

う不安の中で今回取り上げをさせていただいたわ

けですけれども、ほかの市町村のすべてが郵送を

して届けているわけではないのですけれども、や

はり窓口へ来て分納等々の相談をしながらお渡し

しているというとこら辺で皆さんに届いているも

のと私は理解をしていたのですが、そうなってい

ない。郵送で届けている市町村もある中で、この

部分についてどのようにお考えになっているので

しょうか。もう一度改めて御見解をお聞かせくだ

さい。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

短期証の関係につき〇市民部長（吉原保則君）

ましては、今後の納税相談等も含める中で本人と

面談の上、交付するというのが大前提となってお

りまして、したがいまして接触のとれなかった部

分については交付されていないのが現況でござい

ますけれども、いずれにいたしましても何回も申

し上げておりますけれども、そういったお子さん

の部分も含めてきょうからの夜間訪問等の中で確

実に届くような対応を進めてまいりたいと思いま

すので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

なかなか理解はしがた〇５番（川村幸栄議員）

いものがあります。加藤市長にお聞きさせていた

だきたいと思います。この子供たちに保険証が届
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いていない。病院にかかれない。名寄ではないの

ですけれども、保健室に熱があって来たけれども、

御家族に連絡しようかと言うと、お父さん、お母

さんには連絡しないでくださいと。家の事情がわ

かっているから、連絡しないでほしいと。横にな

っていればよくなるからといった子供のそんなこ

とを聞いたことがあるのですが、こんなことをこ

の名寄の子供たちにさせたくないと私は思うので

すが、市長はどのようにお考えでしょうか。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） 今部長からもお話ありま〇市長（加藤剛士君

したけれども、面談しての引き渡しということが

前提だということでありますので、その部分でそ

うした事態があることは非常にゆゆしき事態だと

いうふうに思っていますから、早急に対応するよ

うに指示もしたいし、努めてまいりたいというふ

うに思っています。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

早急に手だてを講じて〇５番（川村幸栄議員）

いただきたいと切にお願いを申し上げるところで

す。

滞納者の差し押さえの件につきましても、本当

に悪質な滞納というとこら辺ではこういった差し

押さえも必要だというふうに私は思います。しか

し、多くが低収入という中で滞納が発生している

のではないかというふうに考えています。保険税

の減額、また保険税の減免または分納などによる

対応、これの相談をしっかりと進めていっていた

だきたいというふうに思っています。周知も含め

て相談をきょうから行うということですので、ぜ

ひ丁寧な対応をしていただきたいというふうに思

っているところです。

例えば全日本民主医療機関連合会というところ

でことし３月、２００９年の国民健康保険などに

よる死亡事例の調査報告を発表しています。民医

連の病院や診療所がかかわった人だけで４７名の

方が亡くなっているのですが、保険証がない、短

期証や資格証がないという方もあるのですが、１

０名が正規の保険証がありながら経済的な理由で

受診を控えて、病状が悪化して手おくれになった

といった報告がされています。ですから、保険税

の引き下げはもちろんなのですけれども、一部負

担金の減免制度、また保険税の減免制度の周知、

相談窓口、減免の書類なども皆さん方の目に見え

るところに置いていただく、こういったことも必

要ではないかというふうに思っているわけですが、

この部分についてお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か御質問を再度〇市民部長（吉原保則君）

いただきましたけれども、滞納処分の関係につき

ましてはそういった差し押さえが機械的にならな

いように十分配慮をしてまいりたいと考えていま

す。

それから、受診抑制の関係なんかについてもお

話がございました。なかなか保険者としての受診

抑制の部分、チェックするような状況にございま

せんけれども、市立病院の医療支援相談室との連

携なども含めてそういった重症化にならないよう

な啓発などに取り組んでいきたいと考えています

し、関係書類等についてもわかりやすいところに

設置するなり、そういった形で命と健康を守る立

場で対応してまいりたいと思いますので、ぜひ御

理解いただきたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひそうしていただき〇５番（川村幸栄議員）

たいというふうに思います。命を守る国民健康保

険にしていただきたいというふうに思います。

時間がありませんので、図書館の件につき再度

お伺いをしたいというふうに思っています。指定

管理者制度の導入に関して、このアンケート調査

で名前が載っていなかったことにちょっと私も心

配をしていたのですけれども、現行のままで進め

ていくというようなお話でしたので、安心をして

いるところであります。やっぱり市民に喜ばれる

図書館にしていただくことが必要だなというふう
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に思っています。図書館というのは、言うまでも

なく収益を生む公共のサービスではありませんし、

また個人情報の保護だとか、また先ほど部長のほ

うからもあったように多様化する住民の皆さんの

要求にこたえるための公立の図書館であると。ほ

かの道の図書館であったり国会図書館等との連携

も進めていく中で、やはり公立の図書館で進めて

いただくことが必要だというふうに思っていると

ころです。

先ほど職員の方々のお話お聞かせいただきまし

た。図書館司書の方も嘱託の中で本当に一生懸命

頑張っていただいているなというふうに思ってい

ます。利用者が気持ちよく利用できるように日々

努力をしていただいているわけですが、聞くとこ

ろによると図書館司書というのは一人前になるに

は１０年はかかるというふうに私は聞いているの

ですけれども、こうした職員の皆さん方への研修

の機会等も提供することが望まれるかなというふ

うに思っているのですが、この点についていかが

でしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま質問をいた〇教育部長（鈴木邦輝君）

だきました図書館の職員の研修についてでござい

ます。市立図書館では、まず館内での研修会につ

きましては５月３１日と６月３０日のいわゆる月

末休館日に２回ほど本館と分館の奉仕係に勤務す

る全職員を対象にして内部研修を実施をしており

ます。研修項目については図書館の仕事と、それ

から最近問題となっております著作権の扱いにつ

いて、また図書の本の装備の仕方について、また

配架業務についてなどであります。また、出張等

の機会を利用しまして全道図書館新任職員研修会

では嘱託の職員が２名、北海道図書館大会と資料

補修セミナーというものには嘱託職員それぞれ１

名ずつ、全道図書館研究大会と上川管内の図書館

協議会の研修会に正職員がそれぞれ１名出席をし

て研さんを積んでおります。いずれにしましても、

図書館というのはただ単に本を貸し出す施設では

ありませんので、そこに従事する職員が高い資質

とこれからも研さんを重ねて市民のための魅力あ

る書架を構成するための研さんを積んでいきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

建物が非常に老朽化し〇５番（川村幸栄議員）

ている中で、中には暗い、ちょっと見づらい、狭

いという声も確かにあるのですけれども、そうい

った物的な本当に制約のある中で非常に工夫をし

ていただいているなというふうに私は思っていま

す。例えば先ほども言いました男女共同参画の資

料のコーナー、これは私も本当に利用させていた

だいています。また、季節ごと、テーマごとにい

ろいろな特集がされていたり、また課題図書のコ

ーナーがあったり、ふだん自分の視野の中で見つ

けることのできないそういう図書だとか資料だと

かを目にすることができるという意味では、本当

に司書の皆さん方の研さんというか、前向きな取

り組みが本当にうれしく感じているところであり

ます。引き続きまたそういった市民が本当に利用

しやすい、喜ばれる図書館のためにこれからも鋭

意努力していただくことをお願いしまして、私の

質問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時００分

再開 午後 ２時０１分

再開をいたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第３ 議案第１１号 名寄市仲町集会所条

例の一部改正についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。
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議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、今定例会におきま

して当委員会に付託されました議案第１１号 名

寄市仲町集会所条例の一部改正につきまして、委

員会における審査の経過並びに結果を御報告申し

上げます。

委員会は、佐々木総務部長を初め担当職員の出

席を願い１２月９日に開催し、本条例の改正内容

などについて詳細に説明を受けた後、慎重に審査

を行いました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように合併特例区の期間満了による解散

に伴い、市町村の合併に関する法律第５条の３４

第１項に基づき名寄市が合併特例区に属する一切

の権利義務を継承することから、当施設の管理な

どを特例区事業から市長等の権限に属する事務に

移行するため改正をしようというものであります。

新設となる料金体系につきましては、風連地区

内の同種公共施設を参照に設定したことなどの説

明を受け、条例の改正内容について説明を受けた

委員会で各委員から出されました主な質疑では、

１日平均及び夏季、冬季の利用人数はどの程度に

なっているのかに対しては、旧風連時代の建築目

的が勤労者会館であり、連合に有料貸し出しとし

ていたため原則として一般への貸し出しはしてい

なかった。しかし、住民要望により連合の了解が

得られれば貸し出しており、これが年間１０件ほ

どで、利用料金については一般から取れないこと

になっており、連合の厚意で貸していた。同集会

所はジンギスカン利用も可能であり、施設の安全

対策上、新年度以降は管理人を配置して対応する

と答弁がありました。

また、勤労者会館的要素から一般に貸し出す会

館となるが、ＰＲ手法は。減免措置に対する考え

は。第３条の利用の制限とはなどの質問に対して

は、風連地区で発行している広報紙「風」などを

利用して広く市民に周知する。減免措置について

は、名寄市風連地区施設使用料徴収条例に基づき

対応したい。利用の制限で想定されるのは、暴力

団やその構成員を初めマルチ商法、悪徳商法など

が考えられるが、申請時にしっかりとチェックす

るなどと答弁がありました。しかし、減免措置に

ついて名寄市風連地区施設使用料徴収条例では、

非課税世帯や少年団活動、高校生以下の活動につ

いて１０割減免としているが、上程された一部改

正条例では上記条例が記載されているのみで、条

例主義上一般市民に十分理解されないことも考え

られることから委員間の議論となり、２３年度中

に実施される各種料金統一議論の中で条例間の整

合性を含め市民理解が図られる対応を求めたとこ

ろです。

この後、佐々木総務部長ら関係職員に同席をい

ただき、議会基本条例第５章第１１条、自由討議

による合意形成の第２項に基づき委員間による審

査を行いましたが、発言はありませんでした。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た議案第１１号 名寄市仲町集会所条例の一部改

正につきましては、全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決定をいたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

の御報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は委員長報告のとおり可

決されました。

日程第４ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

１号 名寄市過疎地域自立促進市町村計画の変更
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についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３１号 名寄市過〇市長（加藤剛士君）

疎地域自立促進市町村計画の変更について、提案

の理由を申し上げます。

本計画につきましては、本年第３回定例会にお

いて議決をいただきましたが、本件は国の財政支

援策の有効活用を図るため本計画の変更を行おう

とするものであり、北海道との協議が調いました

ので、同法第６条第７項で準用する同条第１項の

規定に基づき議会の議決を求めるものであります。

なお、変更の概要につきましては、総務部長か

ら説明をさせますので、よろしく御審議ください

ますようお願いを申し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

私のほうから補足〇総務部長（佐々木雅之君）

説明をさせていただきます。議員の皆様には、お

手元のほうに見開きの資料を用意してございます

ので、それに沿って説明させていただきます。

まず、今回の名寄市過疎地域自立促進市町村計

画の変更についてでありますが、本年４月１日に

施行されました過疎地域自立促進特別措置法の一

部改正によりまして拡充されました過疎債のソフ

ト事業での活用を図るために、既計画登載ソフト

事業の区分等の変更と過疎地域の自立に必要なソ

フト事業を新たに追加するものであります。

次に、変更の概要について申し上げます。資料

をごらんください。産業の振興では、計画の表中

から（５）番、企業誘致、（７）番、商業のうち

中心市街地活性化事業及び特別融資利子・保証料

補給事業、（１０）、その他のうち新規就農者等

に関する助成事業及び農業後継者育成奨学金就農

助成をそれぞれ削除し、新たに（９）、過疎地域

自立促進特別事業を設け、企業立地促進助成事業、

中小企業振興事業、農業担い手育成確保対策事業、

農業支援システム定着促進事業を追加。交通通信

体系の整備、情報化及び地域間交流の促進では計

画の表中から（８）、道路整備機械等のうち排雪

ダンプ助成事業を削除し、新たに（１０）番、過

疎地域自立促進特別事業を設け、除排雪支援事業

を追加。高齢者の保健及び福祉の向上及び増進で

は、計画の表中から（８）番、その他のうち除雪

サービス事業を削除し、新たに（７）番、過疎地

域自立支援特別事業を設け、除雪サービス事業を

追加。集落の整備では計画の表を新たに設け、８、

集落の整備、（２）、過疎地域自立促進特別事業

として自治活動支援事業を追加するものでありま

す。これにより変更後の総事業費では１１ １２

８１円増の３４４１ ５５８１ ０００円となっ 

ております。

以上、説明させていただきました。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

２号 平成２２年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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議案第３２号 平成２２〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、国の補正予算成立に伴い、子供

の命と健康を守るため小児肺炎球菌ワクチン、子

宮頸がんワクチン等の接種助成を図ろうとするも

ので、歳入歳出それぞれに９８３１ ０００円を

追加して予算総額を２００１ ０５９１ ０００ 

円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして、感染症対策事業費９８３１

０００円の追加は、子供の細菌性髄０炎及び子

宮頸がんを予防するため小児肺炎球菌ワクチン、

ヒブワクチン及び子宮頸がんワクチンの予防接種

料を助成しようとするものであります。

次に、歳入については、事業費の２分の１を道

支出金で充当し、残りを地方交付税で調整しよう

とするものであります。

なお、事業費の内訳については別紙議案第３２

号関係資料、子宮頸がん等ワクチン接種事業の実

施についてをごらんください。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

１点お伺いをしたいと〇５番（川村幸栄議員）

いうふうに思います。今回のこのワクチンの接種、

本当に歓迎しているところです。子宮頸がんワク

チンの対象のところで、中学１年から高校１年生

の女子というふうになっているのですが、高校１

年に該当する年齢の女子を含むというふうでよろ

しいかどうか確認をしたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員お話しの〇健康福祉部長（三谷正治君）

とおり高校１年生、ただ来年の４月になりますと

高校２年生ということでございますので、現在の

高校１年生は１月から３月までに第１回目、子宮

頸がんワクチンにつきましては３回接種でござい

ますので、この１月から３月の間に１回または２

回、３回目はできません。１回接種したら１カ月

後に２回目、後ほど６カ月以降に３回目というこ

とでございますので、高校１年生については３月

までに受けていただくということで、該当につき

ましては高校１年生は該当するということであり

ます。ただ、該当の部分については、来年になる

と該当しなくなりますので、３月までにしていた

だくように担当のほうで重点的に周知をしてまい

りたいと考えております。

（何事か呼ぶ者あり）

大変失礼いたし〇健康福祉部長（三谷正治君）

ました。高校に行っていない年齢も、高校１年と

いう年齢でありまして、たまたま学年で表示させ

ていただいているということで、年齢ということ

で御理解いただければと思います。

高橋伸典議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も何点かお聞きし〇１５番（高橋伸典議員）

たいと思います。この部分で言うことが市民の周

知にもなりますし、本年加藤市長になりまして、

前島市長には私たちの女性局が ３００名のこの

子宮頸がん予防ワクチンの助成をしてほしいとい

うことで２週間で集めましたのを島市長に受けて

いただきまして、これは次期市長にも受け継いで

いくということで受け継がれたものというふうに

思っております。その点、女性の命と健康、また

女性の人権を守るための加藤市長の英断のある決

断、本当にありがとうございました。

その中で、今川村幸栄議員からも言いましたけ

れども、１月からスタートされるということでお

聞きしました。そして、この接種はどこの病院を

まず使われるのか。一般も含めて、風連は診療所

になりますけれども、診療所体制でもやっていけ

るのかどうかもちょっとお聞きしたいというふう

に思います。

あと、個人単位でこれは進めるものなのか、学

校単位で進めるものなのか。きっとこの助成の接



－178－

平成２２年１２月１４日（火曜日）第４回１２月定例会・第４号

種を受けるには、平日でないと厳しいというふう

に思っておりますので、学校を休んで生徒が受け

に行く部分も出てくるというような可能性もあり

ますので、その辺の対応をどうするのか教えてい

ただきたいということをまずお聞きしたいという

ふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

医療機関につき〇健康福祉部長（三谷正治君）

ましては、方法といたしましてはインフルエンザ

と同じように名寄市、自治体と病院の契約行為に

なります。ですから、各病院と現在、市内の市立

病院を含めて個人病院も含めて今各医療機関と調

整中でございます。多くの市民が利用しやすいよ

うな形で市内の病院に対応していただけるように

進めさせていただきたいと考えております。

個人単位か学校単位ということでございますけ

れども、現在は２２年度と２３年度ということで

急遽このような形になってございますので、現時

点で考えているのは年内に個人単位ということで、

各該当者には個人通知をさせていただきまして、

各個人がそれぞれ各病院に行って接種していただ

くというような形で考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうことでは、〇１５番（高橋伸典議員）

平日は生徒は一応学校を休んで自分の時間がとれ

るときに行ってほしいという対応になるという考

えでよろしいのかどうか、ちょっと教えていただ

きたいというふうに思います。

今中学校１年生から高校１年生までの対応とい

うことで言われておりましたけれども、再来年度、

今度は小学生が６年生から中学生に上がるときは

各中学１年の学年ごとの接種の助成になるのかも

教えていただきたいというふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

現時点では、国〇健康福祉部長（三谷正治君）

の事業といたしまして２分の１、自治体２分の１

の事業につきましては２２年度と２３年、この２

年間のみということで現在私どもは周知をいただ

いている部分でございまして、２４年度以降につ

いては現在内部で検討をさせていただいています。

ただ、今回２２年と２３年度だけでこのゼロ歳か

ら４歳、それから中学１年から高校１年までのこ

のエリアだけの部分だけをやって、その後はやら

ないということになりますと非常に穴があいてし

まうということであります。ただ、厚生労働省、

国のほうでは、部会の中ではこの部分につきまし

ては通常の接種の中でということの部会の報告も、

何か今の時点ではそういうお話も聞いてございま

すので、国の動向を見ながら２４年度の部分は考

えていきたいと思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

す。本当に今２０代の女性のこの子宮頸がんとい

うのは、乳がんよりも発症率が高いというふうに

言われています。この予防接種において、本当に

これからの女性の方々がしっかりと予防できる。

この子宮頸がんのワクチンをすることで子宮頸が

んがなくなるということをお聞きしておりますし、

それともう一つ、その周知、この子宮頸がんの周

知と、もう一つは保健関係で言われるのはこのワ

クチンとともに性行為をしたらこういう子宮頸が

んになりやすいだとか、このワクチンをすること

によって治るだとかという学校ごとの周知が今な

されていないという部分が言われております。そ

の部分をぜひ学校ごと周知等を進めていただくよ

うお願い申し上げ、私の質問を終わります。

熊谷吉正議員。〇議長（小野寺一知議員）

かねてから市民要望〇１９番（熊谷吉正議員）

の高い３ワクチンについて、国の動きと合わせて

実施をしていきたいということで補正が出ている

のですが、二、三ちょっと市民の方から、あるい

は最近読んだ雑誌の引用になるのですが、少し実

施に当たってお聞きをしたいことがございますの

で、お願いをしたいと思います。

たまたま厚労省の医系技官、木村盛世さんとい

う方が雑誌「ＷｉＬＬ」の１１月号で十数ページ
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にわたってこの子宮頸がんの関係について若干問

題提起をしている雑誌を見て、私も改めてよくわ

かっていなかったのだなということについて理解

を深めて、この間も保健センターの佐藤所長にも

いろいろ専門的な立場でも勉強をさせていただい

たのですが、その後たまたま市民の皆さんから、

新聞にも報道されたものですから、いよいよ大き

く助成をして年明けからスタートするのですねと

いう喜びの声とあわせて、実際にいわゆるこのワ

クチンが、肺炎球菌とヒブワクチンについてはそ

の発生を速やかに抑える大きな効果が出るという

ことで当然問題もないし、この子宮頸がんのワク

チンについても私も今まではもちろん早くやって

ほしいという思いもあったのですが、わからぬこ

とが多々あって、この雑誌を見る限りでは中学生、

高校生あたりから早くにワクチンをして、１０年

とも言われる、あるいは５年とも言われるさまざ

まなその効果については年数がまだ、２００６年

にできたワクチンなものですから、実際に統計は

出ていないということで、その罹患率あるいは死

亡率、子宮頸がんになった場合の。そういうデー

タだけは厚労省から数字が出ていまして、性交渉

によって６割の方がウイルスにかかる。しかし、

そのうちの９割は自然になくなっていく。残りの

１割の人の １ぐらいががんになるというような

ことが専門家の立場で読んでいて、実際にこれは

赤ちゃんとか大人といったような親が判断する年

代、あるいは大人の場合はそれぞれ判断をしてし

っかりお医者さんやいろんな知識を持たなければ

ならぬのですけれども、ちょうど年齢的に今高橋

議員も言っていましたけれども、中学生あるいは

高校生にかかわる年齢なものですから、学校で実

際に正しい情報伝達をする。先生が独自に判断す

るよりもやっぱり厚労省や北海道の指導を受けな

がらということになるのでしょうけれども、どの

ように実際に周知がされていくのかということで、

若干問い合わせを受けて、実際に私もわかるわけ

がないものですから、勉強させてくださいという

ことになっているのですが、実際に実施するに当

たってどのような対応をされていかれるのかとい

うことについてお聞きをまずしたいと思います。

それと、子宮がんの検診、今国保などで無料パ

スを出しながら実施をして、なかなか多くの人が

やっているというよりも、受診率が少しずつ上が

りながらもたくさんの方が、ほとんどの方がやっ

ているという状況でもなくて、そのがん検診との

かかわりも非常に重要な、ワクチンだけではなく

て。そういう部分なんかもあって、正しい情報と

いうか、そういうものがどのようにして伝達をさ

れて、それぞれ皆様個人でお医者さんに行ってお

願いしますということになってくるのかというの

が少し、お互いに理解を深める意味合いで御答弁

をお願いしたいなというふうに考えておりますの

で、ぜひお願いをしたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員から１つ〇健康福祉部長（三谷正治君）

目は周知方法ということで、私のほうも国がこの

ような形で進めさせていただくということで担当

のほうといろいろ勉強させていただきました。議

員も、それから皆さんも御案内のとおり、この子

宮の部分につきましては基本的にはいろいろな１

００種類、特にその中では十五、六種類、今回の

このワクチンにつきましては１６型、１８型のこ

の２種類の部分が有効ということで、日本ではそ

れ以外に２種類ほど五十何型だとかということで

はお聞きしております。しかしながら、現在の日

本のデータ的には、私たちのほうで聞いている部

分については、日本としてのデータは非常に少な

いということで、世界的な外国のデータをもとに

今そういう数字が出ているのが実情であります。

先ほど議員のお話があったように、一部の部分

ということでございますけれども、残念ながら日

本の中でも毎年数多くの女性の方がこのがんで亡

くなっているというのが現実でございますので、

この部分につきましては特に先ほど議員のお話が

ありました子供たち、中学生、高校生のこの部分
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を子宮頸がんのワクチンだから打ってくださいよ

というだけのお話ではなかなか御理解をいただけ

ないというのが現実だと思います。私たちのほう

につきましては中学校、それから高校、これは中

学校につきましては教育委員会を通じて校長会、

教頭会、それから高校につきましては校長を初め

担当の先生方にそれぞれ文書等を出してお願いを

するとともに、個人につきましては先ほどお話し

しましたように周知は個人あてに文書で出させて

いただきたいと思っていますし、その中に周知と

ともに、このワクチンについてはこういう効果が

ある、このワクチンを打ったからといって１００

いもうかからないということではございませんし、

議員お話のように今の時代では６年または１０年

というようなお話もございますので、このワクチ

ンとともに検診も含めて併用した形で対応してい

ただきたいという、そういう内容もあわせたチラ

シ等も作成をしてその中に入れて市民の方には周

知を図っていきたいと考えております。

それから、特に中学生につきましては、今保健

体育で性教育の中でいろんなお話をしていただい

ていると思いますけれども、ただこのがんについ

ては中学生から、中学３年、高校１年については

非常に難しい年齢でもございますので、学校には

……ただ来年１月から実施をさせていただきます

ので、即という形にはなりませんけれども、市立

病院の担当の先生等々、それから北部医師会等々

を通じましてそれぞれ講演会ですとか講習会です

とか、そういうものを図りながら市民に周知を図

っていきたいと考えております。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

いい意味でお医者さ〇１９番（熊谷吉正議員）

ん中心、あるいは厚労省の情報やら北海道の情報

などを含めて情報をどんどん出していただくと、

専門的な立場で。それはぜひ継続的にやっていた

だきたいのですが、この資料のその他の中に、ワ

クチンも一般的な注射も薬も１００いはないわけ

で、必ず副作用というのがあるのですが、このそ

の他のところに被害救済に１全を期するために助

成対象事業には民間保険への加入を要件とすると

いうふうになっていまして、その辺の一部そうい

う心配もないわけではないのですということだと

思うのですが、ちょっとここは御説明をお願いを

したいと思います。

それで、該当の子供たちへの周知、それは保健

の先生とか市の立場とかということで送る場合に

は、当然実施方法についてはいつからやりますの

で、ぜひ御利用くださいということでは一般的な

情報、出ている情報を資料も含めて送られると思

うのですが、なかなか年代が年代だけに日本の文

化からすると非常にフランクにこういう話が話題

として出しにくいということもあって、いわゆる

正しい情報をしっかり頭に入れながら病院で受け

ていただくと。あるいは、もっと言えば子宮がん

検診、本当に熱心に保健センターでもやっていた

だいているのですが、これも雑誌によるとがんに

なる段階前にちゃんと検診さえしていれば怖くな

いのだよというようなことで、ワクチンに頼るこ

ともそれは１００いではないけれども、がん検診

としっかり併用の受検体制をとらない限りは、そ

れはなかなか完全なものになっていかないという

ことで、それはもう言われるとおりなのですが、

この辺とのかみ合わせで改めて市の政策として少

し、もしかしたら２２年、２３年で道をつけて独

自で今度拡大をしていかなければならぬというこ

とになるかもしれないですね、今の可能性として

は。そういう意味合いからすると、専門的ないろ

んな情報についてもかなり市の責任もまた問われ

ることになるわけでありまして、よりそういう周

知、宣伝のあり方について改めてお聞きをしたい

なというふうに思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの周知の〇健康福祉部長（三谷正治君）

中で、個人に郵便で周知をさせていただくという

お話もさせていただきました。特に中学１年から
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３年、高校１年につきましては基本的には親、母

親の意識の問題によって、母親が意識をつければ、

あなたいいのでないですかというような形もなき

にしもあらずという感じをしております。私のほ

うでは、やはりお母さんにこの子宮頸がんの位置

づけをしっかり理解をしていただくために先ほど

のチラシの中にお母さん、父兄のための知識もそ

の中に取り入れさせていただいて御理解をいただ

いて、その御理解の上でお子さんにそれをお話を

していただくということでそれを進めさせていた

だきたいと思います。

あわせて、保険の会社の関係でございますけれ

ども、現在保険で予防接種等を行っている部分で

は、すべて民間の会社の保険に入らせていただい

ておりますので、今回の部分についてもその保険

で該当するということで確認をさせていただいて

いるところであります。

それと、あわせて先ほどからお話ししてありま

すようにワクチンだけを１回打てばそれで済むと

いうことではありません。やはり検診が基本だと

考えておりますので、その検診とあわせてワクチ

ンを接種していただくことによって、毎年または

何年かに１度というような検診の道筋をこの２２、

２３年で開いていきながら２４年度に向けてどの

ような形でやるのが一番最適かということを検討

してまいりたいと考えております。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど少しお伺いし〇１９番（熊谷吉正議員）

た雑誌の厚労省のお医者さんの例で、昨年は新型

インフルエンザで大変国内じゅう大騒ぎになって、

余剰な薬も残したような形になっておりましたけ

れども、しっかり冷静にワクチンを受けるにして

もがん検診をしっかりやるにしても、そのワクチ

ンを受けたらがんにならないのだというふうにし

て誤解を受ける方が結構問い合わせの中であると。

だから、私もあなたもという大騒ぎをするのでは

なくて、比較ですけれども、子供たちの大変深刻

な病気であります細菌性の髄０炎にかかると、こ

れにかかると後遺症を残す例がやや１割から２割

と、死亡率が二、三いと極めて高い。そして、Ｂ

型肝炎の場合でも１００１人以上の感染者がいる

というふうに言われておりますけれども、それよ

りは落ちるけれども、死亡率、肝がんになる可能

性もやっぱり ４いぐらいあると。それよりも実

症例やまだ期間が少ないものですから、子宮頸が

んについてはそれよりも低いと、確率的に。ただ、

これから大量なそのデータ、打った人、打たない

人のデータをたくさん集めて症例を分析をしてい

かない限りはっきりしたことは言えないけれども

ということで、より冷静な対応が求められると。

あるいは、お医者さんとはいえ役人ですから、費

用対効果の問題も含めて若干問題提起もされてお

りました。ぜひ各個人の皆さんに送るときには、

情報をしっかり送っていただきながら、もう既に

問い合わせも受けたりなんかもして心配をしてい

ただいているようですが、私も先般子宮頸がんの

方が出産直前のテレビも見まして本当に深刻だな

という感じは思っておりましたけれども、ぜひ情

報については正しい情報を出していただく中で対

応、実施を深めていただきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員に今お話を〇健康福祉部長（三谷正治君）

いただきましたように周知の部分につきましては、

今回の部分については法律に基づくものではござ

いませんので、任意ということでございますので、

メリット、デメリットを含めまして、個々の考え

方に強制をするということではございませんので、

ただやはり先ほどからお話しいただいているよう

にそれぞれの個人が判断、お母さんたちが判断が

できる、そういう資料をつくって御案内のときに

同封をさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）
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たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 北海道開発の枠組みの堅持と北海道局の

存続に関する意見書、意見書案第２号 ヒトＴ細

胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ―１）総合対策

を求める意見書、意見書案第３号 脳脊髄液減少

症の診断・治療の確立を求める意見書、意見書案

第４号 免税軽油制度の存続を求める意見書、意

見書案第５号 米価下落に歯止めをかける対策を

求める意見書、意見書案第６号 領土に関する政

府の対応に関する意見書、意見書案第７号 子ど

も手当財源の地方負担に反対する意見書、意見書

案第８号 農業に関する国際貿易交渉への意見書、

以上８件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外７件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外７件は原案のとおり

可決されました。

日程第７ 報告第３〇議長（小野寺一知議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承を願います。

日程第８ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査の申し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２２年第４回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時３９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 駒 津 喜 一
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署名議員 田 中 好 望
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２２年第４回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 佐々木 寿 １．（仮称）複合交通センターについて

（Ｐ ３４） (1) 事業の進捗状況と今後のスケジュール

(2) 施設基本設計（施設機能）について

(3) にぎわい創出構想について

２．教育行政について

(1) 名寄市立大学の就職活動状況と大学生確保対策について

(2) 学級定数について

(3) いじめ対策について

３．福祉行政について

(1) 地域福祉計画策定について

(2) 成年後見制度普及について

(3) 高齢者虐待防止について

２ 佐 藤 靖 １．平成２３年度予算編成にかかわって

（Ｐ ４４） (1) 重点事業と概算要求額について

(2) 予算編成に当たっての市長訓令及び基本方針について

(3) 職員提案の反映について

２．協働のまちづくりにかかわって

(1) 市長が求める協働とは

(2) 地域自治組織の事業取り組み実績と評価について

(3) 補助内容の見直しと町内会単位への拡大について

３．名寄市立総合病院にかかわって

(1) 施設整備について

(2) 診療体制の見直しについて

(3) 看護師確保対策について

３ 高 橋 伸 典 １．除排雪体制について

（Ｐ ５６） (1) 道路排雪作業の計画について

(2) 今後の対策について

平 成 ２ ２ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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２．有害鳥獣対策について

(1) 被害状況と取り組みについて

(2) 鳥獣被害緊急対策事業の積極的な活用を

３．名寄市立図書館の建設について

(1) 図書館の必要性についての認識は

(2) 大学図書館についての考え方は

４．まちづくり懇談会からの市政運営は

(1) まちづくり懇談会の状況及び意見は

(2) 協働のまちづくりへの対策は

４ 日根野 正 敏 １．農業政策について

（Ｐ ６７） (1) 農業被害に対しての行政支援の考えは

(2) 米戸別所得補償モデル事業と水田利活用自給率向上事業の評価は

(3) 次年度の産地資金交付予想配分金額と考え方について

(4) 次年度の中山間地域等直接支払い、農地・水・環境向上対策の変

化と対応について

２．市立天文台「きたすばる」の活用と市内観光情報について

(1) 市立天文台「きたすばる」の観光としての考えは

(2) 市内観光の効果的なＰＲを

３．教育行政について

(1) 早寝早起き朝ごはんの検証について

(2) 日本の領土に関する教育について

５ 上 松 直 美 １．介護保険制度の現状と動向

（Ｐ ７７） (1) 介護保険導入の経緯・意義について

(2) 介護保険制度の仕組みについて

(3) 介護給付費の財源構成について

(4) 被保険者について

(5) 保険料の算定基準と利用者負担について

(6) 介護保険の今後の動向について

(7) 介護保険料の上昇抑制について

２．デマンド型バスの試験運行について

(1) 試行期間とその実施要領について

(2) 今後の計画と実効性について

(3) 高齢者の足の確保としての役割

(4) 地域公共交通活性化・再生法の活用と財源の見通し
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(5) 駅横開発との整合性と相乗効果について

３．森林整備計画制度における市町村森林整備計画の役割

(1) 森林整備計画制度の体系について

(2) 森林区分に応じた森林整備の方向性

(3) 市町村森林整備計画の仕組み

(4) 水土保全林等の保護と今後の課題

(5) 森林資源の有効利用と地域づくりについて

６ 大 石 健 二 １．名寄市の行財政運営から

（Ｐ ９０） (1) 新市建設計画と新市将来構想から

ア 計画の執行進捗度及び構想の実現度について

(2) 名寄市の経済産業の発展とその推進から

ア 観光等振興策について

２．名寄市教育行政から

(1) 教育委員会と市民のかかわりについて

３．名寄市立大学の基本理念から

(1) 名寄市立大学の未来について

７ 木戸口 真 １．名寄市の家庭ごみについて

（Ｐ１００） (1) 家庭ごみの現状は

(2) 収集体制の現況と課題は

(3) 収集体制の今後の考え方は

２．教育行政について

(1) 風連日進中学校の休校に向けた状況と今後の課題は

(2) 風連日進小・中学校周辺施設の活用状況と今後の有効利用は

(3) 風連日進小・中学校の今後の学校運営は

(4) 名寄市立小中学校施設整備計画の現況と今後の考えは

３．名寄市の短期移住体験型・滞在型観光の確立について

(1) 今年度の取り組み状況と今後の対応は

(2) 観光による交流人口の拡大策について

(3) 名寄市立大学の休暇村構想の進捗状況は

８ 駒 津 喜 一 １．商工業の振興について

（Ｐ１１１） (1) 中心市街地の活性化について

(2) 商店街空き店舗の対応策について

(3) 中小企業振興条例及び企業立地促進条例について
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２．ロケーション誘致推進事業について

(1) 観光資源としてのロケーションの活用について

３．地方自治情報化ＩＣＴについて

(1) 電子自治体の進捗状況について

(2) 自治体クラウドの取り組みについて

(3) 地域情報プラットフォームの活用について

４．データセンター誘致について

(1) データセンター誘致の取り組みについて

９ 田 中 好 望 １．風連地区公共施設移転後の利用について

（Ｐ１２２） (1) 福祉センター解体後について

(2) 風連国保診療所について

(3) 風連中学校の跡地について

２．今後の名寄市農政課題について

(1) 後継者、担い手確保

(2) 農地流動化対策について

１０ 竹 中 憲 之 １．生活保護者数の現状と対応について

（Ｐ１２９） (1) 生活保護世帯数について

(2) 生活保護者への相談及び指導体制について

２．災害とその復旧状況について

(1) 道路・河川等の災害状況について

(2) 災害の復旧状況について

３．交通安全対策について

(1) 今年の名寄市における交通事故件数は

(2) 交通安全対策と市民への指導・啓蒙・啓発はどのように行ってき

たか

(3) 名寄市における夏季・冬季の踏切数と安全対策について

４．小中学校における事故・不審者への対応と対策について

(1) 不慮の事故や不審者等に対する児童・生徒・保護者への周知と対

策について

(2) 児童・生徒へのケアなどの対応について

１１ 佐 藤 勝 １．事務事業評価と予算・決算について

（Ｐ１４３） (1) 事務事業評価事業に対する取り組みについて

(2) 事務事業評価結果の原課における活用と公開について
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(3) 事務事業評価結果の予算・決算活用について

２．合併特例区について

(1) 合併特例区の総括について

(2) 特例区事業の継承について

(3) 特例区終了後の体制について

３．公民館活動について

(1) 公民館分館活動のあり方の経過について

(2) 分館活動とその拠点となるコミセンのあり方について

(3) 今後の分館活動の方向性について

４．全国学力・学習状況調査について

(1) 市内小・中学校の調査結果について

(2) 調査の問題点について

(3) 家庭・学校における生活改善の取り組みについて

(4) 今後の課題について

１２ 黒 井 徹 １．平成２３年度予算編成にあたって

（Ｐ１５３） (1) 新市長の基本的指針は

(2) 市内の経済対策における建設業界・商工業界の振興対策について

(3) 新規事業とその展望は

２．合併特例区終了後の名寄市行政について

(1) 合併後の両地区の変化とその評価は

(2) 特例区の現状と課題について

３．基幹産業、農業の展望について

(1) 基幹産業の数値的位置づけについて

(2) 農業・農村の多面的機能の評価について

(3) 農業振興策について

１３ 川 村 幸 栄 １．国民健康保険の都道府県単位化となる「広域化」について

（Ｐ１６４） (1) 広域化に対する市の考えについて

(2) 市民への対応・説明について

(3) 国民健康保険のあり方について

２．市民のための市立図書館について

(1) 利用状況について

(2) 職員体制について

(3) 指定管理者制度導入に関する考えについて

(4) 市民に喜ばれる市立図書館のために、今後の取り組みについて
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平成２２年第４回名寄市議会定例会議決結果表

平成２２年１１月３０日～平成２２年１２月１４日 １５日間

本会議時間数 １５時間３３分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

２２年第３定 名寄市パブリック・コメント手続条例の制定 22. 9. 7 22.11.24 22.11.30

1 について 原 案 可 決付 託 議 案 第 号 総 務 文 教 常 任 原 案 可 決 す べ き

２２年第３定 22. 9. 7 22.11.24 22.11.30
名寄市児童館条例の制定について

2 原 案 可 決付 託 議 案 第 号 総 務 文 教 常 任 原 案 可 決 す べ き

２２年第３定 22. 9. 7 22.11.24 22.11.30
名寄市児童クラブ条例の制定について

3 修 正 可 決付 託 議 案 第 号 総 務 文 教 常 任 修 正 可 決 す べ き

名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一 ― ― 22.11.30
第 １ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間そ ― ― 22.11.30

第 ２ 号 の他の勤務条件に関する条例の一部改正につ ― ― 原 案 可 決

いて

名寄市職員の給与に関する条例等の一部改正 ― ― 22.11.30
第 ３ 号

について ― ― 原 案 可 決

名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一 ― ― 22.11.30
第 ４ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 22.11.30
第 ５ 号 名寄市立学校設置条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 22.11.30
第 ６ 号 名寄市育英奨学条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市風連サンシャインホール設置及び管理 ― ― 22.11.30
第 ７ 号

に関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 22.11.30
第 ８ 号 名寄市風連福祉会館条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市風連日進レクリエーションセンター条 ― ― 22.11.30
第 ９ 号

例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市西風連コミュニティセンター条例の一 ― ― 22.11.30
第 １ ０ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

22.11.30 22.12. 9 22.12.14
第 １ １ 号 名寄市仲町集会所条例の一部改正について

原 案 可 決総 務 文 教 常 任 原 案 可 決 す べ き



－191－

平 成 ２ ２ 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市保健センター設置条例の一部改正につ ― ― 22.11.30
第 １ ２ 号

いて ― ― 原 案 可 決

名寄市風連国民健康保険診療所条例の一部改 ― ― 22.11.30
第 １ ３ 号

正について ― ― 原 案 可 決

名寄市風連国民健康保険診療所診療報酬その ― ― 22.11.30
第 １ ４ 号

他料金徴収条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市風連地区子育て支援条例を廃止する条 ― ― 22.11.30
第 １ ５ 号

例の制定について ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市北国雪国 ― ― 22.11.30
第 １ ６ 号

ふるさと交流館） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（サンピラーパー ― ― 22.11.30
第 １ ７ 号

ク森の休暇村） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市大橋地区 ― ― 22.11.30
第 １ ８ 号

コミュニティセンター） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市雪わらべ ― ― 22.11.30
第 １ ９ 号

雪冷貯蔵施設） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市風連農産 ― ― 22.11.30
第 ２ ０ 号

物出荷調整利雪施設） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市東部地区 ― ― 22.11.30
第 ２ １ 号

集落センター） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市西部地区 ― ― 22.11.30
第 ２ ２ 号

集落センター） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市立食肉セ ― ― 22.11.30
第 ２ ３ 号

ンター） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄ピヤシリス ― ― 22.11.30
第 ２ ４ 号

キー場） ― ― 原 案 可 決

― ― 22.11.30
第 ２ ５ 号 平成２２年度名寄市一般会計補正予算

― ― 原 案 可 決

平成２２年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 22.11.30
第 ２ ６ 号

正予算 ― ― 原 案 可 決

平成２２年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 22.11.30
第 ２ ７ 号

算 ― ― 原 案 可 決

平成２２年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 22.11.30
第 ２ ８ 号

予算 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 22.11.30
第 ２ ９ 号 平成２２年度名寄市水道事業会計補正予算

― ― 原 案 可 決

名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に ― ― 22.11.30
第 ３ ０ 号

関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市過疎地域自立促進市町村計画の変更に ― ― 22.12.14
第 ３ １ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― 22.12.14
第 ３ ２ 号 平成２２年度名寄市一般会計補正予算

― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 北海道開発の枠組みの堅持と北海道局の存続 ― ― 22.12.14

第 １ 号 に関する意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ― ― ― 22.12.14

第 ２ 号 １）総合対策を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める ― ― 22.12.14

第 ３ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 22.12.14
免税軽油制度の存続を求める意見書

第 ４ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 米価下落に歯止めをかける対策を求める意見 ― ― 22.12.14

第 ５ 号 書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 22.12.14
領土に関する政府の対応に関する意見書

第 ６ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 22.12.14
子ども手当財源の地方負担に反対する意見書

第 ７ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 22.12.14
農業に関する国際貿易交渉への意見書

第 ８ 号 ― ― 原 案 可 決

決 議 案 ― ― 22.11.30
ＴＰＰ参加の即時撤回を求める決議

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

― ― 22.11.30
報 告 第 １ 号 専決処分した事件の報告について

― ― 報 告 済

― ― 22.11.30
報 告 第 ２ 号 専決処分した事件の報告について

― ― 報 告 済

― ― 22.12.14
報 告 第 ３ 号 例月現金出納検査報告について

― ― 報 告 済

― ― 22.12.14
閉会中継続審査（調査）の申し出について

継続審査 調査 決定― ― ( )
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